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■募集要項等の構成 
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■用語の定義 

用語 定義 

本事業 【本事業】 

下記の総称。 

【本事業（国）】 

一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等をいう。 

【本事業（市）】 

三宮バスターミナル特定運営事業等をいう。 

本事業対象施設 新バスターミナル（Ⅰ期）及び三宮バスターミナルを合わせた総称。 

本施設 【本施設】 

下記の総称。 

【本施設（国）】 

新バスターミナル（Ⅰ期）内の施設のうち、利便施設を除く施設をいう。 

【本施設（市）】 

三宮バスターミナル内の施設のうち、利便施設を除く施設をいう。 

一般国道２号 神

戸三宮駅交通ター

ミナル特定運営事

業等 

新バスターミナル運営等事業及び新バスターミナル利便増進事業で構成される

事業。 

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年

法律第 117 号）」（以下「PFI 法」という。）に基づく特定事業であり、PFI 事業と

して実施することが効率的かつ効果的であるもの。 

三宮バスターミナ

ル特定運営事業等 

三宮バスターミナル運営等事業及び三宮バスターミナル利便増進事業で構成さ

れる事業。 

PFI 法に基づく特定事業であり、PFI 事業として実施することが効率的かつ効果

的であるもの。 

雲井通５丁目再開

発事業 

神戸三宮雲井通５丁目地区第一種市街地再開発事業。 

ミント神戸 ミント神戸（神戸新聞会館ビル）。三宮バスターミナル、商業施設、オフィス等

で構成されている。 

新バスターミナル

運営等事業 

本事業のうち、新バスターミナル（Ⅰ期）の内装整備業務、維持管理業務及び運

営業務に係る事業をいう。 

三宮バスターミナ

ル運営等事業 

本事業のうち、三宮バスターミナルの維持管理業務及び運営業務に係る事業を

いう。 

利便増進事業 本事業のうち、事業者が自らの責任と費用により実施する事業。 

新バスターミナル

利便増進事業 

新バスターミナル運営等事業と一体として、事業者が自らの責任と費用により

実施する事業。 

三宮バスターミナ

ル利便増進事業 

三宮バスターミナル運営等事業と一体として、事業者が自らの責任と費用によ

り実施する事業。 

再開発ビル（雲井

５） 

雲井通５丁目再開発事業で整備するビル。新バスターミナル（Ⅰ期）、商業施設、

共用施設、公益施設等から成る低層部、オフィス、ホテル等から成る高層部、全

体共用部、駐車場・駐輪場等で構成される。 

再開発ビル（雲井

６） 

神戸三宮雲井通６丁目北地区で再開発事業による整備を検討しているビル。 

新バスターミナル

（Ⅰ期） 

及び 

神戸三宮駅交通タ

ーミナル 

再開発ビル（雲井５）のうち、新たな中・長距離バスターミナルを中心とした約

6,820 ㎡の施設。特定車両停留施設（国）及び利便施設、入口東側一部スペース

で構成される。 

新バスターミナル

（Ⅱ期） 

再開発ビル（雲井６）に整備予定の新たな中・長距離バスターミナル施設部分。 



 
 

用語 定義 

三宮バスターミナ

ル 

ミント神戸の 1 階等に位置するバスターミナル及び利便施設。 

特定車両停留施設 【特定車両停留施設】 

特定車両停留施設とは、「道路法（昭和 27 年法律第 180 号）」第 2 条第 2 項第 8

号の道路の附属物である。バス・タクシー・トラック等の事業者専用の停留施設。

道路管理者が、特定車両の中から当該施設を利用することができる車両の種類

を指定、公示する。 

本事業においては、下記で構成される。 

 

【特定車両停留施設（国）】 

新バスターミナル（Ⅰ期）のうち、地下２階～地下１階のエレベーターホール及

びエレベーター施設並びに地上１階～３階部分の特定車両用場所（国）、旅客用

場所（国）、その他設備及び専用使用部分（国）で構成される。 

 

【特定車両停留施設（市）】 

三宮バスターミナルをいい、特定車両用場所（市）、旅客用場所（市）、その他設

備及び専用使用部分（市）で構成される。 

バスターミナル専

有部分 

【バスターミナル専有部分】 

下記の総称。 

 

【バスターミナル専有部分（国）】 

国が再開発ビル（雲井５）内において区分所有権を取得する部分で、区分所有法

第２条第３項に定める専有部分をいう。 

 

【バスターミナル専有部分（市）】 

市がミント神戸内において区分所有権を有する部分で、区分所有法第２条第３

項に定める専有部分をいう。 

共用部分 区分所有法第２条第４項に定める共用部分をいう。 

共用部分等 共用部分及び附属施設、附属設備をいう。 

専用使用部分 【専用使用部分】 

下記の総称。 

 

【専用使用部分（国）】 

国が専用使用権（特定の区分所有者又は第三者が排他的に使用できる権利）を有

して管理する部分（１階誘導車路の入口付近等）をいう。 

 

【専用使用部分（市）】 

市が専用使用権（特定の区分所有者又は第三者が排他的に使用できる権利）を有

して管理する部分をいう。 

 

道路区域 【道路区域】 

道路を構成する敷地の幅及び長さによって示される区域であって、道路法が全

面的に適用される土地の部分である。なお、本事業の道路区域は、道路法第四十

七条の十七の規定により、空間又は地下に上下の範囲を区切って定める立体的

区域を設定する。 

本事業においては、下記で構成される。 

 

【道路区域（国）】 

国が道路区域を指定する部分全体をいう。バスターミナル専有部分（国）の他、

専用使用部分（国）とされた部分を道路区域に指定する予定である。 



 
 

用語 定義 

 

【道路区域（市）】 

市が道路区域を指定する部分全体をいう。バスターミナル専有部分（市）の他、

駅前広場の一部、専用使用部分（市）とされた部分を道路区域に指定する予定で

ある。 

運営権設定対象施

設 

【運営権設定対象施設】 

運営権を設定する施設をいう。 

本事業においては、下記で構成される。 

 

【運営権設定対象施設（国）】 

新バスターミナル（Ⅰ期）内の施設のうち、運営権（国）を設定する施設をいう。

特定車両停留施設（国）を運営権設定対象施設（国）とする。 

 

【運営権設定対象施設（市）】 

三宮バスターミナル内の施設のうち、運営権（市）を設定する施設をいう。特定

車両停留施設（市）を運営権設定対象施設（市）とする。 

非運営権施設 【非運営権施設】 

運営権設定対象とならない施設をいう。 

本事業においては、下記で構成される。 

 

【非運営権施設（国）】 

新バスターミナル（Ⅰ期）内の施設のうち、運営権設定対象（国）とならない施

設であり、事業者の費用負担により整備する利便施設（国）をいう。 

 

【非運営権施設（市）】 

三宮バスターミナル内の施設のうち、運営権設定対象（市）とならない施設であ

り、事業者の費用負担により整備する利便施設（市）をいう。 

特定車両用場所 【特定車両用場所】 

特定車両停留施設のうち、誘導車路、操車場所、停留場所、その他の特定車両の

通行、停留又は駐車の用に供する場所。 

本事業においては、下記で構成される。 

 

【特定車両用場所（国）】 

新バスターミナル（Ⅰ期）内の特定車両用場所。 

 

【特定車両用場所（市）】 

三宮バスターミナル内の特定車両用場所。 

旅客用場所 【旅客用場所】 

特定車両停留施設のうち、乗降場、旅客通路、その他の旅客の用に供する場所。

乗降場、通路、その他の旅客の用に供する場所で構成される。 

本事業においては、下記で構成される。 

 

【旅客用場所（国）】 

新バスターミナル（Ⅰ期）内の旅客用場所。 

 

【旅客用場所（市）】 

三宮バスターミナル内の旅客用場所。 



 
 

用語 定義 

利便施設 【利便施設】 

利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設であって、事業者が自らの責

任と費用により設置、運営等を行う道路占用物をいう。 

 

【利便施設（国）】 

新バスターミナル（Ⅰ期）内に設置される利便施設。飲食・物販施設（店舗）、

自動販売機等を想定している。 

 

【利便施設（市）】 

三宮バスターミナル内に設置される利便施設。運行情報提供設備（デジタルサイ

ネージ）や自動販売機等を想定している。 

 

※なお、民間財産は運営権を設定できないため、利便施設は運営権設定対象から

は外れる。ただし、床部分は国若しくは市が区分所有しているため、運営権設

定対象施設である。 

民間事業者 一般的な民間事業者。 

応募者 本事業に応募する民間事業者。内装整備業務、維持管理業務及び運営業務を実施

する予定の単体企業又は複数の企業によって構成されるグループ。 

提案提出者 参加資格の確認を受けた応募者。 

優先交渉権者 国・市により選定された提案提出者。 

事業者 本事業の実施に際して、国と特定事業契約、市と実施契約をそれぞれ締結し、本

事業を実施する特別目的会社（SPC（Special Purpose Company））をいう。国・

市によって選定され、国・市との間で基本協定（国）及び基本協定（市）をそれ

ぞれ締結した優先交渉権者（単体企業又は企業グループ）が、本事業の実施のみ

を目的とする SPC を設立し、当該 SPC が事業者となる。 

事業者は内装整備業務の完了後、国から、運営権設定対象施設（国）について、

運営権（国）の設定を受けるものである。 

事業者は市から、運営権設定対象施設（市）について、運営権（市）の設定を受

けるものである。 

バス事業者 【バス事業者】 

下記の総称。 

【バス事業者（国）】 

新バスターミナル（Ⅰ期）に特定車両を停留させる民間事業者の総称。 

【バス事業者（市）】 

三宮バスターミナルに特定車両を停留させる民間事業者の総称。 

国 国土交通省近畿地方整備局。 

市 神戸市。 

再開発会社 雲井通５丁目再開発事業の施行者である雲井通５丁目再開発株式会社。 

特定事業参加者 雲井通５丁目再開発事業において、再開発会社に負担金を納付し、権利変換計画

の定めるところに従い再開発ビル（雲井５）の保留床を取得する者（代表企業：

三菱地所株式会社、構成員：三菱倉庫株式会社、神鋼不動産株式会社）をいう。 

特定業務代行者 雲井通５丁目再開発事業において、再開発ビル（雲井５）の実施設計、工事等を

実施する者（株式会社大林組）をいう。 

再開発会社等 再開発会社、特定事業参加者及び特定業務代行者の総称。 

管理組合 再開発ビル（雲井５）の管理を行うために、区分所有法に基づいて再開発ビル（雲

井５）の区分所有者（国）全員により構成される団体。 

三宮バスターミナ

ル協議会 

三宮バスターミナルに関する協議会であり、施設所有者である神戸市、西日本旅

客鉄道株式会社とバス事業者部会で構成される。 

バス事業者部会 現在、三宮バスターミナルを使用しているバス事業者で構成される部会をいう。 



 
 

用語 定義 

管理協議会 ミント神戸の管理を行うために、区分所有法に基づいてミント神戸の区分所有

者（市）全員により構成される団体であり、ミント神戸管理協議会をいう。 

区分所有者 【区分所有者】 

下記の総称。 

【区分所有者（国）】 

再開発ビル（雲井５）において、区分所有権を有する者。 

【区分所有者（市）】 

ミント神戸において、区分所有権を有する者。株式会社神戸新聞会館と神戸市を

いう。 

特定事業契約 国と事業者の間で締結する契約。 

新バスターミナル（Ⅰ期）の内装整備について包括的かつ詳細に規定する契約及

び維持管理・運営について運営権（国）に関する事項を包括的かつ詳細に規定す

る契約。 

実施契約 市と事業者の間で締結する契約。 

三宮バスターミナルの維持管理・運営について、運営権（市）に関する事項を包

括的かつ詳細に規定する契約。 

管理規約 【管理規約】 

下記の総称。 

【管理規約（国）】 

再開発ビル（雲井５）の管理又は使用に関する区分所有者（国）間の事項を定め

た規約。管理規約及び関連細則の総称。新バスターミナル（Ⅰ期）に関する事項

として、バスターミナル部分使用細則及び会計細則を設けられる予定。 

【管理規約（市）】 

ミント神戸の敷地及び建物の管理又は使用に関する区分所有者（市）間の事項を

定めた規約。 

管理協定 国、管理組合の間で締結する新バスターミナル（Ⅰ期）の管理運営に関する事項

を取り決めた協定。 

管理規約等 管理規約と管理協定の総称。 

運営権 【運営権】 

下記の総称。 

【運営権（国）】 

運営権設定対象施設（国）を対象として、国が事業者に対して設定する公共施設

等運営権（PFI 法第 2 条第 7 項で定義するものをいう。）。 

【運営権（市）】 

運営権設定対象施設（市）を対象として、市が事業者に対して設定する公共施設

等運営権（PFI 法第 2 条第 7 項で定義するものをいう。）。 

大規模修繕 以下に記載の内容をいう。本施設（国）及び本施設（市）においては、事業対象

外とする。 

（建築）：建物（内装・外構等を含む）の一側面、連続する一面全体又は全面に

対して行う修繕をいう。 

（土木）：舗装の補修（オーバーレイ工法といった、舗装の回復、強化を行う工

法）、区画線・標識等の全面・全数に対して行う修繕をいう。 

（電気）：機器、配線の全面的な更新を行う修繕をいう。 

（機械）：機器、配管の全面的な更新を行う修繕をいう。 

※「修繕」とは、劣化した部位・部材、又は機器の性能・機能を原状（初期の水

準）又は実用上支障のない状態まで回復させること（更新を含む）。 

長期修繕計画 経常修繕を含めた運営・維持管理期間開始から終了までの期間中の全ての修繕

計画。 

  



 
 

■用語の定義（イメージ図） 

【事業名の定義】 

 

【全体に関する用語の定義】 

 
  

本事業

本事業（市）

＝三宮バスターミナル特定運営事
業等

本事業（国）

＝一般国道２号 神戸三宮駅交通
ターミナル特定運営事業等

新バスターミナル運営等事業

三宮バスターミナル運営等事業

三宮バスターミナル利便増進事業

新バスターミナル利便増進事業

（その他の利便増進事業）
※バスターミナル専有部分外で事業者

が提案した場合

・内装整備業務
・準備業務
・維持管理業務
・運営業務

・準備業務
・維持管理業務
・運営業務

利便増進事業

※便宜的な
イメージ図です。

再開発ビル（雲井５）

新バスターミナル（Ⅰ期）

本施設
※利便施設除く

※便宜的な
イメージ図です。

特定車両停留施設
(国)

利便施設
（国）

ミント神戸

特定車両停留施設
（市）

利便施設
（市）

三宮バスターミナル

駅前広場

本事業
対象施設



 
 

【本施設（国）に関する用語の定義】 

 

 

【本施設（市）に関する用語の定義】 

 

 

  

特定車両用場所、旅客用場所

特定車両停留施設

運営権設定対象施設 非運営権設定対象施設
※利便施設（国）（道路占用物）について、民間財産は運営権を設定できないため、
運営権設定対象からは外れる。ただし、床部分は国が区分所有しているため、運
営権設定対象施設である。

民財産

国財産

利便施設（国）
（道路占用物）

事務室、運行管理室、
電気室、待合所、標識 等

追加投資

追加投資
（道路占用物）

※便宜的な
イメージ図です。

特定車両用場所、旅客用場所

事務室、運行管理室、
電気室、待合所、標識 等

追加投資

特定車両停留施設

床

利便施設（国）
（道路占用物）

追加投資

工作物、
物件又は
施設

○財産区分

○床と施設の取り扱い

駅前広場
の一部

特定車両用場所、旅客用場所

特定車両停留施設

運営権設定対象施設 非運営権設定対象施設
※利便施設（市）（道路占用物）について、民間財産は運営権を設定できないため、
運営権設定対象からは外れる。ただし、床部分は市が区分所有しているため、運
営権設定対象施設である。

民財産

市財産 標識等

利便施設（市）
（道路占用物）

事務室、運行管理室、
電気室、待合所、標識 等

追加投資

追加投資
（道路占用物）

※便宜的な
イメージ図です。

特定車両用場所、旅客用場所

管理室、待合所、
標識 等
追加投資

特定車両停留施設

床

利便施設（市）
（道路占用物）

追加投資

標識等
工作物、
物件又は
施設

○財産区分

○床と施設の取り扱い

駅前広場の
一部（土地）



 
 

特定車両停留施設については、下記も参照すること。 

 

出典：令和２年度道路法改正内容説明会 資料を一部加筆修正 

  



- 1 - 
 

 

1.  はじめに 
国及び市は、神戸三宮駅周辺において、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に

関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。）に基づき特定事業として選定した

本事業を実施する能力を有する民間事業者として「一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特

定運営事業等特定事業契約（以下「特定事業契約」という。）」及び「三宮バスターミナル特定運

営事業等実施契約（以下「実施契約」という。）」の締結を優先的に交渉する者（以下「優先交渉

権者」という。）を選定し、当該優先交渉権者に対して運営権を設定するとともに、本事業を実施

することを計画している。 

一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等及び三宮バスターミナル特定運営事

業等の募集要項（以下「募集要項」という。）は、国及び市が本事業の提案に係る募集を行い、本

事業の優先交渉権者の選定（以下「本募集」という。）に適用するものである。なお、募集要項は、

募集要項の公表日から特定事業契約及び実施契約の締結日までに適用し、また締結日以降も、特

定事業契約及び実施契約の関係当事者を拘束する。 

 

(1)  募集要項の公表日 
令和６年４月 23 日 

 

(2)  契約担当官等 
＜一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等＞ 

支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 見坂 茂範 

＜三宮バスターミナル特定運営事業等＞ 

神戸市長 久元 喜造 

 

(3)  担当部局 
＜一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等＞ 

国土交通省 近畿地方整備局 総務部契約課契約第二係 

 〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前 3-1-41 大手前合同庁舎 

 TEL：06-6942-1141 なお、電話での直接問い合わせは受け付けない。 

 FAX：06-6943-7834 

 Email：kkr-keiyaku-keiyakukakari2@gxb.mlit.go.jp 

 

＜三宮バスターミナル特定運営事業等＞ 

神戸市 都市局 都心再整備本部 都心再整備部 都心三宮再整備課 

 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通 6-1-12 三宮ビル東館 6 階 

 

本募集において担当部局の行う事務に関して、以下に示すアドバイザー（以下「公募アドバ

イザー」という。）を置く。 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

mailto:kkr-keiyaku-keiyakukakari2@gxb.mlit.go.jp
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(4)  募集要項等 
募集要項等とは、募集要項及び以下の資料１～７の書類（これらに、補足資料及びホームペ

ージへの掲載により公表した質問回答書、その他これらに関して国及び市が発出した書類を加

えたものを、以下「募集要項等」という。いずれも修正があった場合は、修正後の記述による。）

により構成される。募集要項等は、応募者が提出書類を作成するにあたっての前提条件であり、

募集要項、資料１ 特定事業契約書（案）、資料２ 実施契約書（案）、資料３ 基本協定書（国）

（案）、資料４ 基本協定書（市）（案）及び資料５ 要求水準書（案）は、特定事業契約及び実

施契約の締結時に契約関係当事者を拘束するものである。なお、資料５ 要求水準書（案）は、

競争的対話後に「要求水準書」として修正版を公表する予定であり、要求水準書も同様に特定

事業契約及び実施契約の締結時に契約関係当事者を拘束するものである。 

また、優先交渉権者の選定に際して公表又は配布する補足資料も募集要項等の一部を構成す

るものであり、特段の定めがない限り、いかなる補足資料（ただし、参考資料に該当する資料

を除く。）も特定事業契約及び実施契約の締結時に契約関係当事者を拘束するものとする。 

 

資料１ 特定事業契約書（案） 

資料２ 実施契約書（案） 

資料３ 基本協定書（国）（案） 

資料４ 基本協定書（市）（案） 

資料５ 要求水準書（案） 

資料６ 様式集及び記載要領 

資料７ 事業者選定基準 

 

なお、募集要項等と一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等及び三宮バス

ターミナル特定運営事業等の実施方針（令和６年１月 16 日公表。以下「実施方針」という。）

に相違のある場合は、募集要項等の規定内容を優先するものとする。ただし、募集要項等に記

載がない事項については、募集要項等に関する質問の回答によることとする。 

 

(5)  その他 
本事業（国）は、令和７年度予算が成立し、支出負担行為計画示達がなされることを条件と

するものであり、予算成立の事情により本事業の見積もり合わせ日を変更する場合や取りやめ

る場合がある。 

なお、暫定予算となった場合は、予算措置が全額計上されているときは全期間の契約とする

が、全額計上されていないときは、本予算成立までの間について、全体の契約期間に対する暫

定予算の期間分等に相応する契約とする。 
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2.  本事業の選定に関する事項 
 本事業の内容に関する事項 

 

(1)  事業名称 
一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 

三宮バスターミナル特定運営事業等 

 

(2)  事業に供される公共施設の種類 
＜一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等＞ 

道路法に基づく道路の附属物（特定車両停留施設（国）） 

※再開発ビル（雲井５）の各種登記完了、竣工後に指定する予定である。 

＜三宮バスターミナル特定運営事業等＞ 

道路法に基づく道路の附属物（特定車両停留施設（市）） 

 

(3)  公共施設等の管理者 
＜一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等＞ 

国土交通大臣 斉藤 鉄夫 

（本事業について国土交通大臣の事務を分掌する者 近畿地方整備局長 見坂 茂範） 

＜三宮バスターミナル特定運営事業等＞ 

神戸市長 久元 喜造 

 

(4)  事業目的 
兵庫・神戸の玄関口である神戸三宮駅周辺は、鉄道駅と中・長距離バス停が分散しているた

め、「乗換の利便性が低い」、「バス待合空間が不十分である」、「路上のバス停に起因する後続車

の走行阻害が発生している」などの課題を抱えている。これらの課題を解消するため、国と市

は、令和２年３月に「新たな中・長距離バスターミナル」等の整備を位置付けた「国道２号等 

神戸三宮駅前空間の事業計画」を策定した。「新たな中・長距離バスターミナル」の整備にあた

っては、計画の具体化を民間事業者の知見と技術、ノウハウを広く取り入れながら官民連携で

推進する。 

本事業は、新バスターミナル（Ⅰ期）の内装を整備し、ミント神戸の１階等に位置する既存

の三宮バスターミナルと一体的な運用を行い、点在する中・長距離バス停の一部を集約した新

たな運用を開始することで、三宮クロススクエアと連携して新たな交通結節空間を創出し、乗

換・待合環境の改善、交通の円滑化、防災機能の向上の実現を図ることを目的とする。 

 

(5)  関係法令等の遵守 
本事業の実施にあたっては、関係法令、条例、規則及び要項等を遵守するとともに、各種基

準及び指針等についても、本事業の要求水準と照らし合わせて、適宜適用するものとする。 

なお、関係法令等はすべて最新のものを適用すること。 
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(6)  事業期間（国） 
a） 本事業（国）の事業期間 

本事業（国）の事業期間は、特定事業契約締結から 30 年度間を想定している。事業期間は、

事業者が本施設（国）の内装整備を実施する期間（内装整備業務期間）及び運営権（国）に

基づき本施設（国）の維持管理及び運営を実施する期間（運営・維持管理期間）で構成され

る。 

内装整備業務期間は、約２年 11 カ月（内装設計・内装施工約２年３カ月、再開発ビル（雲

井５）の完了検査約５カ月、準備（※）約３カ月）、運営・維持管理期間は、本施設（国）の

竣工後、運営権（国）を設定する令和 10（2028）年度から事業期間終了までの約 27 年を想

定している。 

なお、本事業（国）の事業終了日は、本事業（市）と同一とする。 
（※）準備業務は、内装設計・内装施工中に先行して行うことも可能とする。 

 

b） 内装整備業務期間 
内装整備業務期間は、内装設計に係る期間及び内装施工に係る期間で構成され、約２年 11

カ月（内装設計・内装施工約２年３カ月、再開発ビル（雲井５）の完了検査約５カ月、準備

約３カ月）とする。 

内装設計は、特定事業契約締結後から令和８（2026）年５月 31 日までに完了すること。内

装施工は、設計完了及び再開発ビル（雲井５）の建築確認申請（計画変更）終了後着手し、

令和９（2027）年８月より開始予定の再開発ビル（雲井５）の完了検査準備開始前に完了す

ること。準備は再開発ビル（雲井５）竣工後の令和 10（2028）年１月から３カ月程度を想定

しているが、内装設計・内装施工中に先行して行うことも可能とする。 

 

c） 運営権（国）存続期間 
運営権（国）存続期間は、運営権（国）を設定した日から、27 年後の応当日の前日までと

する。運営権（国）存続期間は、運営・維持管理期間終了日をもって終了し、運営権（国）

は同日をもって消滅する。 

 

(7)  事業期間（市） 
a） 本事業（市）の事業期間 

本事業（市）の事業期間は、実施契約締結から 30 年度間を想定している。事業期間は、準

備業務を実施する期間（準備業務期間）及び運営権（市）に基づき本施設（市）の維持管理

及び運営を実施する期間（運営・維持管理期間）で構成される。 

準備業務期間は約２年９カ月、運営・維持管理期間は、運営権（市）を設定する令和 10（2028）

年度から事業期間終了までの約 27 年を想定している。 

なお、本事業（市）の事業終了日は、本事業（国）と同一とする。 

 

b） 運営権（市）存続期間 
運営権（市）存続期間は、運営権（市）を設定した日から、27 年後の応当日の前日までと

する。運営権（市）存続期間は、事業終了日をもって終了し、運営権（市）は同日をもって
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消滅する。 

 

(8)  事業方式 
新バスターミナル（Ⅰ期）では、再開発会社等が整備する再開発ビル（雲井５）の地下２階

から地下１階の一部及び地上１階から３階までを道路法上の特定車両停留施設（国）として内

装を整備する予定である。新バスターミナル（Ⅰ期）のうち、特定車両停留施設（国）の内装

整備については、国と事業者の間で締結する特定事業契約の定めるところにより、事業者が資

金調達・内装設計・内装施工を行い、内装整備完了後に特定車両停留施設（国）の所有権を国

に移転する（BT（Build－Transfer）方式）。 

新バスターミナル（Ⅰ期）の維持管理・運営については、特定車両停留施設（国）の所有権

移転後、国が運営権設定対象施設（国）について事業者に対して運営権（国）を設定し、同契

約の定めるところにより、事業者が、バス事業者（国）等の施設利用者から徴収する利用料金

等により実施する方式とする。 

三宮バスターミナルについては、市が運営権設定対象施設（市）について運営権（市）を設

定し、市と事業者の間で締結する実施契約の定めるところにより、事業者が、バス事業者（市）

等の施設利用者から徴収する利用料金等により実施する方式とする。なお、現在の三宮バスタ

ーミナルは特定車両停留施設ではないが、市は、新バスターミナル（Ⅰ期）開業までに三宮バ

スターミナルを特定車両停留施設（市）に指定する。 

また、再開発ビル（雲井５）に隣接する再開発ビル（雲井６）内に整備する新バスターミナ

ル（Ⅱ期）が事業化された場合には、新バスターミナル（Ⅰ期）及び三宮バスターミナルと一

体的に維持管理・運営する予定である。 

なお、新バスターミナル（Ⅱ期）工事期間中、新バスターミナル（Ⅰ期）のバース数に影響

が生じる場合、工事期間中のバス運行及び料金収入に関して調整を行う必要があるため、別途

協議する。 

 

(9)  利用料金の設定及び収受 
本事業では、事業者は、本施設に車両を停留させる者から徴収する停留料金及び利便施設の

利用者から得た収入を自らの収入とすることができる。 

 

a） 停留料金の設定及び収受 
事業者は、道路法第 48 条の 35 第２項に基づき、自らの経営判断により、下記の条件を充

足する範囲内で特定車両停留施設に係る停留料金を設定する。 

・特定車両を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

・特定車両を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそれのないもので

あること。 

・特定車両停留施設を利用することができる特定車両と同一の種類の車両を同時に２両以

上停留させる付近の施設で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供す

るものの停留料金に比して著しく均衡を失しないものであること。 

なお、事業者は、特定事業契約及び実施契約締結後、供用開始前までに、特定車両停留施

設に係る停留料金について、国及び市に届出を行うこと。 
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国又は市は、道路法第 48 条の 42 第１項に基づき、事業者が届け出た特定車両停留施設の

停留料金の額が上記規定に従ったものであるか確認するとともに、上記規定に反すると認め

られる場合には、道路管理者が期間を定めて当該料金の変更を事業者に命じることができる。 

 

b） その他の利用料金の設定及び収受 
事業者は、利便施設に係る料金については、法令等上、料金を収受し、その収入とするこ

とが禁止されていないことを確認した上で、自ら自由に利用料金を設定、収受し、その収入

とすることができる。 

 

(10)  費用負担 
a） 内装整備に係る費用負担 

新バスターミナル（Ⅰ期）の整備に係る費用のうち、A 工事に係る費用は国が負担する。 

B 工事に係る費用は、国が費用負担する C 工事に伴い発生する B 工事に係る費用を除き、

事業者が負担する。 

C 工事に係る費用は、事業者又は国が負担することとし、特定事業契約に定めるところに

より、国は、新バスターミナル（Ⅰ期）の内装整備における費用の一部（※）を事業者に支

払う。 

国の支払う内装整備費等の参考規模は 1,645,975 千円程度（10%の消費税相当額を含む）を

想定している。提出された金額は、1,645,975 千円を超えてはならないものとする。詳細は、

特定事業契約書（案）の別紙４「サービス対価の算定及び支払方法」に示す。 
（※）本施設（国）に係る内装整備費用は、追加投資とみなされる部分を除き、国が負担する。 

 

b） 維持管理・運営に係る費用負担 
本事業の実施にあたり、提案時に事業者が提示する提案額を、維持管理・運営に係るサー

ビス購入料等として公共が負担することとする。ただし、維持管理・運営に係るサービス購

入料等の提案額については、上限額 498,960 千円（10%の消費税相当額を含む）を超えてはな

らないものとする。詳細は、特定事業契約書（案）の別紙４「サービス対価の算定及び支払

方法」に示す。 

下記図の収入及び費用は、新バスターミナル（Ⅰ期）及び三宮バスターミナルを併せたも

のとする。運営費には、再開発ビル（雲井５）に係る管理費（※１）及びミント神戸に係る

共益費（※２）を含む。なお、再開発ビル（雲井５）に係る管理費については、公共が一部

を負担する予定であるため、公共負担分を差し引いた金額が事業者の負担分となる。 

なお、利便増進事業については、事業者が自らの責任と費用負担により実施するものとす

る。 
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図  1 サービス購入料の構成イメージ 

（※１）管理費は、管理組合が組合管理部分や共用部分等の管理に要する経費に充てるために、区分所有

者が納付する費用である。管理規約等に基づき、事業者が管理組合に区分所有者（国）である国に代わ

り、代理納付することを想定している。なお、管理費は令和９（2027）年 11 月支払いの 12 月分より徴

収予定である。 

（※２）共益費は、事業者が管理協議会に区分所有者（市）である市に代わり、代理納付することを想定

している。 

 

(11)  需要変動に基づく調整 
本事業では、新バスターミナル運営等事業及び三宮バスターミナル運営等事業の運営・維持

管理期間における需要変動リスクについて、国及び市と事業者が負担する観点から、需要変動

に基づく調整を行う。 

実際の収入額が当該年度の基準となる収入（以下「基準収入」という。）を上回る場合に、一

定の範囲を超える部分については、国及び市に一部の金額を還元する（以下「プロフィットシ

ェア」という。）。実際の収入額が、基準収入を下回る場合に、一定の範囲を超える部分につい

ては、国及び市が一部の金額を補填する（以下「ロスシェア」という。）。 

詳細は、特定事業契約書（案）及び実施契約書（案）の別紙「需要変動に基づく調整」に示

す。 

 

(12)  事業範囲 
本事業の範囲は、以下のとおりとする。事業者は以下に示す業務を一括して第三者に委託す

ることはできないものとする。 

なお、本事業では、新バスターミナル運営等事業及び三宮バスターミナル運営等事業と一体

として、利便増進事業を経営するものとする。 

 

a） 新バスターミナル運営等事業 
新バスターミナル運営等事業の範囲は、以下のとおりとする。 

停留料金収入 

利便増進事業収益 

（テナント賃料等） 

維持管理費 

運営費 

維持管理・運営に係るサ

ービス購入料 

【収入】 【費用】 
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①  内装整備業務 
・特定車両停留施設（国）の内装設計、内装施工（※）、工事監理及びその関連業務 
（※）本事業（国）では、下表のとおり、再開発ビル（雲井５）の躯体等ビル本体の工事（以下「A 工事」

という。）及び間仕切りにより発生する建築工事や給排水・防災等の設備工事の A 工事に対する追加変

更工事（以下「B 工事」という。）は特定業務代行者が設計・施工する。A 工事及び B 工事以外の工事

（以下「C 工事」という。）を事業者が設計・施工する。 

表１ 工事区分 

項目 
設計・施工 

A 工事 B 工事 C 工事 

工事区分の概要 
再開発ビル（雲井５）の

躯体等ビル本体の工事 

A 工事に対する 

追加変更工事 

A 工事及び B 工事

以外の工事 

設計・施工 特定業務代行者 特定業務代行者 事業者 

費用負担 国注１ 事業者/国注２ 事業者/国注３ 

注１ 国が新バスターミナル（Ⅰ期）部分について区分所有権を取得する。 

注２ 国が費用負担する C 工事に伴い発生する費用は、国が費用負担する。 

注３ 本施設（国）に係る内装整備費用は、追加投資とみなされる部分を除き、国が費用負担する。 

 

②  準備業務 
・開業前研修 

・バス便の移行調整業務 

・広報活動 

・事業パンフレットの作成 

・供用約款の策定 

 

③  維持管理業務 
・建築物点検保守管理業務 

・建築設備点検保守管理業務 

・車路点検保守管理業務 

・什器・備品維持管理業務 

・警備業務 

・清掃業務 

・経常修繕業務 

・交通事故復旧業務 

・長期修繕計画案作成業務 

 

④  運営業務 
・運行管理業務（運行ダイヤ調整、運行管理等） 

・料金徴収業務（停留料金の設定、届出、収受等） 

・安全対策業務 

・利用者対応業務（チケット販売の調整及び運営、利用者案内・対応、苦情への対応等） 
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・危機管理対応業務 

・バス便の移行調整業務（移行対象バスの調整の場の設定及び会議への参加、移行対象バ

ス以外の取扱い検討等） 

・その他関連業務（広報活動、再開発ビル（雲井５）の管理組合への参加、三宮周辺にお

けるエリアマネジメント活動への参加等） 

 

b） 三宮バスターミナル運営等事業 
三宮バスターミナル運営等事業の範囲は、以下のとおりとする。 

なお、三宮バスターミナル運営等事業は新バスターミナル（Ⅰ期）の供用開始と同時期に

開始することを予定しているが、開始前までは三宮バスターミナルはバス事業者部会が維持

管理・運営を行っている。そのため、三宮バスターミナル運営等事業の開始前に、三宮バス

ターミナルの維持管理・運営に関して、バス事業者部会と調整の上、必要となる準備を行う

こと。 

 

①  準備業務 
・開業前研修 

・バス事業者部会からの引継ぎ 

・バス便の移行調整業務 

・広報活動 

・事業パンフレットの作成 

・供用約款の策定 

 

②  維持管理業務 
・建築物点検保守管理業務 

・建築設備点検保守管理業務 

・車路点検保守管理業務 

・什器・備品維持管理業務 

・警備業務 

・清掃業務 

・経常修繕業務 

・交通事故応急対応業務 

・長期修繕計画案作成業務 

 

③  運営業務 
・運行管理業務（運行ダイヤ調整、運行管理等） 

・料金徴収業務（停留料金の設定、届出、収受等） 

・安全対策業務 

・利用者対応業務（チケット販売の調整及び運営、利用者案内・対応、苦情への対応等） 

・危機管理対応業務 

・バス便の移行調整業務（移行対象バスの調整の場の設定及び会議への参加、移行対象バ
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ス以外の取扱い検討等） 

・その他関連業務（広報活動、管理規約（市）の遵守、三宮周辺におけるエリアマネジメ

ント活動への参加等） 

 

c） 新バスターミナル利便増進事業 
事業者は、本事業（国）の事業期間中、あらかじめ国との協議が成立することを条件とし

て、利便施設（国）の設置、運営について、実施義務を負うもののほか、関連法令を遵守し、

バスターミナル機能を阻害せず、風俗営業その他これに類するものや暴力団の事務所その他

これに類するものに当てはまらず、公序良俗に反しない範囲において、自らの責任と費用に

より、自らが必要と考える事業・業務を任意に行うことができるものとする。 

・利便施設（国）の設置、運営 

・事業者が必要と考え、任意で行う事業・業務 

なお、占用料は０円とする。 

 

d） 三宮バスターミナル利便増進事業 
事業者は、本事業（市）の事業期間中、あらかじめ市との協議が成立することを条件とし

て、利便施設（市）の設置、運営について、実施義務を負うもののほか、関連法令を遵守し、

バスターミナル機能を阻害せず、風俗営業その他これに類するものや暴力団の事務所その他

これに類するものに当てはまらず、公序良俗に反しない範囲において、自らの責任と費用に

より、自らが必要と考える事業・業務を任意に行うことができるものとする。 

・利便施設（市）の設置、運営 

・事業者が必要と考え、任意で行う事業・業務 

なお、国に準じて占用料は０円を想定している。 

 

(13)  要求水準書（案）の体系 
国及び市は、事業者によって適切な内装整備及び維持管理が実施されること、安全なバスタ

ーミナル運営を行うことが確保されること及び事業継続が確保されることを目的として要求水

準を定める。なお、要求水準書（案）は、競争的対話実施後に内容を確定し、要求水準書とし

て公表する。 

ただし、事業者が提案した事業計画の内容のうち、要求水準書に示す要求水準を上回るもの

については、事業者が本事業を実施するにあたっての要求水準の一部として扱うものとする。 

 

(14)  事業者が取得する権利 
運営事業開始日までに事業者は特定車両停留施設の運営権を取得する。 

 

(15)  追加投資等の取扱い（国） 
a） 本施設（国）に係る追加投資等の取扱い 

 

①  追加投資 
事業者は、本施設（国）について、運営権（国）存続期間中、あらかじめ国との協議が成
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立することを条件として、自らの責任と費用により、追加投資をすることができる。ただし、

追加投資は、特定車両停留施設（国）としての機能の維持及び向上又は当該施設の利用者の

利便の増進に資するものに限る。 

なお、追加投資による収入の増加は事業者に帰属する。また、追加投資の部分は、本施設

（国）との一体性が認められる対象については国の所有物となり、運営権設定対象施設（国）

に含む。追加投資を実施するにあたっては、管理組合の事前承認を得ること。 

 

②  大規模修繕 
事業者は、本施設（国）の長期修繕計画の案を作成し、国に提出すること。 

 

b） 利便施設（国）に係る追加投資等の取扱い 
事業者は、利便施設（国）について、要求水準を充足する限り、道路管理者に報告の上、

原則として自らの判断及び責任において追加投資・大規模修繕を行うことができる。追加投

資・大規模修繕にあたっては、管理組合へ事前確認を行うこと。 

 

(16)  追加投資等の取扱い（市） 
a） 本施設（市）に係る追加投資等の取扱い 

 

①  追加投資 
事業者は、本施設（市）について、運営権（市）存続期間中、あらかじめ市との協議が成

立することを条件として、自らの責任と費用により、追加投資をすることができる。ただし、

追加投資は、特定車両停留施設（市）としての機能の維持及び向上又は当該施設の利用者の

利便の増進に資するものに限る。 

なお、追加投資による収入の増加は事業者に帰属する。また、追加投資の部分は、本施設

（市）との一体性が認められる対象については市の所有物となり、運営権設定対象施設（市）

に含む。追加投資を実施するにあたっては、管理協議会の事前承認を得ること。 

 

②  大規模修繕 
事業者は、本施設（市）の長期修繕計画の案を作成し、市に提出すること。 

 

b） 利便施設（市）に係る追加投資等の取扱い 
事業者は、利便施設（市）について、要求水準を充足する限り、道路管理者に報告の上、

原則として自らの判断及び責任において追加投資・大規模修繕を行うことができる。追加投

資・大規模修繕にあたっては、管理協議会へ事前確認を行うこと。 

 

(17)  計画及び報告 
a） 計画 

事業者は、事業期間中、要求水準書（案）に定める計画書等を作成し、国及び市に提出す

ること。 

計画においては、安全性及び運営の安定性の確保を含めるものとする。事業者は、提出さ
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れた計画に従って本事業を実施する。 

 

b） 報告 
事業者は、事業期間中、要求水準書（案）に定める報告書等を作成し、国及び市に提出す

ること。 

 

(18)  運営権対価の支払い 
本事業に係る運営権の設定に対する対価は０円とする。運営権対価を１円以上で提案できる

場合は、該当金額を公的負担の削減に充てること。 

 

(19)  特定車両停留施設に停留できる車両の種類（予定） 
特定車両停留施設（国）に停留できる車両の種類は以下とする。 

・一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車（路線バス等） 

 

特定車両停留施設（市）に停留できる車両の種類は以下とする。 

・一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車（路線バス等） 

・一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車※ 

※一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車については、施設の容量等を加味し、現

在三宮バスターミナルに乗り入れしているバスを想定している。 

 

(20)  本事業の実施に関する協定等 
a） 基本協定 

国及び市は、優先交渉権者との間で、本事業の円滑な実施及び開業準備に必要な基本的事

項を定めた基本協定（国）及び基本協定（市）をそれぞれ締結する。詳細は基本協定書（国）

（案）、基本協定書（市）（案）を参照すること。 

 

b） 特定事業契約 
国は、基本協定（国）の定めるところにより、優先交渉権者との間で特定事業契約を締結

する予定である。事業者は、当該特定事業契約に基づいて新バスターミナル運営等事業及び

新バスターミナル利便増進事業を実施する。詳細は特定事業契約書（案）を参照すること。 

 

c） 実施契約 
市は、基本協定（市）の定めるところにより、優先交渉権者との間で実施契約を締結する

予定である。事業者は、当該実施契約に基づいて三宮バスターミナル運営等事業及び三宮バ

スターミナル利便増進事業を実施する。詳細は実施契約書（案）を参照すること。 

 

(21)  事業期間終了時の取扱い 
事業期間の経過に伴い本事業が終了する場合の運営権等の主な取扱いは次のとおりとする。 
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a） 事業終了時の水準 
事業者は、運営・維持管理期間中の維持管理業務及び運営業務を適切に行うことにより、

本事業が終了する時点においても、要求水準を満たす状態で本施設を保持していなければな

らない。なお、運営・維持管理期間終了日の約４年前から本施設の維持管理業務及び運営業

務に係る必要事項や申し送り事項その他の関係資料を国及び市に提供する等、本事業の引継

ぎに必要な協議を行うこと。 

 

b） 運営権 
事業期間終了時に事業者に設定されている運営権は消滅する。 

 

c） 事業者の資産等（国） 
事業期間終了時又はそれ以降の国が指定する日において、事業者は、本施設（国）を国又

は国の指定する第三者に引き渡さなければならない。 

事業者の保有資産については、事業期間終了時に事業者の責任及び費用負担により処分（第

三者への譲渡を含む。）することとする。ただし、国又は国の指定する第三者は、当該資産の

うち、必要と認めたものを引き継ぐことができる。引継ぎの詳細については、国又は国の指

定する第三者と事業者の協議により定めるものとする。 

 

d） 事業者の資産等（市） 
事業期間終了時又はそれ以降の市が指定する日において、事業者は、本施設（市）を市又

は市の指定する第三者に引き渡さなければならない。 

事業者の保有資産については、事業期間終了時に事業者の責任及び費用負担により処分（第

三者への譲渡を含む。）することとする。ただし、市又は市の指定する第三者は、当該資産の

うち、必要と認めたものを引き継ぐことができる。引継ぎの詳細については、市又は市の指

定する第三者と事業者の協議により定めるものとする。 

 

e） 業務の引継ぎ（国） 
国又は国が指定する第三者への業務の引継ぎは原則として運営権（国）存続期間内に行う

こととし、事業者は自らの責任により、本事業（国）が円滑に引き継がれるように適切な引

継ぎを行わなければならない。なお、事業者、国又は国が指定する第三者が引継ぎに要した

人件費等の費用は、各々負担するものとする。 

 

f） 業務の引継ぎ（市） 
市又は市が指定する第三者への業務の引継ぎは原則として運営権（市）存続期間内に行う

こととし、事業者は自らの責任により、本事業（市）が円滑に引き継がれるように適切な引

継ぎを行わなければならない。なお、事業者、市又は市が指定する第三者が引継ぎに要した

人件費等の費用は、各々負担するものとする。 
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3.  事業者の募集及び選定に関する事項 
 

 事業者の募集及び選定に係る基本的な考え方 
国及び市は、一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等及び三宮バスターミ

ナル特定運営事業等を特定事業とした場合、本事業への参加を希望する民間事業者を募集要項

等の提示を通じて募集し、透明性及び公平性の確保に配慮した上で優先交渉権者及び次点交渉

権者（以下「優先交渉権者等」という。）を選定するものとする。本事業の優先交渉権者等の選

定は、競争性のある随意契約（公募型プロポーザル方式）による。 

 

 応募者の構成及び参加資格の要件に関する事項 
(1)  応募者の構成 

ア 応募者は、2.1.(12)事業範囲に掲げる業務を実施する予定の単体企業（以下「応募企業」

という。）又は複数の企業によって構成されるグループ（以下「応募グループ」という。）

とする。 

イ 応募者は、応募企業、応募グループを構成する企業（以下「構成員」という。）の名称及

び本事業の遂行上果たす役割等を明らかにするものとする。応募グループにあっては、

構成員から代表となる企業（以下「代表企業」という。）を定めるとともに、構成員は応

募時に様式集及び記載要領に定める委任状を提出し、当該代表企業が応募手続を行うこ

ととする。なお、応募グループの場合、SPC の設立にあたって構成員は構成企業（SPC

から直接業務の受託・請負をし、かつ SPC に出資する企業）と協力企業（SPC から直接

業務の受託・請負をし、かつ SPC には出資しない企業）に分類される。代表企業は構成

企業から定めるものとする。 

ウ 応募企業又は構成企業は、SPC の設立にあたって SPC に出資し、SPC の株主総会におけ

るすべての決議について議決権を有する普通株式（以下「本議決権株式」という。）すべ

ての割当てを受けるものとする。 

エ 本事業に係る業務は、SPC から応募企業、構成企業又は協力企業にのみ委託することが

でき、参加表明書において、応募企業、構成企業及び協力企業の企業名と、それぞれが

携わる業務を明記するものとする。 

オ 応募企業、構成企業又は協力企業は、準備業務のうち「供用約款の策定」、運営業務のう

ち「料金徴収業務」、「危機管理対応業務」、「バス便の移行調整業務」について、再委託

できないものとする。 

カ 参加表明書の提出以降、応募企業、代表企業及び構成員の変更は認めない。ただし、代

表企業を除く構成員を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、国及び市と協議するも

のとし、国及び市がその事情を検討の上、変更を認めた場合はこの限りではない。また、

応募企業又は構成員が以下に示す参加資格要件を満たさなくなった場合、応募企業又は

構成員を支配している者が変更された場合、又は、新たに第三者に支配された場合は、

国及び市に速やかに通知しなければならない。 

キ 参加表明書の提出以降、応募企業又は構成員のいずれかが、同時に他の応募企業又は構

成員となることは認めない。 
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(2)  応募企業、構成員に共通の参加資格 
ア 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定に該当しな

い者であること。また、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規

定に該当しない者であること。 

イ PFI 法（平成 11 年法律第 117 号）第９条の規定に該当しない者であること。 

ウ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続開始の

申立てがなされている者でないこと。 

エ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

オ 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 511 条の規定による特別清算開始の申立てがなされ

ている者でないこと。 

カ 国税（法人税及び消費税）及び地方税を滞納している者でないこと。 

キ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとし

て、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこ

と。また、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

２条第６号に規定する暴力団員若しくは役員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員

である法人等、その他暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団

員と社会的に非難されるべき関係を有している者（神戸市契約事務等からの暴力団等の

排除に関する要綱（平成 22 年５月 26 日市長決定）第５条に該当する者）に該当しない

こと。 

ク 近畿地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和 59 年３月 29

日付け建設省厚第 91 号）、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に

係る指名停止等の取扱いについて」（平成 10 年８月５日付け建設省厚契発第 33 号）及

び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」（平成 14 年

10 月 29 日付け国官会第 1562 号）に基づく指名停止を受けていないこと。及び、神戸市

指名停止基準要綱（平成６年６月 15 日市長決定）に基づく指名停止を受けていないこ

と。 

ケ 本事業の選定に関連するアドバイザリー業務に関わっている法人又はその子会社及びこ

れらの者と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者でないこと。本事業の

選定に関連するアドバイザリー業務に関わっている法人は以下に示すとおりである。 

  ・パシフィックコンサルタンツ株式会社 

  ・アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

コ 有識者委員会の委員が属する法人又は当該法人と資本面若しくは人事面等において一定

の関連のある者でないこと。 

サ 上記ケ及びコに定める者を本事業の選定に関連するアドバイザーに起用していないこと。 
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(3)  各業務に携わる企業に求める要件 
a） 本施設（国）の内装整備業務に携わる企業 
①  内装設計企業 

応募者を構成する企業のうち内装設計業務を実施する者（以下「内装設計企業」という。）

は、次のアからキの要件を満たすこと。 

ア 近畿地方整備局（港湾空港関係を除く。）における「土木関係建設コンサルタント業務」

又は「建築関係建設コンサルタント業務」に係る令和５・６年度一般競争参加資格の

認定を受けていること（会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開

始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定

を受けていること。）。なお、当該一般競争（指名競争）参加資格の認定されていない

者は開札日までに認定を受けること。 

イ 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条に基づく一級建築士事務所の登録を行っ

ている者であること。 

ウ 内装設計業務を複数の内装設計企業が分担して行う場合にあっては、いずれの内装設

計企業においても上記ア及びイを満たしていること。 

エ 次の（ア）から（エ）までに示す業務を実施する管理技術者及び主任担当技術者を配

置できること。 

（ア）管理技術者については、設計業務の技術の管理及び統括に関する業務。 

（イ）総合主任担当技術者については、「総合」及び「構造」に関する業務分野について、

管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。 

（ウ）電気設備主任担当技術者については、「電気設備」に関する業務分野について、管

理技術者の下で担当技術者を統括する業務。 

（エ）機械設備主任担当技術者については、「機械設備」に関する業務分野について、管

理技術者の下で担当技術者を統括する業務。 
※内装設計業務を分担する場合の業務分野は、国土交通省告示第八号（令和 6 年 1 月 9 日）における別

添一（以下「告示別添一」という。）第１項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)の設計の種類により示された

ものを、次のとおり分類する。 

「総合」建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計

業務。 

「構造」建築物の構造に関する設計業務。 

「電気設備」建築物の設備における電気設備に関する設計業務。 

「機械設備」建築物の設備における給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等設備に関する設

計業務。 

※「管理技術者」とは、「建築設計業務委託契約書」（最終改正令和 3 年 3 月 30 日国営管第 588 号）第

16 条の定義による。 

※「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を統括する役割を担

う者をいう。 

オ 管理技術者及び総合主任担当技術者は、内装設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係

（第一次審査書類の提出期限の日以前に３ヶ月以上の雇用関係。）にあること。 
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カ 管理技術者は、建築士法第 2 条第 2 項に規定する一級建築士を配置できること。 

キ 次の（ア）から（エ）までに示す要件を満たす管理技術者及び各主任担当技術者を配

置できること。 

（ア）平成 26 年 4 月 1 日以降、第一次審査書類の提出期限の日までに契約履行が完了

した業務実績として、次の（エ）に示す実績要件（施設の建築工事の完成及び引

渡しが完了したものであって、新築又は増築の基本設計及び実施設計に携わった

ものに限る。）を満たす業務において、担当する業務分野（管理技術者の場合は「総

合」の分野も含む。）の設計業務実績を有する者であること。 

また、上記の期間に１年以上の産前・産後・育児休業、介護休業及び傷病休業（以

下「長期休暇」という。）を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績

として求める期間に加えることができる。 

なお、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加える場合、期間

は年単位とし、１年未満は切り捨てとする。 

（イ）携わった実績については、次の（エ）のうち、管理技術者、総合主任担当技術者

にあってはＡの項目、電気設備主任担当技術者にあってはＢの項目、機械設備主

任担当技術者にあってはＣの項目に該当する実績を有する者であること。 

なお、海外の実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。 

（ウ）管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ１名とし、管理技術者と各主任担当

技術者のいずれかとの兼務を認める。 

また、第一次審査書類提出時点において、管理技術者又は各主任担当技術者を決

定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提出する

ことは支障ないが、いずれの候補者においても上記（ア）及び（イ）の要件を満

たしていなければならない。 

（エ）実績要件 

Ａ 管理技術者、総合主任担当技術者 

ａ．延べ面積（増築・改修の場合はそれぞれの対象面積）が１棟で 4,500 ㎡以

上の公共施設で構造が鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリ

ート造のもの。 

ｂ．国土交通省告示第八号（令和６年１月９日）における別添二（以下「告示

別添二」という。）の四．業務施設、五．商業施設、一二．文化・交流・公

益施設が延べ面積の過半を占めるもので構造が鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリ

ート造又は鉄筋コンクリート造のもの。 

ｃ．上記ａ．及びｂ．の設計業務実績であること。ただし、同一の業務実績で

なくても可とする。 

Ｂ 電気設備主任担当技術者  

ａ．延べ面積（増築・改修の場合はそれぞれの対象面積）が１棟で 4,500 ㎡以

上の公共施設で工事種目が電灯設備及び火災報知設備を含むもの。 

ｂ．告示別添二の四．業務施設、五．商業施設、一二．文化・交流・公益施設

が延べ面積の過半を占めるもので工事種目に電灯設備及び火災報知設備を

含むもの。 
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ｃ．上記ａ．及びｂ．の設計業務実績であること。ただし、同一の業務実績で

なくても可とする。 

Ｃ 機械設備主任担当技術者  

ａ．延べ面積（増築・改修の場合はそれぞれの対象面積）が１棟で 4,500 ㎡以

上の公共施設で工事種目に空気調和設備及び給排水設備を含むもの。 

ｂ．告示別添二の四．業務施設、五．商業施設、一二．文化・交流・公益施設

が延べ面積の過半を占めるもので工事種目に空気調和設備及び給排水設備

を含むもの。 

ｃ．上記ａ．及びｂ．の設計業務実績であること。ただし、同一の業務実績で

なくても可とする。 

 

 

②  内装施工企業 
応募者を構成する企業のうち内装施工業務を実施する者（以下「内装施工企業」という。）

は、次のアからエの要件を満たすこと。 

ア 近畿地方整備局（港湾空港関係を除く。）における令和５・６年度一般競争（指名競争）

参加資格のうち、「建築工事」、「電気設備工事」及び「暖冷房衛生設備工事」に認定さ

れている者であること（会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開

始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定

を受けていること。）。なお、当該一般競争（指名競争）参加資格の認定されていない

者は開札日までに認定を受けること。 

イ 次の a から c の各工事に携わる内装施工企業は、近畿地方整備局（港湾空港関係を除

く。）における令和５・６年度一般競争参加資格の認定の際に客観的事項（共通事項）

について算定した点数（経営事項評価点数）がそれぞれ a から c に示す点数以上であ

ること（上記アの再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際の経営事項評価点数

がそれぞれ a から c に示す点数以上であること。）。 

a 建築工事１１００点以上 

b 電気設備工事１１００点以上 

c 暖冷房衛生設備工事１１００点以上 

ウ 内装施工業務を複数の内装施工企業が分担して行う場合にあっては、いずれの企業に

おいても上記ア及びイを満たしていること。 

エ 下記（ア）から（イ）までの基準を満たす主任技術者又は監理技術者（以下「配置予

定技術者」という。）を当該工事に専任で配置できること。 

なお、経常 JV として参加する場合、JV 構成員のうち下記（ア）に示す工事種別を実

施するものについてＡからＤまでの基準をすべて満たす配置予定技術者を配置できる

こと。 

 

（ア）工事種別 建築工事  

Ａ １級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。な
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お、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。 

ａ．一級建築士の免許を有する者 

ｂ．１級建築施工管理技士と同等以上の資格を有すると国土交通大臣が認定し

た者。国土交通大臣が認定した者とは、指定建設業７業種に関して、過去

に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交

通大臣が定める考査に合格した者をいう。 

Ｂ 平成 26 年 4 月 1 日以降、第一次審査書類提出期限の日までに元請として完成

及び引き渡しが完了した下記ａ．から c．までのすべての要件を満たす工事（新

築又は増築工事とし、いずれの場合も躯体、外装及び内装を含む建築一式工事

であること。発注者は問わない。民間実績も可とする。）の経験（以下「同種

工事の経験」という。）を有する者であること（甲型共同企業体構成員として

の実績は、出資比率が 20％以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員として

の実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに

限る。）。ただし、記載した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工

事に限る。また、上記の期間に１年以上の長期休暇を取得した場合の取扱いは、

上記①キ（ア）による。 

 

ａ．延べ面積（増築・改修の場合はそれぞれの対象面積）が１棟で 1,500 ㎡以

上の公共施設 

ｂ．構造：鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 

ｃ．上記ａ．からｂ．までは同一工事の実績であること。 

 

Ｃ 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者

講習修了証を有する者であること。 

Ｄ 配置予定技術者（その他の JV 構成員の配置予定技術者を含む。）は、内装施工

企業と直接的かつ恒常的な雇用関係（第一次審査書類の提出期限の日以前に

３ヶ月以上の雇用関係。）にあること。 

 

（イ）同種工事の経験が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発

局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部（いずれも港湾空港関係を除く。）発注工

事である場合は、工事成績評定点が 65 点未満でないことで経験とする。なお、低

入札工事にあっても同様に工事成績評定点が 65 点未満でないことで経験とする。 

 

また、第一次審査書類提出時点において、配置予定技術者を決定できないことにより

複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提出することは支障ないが、いずれ

の候補者においても上記の要件を満たしていなければならない。 

 

さらに、在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の営業譲渡

又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認

の事務取扱いについて」（平成 13 年 5 月 30 日付け国総建第 155 号）、「官公需適格組
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合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常

的な雇用関係の取扱い等について」（令和 5 年 3 月 13 日付け国不建第 601 号）、「親会

社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ

恒常的な雇用関係の取扱い等について（改正）」（平成 28 年 5 月 31 日付け国土建第

119 号）又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常

的な雇用関係の取扱いについて」（平成 28 年 12 月 19 日付け国土建第 357 号）におい

て定められた在籍出向等の要件に適合していること。 

 

③  工事監理企業 
応募者を構成する企業のうち工事監理業務を実施する者（以下「工事監理企業」という。）

は、次のアからキの要件を満たすこと。 

ア 近畿地方整備局（港湾空港関係を除く。）における「土木関係建設コンサルタント業務」

及び「建築関係建設コンサルタント業務」に係る令和５・６年度一般競争参加資格の

認定を受けていること（会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開

始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定

を受けていること。）。なお、当該一般競争（指名競争）参加資格の認定されていない

者は開札日までに認定を受けること。 

イ 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条に基づく一級建築士事務所の登録を行っ

ている者であること。 

ウ 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合にあっては、いずれの工事監

理企業においても上記ア及びイを満たしていること。 

エ 次の（ア）から（エ）までに示す業務を実施する工事監理者及び監理主任技術者を配

置できること。 

（ア）工事監理者については、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 5 条の 6 第 4 項に

規定する業務及び統括に関する業務。 

（イ）建築監理主任技術者については、「建築監理」に関する業務分野について、工事監理

者の下で担当技術者を統括する業務。 

（ウ）電気設備監理主任技術者については、「電気設備監理」に関する業務分野について、

工事監理者の下で担当技術者を統括する業務。 

（エ）機械設備監理主任技術者については、「機械設備監理」に関する業務分野について、

工事監理者の下で担当技術者を統括する業務。 
※工事監理業務の業務分野は、告示別添一、第２項第一号及び第二号による業務において示される工事

監理の種類により示されたものを、次のとおり分類する。 

「建築監理」告示別添一、第１項第二号ロ(1)における(1)総合及び(2)構造に定める成果図書に基づ

き行う工事監理業務 

「電気設備監理」告示別添一、第１項第二号ロ(1)における(3)設備(ⅰ)に定める成果図書に基づき

行う工事監理業務 

「機械設備監理」告示別添一、第１項第二号ロ(1)における(3)設備(ⅱ)から(ⅳ)までに定める成果

図書に基づき行う工事監理業務 
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オ 工事監理者及び建築監理主任技術者は、工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係

（第一次審査書類の提出期限の日以前に３ヶ月以上の雇用関係。）にあること。 

カ 工事監理者は、建築士法第 2 条第 2 項に規定する一級建築士を配置できること。 

キ 次の（ア）から（エ）までに示す要件を満たす工事監理者及び各監理主任技術者を配

置できること。 

（ア）平成 26 年 4 月 1 日以降、第一次審査書類の提出期限の日までに契約履行が完了

した業務実績として、次の（エ）に示す実績要件（施設の建築工事の完成及び引

渡しが完了したものであって、新築又は増築の工事監理業務に携わったものに限

る。）を満たす工事において担当する業務分野（工事監理者の場合は「建築監理」

の分野の実績を含む。）の工事監理業務実績を有する者であること。また、上記の

期間に１年以上の長期休暇を取得した場合の取扱いは、上記①キ（ア）による。 

（イ）携わった実績については、次の（エ）のうち、工事監理者、建築監理主任技術者

にあってはＡの項目、電気設備監理主任技術者にあってはＢの項目、機械設備監

理主任技術者にあってはＣの項目に該当する実績を有する者であること。なお、

海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば

実績として認めるものとする。 

（ウ）工事監理者は１名とするが、各監理主任技術者のそれぞれについて複数名とする

ことは支障ない。なお、工事監理者と各監理主任技術者の兼務は認めるが、各監

理主任技術者間の兼務は認めない。また、第一次審査書類提出時点において、工

事監理者又は各監理主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもっ

て競争参加資格確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者において

も上記（ア）及び（イ）の要件を満たしていなければならない。 

（エ）実績要件 

Ａ 工事監理者、建築監理主任技術者 

ａ．延べ面積（増築・改修の場合はそれぞれの対象面積）が１棟で 1,500 ㎡以

上の公共施設で構造が鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリ

ート造のもの。 

ｂ．国土交通省告示第八号（令和６年１月９日）における別添二（以下「告示

別添二」という。）の四．業務施設、五．商業施設、一二．文化・交流・公

益施設が延べ面積の過半を占めるもので構造が鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリ

ート造又は鉄筋コンクリート造のもの。 

ｃ．上記ａ．及びｂ．の工事監理業務実績であること。ただし、同一の業務実

績でなくても可とする。 

ｄ．建築監理主任技術者については、躯体、外装及び内装を含む業務実績を有

する者であること。 

Ｂ 電気設備監理主任技術者 

ａ．延べ面積（増築・改修の場合はそれぞれの対象面積）が１棟で 1,500 ㎡以

上の公共施設で工事種目が電灯設備及び火災報知設備を含むもの。 

ｂ．告示別添二の四．業務施設、五．商業施設、一二．文化・交流・公益施設
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が延べ面積の過半を占めるもので工事種目に電灯設備及び火災報知設備を

含むもの。 

ｃ．上記ａ．及びｂ．の工事監理業務実績であること。ただし、同一の業務実

績でなくても可とする。 

Ｃ 機械設備監理主任技術者 

ａ．延べ面積（増築・改修の場合はそれぞれの対象面積）が１棟で 1,500 ㎡以

上の公共施設で工事種目に空気調和設備及び給排水設備を含むもの。 

ｂ．告示別添二の四．業務施設、五．商業施設、一二．文化・交流・公益施設

が延べ面積の過半を占めるもので工事種目に空気調和設備及び給排水設備

を含むもの。 

ｃ．上記ａ．及びｂ．の工事監理業務実績であること。ただし、同一の業務実

績でなくても可とする。 

 

b） 本施設の維持管理業務に携わる企業 
応募者を構成する企業のうち維持管理業務を実施する者（以下「維持管理企業」という。）

は、次のア及びイの要件を満たすこと。 

ア 令和５・６年度一般競争（指名競争）入札参加資格（全省庁共通）審査において、「役

務の提供等（建物管理等各種保守管理）」の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けさ

れ、「近畿」地域の競争参加資格を有する者であること。 

イ 維持管理業務を複数の維持管理企業が分担して行う場合にあっては、いずれの維持管

理企業においても上記の要件を満たしていること。 

 

c） 本施設の運営業務に携わる企業 
応募者を構成する企業のうち運営業務を実施する者（以下「運営企業」という。）は、次の

アの要件を満たすこと。 

ア 特定車両停留施設の運営業務を実施する者のうち少なくとも一者は、バスターミナル

運営実績（※）を有すること。 

ただし、令和５・６年度一般競争（指名競争）入札参加資格（全省庁共通）審査において

「役務の提供等」に登録していない者にあっては、特定事業契約の締結までに「役務の提供

等」に登録しておくこと。 
（※）一般乗合旅客自動車運送事業（高速バス、路線バス）又は一般貸切旅客自動車運送事業（貸切バス）

の車両を同時に２両以上停留させることを目的とした施設において、旅客案内、車両誘導、情報提供を

行っている運営実績とする。 

 

d） 利便増進事業に携わる企業 
応募者を構成する企業のうち利便増進事業を実施する者は、3.2.(2)応募企業、構成員に共

通の参加資格を満たすこと。 

  



- 23 - 
 

 

 事業者の募集及び選定の手順に関する事項 
国及び市は、以下の手順により、優先交渉権者等を選定する。 

 

(1)  募集スケジュール（予定） 
募集要項等の公表後、本事業開始日に至るまでのスケジュールは概ね以下のとおりである。 

表  2 今後のスケジュール 

スケジュール（予定） 内容 
令和６年４月 23 日 特定事業の選定・公表、募集要項等の公表 
令和６年５月 14 日まで 募集要項等に関する質問（第１回）受付期間 
令和６年６月 14 日 募集要項等に関する質問（第１回）の回答公表 
令和６年７月 16 日 参加表明書の受付、参加資格の確認 
令和６年９月３日、４日 競争的対話の実施期間 
令和６年 11 月５日まで 募集要項等に関する質問（第２回）受付期間 
令和６年 11 月 22 日 募集要項等に関する質問（第２回）の回答公表 
令和６年 12 月６日 事業提案書等の受付 
令和７年２月頃 優先交渉権者等の選定 
令和７年３月頃 基本協定の締結 
令和７年４月頃 特定事業契約の締結 
令和７年６月頃 実施契約の締結 

 

(2)  有識者委員会の設置 
国及び市は、優先交渉権者等の選定にあたり、PFI 法第 11 条に規定する客観的な評価を行う

ために、有識者からなる有識者委員会（以下「有識者委員会」という。）を設置し、有識者委員

会から事業者選定基準及び評価内容等についての意見を聞くこととする。 

 

(3)  募集要項等に関する説明会 
募集要項等に関する説明会を実施する。開始時間や WEB 参加の際の URL 等の詳細について

は、「（様式５）募集要項等に関する説明会参加申込書」を提出した者に連絡する。 

受付期間：令和６年４月 23 日（火）から令和６年４月 26 日（金）まで 

土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律

第 91 号）第１条第１項に規定する行政機関の休日を除く毎日、午前９時 15

分から午後６時 00 分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。 

提 出 先 ：1.(3)に示す担当部局（一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事

業等） 

提出方法：「（様式５）募集要項等に関する説明会参加申込書」に記入し、1.(3)の担当部

局（一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等）へ電子メー

ルの添付ファイルとして上記の提出先に送信し、電話により着信を確認する

こと。 

説明会実施日：令和６年５月８日（水） 

説明会会場：兵庫国道事務所６階会議室 ※WEB での参加についても認める。 

 



- 24 - 
 

(4)  募集要項等に関する質問の受付及び回答の公表 
a） 質問の受付 

国及び市は、募集要項等に記載の内容についての質問を受け付ける。 

受付期間：＜第１回＞令和６年４月 23 日（火）から令和６年５月 14 日（火）まで 

＜第２回＞令和６年 10 月 25 日（金）から令和６年 11 月５日（火）まで 

土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律

第 91 号）第１条第１項に規定する行政機関の休日を除く毎日、午前９時 15

分から午後６時 00 分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。 

提 出 先 ：1.(3)に示す担当部局（一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事

業等） 

提出方法：募集要項等に関する質問の内容を簡潔にまとめ、様式集及び記載要領に定め

る「（様式６）（様式７）」の各回質問書に記入し、1.(3)の担当部局（一般国道

２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等）へ電子メールの添付ファ

イルとして上記の提出先に送信し、電話により着信を確認すること。 

また、質問を公表された場合に質問を提出した者の権利、競争上の地位、そ

の他正当な利益を害するおそれのある内容（特殊な技術やノウハウ等）が含

まれる場合は、その旨を明らかにすること。 

質問書は、Microsoft Excel により作成することとし、提出者の名称並びにそ

の部署、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを必ず記載すること。 

なお、電子メール以外での質問には一切応じない。 

ただし、「（様式１）守秘義務の遵守に関する誓約書」を提出した上で提供す

る資料に関する質問は受け付けない。 

 

b） 回答の公表 
国及び市は、回答について、次のとおり閲覧に供するとともに近畿地方整備局ホームペー

ジへの掲載により公表する。募集要項等の内容に関する質問に対する回答は、すべて公表す

るものとする。なお、本事業に係る内容以外の質問に関しては回答しない場合がある。また、

公平性及び透明性を確保するため、電話等での直接回答は行わない。 

閲覧場所：大阪府大阪市中央区大手前 3-1-41 

国土交通省 近畿地方整備局 大手前合同庁舎 

１階 契約情報コーナー 

TEL：06-6942-1141（代）内線 2850 

閲覧期間：＜第１回＞令和６年６月 14 日（金）から令和６年６月 21 日（金）まで 

＜第２回＞令和６年 11 月 22 日（金）から令和６年 11 月 29 日（金）まで 

土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律

第 91 号）第１条第１項に規定する行政機関の休日を除く毎日、午前９時 15

分から午後６時 00 分まで。ただし、正午から午後１時 00 分までを除く。公

開初日の閲覧は午後１時 00 分からとする。また、閲覧期間最終日は正午まで

とする。 
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(5)  守秘義務対象資料の提供等 
a） 守秘義務の遵守に関する誓約書の提出 

本事業において守秘義務の対象となる資料の提供を受ける者は、様式集及び記載要領に従

い、「（様式１）守秘義務の遵守に関する誓約書」「（様式２）守秘義務対象資料提供申込書」、

必要に応じて「（様式３）第二次被開示者への資料開示通知書」を作成し、提出しなければな

らない。 

なお、守秘義務の遵守に関する誓約書の内容には、各審査において開示される資料の守秘

義務を含む。 

受付期間：令和６年４月 23 日（火）から令和６年５月７日（火）まで（必着） 

提 出 先 ：1.(3)に示す担当部局（一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事

業等） 

提出方法：「（様式１）守秘義務の遵守に関する誓約書」「（様式２）守秘義務対象資料提

供申込書」、必要に応じて「（様式３）第二次被開示者への資料開示通知書」

を作成し、1.(3)の担当部局（一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定

運営事業等）へ電子メールの添付ファイルとして上記の提出先に送信するこ

と。併せて、封書に「一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事

業等及び三宮バスターミナル特定運営事業等 守秘義務の遵守に関する誓約

書 在中」と記入の上で、1.(3)の担当部局（一般国道２号 神戸三宮駅交通タ

ーミナル特定運営事業等）へ簡易書留により郵送すること。 

提供方法：提供資料については、担当部局が「（様式１）守秘義務の遵守に関する誓約書」

及び「（様式２）守秘義務対象資料提供申込書」を受領後、担当部局から電子

メール若しくは簡易書留により郵送する。 

提供形態：紙媒体若しくは電子データ 

提供資料：要求水準書（案）添付資料一覧を参照すること。 

 

b） 提供資料の破棄 
守秘義務対象資料の提供を受けた者は、守秘義務の遵守に関する誓約書に基づき、提供資

料を適切に管理しなければならない。 

守秘義務対象資料の提供を受けた者は、守秘義務の遵守に関する誓約書に基づき、提出書

類を提出しないことが明らかになった時点又は提案書提出期限のいずれか早い時点で責任を

もって守秘義務対象資料（守秘義務対象資料の印刷物等を含む。）を破棄し、破棄完了後、様

式集及び記載要領に定める「（様式４）破棄義務の遵守に関する報告書」を作成し、封書に「一

般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等及び三宮バスターミナル特定運営事

業等 破棄義務の遵守に関する報告書 在中」と記入の上で、1.(3)の担当部局（一般国道２号 

神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等）へ簡易書留により郵送すること。 

 

(6)  補足資料の公表等 
国及び市は、募集要項等を補足するための資料（以下「補足資料」という。）を公表又は提供

することができる。 

補足資料を公表する場合は、ホームページにて行い、守秘義務の遵守に関する誓約書提出者
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に対してのみ提供する場合は、紙媒体若しくは電子データにより行うものとする。 

 

(7)  参加表明書の受付、参加資格の確認、参加資格の確認結果の通知 
本事業の応募者に、参加表明書及び参加資格の確認に必要な書類の提出を求め、国及び市に

て参加資格の確認を行う。参加資格の確認結果は、応募者に通知する。 

受付期間：令和６年４月 23 日（火）から令和６年７月 16 日（火）までの休日を除く毎

日、午前９時 15 分から午後６時 00 分まで。ただし、提出締切最終日は正午

までとする。 

提 出 先 ：1.(3)に示す担当部局（一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事

業等） 

提出方法：郵送又は持参すること。 

 

(8)  競争的対話等の実施 
国及び市は、応募者の参加資格の確認後、事業提案書の提出までの間に、参加資格の確認を

受けた応募者（以下「提案提出者」という。）と競争的対話等を行う。その結果を踏まえ、要求

水準書（案）及び基本協定書（国）（案）・基本協定書（市）（案）・特定事業契約書（案）・実施

契約書（案）等の調整を行い、修正があった場合は公表する。応募者は、参加表明書と併せて

「（様式 11）競争的対話に関する議題提案書」を提出すること。応募者が多数の場合は、選定

を行う場合がある。 

受付期間：令和６年４月 23 日（火）から令和６年７月 16 日（火）までの休日を除く毎

日、午前９時 15 分から午後６時 00 分まで。ただし、提出締切最終日は正午

までとする。 

提 出 先 ：1.(3)に示す担当部局（一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事

業等） 

提出方法：郵送又は持参すること。 

対話実施日：令和６年９月３日（火）、令和６年９月４日（水）を予定している。 

 

(9)  事業提案書等の受付 
本事業の提案提出者は、事業提案書の提出時に必要な書類を、以下の要領で提出すること。 

受付期間：令和６年 11 月 22 日（金）から令和６年 12 月６日（金）までの休日を除く毎

日、午前９時 15 分から午後６時 00 分まで。ただし、提出締切最終日は正午

までとする。 

提 出 先 ：1.(3)に示す担当部局（一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事

業等） 

提出方法：郵送又は持参すること。 

 

(10)  優先交渉権者等選定の方法 
a） 選定方法の概要 

優先交渉権者には、バスターミナルの内装整備・維持管理・運営に関する専門的な知識や

ノウハウが求められる。そのため、優先交渉権者等の選定にあたっては、企画競争により事
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業提案の評価を行う。 

また、優先交渉権者等の選定にあたっては、応募者の参加資格及び実績等の有無を判断す

る第一次審査と、提案提出者の提出する提案書の評価を行う第二次審査により行う。 

なお、第一次審査は応募者が募集要項に定める必要な要件を満たすかを判断するものであ

り、第一次審査の結果は第二次審査に影響しないこととする。 

詳細は、資料７「事業者選定基準」を参照すること。 

 

b） 事業者選定の体制 
国及び市は、優先交渉権者を選定するにあたり、専門的見地からの意見を参考とするため

に、有識者等からなる有識者委員会を設置する。有識者委員会は、各提案提出者からの提案

に対する評価案について、意見を国及び市に報告し、国及び市はこれを受けて、提案提出者

の順位を決定し、第一位の者を優先交渉権者、第二位の者を次点交渉権者として選定する。 

有識者委員会の構成は以下のとおりである。 

 

表  3 有識者委員会の委員 

氏名 所属 
岡 絵理子 関西大学環境都市工学部 教授 
小谷 通泰 神戸大学 名誉教授 
甲斐 良隆 京都情報大学院大学 教授 
北詰 恵一 関西大学環境都市工学部 教授 
正司 健一 神戸大学 名誉教授 

（五十音順、敬称略） 

 

c） 書類の審査 
①  第一次審査 

応募者が、募集要項に示す参加資格の要件を満たしているかどうかを審査し、要件を満た

していない項目があれば失格とする。 

 

②  第二次審査 
i） 要求水準審査 

事業提案の内容が要求水準を満たしているか否かの審査を行う。事業提案が要求水準を満

たしていない場合は失格とする。 

なお、要求水準とは、「一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等及び三宮

バスターミナル特定運営事業等の要求水準書」に定める要求水準をいう。 

 

ii） 事業提案審査 
要求水準の充足が確認された提案提出者の事業提案書について、事業者選定基準に基づく

書類審査に加え、プレゼンテーション等による提案内容の確認を踏まえ、審査を行う。プレ

ゼンテーション実施日等の詳細については、該当者に別途通知する。 
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③  優先交渉権者等の選定 
国及び市は、有識者委員会の意見を踏まえて、提案提出者の順位を決定し、第一位の者を

優先交渉権者、第二位の者を次点交渉権者として選定する。なお、評価点が同点の場合は、

資料７「事業者選定基準」に基づき、本事業の実施で重要と考える評価項目の合計点が高い

提案提出者を優先交渉権者として選定する。これによりなお同点となった場合には、くじに

より優先交渉権者を選定する。 

 

④  審査結果の公表 
国及び市は、審査の結果及び審査の評価の過程について、優先交渉権者等の選定後速やか

にホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。 

 

(11)  審査結果の通知 
国及び市は、審査の結果を、提案提出者に通知する。 

 

 優先交渉権者選定後の手続 
(1)  基本協定の締結 

優先交渉権者は、競争的対話に基づいて修正された基本協定書（国）（案）、基本協定書（市）

（案）に基づき、速やかに国、市それぞれと基本協定を締結しなければならない。優先交渉権

者と基本協定が適時に締結されない場合、国及び市は、次点交渉権者を優先交渉権者とし、基

本協定の締結以降の手続を行うことができる。なお、国及び市は、競争的対話に基づいて修正

された基本協定書（国）（案）、基本協定書（市）（案）のさらなる修正には、原則として応じな

い。 

 

(2)  事業提案概要の公表用資料の作成 
優先交渉権者は、提案審査書類の概要について、基本協定の締結後速やかに、公表用資料を

作成し、国及び市に提出すること。 

 

(3)  SPCの設立 
優先交渉権者は、基本協定締結後、速やかに、本事業の実施のみを事業目的とする SPC を設

立する。 

 

(4)  運営権の設定 
国は、内装整備業務の完了後、SPC に対して運営権設定書を交付して運営権（国）を設定す

る。また、SPC は、法令に従って運営権（国）の設定登録を行う。 

なお、国は、運営権（国）を設定したときは、PFI 法第 19 条第３項に定める事項をホームペ

ージへの掲載その他適宜の方法により公表する。 

市は、特定車両停留施設（市）の指定後、SPC に対して運営権設定書を交付して運営権（市）

を設定する。また、SPC は、法令に従って運営権（市）の設定登録を行う。なお、運営権の設

定に関しては、市会で議決を得る予定である。 

なお、市は、運営権（市）を設定したときは、PFI 法第 19 条第３項に定める事項をホームペ
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ージへの掲載その他適宜の方法により公表する。 

 

(5)  特定事業契約及び実施契約の締結 
SPC の設立後、競争的対話に基づいて修正された特定事業契約書（案）の内容に従い、国と

SPC は、特定事業契約を締結する。なお、国は、競争的対話に基づいて修正された特定事業契

約書（案）のさらなる修正には、原則として応じない。 

また、SPC の設立後、市会の議決を経て、競争的対話に基づいて修正された実施契約書（案）

の内容に従い、市と SPC は、実施契約を締結する。なお、市は、競争的対話に基づいて修正さ

れた実施契約書（案）のさらなる修正には、原則として応じない。 

なお、国は特定事業契約、市は実施契約を締結したときは、PFI 法第 15 条第３項及び第 22 条

第２項に定める事項をホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。 

 

(6)  本事業の開始 
事業者は、特定事業契約に定める開始日に内装整備業務を開始する。また、特定事業契約及

び実施契約に定める開始日に維持管理業務・運営業務を開始する。 

 

 応募に関する留意事項 
(1)  契約保証金の納付 

国は、特定事業契約に基づいて事業者が実施する業務の履行を確保するため、次のアからウ

のいずれかの方法による特定事業契約の保証を求めることを予定している。なお、契約保証金

の金額、保証金額又は保険金額は、本施設（国）の内装整備費に相当する合計額の 10 分の１以

上とする。 

ア 会計法第 29 条の９第１項に基づく契約保証金の納付 

イ 会計法第 29 条の９第２項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供 

a 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

b 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融

機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律

第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証 

ウ 会計法第 29 条の９第１項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供 

a 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

 

(2)  応募の前提 
a） 募集要項等の承諾 

応募者は、募集要項等に記載の条件を十分に理解し、これに承諾して応募すること。応募

者は、募集要項等についての不明を理由に異議を申し立てることはできない。 

 

b） 応募に伴う費用の負担 
提出書類の作成及び提出等に係る費用は応募者の負担とする。 
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c） 書面主義 
本募集に関して国及び市に対して行うすべての意思表示は、募集要項等に別段の定めのな

い限り、書面によるものとし、使用する言語は日本語とする。応募者が日本国外の企業から

構成される場合、日本語と英語の併記を認めるが、その内容が異なるときは日本語の記述が

優先される。また、参加資格に係る資料の付属資料として応募者から提供される印刷物につ

いては外国語のものも認めるが、その場合、関連部分について日本語による正確な翻訳を添

付するものとする。 

 

d） 使用言語及び通貨 
使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨とする。 

 

(3)  応募者の提出する提出書類 
応募者は、様式集及び記載要領に従い提出書類を作成する。 

 

(4)  提出書類の取扱い 
a） 著作権 

提出された事業提案書の著作権は、提案提出者に帰属する。ただし、本事業において国及

び市が必要と認める場合は、個人情報等の適正な取扱いをし、国及び市は事業提案書の一部

又は全部を無償で使用（公表することを含む。）できるものとする。 

なお、提出された事業提案書については返却しない。 

 

b） 特許権等 
提出書類に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等その他日本国の法令に基づき

保護される第三者の権利の対象となっているものを使用する場合は、その使用に関する一切

の責任を応募者が負担する。 

 

c） 提出書類の公開について 
国及び市は、必要に応じて、提出書類の一部を公開する場合がある。なお、提案提出者は、

提出書類を公表された場合に提案提出者の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害する

おそれのある内容（特殊な技術やノウハウ等）が含まれる場合は、その旨を明らかにするこ

と。 

 

d） 提案内容の矛盾について 
提示図面あるいはイメージ図等と、文書による記載内容に矛盾がある場合には、文書によ

る記載内容が優先するものとする。 

 

e） 提案内容の履行義務について 
優先交渉権者が、各審査段階において国及び市に提示した提案については、事業者がこれ

を履行する義務を負う。 
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f） その他 
著作権、特許権等に係るトラブルについては、応募者において処理するものとし、国及び

市は一切の責を負わないものとする。 

 

(5)  国及び市からの提示資料の取扱い 
国及び市が提供する資料は、本募集に係る検討以外の目的で使用することはできない。 

 

(6)  応募の無効 
次のいずれかに該当する場合は応募を無効とする。 

① 「3.2. 応募者の構成及び参加資格の要件に関する事項」を満たさない者が応募したとき 

② 提出書類が不足しているとき 

③ 提出書類が様式集及び記載要領に従い記載されていないとき 

④ 提出書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき 

⑤ 本事業の選定に関し、有識者委員会の委員又は有識者委員会の委員が属する法人、公募

アドバイザーに働きかけをしたとき 

⑥ 応募手続において不正な行為があったとき 

⑦ 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき 

⑧ 提出書類に虚偽の内容が記載されているとき 

⑨ ２通以上の提出書類を提出したとき 

⑩ その他募集要項等に定める条件に違反したとき 

 

  



- 32 - 
 

 

4.  事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 
 

 事業者の責任の明確化に関する事項 
(1)  リスク分担の基本的な考え方 

本事業では、民間事業者の自主性と創意工夫が発揮されるように、停留料金等の収受が原則

として自由とされていることに鑑み、本事業に係るリスクは、原則、事業者が負担することを

基本とする。ただし、国及び市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、国及び

市がリスクを負うものとする。 

 

(2)  想定されるリスクと費用分担 
新バスターミナル運営等事業に係る予想されるリスクと当該リスクに対する責任分担は、資

料１「特定事業契約書（案）」において示す。 

三宮バスターミナル運営等事業に係る予想されるリスクと当該リスクに対する責任分担は、

資料２「実施契約書（案）」において示す。 

 

(3)  要求する性能等 
事業者は、募集要項等及び提案内容に基づく諸条件を踏まえて、新バスターミナル（Ⅰ期）

の内装整備と維持管理及び運営、三宮バスターミナルの維持管理及び運営、利便増進事業を行

うものとする。なお、本事業において実施する各業務の満たすべき水準その他事項の詳細は、

資料５「要求水準書（案）」において示す。 

 

(4)  業務の履行の検査 
国は、本施設（国）の引渡しを受ける前に、内装整備業務について会計法第 29 条の 11 第２

項の規定に基づく検査を行う。国は、上記の検査の結果、本施設（国）が特定事業契約に定め

た条件に適合しない場合は事業者に修補を求め、検査の合格をもって内装整備費等を支払う。 

 

 事業者の権利義務等に関する制限及び手続き 
(1)  事業者の保有する運営権の譲渡等 

事業者は、国及び市の事前の承認を得ることなく、運営権、特定事業契約及び実施契約上の

地位、及び本事業について国及び市との間で締結した一切の契約上の地位並びにこれらの契約

に基づく権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分ができないものとす

る。 

 

(2)  事業者の株式の新規発行及び処分 
事業者は、以下 a）の手続きにしたがって本議決権株式及び事業者の株主総会におけるいか

なる決議についても議決権を有しない種類の株式（以下「本完全無議決権株式」という。）のみ

を発行することができる。 

資金調達の機動性及び柔軟性を確保するため、事業者が発行する本完全無議決権株式につい

ては、その新規発行又は譲渡、質権設定その他の担保設定（以下「処分」と総称する。）につい
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て、以下 b）の手続きにしたがって事業者の責により行うものとし、国及び市は原則として関

与しないものとする。 

 

a） 本議決権株式 
本議決権株式を保有する者（以下「本議決権株主」という。）が、自ら保有する本議決権株

式を、①他の本議決権株主又は②国及び市との間で締結された契約等によりあらかじめ処分

先として認められた者（事業者に対して融資等を行う金融機関等を想定している。）以外の第

三者に対して処分を行おうとするときは、国及び市の事前の承認を受ける必要がある。 

また、事業者は、本議決権株式を本議決権株主以外に対して新規発行する場合には、国及

び市の事前の承認を受ける必要がある。 

国及び市は、本議決権株式の譲受人が、基本協定に定める一定の資格要件を満たしており、

かつ本議決権株式の処分が事業者の事業実施の継続を阻害しないと判断する場合には、関係

行政機関（財務省を含むがこれに限らない）と協議した上で処分を承認する。 

本議決権株式の譲受人は、株主誓約書を、国及び市に対して提出しなければならない。 

 

b） 本完全無議決権株式 
本完全無議決権株式を保有する者は、自らが保有する本完全無議決権株式をいつでも自由

に処分することができる。また、事業者は、会社法の規定に従う限り、本完全無議決権株式

を自由に新規発行し、割り当てることができる。 

 

 業績等の監視に関する事項 
事業者が特定事業契約及び実施契約に定められた業務を適正かつ確実に履行し、要求水準を

達成しているか否かを確認するとともに、事業者の財務状況を把握するために、事業者による

セルフモニタリングに加え、国及び市による業績等の監視を行う予定である。 

要求水準が達成されていないことが判明した場合、国及び市は、事業者に対して改善措置等

を求めることができる。 

業績等の監視の具体的な方法等は、特定事業契約書（案）及び実施契約書（案）の別紙「業

績等の監視及び改善要求措置要領」に示す。 
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5.  公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 
 

 本事業の事業場所 
本事業の事業場所に関する概要は、下表のとおりである。 

表  4 再開発ビル（雲井５）の概要 
①  事業名称 神戸三宮雲井通５丁目地区第一種市街地再開発事業 

② 施行者 雲井通５丁目再開発株式会社 

③ 施行区域 兵庫県神戸市中央区雲井通５丁目 

④  面積 敷地面積：約 8,230 ㎡、延べ面積：約 98,900 ㎡ 
※新バスターミナル（Ⅰ期）を含む 

⑤  建物構造 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造 

⑥ 階数、高さ 階数：地下２階、地上 32階、塔屋１階、高さ：約 164ｍ 

⑦  主要用途 商業施設、特定車両停留施設、公益施設、業務施設、宿泊施設 

 

表  5 新バスターミナル（Ⅰ期）の概要 
①  施設名  神戸三宮駅交通ターミナル 

②  所在地 兵庫県神戸市中央区雲井通５丁目 

③  面積 約 6,820 ㎡ 

２～３階 バス待合空間・チケット売り場・各種店舗等：約 3,200 ㎡ 

１階 バス乗降場：約 3,000 ㎡（Ⅰ期） 

地下１階 エレベータ―施設：約 20 ㎡ 

地下２階：約 600 ㎡ 

④  整備事業区分 道路事業（国道） 

※雲井通５丁目再開発事業と調整を図りながら整備推進 

⑤ 当施設の位置付
け 

特定車両停留施設（地下２階、地下１階、地上１階～３階） 

⑥  周辺公共・民間
事業 

デッキ、三宮クロススクエア 
（ホテル、オフィス、店舗、ホール等） 

⑦ バース数（予定） 乗降５バース、待機４バース 

 

表  6 三宮バスターミナルの概要 
① 施設名 三宮バスターミナル 

② 所在地 神戸市中央区雲井通７丁目 

③  面積 約 1,900 ㎡ うちミント神戸敷地内：約 1,200 ㎡ 

④  供用開始時期 平成 18 年 11 月 

⑤ 現施設管理者 神戸市、西日本旅客鉄道株式会社 

⑥  バース数 乗降５バース、降車３バース 

⑦  待合室等 面積約 400 ㎡ 

チケットカウンター、トイレ 
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 本事業（国）の対象施設 
本事業（国）の対象となる主な施設は、以下のとおりとする。 

下表のうち、事業者が整備する施設の詳細については、「資料５ 要求水準書（案）」を参照

すること。 

表  7 新バスターミナル（Ⅰ期）の主な対象施設 
施設区分 施設名称 施設詳細 想定フロア 
特定車両 特定車両用場所 誘導車路 １階 

停留施設   
操車場所 １階 

    停留場所 １階 

    その他の特定車両の通行、停留又は駐車の用に
供するもの １階 

 旅客用 乗降場 乗降場 １階 

 場所 通路 エレベーター（バスターミナル専有部分内） 地下２階～３階 

   エスカレーター（バスターミナル専有部分内） １階～３階 

  その他 トイレ １階・３階 

   待合室・案内所・乗車券販売所 ２階・３階 

   ベンチ １階～３階 
   授乳室・パウダーコーナー ３階 

   公共無線 LAN １階～３階 

  その他設備 運行管理室・事務室 ２階 

    電気設備 店舗以外 

   機械設備 店舗以外 

   放送設備 １階～３階 

   
監視設備 地下２階、１階

～３階 
 利便施設（占用） 飲食・物販施設（店舗） ３階 

   運行情報提供設備 １階～３階 

    手荷物預かり・手荷物宅配 ２階 

   
自動販売機 地下２階、１階

～３階 
    自動発券機 ２階 

    ATM・外貨両替機 ２階 

   コインロッカー ２階・３階 

   更衣室 ３階 

   電気設備（店舗部分） ３階 

   機械設備（店舗部分） ３階 
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 本事業（市）の対象施設 
本事業（市）の対象となる主な施設は、以下のとおりとする。 

下表のうち、事業者が整備する施設の詳細については、「資料５ 要求水準書（案）」を参照

すること。 

表  8 三宮バスターミナルの主な対象施設 
施設区分 施設名称 施設詳細 

特定車両 特定車両用 誘導車路 

停留施設 場所 操車場所 

    停留場所 

    その他の特定車両の通行、停留又は駐車の用に供するもの 

 
旅客用 
場所 

乗降場 
乗降場 

  その他 トイレ 

   待合室・乗車券販売所 

   ベンチ 

   公共無線 LAN 

  その他設備 管理室 

    電気設備 

   空調設備 

    衛生設備 

   放送設備 

   監視設備 

 利便施設（占用） 自動販売機 

    自動発券機 

   運行情報提供設備 
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6.  事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項（国） 
 

 事業の継続が困難となった場合の措置 
本事業（国）の継続が困難となる事由が発生した場合は、以下のとおり特定事業契約を終了

するものとする。この場合、事業者は、特定事業契約の定めるところにより、国又は国が指定

する第三者に対する引継ぎが完了するまでの間、引継ぎに協力する義務を負うものとし、事業

者の資産等については、2.1.(21)事業期間終了時の取扱いと同様の取扱いとする。なお、個別の

契約終了事由における具体的な損害等の分担内容については以下に記載する内容を基本とし、

詳細については特定事業契約書（案）に示す。 

 

(1)  国の事由により事業の継続が困難となった場合 
国の帰責事由に基づく債務不履行により本事業（国）の継続が困難となった場合は、事業者

は特定事業契約を解除できるものとする。この場合、国は特定事業契約の定めるところにより、

事業者に生じた増加費用を負担する。 

 

(2)  事業者の事由により事業の継続が困難となった場合 
事業者の提供するサービスが特定事業契約に定める要求水準を下回る場合、その他特定事業

契約に定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はそのおそれが生じた場合は、

国は、事業者に対して改善指示を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めるものとする。

また、事業者が当該期間内に修復することができなかったときは、国は特定事業契約を解除で

きるものとする。 

事業者が倒産し又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、特定事業契約に基づく事

業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合は、国は特定事業契約を解除できるものとす

る。 

上記の規定により、国が特定事業契約を解除した場合は、特定事業契約の定めるところによ

り、国は事業者に対して、損害賠償の請求等を行う。 

 

(3)  三宮バスターミナルの事由により事業の継続が困難となった場合 
三宮バスターミナルに係る実施契約が、特定事業契約に定める事由により解除され又は終了

したときは、解除事由に応じ国又は事業者は特定事業契約を解除できるものとする。解除に関

する詳細は特定事業契約書（案）に示す。 

 

 その他の事由により事業の継続が困難となった場合 
国及び事業者は、特定事業契約に具体的に列挙した事由に対して、特定事業契約に定める発

生事由ごとの適切な措置を講じる。 
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7.  事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項（市） 
 

 事業の継続が困難となった場合の措置 
本事業（市）の継続が困難となる事由が発生した場合は、以下のとおり実施契約を終了する

ものとする。この場合、事業者は、実施契約の定めるところにより、市又は市が指定する第三

者に対する引継ぎが完了するまでの間、引継ぎに協力する義務を負うものとし、事業者の資産

等については、2.1.(21)事業期間終了時の取扱いと同様の取扱いとする。なお、個別の契約終了

事由における具体的な損害等の分担内容については以下に記載する内容を基本とし、詳細につ

いては実施契約書（案）に示す。 

 

(1)  市の事由により事業の継続が困難となった場合 
市の帰責事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合は、事業者は実施契

約を解除できるものとする。この場合、市は実施契約の定めるところにより、事業者に生じた

増加費用を負担する。 

 

(2)  事業者の事由により事業の継続が困難となった場合 
事業者の提供するサービスが実施契約に定める要求水準を下回る場合、その他実施契約に定

める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はそのおそれが生じた場合は、市は、事

業者に対して改善指示を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めるものとする。また、

事業者が当該期間内に修復することができなかったときは、市は実施契約を解除できるものと

する。 

事業者が倒産し又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、実施契約に基づく事業の

継続的履行が困難と合理的に考えられる場合は、市は実施契約を解除できるものとする。 

上記の規定により、市が実施契約を解除した場合は、実施契約の定めるところにより、市は

事業者に対して、損害賠償の請求等を行う。 

 

(3)  新バスターミナル（Ⅰ期）の事由により事業の継続が困難となった場合 
新バスターミナル（Ⅰ期）に係る特定事業契約が、実施契約に定める事由により解除され又

は終了したときは、解除事由に応じ市又は事業者は実施契約を解除できるものとする。解除に

関する詳細は実施契約書（案）に示す。 

 

 その他の事由により事業の継続が困難となった場合 
市及び事業者は、実施契約に具体的に列挙した事由に対して、実施契約に定める発生事由ご

との適切な措置を講じる。  
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8.  法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 
 
 法制上及び税制上の措置に関する事項 
事業者が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適用

されることとなる場合は、それによることとする。 

なお、国及び市は、現時点では、本事業に係るこれらの措置等は想定していない。今後、法

制や税制の改正により、措置が可能となる場合は、国及び市は検討を行う。 

 

 財政上及び金融上の支援に関する事項 
事業者が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能

性がある場合は、国及び市はこれらの支援を事業者が受けることができるように努める。 

 

 その他の支援に関する事項 
国及び市は、事業者が本事業を実施するにあたり、必要な許認可等について、必要に応じて

協力する。また、法令の改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合は、国及

び市と事業者で協議する。 

 

 

9.  提出書類 
 

 守秘義務対象資料の提供に関する書類 
守秘義務の遵守に関する誓約書 様式１ 

守秘義務対象資料提供申込書 様式２ 

第二次被開示者への資料開示通知書 様式３ 

破棄義務の遵守に関する報告書 様式４ 

 

 説明会・質問に関する提出書類 
募集要項等に関する説明会参加申込書 様式５ 

募集要項等に関する質問書（第 1 回） 様式６ 

募集要項等に関する質問書（第 2 回） 様式７ 

 

 第一次審査書類の受付時における提出書類 
(1)  参加表明書等 

参加表明書 様式８ 

応募者の名称等 様式９ 

委任状（構成員→代表企業） 様式１０ 

競争的対話に関する議題提案書 様式１１ 

 

(2)  資格審査書類 
参加資格確認申請書（応募企業及び応募グループの代表企業用） 様式１２－① 
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参加資格確認申請書（代表企業以外の構成企業及び協力企業用） 様式１２－② 

応募企業、構成員に共通の参加資格 様式１３ 

内装設計業務を実施する者の参加資格等要件に関する書類 様式１４ 

配置予定の管理技術者の資格・設計業務の実績等 様式１５－① 

配置予定の総合主任担当技術者の資格・設計業務の実績等 様式１５－② 

配置予定の電気設備主任担当技術者の資格・設計業務の実績等 様式１５－③ 

配置予定の機械設備主任担当技術者の資格・設計業務の実績等 様式１５－④ 

内装施工業務を実施する者の参加資格等要件に関する書類 様式１６ 

配置予定の主任技術者又は監理技術者の資格・同種工事の実績等 様式１７ 

工事監理業務を実施する者の参加資格等要件に関する書類 様式１８ 

配置予定の工事監理者の資格・設計業務の実績等 様式１９－① 

配置予定の建築監理主任技術者の資格・設計業務の実績等 様式１９－② 

配置予定の電気設備監理主任技術者の資格・設計業務の実績等 様式１９－③ 

配置予定の機械設備監理主任技術者の資格・設計業務の実績等 様式１９－④ 

維持管理業務を実施する者の参加資格等要件に関する書類 様式２０ 

運営業務を実施する者の参加資格等要件に関する書類 様式２１ 

添付資料提出確認書 様式２２ 

 

 第二次審査に関する提出書類 
(1)  関係提出書類 

第二次審査提出書類提出書 様式２３ 

応募者の名称等 様式２４ 

委任状（代表企業） 様式２５ 

要求水準書及び添付資料に関する確認書 様式２６ 

 

(2)  提案審査書類 
実施方針及び体制 様式２７－１ 

資金調達及び収支計画 様式２７－２ 

（様式２７－２－A～G） 

内装整備業務 様式２７－３ 

（様式２７－３－図面集

－１～７） 

準備業務 様式２７－４ 

維持管理業務 様式２７－５ 

運営業務 様式２７－６ 

利便増進事業 様式２７－７ 

サービス対価 提案書 様式２８ 
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(3)  その他 
応募辞退届 様式２９ 

構成員変更届 様式３０ 
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10.  その他 
 

 本事業に関する事項 
(1)  本募集及び特定事業の選定の取消し 

国及び市は、本事業を実施することが適当でないと判断した場合は、公募開始後であっても、

優先交渉権者を選定せず、本募集を取り消すとともに、本事業に係る特定事業の選定を取り消

す。 

この場合、国及び市は、その旨をホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。 

 

 情報提供 
本事業に関する情報提供は、近畿地方整備局ホームページ及び神戸市ホームページを通じて

適宜行う。 

近畿地方整備局ホームページ 

https://www.kkr.mlit.go.jp/road/project/sannomiyabasuta_pfi.html 

神戸市ホームページ 

https://www.city.kobe.lg.jp/a55197/toshin/sannomiyabusta.html 

 

 

https://www.kkr.mlit.go.jp/road/project/sannomiyabasuta_pfi.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a55197/toshin/sannomiyabusta.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル

特定運営事業等 
 

特定事業契約書 

（案） 
 

 

 

 

 

令和６年４月 

国土交通省 近畿地方整備局 

 

【事業者】 



 

 

一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 

特定事業契約書 

 

第 1 事業名 一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 

 

第 2 本施設（国）の概要 

1 本施設（国） 

道路法に基づく道路の附属物（特定車両停留施設（国））のうち、利便施

設（国）を除いた部分 

2 本施設（国）の場所 兵庫県神戸市中央区雲井通５丁目 

 

第 3 事業の概要 

1 事業期間等 

(1) 本施設（国） 

内装整備業務期間 特定事業契約締結日から、供用開始時まで

の期間（準備業務の期間を含む。） 

運営・維持管理期間 供用開始時から、運営権設定日の27年後の

応当日の前日までの期間 

運営権存続期間 運営権設定日から、運営権設定日の27年後

の応当日の前日までの期間 

 

(2) 新バスターミナル（Ⅰ期）及び事業敷地引渡し 

新バスターミナル（Ⅰ期）及び事

業敷地引渡し時期 

【〇】 

 

2 契約金額及び支払条件 

(1) 契約金額（サービス対価） 

金【〇】円（取引に係る消費税等の額 金【〇】円） 

なお、金額内訳は別紙１（契約金額の内訳）に定めるとおり。 

(2) 支払条件 

第８章（サービス対価の支払及び運営権対価）に定めるとおり。 

(3) 契約保証金 

第40条（契約の保証）に定めるとおり。 

 

第 4 事業の内容 

第４条（本事業（国）の実施）に定めるとおり。 



 

 

 

 

上記の事業について、発注者 支出負担行為担当官国土交通省 近畿地方整備局（以下「国」

という。）と受注者【〇】（以下「事業者」という。）は、各々の対等な立場における合

意に基づいて、別添の条項によって公正な事業契約兼公共施設等運営権実施契約である特定

事業契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。 

 

  



 

 

この契約の証として、本書２通を作成し、国及び事業者が記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 

令和６年【〇】月【〇】日 

 

 

発注者（国） 

住所 大阪府大阪市中央区大手前３－１－４ 

   大手前合同庁舎 

氏名 支出負担行為担当官 

     近畿地方整備局長 【氏名】 

 

 

受注者（事業者） 

住所 【事業者の住所】 

商号 【事業者の商号】 

氏名 【役職】  【氏名】



 

1 

 

目 次 

 

前文 本契約の前提 ···························································· 6 

第 1 章 総 則 ······························································· 7 

第1条  （用語の解釈） ······················································ 7 

第2条  （公共性及び民間事業の趣旨の尊重） ·································· 7 

第3条  （特定事業契約等）·················································· 7 

第4条  （本事業（国）の実施） ·············································· 7 

第5条  （運営業務の収入）·················································· 9 

第6条  （国の実施業務）···················································· 9 

第7条  （資金調達） ······················································ 10 

第8条  （公租公課の負担）················································· 10 

第9条  （保険の付保等）··················································· 11 

第 2 章 本事業（国）実施の準備 ··············································· 11 

第 1 節 実施体制及び本事業（国）の準備 ······································· 11 

第10条  （本事業（国）の実施体制等） ······································ 11 

第11条  （総括代理人） ··················································· 11 

第12条  （内装整備業務の実施に係る準備） ·································· 12 

第13条  （準備業務の実施に係る準備） ······································ 12 

第14条  （運営業務の実施に係る準備） ······································ 12 

第15条  （維持管理業務の実施に係る準備） ·································· 13 

第16条  （要求水準確認書）················································ 13 

第 2 節 必要な契約等の締結 ···················································· 13 

第17条  （業務の委託等） ················································· 13 

第18条  （事業者による許認可の取得等） ···································· 14 

第19条  （国及び関係者による許認可の取得等） ······························ 14 

第20条  （特定事業契約に基づき実施可能な行為） ···························· 15 

第21条  （国の承認等の特例）·············································· 15 

第 3 章 適正業務の確保 ······················································ 15 

第22条  （要求水準を満たす業務の実施） ···································· 15 

第23条  （要求水準の変更）················································ 16 

第24条  （要求水準の変更による措置） ······································ 16 

第25条  （総括代理人の変更要請） ·········································· 17 

第26条  （統括管理責任者の設置及び変更） ·································· 17 



 

2 

 

第27条  （財務情報の報告）················································ 17 

第28条  （国による指示等）················································ 17 

第29条  （監督職員） ····················································· 17 

第30条  （臨機の措置及び運営権の停止） ···································· 18 

第31条  （一般的損害） ··················································· 19 

第32条  （第三者に及ぼした損害） ·········································· 19 

第33条  （セルフモニタリング） ············································ 20 

第34条  （国によるモニタリング） ·········································· 20 

第35条  （業務等の監視及び改善要求措置要領等の変更）······················ 21 

第36条  （事業終了時のモニタリング） ······································ 21 

第 4 章 内装整備業務 ························································ 22 

第 1 節 総則 ································································· 22 

第37条  （工事総則） ····················································· 22 

第38条  （本施設（国）の処分禁止） ········································ 22 

第39条  （関連工事の調整）················································ 22 

第40条  （契約の保証） ··················································· 23 

第 2 節 内装設計 ····························································· 23 

第41条  （内装設計） ····················································· 23 

第42条  （内装設計企業による業務実施及び一括再委託等の禁止） ·············· 25 

第 3 節 内装施工 ····························································· 25 

第43条  （内装施工） ····················································· 25 

第44条  （内装施工企業による業務実施及び下請の制限等） ···················· 26 

第45条  （下請負者等（内装施工業務）の健康保険等加入義務等） ·············· 26 

第46条  （近隣調整） ····················································· 27 

第47条  （主任技術者等） ················································· 28 

第48条  （工事関係者に関する措置請求） ···································· 28 

第49条  （新バスターミナル（Ⅰ期）及び事業敷地の与件等） ·················· 29 

第50条  （設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） ·················· 29 

第51条  （設計図書の変更）················································ 30 

第52条  （工事の中止） ··················································· 30 

第53条  （事業者の請求による内装整備業務完了期限の延長） ·················· 30 

第54条  （内装整備業務完了期限の変更方法） ································ 31 

第55条  （内装整備費の変更方法等） ········································ 31 

第56条  （物価等の変動に基づく内装整備費の変更） ·························· 31 



 

3 

 

第57条  （内装整備費の変更に代える設計図書の変更） ························ 32 

第58条  （中間検査） ····················································· 33 

第 4 節 工事監理 ····························································· 33 

第59条  （工事監理） ····················································· 33 

第60条  （工事監理企業による業務実施及び一括再委託等の禁止） ·············· 34 

第 5 節 内装施工の完了及び引渡し ··············································· 34 

第61条  （完了検査及び引渡し） ············································ 34 

第62条  （部分使用） ····················································· 35 

第63条  （契約不適合責任）················································ 35 

第 5 章 準備業務 ···························································· 36 

第64条  （準備業務の実施）················································ 37 

第65条  （準備業務の業務計画書） ·········································· 37 

第66条  （準備業務の業務報告書） ·········································· 37 

第 6 章 運営業務及び維持管理業務 ············································· 37 

第 1 節 公共施設等運営権 ······················································ 37 

第67条  （公共施設等運営権の設定及び効力発生） ···························· 37 

第 2 節 本施設（国） ·························································· 39 

第68条  （引渡し） ······················································· 39 

第 3 節 運営業務及び維持管理業務の実施 ········································· 39 

第69条  （運営業務の実施）················································ 39 

第70条  （維持管理業務の実施） ············································ 40 

第71条  （本施設（国）の追加投資） ········································ 40 

第72条  （国による本施設（国）の追加投資） ································ 41 

第73条  （利便施設（国）等の追加投資） ···································· 42 

第74条  （長期修繕計画案作成業務） ········································ 42 

第75条  （大規模修繕等） ················································· 42 

第76条  （運営業務の業務計画書） ·········································· 42 

第77条  （維持管理業務の業務計画書） ······································ 43 

第78条  （運営業務の業務報告書） ·········································· 43 

第79条  （維持管理業務の業務報告書） ······································ 43 

第80条  （車両の停留許可申請） ············································ 43 

第 7 章 新バスターミナル利便増進事業 ········································· 43 

第81条  （新バスターミナル利便増進事業の実施） ···························· 44 

第 8 章 サービス対価の支払及び運営権対価 ····································· 44 



 

4 

 

第82条  （サービス対価の支払） ············································ 44 

第83条  （運営権対価） ··················································· 45 

第 9 章 表明保証及び誓約 ···················································· 45 

第84条  （事業者による表明及び保証） ······································ 45 

第85条  （事業者による誓約事項） ·········································· 45 

第86条  （事業者の株式） ················································· 47 

第87条  （契約上の地位譲渡）·············································· 49 

第88条  （運営権（国）の譲渡等） ·········································· 49 

第89条  （事業者の兼業禁止）·············································· 49 

第 10 章 責任及び損害等の分担 ················································ 49 

第90条  （責任及び損害等の分担原則） ······································ 50 

第91条  （法令等変更） ··················································· 50 

第92条  （税制変更） ····················································· 51 

第93条  （不可抗力） ····················································· 51 

第94条  （第三者帰責事由）················································ 53 

第95条  （技術進歩・競合施設設置） ········································ 54 

第96条  （損害賠償責任） ················································· 55 

第 11 章 契約の終了及び終了に伴う措置 ········································ 55 

第97条  （事業期間） ····················································· 55 

第98条  （事業者事由による解除） ·········································· 55 

第99条  （国の任意による解除、国事由等による解除） ························ 57 

第100条  （不可抗力等による解除） ········································· 57 

第101条  （実施契約における解除による特定事業契約の解除） ················· 58 

第102条  （引渡前の解除）················································· 58 

第103条  （本施設（国）の一部引渡後の解除） ······························· 59 

第104条  （運営権（国）の取消し） ········································· 59 

第105条  （事業終了時の引継ぎ等） ········································· 59 

第106条  （利用料金の引継ぎ等） ··········································· 59 

第107条  （本施設（国）の引渡し及び追加投資の対象部分に係る補償） ········· 60 

第108条  （契約終了による利便施設（国）等の取扱い） ······················· 60 

第109条  （違約金及び損害補償） ··········································· 61 

第110条  （損失補償） ···················································· 62 

第111条  （事業終了後の解散及び債務引受） ································· 62 

第 12 章 知的財産権 ························································· 63 



 

5 

 

第112条  （著作権の帰属）················································· 63 

第113条  （成果物の利用）················································· 63 

第114条  （著作権等の譲渡禁止） ··········································· 64 

第115条  （第三者の有する著作権の侵害防止） ······························· 64 

第116条  （第三者の知的財産権等の侵害） ··································· 64 

第117条  （知的財産権の対象技術の使用） ··································· 64 

第 13 章 雑 則 ···························································· 64 

第118条  （個人情報の保護） ··············································· 65 

第119条  （秘密保持義務）················································· 65 

第120条  （金融機関等との協議） ··········································· 65 

第121条  （遅延利息） ···················································· 66 

第122条  （契約の変更）··················································· 66 

第123条  （準拠法・管轄裁判所） ··········································· 67 

第124条  （通知方法・計量単位・期間計算等） ······························· 67 

第125条  （疑義に関する協議） ············································· 67 

別紙１ 契約金額の内訳 

別紙２ 定義集 

 

＜下記は別ファイルにて添付＞ 

別紙３  事業者が付す保険等  

別紙４  サービス対価の算定及び支払方法 

別紙５  需要変動に基づく調整 

別紙６  業績等の監視及び改善要求措置要領 

 



 

6 

 

前文 本契約の前提 

 

一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等（以下「本事業（国）」とい

う。）及び三宮バスターミナル特定運営事業等（本事業（国）と総称して以下「本事業」と

いう。）は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法

律第117号。以下「PFI法」という。）の定めるところにより選定事業として実施するもので

ある。 

本事業における公共施設等の管理者は、国土交通大臣及び神戸市長である。 

国土交通大臣は、本事業（国）に係る支出負担行為に関する事務を国に分掌する。 

 

国及び神戸市は、本事業について、令和６年１月16日にPFI法第５条第１項に定める特定事

業の実施に関する方針を公表し、令和【〇】年【〇】月【〇】日にPFI法第７条の定めるとこ

ろにより、本事業のうち、新バスターミナル運営等事業及び新バスターミナル利便増進事業

並びに三宮バスターミナル運営等事業及び三宮バスターミナル利便増進事業を特定事業とし

て選定した。 

国及び神戸市は、PFI法第８条第１項の定める民間事業者の選定について、会計法（昭和22

年法律第35号）第29条の６第２項及び予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第91条第

２項に定める方法により行った。その結果、国及び神戸市は、令和【〇】年【〇】月【〇】

日に本事業の実施を担う民間事業者を特定し、令和【〇】年【〇】月【〇】日に当該民間事

業者との間で基本協定書（国）及び基本協定書（市）を締結した。 

 

国及び事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関す

る基本方針（平成30年10月23日閣議決定）の趣旨を踏まえ、本事業（国）の適正かつ確実な

実施を図るために相互に協力し、円滑な遂行に努める。 
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第 1 章 総 則 

第1条  （用語の解釈） 

1  特定事業契約において用いる語句は、本文中において特に明示するもの及び文

脈上別異に解すべきものを除き、別紙２（定義集）において定める意義を有す

る。 

2  特定事業契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、特定事業契

約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。 

3  特定事業契約で規定する法令等につき、改正又はこれらに替わる新たな法令等の

制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が特定事業契約に適用され

る。 

 

第2条  （公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

1  特定事業契約の締結及びその履行に際し、本事業（国）の目的の実現に向けて、

国は、本事業（国）が民間企業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることを、

事業者は、本事業（国）が高度の公共性及び公益性を有することを、それぞれ十分

理解しその趣旨を尊重する。 

2  事業者は、本事業（国）内容の詳細について、社会情勢の変化その他の本事業

（国）に係る外在的及び内在的な事情の変化を踏まえ、国の請求に応じて国と緊密

に協議し、必要に応じて随時見直すことに合意する。なお、事業者は、かかる協議

が必要と自ら認める場合は、国に対して協議を求めることができ、国は、合理的な

理由なくして協議を留保、遅延又は拒否しないものとする。 

 

第3条  （特定事業契約等） 

1   特定事業契約は、要求水準書、募集要項等及び事業提案書と一体の契約であり、

これらはいずれも特定事業契約の一部を構成する。特定事業契約の規定に基づき、

国と事業者の間で別途締結される契約は、いずれも特定事業契約の一部を構成する。 

2  特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業提案書の内容に矛盾又は齟齬が

ある場合は、この順に優先して適用される。ただし、事業提案書の内容が要求水準

書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて事業提案書が要求水準書に優

先する。 

 

第4条  （本事業（国）の実施） 

1  本事業（国）は、次の各号に掲げる業務により構成される新バスターミナル運営

等事業及び次項に定める新バスターミナル利便増進事業をいう。各業務の詳細は要

求水準書等に定める。 

(1) 内装整備業務 
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特定車両停留施設（国）のうち、専用使用部分（国）を除いた部分の内

装設計、内装施工、工事監理及びその関連業務。ただし第６条（国の実

施業務）に定める国が実施義務を負う業務を除く。 

(2) 準備業務 

イ 開業前研修 

ロ バス便の移行調整業務 

ハ 広報活動 

ニ 事業パンフレットの作成 

ホ 供用約款の策定 

(3) 維持管理業務 

イ 建築物点検保守管理業務 

ロ 建築設備点検保守管理業務 

ハ 車路点検保守管理業務 

ニ 什器・備品維持管理業務 

ホ 警備業務 

ヘ 清掃業務 

ト 経常修繕業務 

チ 交通事故復旧業務 

リ 長期修繕計画案作成業務 

(4) 運営業務 

イ 運行管理業務（運行ダイヤ調整、運行管理等） 

ロ 料金徴収業務（停留料金の設定、届出、収受等） 

ハ 安全対策業務 

ニ 利用者対応業務（チケット販売の調整及び運営、利用者案内・対応、苦

情への対応等） 

ホ 危機管理対応業務 

ヘ バス便の移行調整業務（移行対象バスの調整の場の設定及び会議への参

加、移行対象バス以外の取扱い検討等） 

ト その他関連業務（広報活動、再開発ビル（雲井５）の管理組合への参

加、三宮周辺におけるエリアマネジメント活動への参加等） 

2  事業者は、あらかじめ国との協議が成立することを条件として、特定事業契約及

び要求水準書において定められる条件を充足する範囲において、自らの責任と費用

により、自らが必要と考える事業・業務（利便施設（国）の設置・運営を含み、以

下「新バスターミナル利便増進事業」という。）を任意に行うことができるものと

する。ただし、本事業（市）については、事業者は、当該事業にかかる実施契約に

定める条件に従う限りにおいて、国との事前の協議なく、当該事業を実施すること
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ができる。 

3  事業者は、要求水準書等に従い、事業期間において、本事業（国）を実施する。 

4  事業者は、本事業（国）を実施するにあたり、適用される全ての法令等を遵守し

なければならない。 

 

第5条  （運営業務の収入） 

1  事業者は、新バスターミナル（Ⅰ期）に係る運営業務を実施するにあたり、本条

の規定に従い、利用料金を設定又は変更の上、本施設（国）に車両を停留させる者

（バス事業者（国）を含むが、これに限られない。）から停留料金を徴収すること

及び利便施設（国）の利用者から収入を得ることができる。 

2  事業者は、道路法第48条の35第２項に基づき、自らの経営判断により、以下の

各号に定める条件を充足する範囲内で、停留料金を設定する。 

イ 特定車両を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするもので

ないこと。 

ロ 特定車両を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそ

れのないものであること。 

ハ 特定車両停留施設（国）を利用することができる特定車両と同一の種類

の車両を同時に２両以上停留させる付近の施設で道路の区域外に設置さ

れており、かつ、一般公衆の用に供するものの停留料金に比して著しく

均衡を失しないものであること。 

3  事業者は、特定事業契約締結後、供用開始時までに、前項に従って設定した停留料

金について、国に届出を行う。国は、道路法第48条の42第１項に基づき、事業者が届

け出た停留料金の額が上記規定に従ったものであるか確認するとともに、上記規定に

反すると認められる場合には、国が期間を定めて当該料金の変更を事業者に命じるこ

とができるものとする。 

4  前二項の規定は、当初設定した停留料金を変更する際も同様に適用するものと

する。 

5  事業者は、利便施設（国）に係る料金については、法令等上、料金を収受し、

その収入とすることが禁止されていないことを確認した上で、自ら自由に料金を設

定、収受し、その収入とすることができる。 

6  本条に基づき利用者から徴収した停留料金及び利便施設（国）に係る料金は、

別紙５（需要変動に基づく調整）に従い、国と事業者にそれぞれ帰属するもの

とする。 

 

第6条  （国の実施業務） 

1  国は、特定事業契約、要求水準書及び募集要項等に従い、特定車両停留施設
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（国）のうち、専用使用部分（国）を除いた部分の内装設計、内装施工のうち、再

開発ビル（雲井５）A工事及び再開発ビル（雲井５）B工事に該当する部分について

は、再開発会社等をして設計・施工させるものとする。具体的な設計・施工の対象

については、工事開始までに国と事業者で協議の上で決定するものとする。 

2  国は、要求水準書等に定めるところに従い、前項に規定する業務の実施に要する費

用を負担する。 

3  事業者は、国又はその他の関係者が個別に発注する第三者の施工する工事（再開

発会社等が整備する再開発ビル（雲井５）A工事及びB工事、新バスターミナル（Ⅱ

期）に係る工事並びに国が実施する緊急時対応業務を含むがこれらに限らない。）

が、新バスターミナル（Ⅰ期）に関する業務遂行上密接に関連する場合は、第三者

の行う工事の円滑な施工に協力し、その施工に必要な調整を行う。新バスターミナ

ル（Ⅱ期）に関し、国が当該事業を実施する事業者と契約を締結した場合において、

特定事業契約を変更する必要が生じた場合には、国と事業者は誠実に協議を行い必

要な範囲で変更を行う。 

4  事業者は、運営・維持管理期間中において、国又はその他の関係者の実施する業

務等が、特定事業契約に定める運営業務及び維持管理業務の実施に関連する場合に

は、当該業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行う。 

5  事業者は、第３項又は前項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を

実施する第三者及びその使用人等に関する一切の責任を負わない。ただし、事業者

による調整が不適当と認められる場合はこの限りではない。 

 

第7条  （資金調達） 

1  本事業（国）の実施に関する一切の費用（前条（国の実施業務）に従い国が負担

する費用を除く。）は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き全て事業者が

負担し、本事業（国）の実施に要する事業者の資金調達は全て事業者の責任におい

て行う。 

2  事業者は、前項に定める資金調達に係る金利変動による増加費用が生じた場合

（サービス対価についての別紙４（サービス対価の算定及び支払方法）により国が

負担する場合を除く。）は、当該増加費用を負担する。 

 

第8条  （公租公課の負担） 

1  事業者は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、本事業（国）に関連

して生じる一切の租税を負担する。 

2  国及び事業者は、相手方に対し、特定事業契約の定めるところにより、サービ

ス対価（これに係る消費税等を含む。）の支払債務をそれぞれ負担する。 
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第9条  （保険の付保等） 

1  事業者は、自ら又は業務委託先をして、別紙３（事業者が付す保険等）の定める

ところにより、自らの責任及び費用負担により、本事業（国）の実施に必要な保険

に加入させなければならない。 

2  事業者は、自らが保険契約者であるか否かを問わず、前項による保険に関する証

券及び保険約款（特約がある場合には、当該特約に関する書類を含む。）又はこれ

らに代わるものを、それらの保険契約締結後直ちに国に提示し、原本証明付き写し

を提出しなければならない。 

 

第 2 章 本事業（国）実施の準備 

 

第 1 節 実施体制及び本事業（国）の準備 

 

第10条  （本事業（国）の実施体制等） 

1  事業者は、本事業（国）に係る業務を着手する日までに、本事業（国）を実施す

るために必要な体制を確保する。 

2  事業者は、要求水準書等に基づき、本事業（国）の実施に関連して、本事業（国）

の実施に係る実施体制図その他要求水準書で定める書面（以下「実施体制図等」と

いう。）を所定の期限までに策定して国に提出し、国の確認を受けなければならな

い。国は、実施体制図等が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正

を命ずることができる。 

3  事業者は、特定事業契約締結後事業期間が終了するまでの間に、実施体制図等の

内容を変更しようとする場合は、あらかじめ国に通知し、必要に応じて協議する。

国は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、実施体制図等の変更内容が要

求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずることができる。 

 

第11条  （総括代理人） 

1  事業者は、特定事業契約締結後速やかに、本事業（国）の業務全体を総合的に把

握し調整を行う総括代理人（以下「総括代理人」という。）を確保し、国に対して、

その旨を報告するものとする。総括代理人は、特定事業契約の履行に関し、本事業

（国）の業務全体の管理及び総括を行うほか、総括代理人の変更、契約金額の変更、

請求及び受領並びに特定事業契約の解除に係る権限を除き、特定事業契約に基づく

業務に関する一切の権限を行使することができる。 

2  事業者は、総括代理人を変更する必要が生じたとき、国の承諾を得た上で、総括

代理人を変更することができる。なお、事業者は、総括代理人の頻繁な変更を避け

るとともに、変更にあたっては、業務の質の維持及び向上を確保するべく、十分な
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引継ぎ等を行わなければならない。 

 

第12条  （内装整備業務の実施に係る準備） 

1  事業者は、要求水準書等に基づき、内装整備業務の実施に関連して、要求水準書

で定める書面（以下「内装整備業務に係る計画書等」という。）を所定の期限まで

に策定して国に提出し、国の確認を受けなければならない。国は、内装整備業務に

係る計画書等が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずるこ

とができる。 

2  事業者が、特定事業契約締結後内装整備業務が完了するまでの間に、内装整備業

務に係る計画書等の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ国に通知し、必要

に応じて協議する。国は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、内装整備

業務に係る計画書等の変更内容が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対

し補正を命ずることができる。 

 

第13条  （準備業務の実施に係る準備） 

1  事業者は、要求水準書等に基づき、準備業務の実施に関連して、要求水準書で定

める書面（以下「準備業務に係る計画書等」という。）を所定の期限までに策定し

て国に提出し、国の確認を受けなければならない。国は、準備業務に係る計画書等

が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずることができる。 

2  事業者が、特定事業契約締結後準備業務が完了するまでの間に、準備業務に係る

計画書等の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ国に通知し、必要に応じ

て協議する。国は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、準備業務に係る

計画書等の変更内容が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命

ずることができる。 

 

第14条  （運営業務の実施に係る準備） 

1  事業者は、要求水準書等に基づき、運営業務の実施に関連して、要求水準書で定

める書面（以下「運営業務に係る計画書等」という。）を所定の期限までに策定し

て国に提出し、国の確認を受けなければならない。国は、運営業務に係る計画書等

が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずることができる。 

2  事業者が、特定事業契約締結後運営業務が完了するまでの間に、運営業務に係る

計画書等の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ国に通知し、必要に応じて

協議する。国は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、運営業務に係る計

画書等の変更内容が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ず

ることができる。 
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第15条  （維持管理業務の実施に係る準備） 

1  事業者は、要求水準書等に基づき、維持管理業務の実施に関連して、要求水準書

で定める書面（以下「維持管理業務に係る計画書等」という。）を所定の期限まで

に策定して国に提出し、国の確認を受けなければならない。国は、維持管理業務に

係る計画書等が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずるこ

とができる。 

2  事業者が、特定事業契約締結後維持管理業務が完了するまでの間に、維持管理業

務に係る計画書等の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ国に通知し、必要

に応じて協議する。国は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、維持管理

業務に係る計画書等の変更内容が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対

し補正を命ずることができる。 

 

第16条  （要求水準確認書） 

事業者は、要求水準書等に従い、本事業（国）の実施に関する要求水準確認書案

を所定の期限までに作成して国に提出しなければならない。事業者は、本事業

（国）に係る業務を着手する日までに、当該要求水準確認書案につき国と協議の上、

国の承諾を得ることにより要求水準確認書を確定する。 

 

第 2 節 必要な契約等の締結 

 

第17条  （業務の委託等） 

1  事業者は、各業務の全てを業務委託先に一括して委託又は請け負わせてはならな

い。また、各業務中、①準備業務のうち「供用約款の策定」並びに②運営業務のう

ち「料金徴収業務」、「危機管理対応業務」及び「バス便の移行調整業務」につい

ては、業務委託先から第三者への再委託又は下請負を行ってはならない。 

2  事業者は、各業務に着手する日までに、当該各業務に係る業務委託先との間で業

務委託契約を締結し、当該契約の締結後速やかに当該契約書の写しを国に提出する。 

3  事業者は、前項に基づき各業務を業務委託先に対して委託し又は請け負わせる場

合、暴力団員等のいずれかに該当する者その他国が不適切と認める者に対しては委

託せず又は請け負わせないものとし、業務委託先をして、暴力団員等のいずれかに

該当する者その他国が不適切と認める者に対しては再委託をさせず又は下請負をさ

せないものとする。 

4  事業者は、業務委託先への各業務の委託又は請負（業務委託先から第三者への再

委託又は下請負が行われる場合を含む。）に関する一切の責任を負い、業務委託先

の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして事業者が責

任を負う。 
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第18条  （事業者による許認可の取得等） 

1  次条（国及び関係者による許認可の取得等）に定めるものを除き、本事業（国）

を実施するために必要となる一切の許認可又は届出若しくは報告は、事業者が取得

若しくは承継して維持し、又は作成して提出する。 

2  事業者は、次条（国及び関係者による許認可の取得等）に定めるものを除き、

本事業（国）を実施するために必要となる許認可の取得、承継若しくは維持又は届

出若しくは報告に関する責任及び費用（許認可取得の遅延から生じる増加費用を含

む。）を負担する。ただし、その遅延が国の責めに帰すべき事由による場合には、

国がその責任及び費用を負担する。 

3  国は、事業者が国に対して書面により要請した場合、第１項に定める事業者によ

る許認可の取得、承継若しくは維持又は届出若しくは報告について、法令等の範囲

内において必要に応じて協力する。 

4  事業者は、第１項に定める許認可の原本又は届出若しくは報告の写しを保管

し、国の要請があった場合には許認可の原本又は届出若しくは報告の写しを提示

し、又は許認可の原本証明付きの写し又は届出若しくは報告の写しを国に提出する。 

 

第19条  （国及び関係者による許認可の取得等） 

1  国は、第６条（国の実施業務）第１項に基づき自ら実施する業務に関して必要と

なる許認可又は届出若しくは報告、その他国が本事業（国）の実施に関して必要と

認める許認可又は届出若しくは報告につき、本事業（国）の事業期間中、自らの責

任及び費用負担により取得して維持し、又は作成して提出する。ただし、国が要求

水準書等に従い許認可の取得若しくは維持又は届出若しくは報告について事業者の

協力を求めた場合には、事業者は、自らの責任においてこれに応じる。 

2  再開発会社等が必要とする許認可の取得若しくは維持又は届出若しくは報告につ

いて、かかる関係者からの要請に基づき、国が要求水準書等に従い事業者に対して

協力を求めた場合には、事業者は、自らの責任においてこれに応じる。ただし、再

開発会社等が再開発ビル（雲井５）A工事について必要となる許認可の取得若しく

は維持又は届出若しくは報告に起因して事業者に増加費用（許認可取得の遅延から

生じる増加費用を含む。）が生じた場合、国が再開発会社等と協議の上で、その責

任及び費用を負担する。 

3  前二項に定める許認可の取得又は維持に関して許認可権者から条件が付された場

合、国は、当該条件のうち、本事業（国）の実施に関して必要と認めるものについ

て事業者に通知するものとし、事業者は、これを遵守しなければならない。 

4  前各項のほか、他の区分所有者（国）（入居テナントを含む。）の責めによる許

認可の取得・維持に関する責任及び損害については、国と事業者で協議の上で対応
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する。 

 

第20条  （特定事業契約に基づき実施可能な行為） 

道路法第48条の40第１項に規定する自動車駐車場等の運営等として、自動車駐車

場等の供用や料金徴収のために通常必要となる行為（当該自動車駐車場等内におけ

る標識等の設置、その運営事業において当然に必要となる事務室、待合所等を設け

る行為、当該自動車駐車場等の清掃又は美化（除草又は除雪を含む。）、駐車の用

に供する部分の拡幅、停留所等の増設等を含む。）のうち、要求水準書等に定めら

れたものについては、事業者は、本契約に基づき、道路法に規定する道路の占用許

可又は道路に関する工事等に係る承認及び次条（国の承認等の特例）に規定する協

議の成立を要せずして、各行為を実施することができるものとする。 

 

第21条  （国の承認等の特例） 

1  事業者が本事業（国）の実施に関して本施設（国）について行う要求水準書等に

定める行為（前条（特定事業契約に基づき実施可能な行為）に規定する行為を除

く。）のうち、道路法施行規則第４条の24第２項に規定する行為についての道路法

第24条本文並びに第32条第１項及び第３項の規定の適用については、国と事業者と

の協議が成立することをもって、これらの規定による承認又は許可があったものと

みなす。 

(1) 道路法第24条本文の規定による承認 

停留場所、乗降場、待合所若しくは荷扱場の増設その他の道路に関する工

事又は除草、除雪その他の道路の維持（いずれも特定車両停留施設（国）の

機能の維持及び向上又は当該施設の利用者の利便の増進に資するものに限

る。） 

(2) 道路法第32条第１項又は第３項の規定による許可 

特定車両停留施設（国）の利用者の一般交通に関し案内を表示する標識又

は食事施設若しくは購買施設その他の特定車両停留施設（国）の利用者の利

便の増進に資する工作物、物件又は施設に係る道路の占用 

2   前項の国と事業者との協議の方法等については、別途国が決定するものとす

る。 

 

第 3 章 適正業務の確保 

 

第22条  （要求水準を満たす業務の実施） 

事業者は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、自らの責任及び費用負

担において、要求水準書等に従い要求水準を満たし、本事業（国）を実施する。 
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第23条  （要求水準の変更） 

1  国は、事業期間中に次の各号に掲げる事由が発生した場合、要求水準書を変更す

ることができる。ただし、国は、あらかじめ事業者に対してその旨及び理由を記載

した書面により通知し、事業者と協議を行わなければならない。 

(1) 法令等変更により業務内容を著しく変更せざるを得ないとき 

(2) 災害、事故等により、特別な業務内容が必要なとき又は業務内容を著しく

変更したとき 

(3) その他変更が特に必要と認められるとき 

2  前項の要求水準書の変更に伴う増加費用の負担は、かかる要求水準書の変更が①

法令等が改正され又は制定されたことによる場合は第91条（法令等変更）に従い、

②税制等が改正され又は制定されたことによる場合は第92条（税制変更）に従い、

③不可抗力による場合は第93条（不可抗力）に従い、④第三者帰責事由による場合

は第94条（第三者帰責事由）に従い、⑤技術進歩・競合施設設置による場合は第95

条（技術進歩・競合施設設置）に従うものとし、⑥上記①から⑤以外の場合であっ

て、国の事由による場合は国が、事業者の事由による場合は事業者が、それぞれ負

担するものとする。ただし、国の合理的な指示（技術革新による、国が支払う内装

整備費の減額を目的とした要求水準の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると

認められた場合を含む。）による要求水準の変更により国が支払う内装整備費が減

少する場合は、当該減少については事業者が負担するものとして国は費用負担を行

わない。 

3  この条に基づく要求水準書の変更により事業者の費用が減少する場合には、

当該費用相当額については国の帰属とする。ただし、事業者からの改善提案等に起

因して事業者の費用が減少したと合理的に認められる場合には、当該費用相当額

については事業者の帰属とする。 

4  この条に基づく要求水準書の変更は書面をもって行うものとする。 

 

第24条  （要求水準の変更による措置） 

1  事業者は、前条（要求水準の変更）第１項に基づく要求水準書の変更に伴う措置

を検討するにあたり、内装施工部分の引渡しの遅延の有無、事業者の費用の増加が

予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるよ

うに対応策を検討し、国に通知するとともに国と協議しなければならない。 

2  要求水準の変更がなされる場合で、成果物の変更が必要な場合には、事業者は、

速やかに必要な範囲内で、成果物を変更する。 

3  要求水準の変更がなされる場合で、運営業務及び維持管理業務に係る業務計画書

又は年度業務計画書等の変更が必要な場合には、事業者は、速やかに必要な範囲内
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で、業務計画書又は年度業務計画書等を変更する。 

 

第25条  （総括代理人の変更要請） 

1  国は、事業期間中において、総括代理人がその職務の執行につき著しく不適当と

認められるときは、事業者に対し、その理由を明示した書面により、総括代理人の

変更を要請することができる。 

2  事業者は、前項に規定する要請を受けたときは、速やかに新たな総括代理人を選

出し、国の承諾を得なければならない。 

 

第26条  （統括管理責任者の設置及び変更） 

1  事業者は、要求水準書等に従い、準備業務、運営業務及び維持管理業務の業務

履行の責任者である統括管理責任者（以下「統括管理責任者」という。）を定

め、国に届け出なければならない。 

2  事業者は、統括管理責任者を変更する必要が生じたとき、国の承諾を得た上で、

かかる統括管理責任者を変更することができる。なお、事業者は、かかる統括管理

責任者の頻繁な変更を避けるとともに、変更にあたっては、業務の質の維持及び向

上を確保するべく、十分な引継ぎ等を行わなければならない。 

 

第27条  （財務情報の報告） 

1  事業者は、要求水準書等に従い、事業者の財務諸表その他本事業（国）の財務情

報を国に報告する。 

2  事業者は、事業期間中、本事業（国）の財務情報に関し国が必要と認めて（国の

固定資産台帳の整理等のため必要があるときを含む。）報告を求めた事項について、

遅滞なく国に報告しなければならない。 

 

第28条  （国による指示等） 

1  前条（財務情報の報告）の定めにかかわらず、国は、PFI法第28条に基づき、事業

者による本事業（国）の適正を期するため、事業者に対して、本事業（国）の業務若

しくは経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し又は必要な指示をするこ

とができる。 

2  前項の国の調査又は指示に従うことにより事業者に費用が発生する場合、かかる

費用は事業者の負担とする。 

 

第29条  （監督職員） 

1  国は、監督職員を定めたときは、その氏名を事業者に通知しなければならない。

監督職員を変更したときも同様とする。 
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2  監督職員は、特定事業契約のほかの条項に定めるもの及び特定事業契約に基づく

国の権限とされる事項のうち国が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次

に掲げる権限を有する。 

(1) 本事業（国）の適正かつ確実な履行に関する、事業者に対する意思表示等 

(2) 本事業（国）の実施に係る要求水準の達成状況の監督 

(3) 特定事業契約の義務の履行に係る本事業（国）の実施状況の監督 

(4) 事業者の財務状況及び業務委託先との契約内容の監督 

(5) 事業者が作成及び提出した資料の確認、承諾等 

(6) 工程の監督 

3  国は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれ

ぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に特定事業契約に基づく国の権限

の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知しなけ

ればならない。 

4  第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わ

なければならない。 

5  国が監督職員を置かない場合には、特定事業契約に定める監督職員の権限は、国

に帰属する。 

 

第30条  （臨機の措置及び運営権の停止） 

1  事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなけ

ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、事業者は、あらか

じめ国の意見を聴かなければならない。ただし、緊急時等やむを得ない事情がある

ときは、この限りでない。 

2  前項の場合においては、事業者は、そのとった措置の内容を国に直ちに通知しな

ければならない。 

3  国は、災害防止その他本事業（国）の実施上特に必要があると認めるときは、事

業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 

4  事業者が内装整備業務期間に第１項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場

合において、当該措置に要した費用のうち、事業者が内装整備費の範囲において負

担することが適当でないと認められる部分については、国が負担する。ただし、再

開発ビル（雲井５)の整備工事全体で必要となる臨機の措置に要した費用は、国、事業

者、再開発会社等で協議のうえ対応する。 

5  事業者が運営・維持管理期間に第１項又は第３項の規定により臨機の措置を講じ

た場合、当該措置に要する費用は事業者が負担するものとする。また、臨機の措置

が必要となった主たる原因が法令等変更、不可抗力又は第三者帰責事由又は技術進

歩・競合施設設置のいずれかに相当する場合は、第91条（法令等変更）、第93条
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（不可抗力）、第94条（第三者帰責事由）、又は第95条（技術進歩・競合施設設置）

の規定の適用を妨げない。 

6  前各項の規定にかかわらず、運営・維持管理期間に限り、国は、災害防止等のた

め必要があると認めるときであって前各項に定める臨機の措置では対応できないと

判断する場合、自らの判断で、PFI法第29条第２項に基づく聴聞を行った上で、同条

第１項に基づき、必要な期間、必要な範囲において運営権の行使の停止を命ずるこ

とができる。この場合、国は、当該停止した運営権に基づく本事業（国）を自ら行

うことができ、また、事業者に対して国による当該事業の実施について協力（事業

者が所有する資産についての国による一時的使用、締結している契約についての国

による一時的承継その他の協力を含むがこれらに限られない。）を要請することが

でき、事業者はこれに協力しなければならない。  

7   前項に基づき運営権の行使が停止された場合、国は、PFI法第27条第１項に基づき

これを登録するとともに、当該停止が同法第29条第１項第２号に規定する事由によ

る場合であって事業者に増加費用又は損害が発生した場合又は収益が減少した場合

は、事業者に対して、同法第30条に基づいて、国は、①事業者が当該停止に対応す

るための本事業（国）の実施方法の変更に直接必要となった費用の増加分（ただし、

当該停止に起因して費用が減少した場合には減少分を控除する。）及び②当該停止

に直接起因して発生した事業者の収益の減少額の合計額（いずれも当該運営権の行

使の停止期間中に発生したものに限る。）分の補償金を支払う方法により事業者に

補償するものとする。なお、当該停止が同法第29条第１項第２号に規定する以外の

事由によるときは、国は、本項に定める補償額について補償する責任を負わない。  

 

第31条  （一般的損害） 

新バスターミナル（Ⅰ期）及び事業敷地について生じた損害その他本事業（国）

の実施に関して生じた損害（次条（第三者に及ぼした損害）第１項に規定する損害

を除く。）については、事業者がその費用を負担する。ただし、その損害（第９条

（保険の付保等）第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除

く。）のうち国の責めに帰すべき事由により生じたものについては、国が負担する。 

 

第32条  （第三者に及ぼした損害） 

1  本事業（国）の実施について第三者に損害を及ぼした場合（通常避けることので

きない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、悪臭、

電波障害又は交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼした場合を含む。）は、

事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害（第９条（保険の

付保等）第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。この

条において以下同じ。）のうち国の責めに帰すべき事由により生じたものについて
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は、国が負担する。 

2  前項の損害が、内装整備業務期間に生じたものであって、特定業務代行者の責め

に帰すべき理由による場合は、事業者は、特定業務代行者との間で協議を行い解決

するものとする。ただし、再開発ビル（雲井５）A工事に起因して事業者に増加費

用が生じた場合、国が再開発会社等と協議の上で、その責任及び費用を負担する。 

3  第１項の損害が、運営・維持管理業務期間に生じたものであって、他の区分所有

者（国）（入居テナントを含む。）の責めに帰すべき理由による場合は、国と事業

者で協議の上、管理規約（国）等及び当事者等との協議に基づき対応する。 

4  前三項の場合その他本事業（国）の実施について第三者との間に紛争を生じた場

合においては、事業者の責任において、国と協力の上、その処理解決に当たる。 

 

第33条  （セルフモニタリング） 

1  事業者は、第27条（財務情報の報告）に定めるほか、別紙６（業務等の監視及

び改善要求措置要領）及び要求水準確認書に従い、セルフモニタリングを行い、所

定の書類を所定の期限までに又は国の請求に従って随時、国に提出するとともに、

各業務の内容に対するセルフモニタリング結果の反映等の必要な措置を講じるもの

とする。 

2  事業者は、第27条（財務情報の報告）及び前項のセルフモニタリングの内容に

ついて、事業者のウェブサイトにおいて公表する。 

 

第34条  （国によるモニタリング） 

1  国は、前条（セルフモニタリング）第１項に基づき提出された書類に基づき、

別紙６（業務等の監視及び改善要求措置要領）の定めに従って、各業務が要求水準

を満たし、かつ事業提案書に基づき適正かつ確実に遂行されているか否かのモニタ

リングを行い、事業者は、別紙６（業務等の監視及び改善要求措置要領）の定めに

従って、かかる国のモニタリングに必要な協力を行う。 

2  国は、前条（セルフモニタリング）第１項のセルフモニタリング及び前項のモ

ニタリングにより、事業者の実施する業務が要求水準を満たさず又は事業提案書に

基づき適正かつ確実に遂行されていないと判断した場合、別紙６（業務等の監視及

び改善要求措置要領）の定めに従って、事業者に対して是正措置を行うとともに、

減額措置、違約金等の支払の請求及び各業務の業務委託先の変更請求を行うことが

できる。また、市との実施契約第34条第２項に該当する場合は、特定事業契約に定

める維持管理・運営に係るサービス購入料の減額を目的とする国と事業者の間の協

議を行うことができるものとし、詳細は別紙６（業務等の監視及び改善要求措置要

領）に定めるところに従う。 
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第35条  （業務等の監視及び改善要求措置要領等の変更） 

1  国は、特定事業契約締結後事業期間が終了するまでの間、合理的な理由がある

場合には、別紙６（業務等の監視及び改善要求措置要領）を変更することができ

る。ただし、国は、あらかじめ事業者に対してその旨及び理由を記載した書面に

より通知し、事業者と協議を行わなければならない。 

2  国は、特定事業契約締結後事業期間が終了するまでの間、特定事業契約が変更さ

れた場合、要求水準書が変更された場合、その他本事業（国）の業務内容の変更が

特に必要と認められる場合には、事業者に対して、要求水準確認書の変更を請求す

ることができる。 

3  事業者は、国より前項の請求があった場合、国と協議の上、要求水準確認書の変

更を行うものとする。 

4  第１項の別紙６（業務等の監視及び改善要求措置要領）の変更又は前項の要求水

準確認書の変更が国の責めに帰すべき事由により行われた場合には、これに伴う増

加費用については国の負担とする。なお、事業者の費用が減少する場合には、当

該費用相当額については事業者の帰属とする。 

5  第１項の別紙６（業務等の監視及び改善要求措置要領）の変更又は第３項の要求

水準確認書の変更が事業者の責めに帰すべき事由により行われた場合には、これに

伴う増加費用については事業者の負担とする。なお、事業者の費用が減少する場合

には、当該費用相当額については国の帰属とする。 

6  第１項の別紙６（業務等の監視及び改善要求措置要領）の変更又は第３項の要求

水準確認書の変更が国又は事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により行われた

場合には、事業者は、かかる変更に伴い自らに発生した全ての増加費用について、

一時的な支払等を行うものとする。また、国及び事業者は、かかる変更に伴い事業

者に発生した合理的な増加費用の最終的な負担方法について、合意が成立するまで

の間、誠実に協議する。なお、事業者の費用が減少する場合には、当該費用相当額

の帰属については国と事業者で協議する。 

7  第１項の別紙６（業務等の監視及び改善要求措置要領）の変更又は第３項の要求

水準確認書の変更は、書面をもって行う。 

 

第36条  （事業終了時のモニタリング） 

1  国及び事業者は、別紙６（業務等の監視及び改善要求措置要領）及び要求水準確

認書の定めに従って、事業期間の満了する日の４年前から、事業期間満了後の本事

業（国）に係る資産の取扱いについて、協議を行うものとする。この際、事業者は、

事業期間中の修繕履歴及び施設等の消耗具合を具体的に示した「建物等診断報告書」

並びに事業期間終了後に国が行う修繕の必要な箇所及びその後の長期修繕計画につ

いての「次期修繕提案書（案）」を国に提出し、引き渡しについて国と協議を行う
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ものとする。 

2  事業者は、事業期間の満了する日の１年前までに、本事業（国）に係る施設及び

設備の劣化等の状況並びに当該施設及び設備の保全のために必要となる資料の整備

状況を、国に報告し、国の確認を受けるものとする。この際、事業者は、時点修正

を行った「次期修繕提案書」（対象物の耐用年数、消耗度等に照らし、各部分の修

繕時期、概算経費等を示すものをいう。）を改めて国に提出し、その確認を受ける

ものとする。国及び事業者は、かかる確認内容に基づき、必要に応じて、事業期間

満了までの当該施設及び設備の修繕及び更新に係る計画並びに事業期間満了後の本

事業（国）に係る資産の取扱いについて協議する。 

3  事業者は、要求水準を満たすよう、事業終了時までに、前二項の協議の結果を反

映した修繕及び更新に係る計画書に基づき、本事業（国）に係る施設及び設備の修

繕及び更新を行うほか、必要となる資料を整備し、国の確認等を受ける。 

4  事業者は、別紙６（業務等の監視及び改善要求措置要領）に定める書類を事業期

間満了時に国に提出し、国の確認を受けるものとする。 

 

第 4 章 内装整備業務 

 

第 1 節 総則 

 

第37条  （工事総則） 

1  事業者は、要求水準書等に従い内装設計業務を行った上で、当該内装設計に基

づいて内装施工業務及び工事監理業務を特定事業契約頭書記載の内装整備業務完

了期限内に完成し、整備した内装を含む本施設（国）を国に引き渡すものとし、国

は、その対価として内装整備費の支払債務を負担する。 

2  仮設、施工方法その他本施設（国）を完成するために必要な一切の手段（以下

「施工方法等」という。）については、特定事業契約に特別の定めがある場合

を除き、事業者がその責任において定める。 

 

第38条  （本施設（国）の処分禁止） 

事業者は、内装整備業務期間において、国に引き渡すべき本施設（国）（内装部

分及び未完成の部分も含む。）を第三者に譲渡し、貸与し又は抵当権その他の担保

の目的に供してはならない。 

 

第39条  （関連工事の調整） 

国は、本事業（国）が、第６条（国の実施業務）第１項に基づき国が第三者に行

わせる工事と施工上密接に関連する場合において、その施工につき、調整を行う。
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この場合事業者は、国とともに他の工事を行う者と調整し、当該第三者の行う工事

の円滑な施工に協力しなければならない。 

 

第40条  （契約の保証） 

1  事業者は、特定事業契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を

付し、内装整備業務期間が終了するまでの間これを維持しなければならない

（なお、運営・維持管理期間中は保証を免除する。）。ただし、第３号の場合

においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を国に寄託しなけれ

ばならない。 

(1) 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の９第１項に基づく契約保証金の納付 

(2) 以下のいずれかの会計法第29条の９第２項に基づく契約保証金に代わる有価

証券その他の担保の提供 

・契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

・特定事業契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀

行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証

事業に関する法律第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証 

(3) 会計法第29条の９第１項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の

提供として、特定事業契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する

履行保証保険契約の締結 

2  前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において

「保証の額」という。）は、内装整備費に相当する金額の10分の１以上としなけ

ればならない。 

3  事業者が第１項第２号又は第３号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、

当該保証は第98条（事業者事由による解除）第２項各号又は第101条（実施契約

における解除による特定事業契約の解除）第１項第１号若しくは第３項に規定

する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

4  第１項の規定により、事業者が同項第２号に掲げる保証を付したときは、当該

保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第３号に掲

げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

5  内装整備費の変更があった場合には、保証の額が変更後の内装整備費（消費税

等を含まない。）の10分の１に達するまで、国は、保証の額の増額を請求するこ

とができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。 

 

第 2 節 内装設計 

 

第41条  （内装設計） 
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1  事業者は、特定事業契約の締結後速やかに、要求水準書等に従い、内装設計業務

を実施する。 

2  事業者は、内装設計業務の着手までに、要求水準書等に従い、内装設計業務計画

書その他の要求水準書等で定める書類を国に提出しなければならない。 

3  事業者は、内装設計業務の着手までに、要求水準書等に従い、内装設計業務に係

る業務責任者として管理技術者を選任するとともに、主任担当技術者を選任し、そ

れらの氏名、保有資格等必要な事項を国に通知し、確認を受けなければならない。 

4  事業者は、前項の規定に基づき選任した管理技術者及び主任担当技術者について、

内装整備業務が完了するまでの間、病気、死亡、退職等極めて特別な場合でやむを

得ないとして国が承認した場合を除き、変更してはならない。 

5  事業者は、必要な調査を実施するときは、要求水準書等に従い、調査毎に調査計

画書及び調査報告書を作成し、国に提出しなければならない。 

6  事業者は、事業者が必要な調査を実施した結果、土壌汚染、埋蔵文化財又は地中

埋設物の存在若しくは地盤の状態（地質断面のずれ、部分的な軟弱地盤、湧水等。

この条において以下同じ。）について、要求水準書等で規定されていなかったこと

又は規定されていた事項が事実と異なっていたことが判明した場合には、その旨を

直ちに国に通知しなければならない。 

7  土壌汚染、埋蔵文化財、地中埋設物に起因して又は地盤の状態により発生する増

加費用については、第49条（新バスターミナル（Ⅰ期）及び事業敷地の与件等）第

５項の規定に従う。 

8  事業者は、自らが実施した調査の不備に起因して発生する一切の責任及び増加費

用を負担する。ただし、再開発ビル（雲井５）A工事について再開発会社等が実施

した実施設計に起因して事業者に増加費用が生じた場合、国が再開発会社等と協議

の上で、その責任及び費用を負担する。なお、国が貸与する「官製ベーシックプラン」

は参考資料であり、かかる資料に誤りがあったとしても、国はその責任を負担しない。 

9  事業者は、国に対し、要求水準書等に従い、一定期間において進捗した内装設計

の内容その他の内装設計業務の進捗状況に関し定期的に報告書を提出しなければな

らない。国は、内装設計の内容その他の内装設計業務の進捗状況に関して、随時に、

事業者に対して説明を求めることができ、報告書その他の関連資料の提出を求める

ことができる。 

10  事業者は、要求水準書等に基づく本施設（国）の内装設計業務の完了後その他国

が必要と認めた場合、速やかに、要求水準書等に従い、成果物を国に提出して国の

検査を受けなければならない。 

11  国は、事業者から提出された成果物が、要求水準書等の規定に適合しないこと又

は逸脱していることが判明した場合は、成果物の受領後遅滞なく当該箇所及びその

内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に対して求め
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ることができる。この場合、事業者は、速やかに成果物の当該箇所を自らの費用負

担で是正した成果物を国に提出し、国の確認を受ける。 

12  国は、事業者から提出された成果物の検査の結果、適当と認めた場合は、この旨

を事業者に通知する。 

13  国は、成果物の内容の検査結果の通知のみを理由として、事業者の業務の実施に

関して何らの責任を負うものではない。 

14  成果物の是正を要する箇所が要求水準書等の明示的な記載に従ったものであるこ

とが認められる場合で、国の指示の不備・誤り、その他の国の責めに帰すべき事由

による場合は、国は、当該是正に係る事業者の増加費用及び損害を合理的な範囲で

負担する。ただし、事業者が当該要求水準書等の記載が不適当であること又は国の

指示に不備・誤りがあることを知りながら国に異議を述べなかった場合は、この限

りではない。 

15  成果物の是正を要する箇所が要求水準書等の明示的な記載に従ったものであるこ

とが認められる場合で、特定業務代行者の施工不良、その他の特定業務代行者の責

めに帰すべき理由による場合は、事業者は、特定業務代行者との間で協議を行い解

決するものとする。ただし、再開発ビル（雲井５）A工事に起因して事業者に増加

費用が生じた場合、国が再開発会社等と協議の上で、その責任及び費用を負担する。 

 

第42条  （内装設計企業による業務実施及び一括再委託等の禁止） 

1  事業者は、要求水準書等に従い、内装設計業務の全部又は一部を内装設計企業

に委託し又は請け負わせることができる。 

2  事業者は、内装設計企業が事業者から受託し又は請け負った内装設計業務の全部

を一括して、内装設計企業をして第三者に委託し又は請け負わせてはならない。 

3  国は、内装設計企業が事業者から受託し又は請け負った業務の一部を第三者

（以下「下請負者等（内装設計業務）」という。）に委託し又は請け負わせた場

合において、必要があると認めるときは、事業者に対して、下請負者等（内装設

計業務）の名称、下請負者等（内装設計業務）との契約金額その他必要な事項の

報告を請求することができる。 

 

第 3 節 内装施工 

 

第43条  （内装施工） 

1  事業者は、要求水準書等及び設計図書に従い内装施工業務を実施する。 

2  事業者は、内装施工業務の着手までに、要求水準書等に従い、内装施工業務の実

施体制、工事工程等の内容を含んだ総合施工計画書その他の要求水準書等が定める

書類を国に提出しなければならない。 
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3  事業者は、内装施工企業との間で締結する内装施工工事請負契約において、内装

施工企業が内装施工する対象部分の所有権が事業者に原始的に帰属する旨の特約を

付す。 

 

第44条  （内装施工企業による業務実施及び下請の制限等） 

1  事業者は、要求水準書等に従い、内装施工業務の全部又は一部を内装施工企業

に委託し又は請け負わせることができる。 

2  事業者は、内装施工企業が事業者から受託し又は請け負った工事の全部若しくは

その主たる部分の工事を一括して、内装施工企業をして第三者に委任し又は請け負

わせてはならない。 

3  事業者は、内装施工企業が事業者から受託し又は請け負った工事の一部を、内装

施工企業をして第三者に委任し又は請け負わせた場合において、当該第三者（当該

工事が数次の契約によって行われるときは、後次の全ての契約に係る受任者又は請

負人を含む。以下「下請負者等（内装施工業務）」といい、下請負者等（内装設計

業務）及び下請負者等（内装施工業務）を以下「下請負者等」と総称する。）が工

事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委任し又は請け負わせること

のないようにしなければならない。 

4  事業者は、内装施工企業又は下請負者等（内装施工業務）が第三者に委任し又は

請け負わせようとするときは、内装施工企業又は下請負者等（内装施工業務）をし

て内装施工工事標準下請負契約約款その他これに準ずる書面により契約を締結し又

は締結させるように努めなければならない。 

5  国は、内装施工企業が事業者から受託し又は請け負った業務の一部を下請負者等

（内装施工業務）に委託し又は請け負わせた場合において、必要があると認めると

きは、事業者に対して、下請負者等（内装施工業務）の名称、下請負者等（内装施

工業務）との契約金額その他必要な事項の報告を請求することができる。 

 

第45条  （下請負者等（内装施工業務）の健康保険等加入義務等） 

1  事業者は、内装施工企業をして、次の各号に掲げる届出をしていない内装施工業

者（建設業法第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除

く。以下「社会保険等未加入内装施工業者」という。）を下請負者等（内装施工業

務）とさせてはならない。 

(1) 健康保険法第48条の規定による届出 

(2) 厚生年金保険法第27条の規定による届出 

(3) 雇用保険法第７条の規定による届出 

2  前項の規定にかかわらず、事業者は、内装施工企業をして、次の各号に掲げる下

請負者等（内装施工業務）の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等
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未加入内装施工業者を下請負者等（内装施工業務）とさせることができる。 

(1) 内装施工企業と直接下請契約を締結する下請負者等（内装施工業務）で次

のいずれにも該当する場合 

イ 当該社会保険等未加入内装施工業者を下請負者等（内装施工業務）とし

なければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると国が

認める場合 

ロ 国の指定する期間内に当該社会保険等未加入内装施工業者が前項各号に

掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類（以下この項に

おいて「確認書類」という。）を、事業者が国に提出した場合 

(2) 前号に掲げる下請負者等（内装施工業務）以外の下請負者等（内装施工業

務）で次のいずれかに該当する場合 

イ 当該社会保険等未加入内装施工業者を下請負者等（内装施工業務）とし

なければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると国が

認める場合 

ロ 国の指定する期間内に、事業者が当該確認書類を国に提出した場合 

3  事業者は、社会保険等未加入内装施工業者が前項第１号に掲げる下請負者等（内

装施工業務）である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められな

かったとき又は同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、国の請

求に基づき、違約罰として、内装施工企業が当該社会保険等未加入内装施工業者と

締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の１に相当する額を、国の指定する期

間内に支払わなければならない。 

4  事業者は、社会保険等未加入内装施工業者が第２項第２号に掲げる下請負者等

（内装施工業務）である場合において、同号イに定める特別の事情があると認めら

れず、かつ、同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、国の請求

に基づき、違約罰として、内装施工企業が当該社会保険等未加入内装施工業者と締

結した下請契約の最終の請負代金額の10分の５に相当する額を、国の指定する期間

内に支払わなければならない。 

5  事業者は、下請負者等（内装施工業務）が受任又は請負に係る工事の施工に際し、

内装施工企業をして、建設業法その他関係法令を遵守するよう指導するとともに、

下請負者等（内装施工業務）の育成に努めさせなければならない。 

 

第46条  （近隣調整） 

1  事業者は、内装施工業務の着工前に、必要に応じて、あらかじめ国及び再開発会

社との調整を経た方法、時期及び内容にて、近隣住民に対し工事実施計画（施工

時期、施工方法等の計画をいう。）の説明その他の近隣調整を行い、近隣住民

の理解を得るよう努める。国は、必要と認める場合には、事業者が行う近隣調整
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に協力する。 

2  事業者は、国の承諾を得た場合を除き、近隣調整の不調を理由として事業計画の

変更をすることはできない。 

3  近隣調整の結果、内装施工業務の着工の遅延が見込まれる場合には、国及び事業

者は協議の上、内装施工業務の完成予定日（本施設（国）の引渡予定日）を変更す

ることができる。 

4  近隣調整の実施に要する費用及び近隣調整の結果事業者に生じた費用については、

事業者が負担する。 

5  前項の規定にかかわらず、①本事業（国）の実施自体についての住民反対運動等

による費用は国が負担するものとし、また、②特定業務代行者の工事、その他の特

定業務代行者の責めに帰すべき理由による場合は、事業者は、特定業務代行者との

間で協議を行い解決するものとする。ただし、再開発ビル（雲井５）A工事に起因

して事業者に増加費用が生じた場合、国が再開発会社等と協議の上で、その責任及

び費用を負担する。 

6  前各項の規定にかかわらず、国が本施設（国）の内装施工に関する近隣説明会、

現場見学会、内覧会等を行う場合、事業者は、国の求めに応じて必要な協力を行わ

なければならない。 

 

第47条  （主任技術者等） 

1  事業者は、内装施工業務の着手時に、要求水準書等に従い、内装施工業務に係る

業務責任者として建設業法第26条に定める監理技術者又は主任技術者を選任すると

ともに、技術者を配置し、それらの氏名、保有資格等必要な事項を国に通知し、確

認を受けなければならない。 

2  事業者は、前項の規定に基づき選任した監理技術者又は主任技術者及び配置した

技術者について、内装整備業務（工事種別、工事種目を分離して工事を分担する場

合には、当該部分に限る。）が完了するまでの間、病気、死亡、退職等極めて特別

な場合でやむを得ないとして国が承認した場合を除き、変更してはならない。 

 

第48条  （工事関係者に関する措置請求） 

1  国又は監督職員は、監理技術者、主任技術者、技術者その他事業者が内装施工企

業をして工事を施工するために使用している下請負者等、労働者等で工事の施工又

は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その

理由を明示した書面により、必要な措置を講ずることを請求することができる。 

2  事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について

決定し、その結果を、請求を受けた後速やかに国に通知しなければならない。 

3  事業者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき
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は、国に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を講ずることを請

求することができる。 

4  国は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決

定し、その結果を、請求を受けた後速やかに事業者に通知しなければならない。 

 

第49条  （新バスターミナル（Ⅰ期）及び事業敷地の与件等） 

1  国は、新バスターミナル（Ⅰ期）（再開発ビル（雲井５）A工事が完了した状態

のものをいう。以下本条において同じ。）及び事業敷地を特定事業契約冒頭第３

の１（２）で明示した新バスターミナル（Ⅰ期）及び事業敷地引渡し時期に事業

者に引き渡すものとする。 

2  事業者は、国から新バスターミナル（Ⅰ期）及び事業敷地を引渡された日以降、

十分な安全対策を行い、新バスターミナル（Ⅰ期）及び事業敷地を、法令等に従

い、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

3  事業者は、新バスターミナル（Ⅰ期）及び事業敷地内において別途予定されてい

る工事（他の区分所有者（国）（入居テナントを含む。）が行う工事を含むがこれ

に限られない。）が円滑に実施されるよう協力しなければならない。詳細は国及び

事業者とで別途協議するものとする。 

4  第１項の引渡が遅延した場合、①当該遅延が国又は事業者の責めに帰すべき事由

による場合、その費用は当該責めを負う者が負担するものとし、また、②特定業務

代行者の工事その他の特定業務代行者の責めに帰すべき理由による場合は、事業者

は、特定業務代行者との間で協議を行い解決するものとする。ただし、再開発ビル

（雲井５）A工事に起因して事業者に増加費用が生じた場合、国が再開発会社等と

協議の上で、その責任及び費用を負担する。 

5  第１項の規定により引き渡された新バスターミナル（Ⅰ期）及び事業敷地につ

いて、引渡し後１年を経過するまでの期間に契約不適合（募集要項等国が優先交渉

権者に開示した情報から合理的に予測することのできないものに限る。）が発見さ

れた場合、事業者は速やかに国に通知する。この場合、国は、当該期間内に事業者

から当該通知があった場合に限り、当該契約不適合から事業者に発生した損害のう

ち両者で合意の上で決定した範囲について補償するものとする。 

 

第50条  （設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

1  事業者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合、設計図書に適合するよ

う必要な措置をとらなければならない。この場合において、当該不適合が国の指示

によるときその他国の責めに帰すべき事由によるときは、国は、必要があると認め

られるときは内装整備業務期間若しくは内装整備費を変更し又は事業者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
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2  国は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場

合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を事業者に通知して、

工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

3  前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は事業者の負担とする。 

 

第51条  （設計図書の変更） 

国は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を事業者に通知して、事

業者に設計図書を変更させることができる。この場合において、国は、必要がある

と認められるときは内装整備業務期間若しくは内装整備費を変更し又は事業者に損

害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

第52条  （工事の中止） 

1  不可抗力又は第三者帰責事由により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場

の状態が変動したため、事業者が工事を施工できないと認められるときは、国は、

工事の中止内容を直ちに事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止

させなければならない。 

2  国は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を

事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

3  国は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があ

ると認められるときは、内装整備業務期間若しくは内装整備費を変更し、又は事業

者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持す

るための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは事

業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

4  第１項の工事の全部又は一部の施工を一時中止した場合、①当該遅延が国又は事

業者の責めに帰すべき事由による場合、その費用は当該責めを負う者が負担するも

のとし、また、②特定業務代行者の工事その他の特定業務代行者の責めに帰すべき

理由による場合は、事業者は、特定業務代行者との間で協議を行い解決するものと

する。ただし、再開発ビル（雲井５）A工事に起因して事業者に増加費用が生じた

場合、国が再開発会社等と協議の上で、その責任及び費用を負担する。 

 

第53条  （事業者の請求による内装整備業務完了期限の延長） 

1  事業者は、不可抗力、第三者帰責事由、技術進歩・競合施設設置又は国の責めに

帰すべき事由により内装整備業務完了期限内に工事を完成することができないとき

は、その理由を明示した書面により、国に内装整備業務完了期限の延長変更を請求

することができる。 

2  国は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められると
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きは、内装整備業務完了期限を延長しなければならない。国は、その内装整備業務

完了期限の延長が国の責めに帰すべき事由による場合においては、内装整備費につ

いて必要と認められる変更を行い又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を

負担しなければならない。 

 

第54条  （内装整備業務完了期限の変更方法） 

1  特定事業契約の規定による内装整備業務完了期限の変更については、国と事業者

とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合に

は、国が定め、事業者に通知する。 

2  前項の協議開始の日については、国が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知

する。ただし、国が内装整備業務完了期限の変更事由が生じた日（第53条（事業者

の請求による内装整備業務完了期限の延長）の場合にあっては、国が内装整備業務

完了期限の変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合

には、事業者は、協議開始の日を定め、国に通知することができる。 

3  特定事業契約の規定による内装整備業務完了期限の変更により、内装整備期間が

当初の予定より延長された場合であっても、事業期間は延長されず、運営・維持管

理期間が当初の予定より短縮されるものとする。この場合、国は、維持管理・運営

に係るサービス購入料について必要と認められる変更を行う。 

 

第55条  （内装整備費の変更方法等） 

1  特定事業契約の規定による内装整備費の変更については、国と事業者とが協議し

て定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、国が定

め、事業者に通知する。 

2  前項の協議開始の日については、国が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知

する。ただし、内装整備費の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通

知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、国に通知することができる。 

3  特定事業契約の規定により、事業者が増加費用を必要とした場合又は損害を受け

た場合に国が負担する必要な費用の額については、国と事業者とが協議して定める。 

 

第56条  （物価等の変動に基づく内装整備費の変更） 

1  内装整備業務期間中に次の各号に掲げる事由が発生した場合、国又は事業者は、

相手方に対して内装整備費（消費税等を含まない。）の変更を請求することができ

る。 

(1) 内装整備業務期間内で特定事業契約締結の日から12月を経過した後に日本国

内における賃金水準又は物価水準の変動により内装整備費が不適当となった

と認めたとき。 
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(2) 特別な要因により内装整備業務期間内に主要な工事材料の日本国内におけ

る価格に著しい変動を生じ、内装整備費が不適当となったとき。 

(3) 予期することができない特別の事情により、内装整備業務期間内に日本国

内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、内装整備

費が著しく不適当となったとき。 

2  前項第１号の規定による請求があったときは、変動前残内装整備費（内装整備費

から当該請求時の出来形部分に相応する内装整備費を控除した額をいう。以下同

じ。）と変動後残内装整備費（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前

残内装整備費に相応する額をいう。以下本条において同じ。）との差額のうち変動

前残内装整備費の1000分の15を超える額につき、内装整備費の変更に応じなければ

ならない。 

3  変動前残内装整備費及び変動後残内装整備費は、請求のあった日を基準とし、物

価指数等に基づき国と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日

以内に協議が整わない場合にあっては、国が定め、事業者に通知する。 

4  第１項第１号の規定による請求は、本条の規定により内装整備費の変更を行った

後再度行うことができる。この場合においては、同項中「特定事業契約締結の日」

とあるのは、「直前の本条に基づく内装整備費変更の基準とした日」とするものと

する。 

5  第１項第２号又は第３号の場合においては、第１項第１号の規定によるほか、内

装整備費の変更を請求することができる。内装整備費の変更額については、国と事

業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場

合にあっては、国が定め、事業者に通知する。 

6  第３項及び前項の協議開始の日については、国が事業者の意見を聴いて定め、

事業者に通知するものとする。ただし、国が第１項の請求を行った日又は受けた

日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の

日を定め、国に通知することができる。 

7  事業者は、この条に基づき内装整備費の変更を国に請求する場合、当該請求の理

由を疎明の上、内装整備費の内訳の変動額その他国が求める情報を提供しなければ

ならない。国から当該請求を受けた場合も同様とする。 

 

第57条  （内装整備費の変更に代える設計図書の変更） 

1  国は、特定事業契約の規定により内装整備費を増額すべき場合又は費用を負担す

べき場合において、特別の理由があるときは、内装整備費の増額又は負担額の全部

又は一部に代えて設計図書を事業者に変更させることができる。この場合において、

設計図書の変更内容は、国と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日か

ら14日以内に協議が調わない場合には、国が定め、事業者に通知する。 
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2  前項の協議開始の日については、国が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知

しなければならない。ただし、国が前項の内装整備費を増額すべき事由又は費用を

負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事

業者は、協議開始の日を定め、国に通知することができる。 

 

第58条  （中間検査） 

1  国は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間

検査を行うことができる。 

2  国は、前項の検査にあたり必要があると認められるときは、工事の施工部分を最

小限度破壊して検査することができる。 

3  前二項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。 

 

第 4 節 工事監理 

 

第59条  （工事監理） 

1  事業者は、要求水準書等及び設計図書に従い工事監理業務を実施する。 

2  事業者は、内装施工業務の着手までに、要求水準書等に従い、工事監理業務計画

書その他の要求水準書等が定める書類を国に提出しなければならない。 

3  事業者は、内装施工業務の着手までに、要求水準書等に従い、工事監理業務に係

る業務責任者として工事監理者を選任するとともに、主任技術者を選任の上、それ

らの氏名、保有資格等必要な事項を国に通知し、確認を受けなければならない。 

4  事業者は、前項の規定に基づき選任した管理技術者及び主任技術者について、内

装整備業務が完了するまでの間、病気、死亡、退職等極めて特別な場合でやむを得

ないとして国が承認した場合を除き、変更してはならない。 

5  事業者は、内装施工業務期間中、工事監理者に、工事監理に関する記録について

工事監理業務報告書として作成させ、国に対して定期的に提出させなければならな

い。 

6  事業者は、要求水準書等に基づく工事監理業務の完了後その他国が必要と認めた

場合、速やかに、要求水準書等に従い、成果物を国に提出して国の検査を受けなけ

ればならない。 

7  国は、事業者から提出された成果物が、要求水準書等の規定に適合しないこと又

は逸脱していることが判明した場合は、成果物の受領後遅滞なく当該箇所及びその

内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に対して求め

ることができる。この場合、事業者は、速やかに成果物の当該箇所を自らの費用負

担で是正した成果物を国に提出し、国の確認を受ける。 

8  国は、事業者から提出された成果物の検査の結果、適当と認めた場合は、この旨
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を事業者に通知する。 

9  国は、成果物の内容の検査結果の通知のみを理由として、事業者の業務の実施に

関して何らの責任を負うものではない。 

10  成果物の是正を要する箇所が要求水準書等の明示的な記載に従ったものであるこ

とが認められる場合で、国の指示の不備・誤り、その他の国の責めに帰すべき事由

による場合は、国は、当該是正に係る事業者の増加費用及び損害を合理的な範囲で

負担する。ただし、事業者が当該要求水準書等の記載が不適当であること又は国の

指示に不備・誤りがあることを知りながら国に異議を述べなかった場合は、この限

りではない。 

 

第60条  （工事監理企業による業務実施及び一括再委託等の禁止） 

1  事業者は、要求水準書等に従い、工事監理業務の全部又は一部を工事監理企業に

委託し又は請け負わせることができる。 

2  事業者は、工事監理企業が事業者から受託し又は請け負った工事監理業務の全部

を一括して、工事監理企業をして第三者に委託し又は請け負わせてはならない。 

3  国は、工事監理企業が事業者から受託し又は請け負った業務の一部を第三者（以

下「下請負者等（工事監理業務）」という。）に委託し又は請け負わせた場合にお

いて、必要があると認めるときは、事業者に対して、下請負者等（工事監理業務）

の名称、下請負者等（工事監理業務）との契約金額その他必要な事項の報告を請求

することができる。 

 

第 5 節 内装施工の完了及び引渡し 

 

第61条  （完了検査及び引渡し） 

1  事業者は、内装施工が完了したときは、その旨並びに内装施工部分の引渡しを国

に通知しなければならない。 

2  国は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた後遅滞なく事業者の

立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、内装施工の完了を確認するため

の会計法第29条の11第２項の規定に基づく検査を完了しなければならない。この場

合、国は、当該検査の結果及び供用開始時を事業者に通知しなければならない。 

3  国は、前項の検査によって内装施工の完了を確認した日をもって内装施工部分の

引渡しを受ける。 

4  事業者は、内装施工が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して国の検

査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を内装施工の完了と

みなして前三項の規定を適用する。 

5  国は、第２項及び前項の検査にあたり必要があると認めるときは、内装施工部分
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を最小限度破壊して検査し又は事業者に内装施工部分を最小限度破壊して検査させ

ることができる。 

6  第２項及び前二項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、事業者の負担

とする。 

 

第62条  （部分使用） 

1  国は、第61条（完了検査及び引渡し）第３項の規定による引渡前においても、本

施設（国）の全部若しくは一部を事業者の承諾を得て使用することができる。この

場合必要があるときは、国は、事業者の立会いの上当該使用部分の出来形を確認し

なければならない。 

2  前項の場合においては、国は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用

しなければならない。 

3  国は、第１項の使用により事業者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担し

なければならない。 

 

第63条  （契約不適合責任） 

1  国は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない

もの（以下「契約不適合」という。）であるときは、事業者に対し、目的物の修補

又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行

の追完に過分の費用を要するときは、国は履行の追完を請求することができない。 

2  前項の場合において、事業者は、国に不相当な負担を課するものでないときは、

あらかじめ国の承諾を得た上で、国が請求した方法と異なる方法による履行の追完

をすることができる。 

3  第１項の場合において、国が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その

期間内に履行の追完がないときは、国は、その不適合の程度に応じて内装整備費の

減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催

告をすることなく、直ちに内装整備費の減額を請求することができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間

内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、

事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

(4) 前三号に掲げる場合のほか、国がこの項の規定による催告をしても履行の追

完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

4  国は、引き渡された内装施工部分に関し、第61条（完了検査及び引渡し）第３項

の規定による引渡し（以下この条において単に「内装施工部分の引渡し」とい
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う。）を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追

完の請求、損害賠償の請求、内装整備費の減額の請求又は契約の解除（以下この

条において「請求等」という。）をすることができない。ただし、事業者の故意

又は重大な過失に起因する契約不適合並びに住宅の品質確保の促進等に関する法

律（平成11年法律第81号）及び同法施行令（平成12年政令第64号）に定める住宅

の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵については、建替住宅の引渡し・所有権

移転の日から10年が経過するまでその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若し

くは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 

5  前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの

時、国が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任

を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契

約不適合については、引渡しを受けた日から１年が経過する日まで請求等をする

ことができる。 

6  前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等

当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げるこ

とで行う。 

7  国が第４項又は第５項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下

この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を

知り、その旨を事業者に通知した場合において、国が通知から１年が経過する日

までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に

請求等をしたものとみなす。 

8  国は、第４項又は第５項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契

約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請

求等をすることができる。 

9  前各項の規定は、契約不適合が事業者、内装設計企業、内装施工企業、工事監理

企業、下請負者等又は下請負者等（工事監理業務）の故意又は重過失により生じた

ものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法

の定めるところによる。 

10  民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

11  国は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第４項

の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に

関する請求等をすることはできない。ただし、事業者、内装設計企業、内装施工企

業、工事監理企業、下請負者等又は下請負者等（工事監理業務）がその契約不適合

があることを知っていたときは、この限りでない。 

 

第 5 章 準備業務 
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第64条  （準備業務の実施） 

1  事業者は、特定事業契約締結から第67条（公共施設等運営権の設定及び効力発生）

第２項で定める運営開始日までの期間中、特定事業契約に別段の定めがある場合を

除き、要求水準書等に定める条件に従い、自らの責任及び費用負担において、準備

業務を実施しなければならない。 

2  事業者は、要求水準書等に従い、準備業務の全部又は一部を準備企業に委託し又

は請け負わせることができる。 

3  事業者は、準備企業が事業者から受託し又は請け負った準備業務の全部を一括し

て、準備企業をして第三者に委託し又は請け負わせてはならない。 

4  国は、準備企業が事業者から受託し又は請け負った業務の一部を第三者（以下

「下請負者等（準備業務）」という。）に委託し又は請け負わせた場合において、

必要があると認めるときは、事業者に対して、下請負者等（準備業務）の名称、下

請負者等（準備業務）との契約金額その他必要な事項の報告を請求することができ

る。 

 

第65条  （準備業務の業務計画書） 

1  事業者は、要求水準書等に従い、準備業務に関し、準備業務の実施期間中の業務

計画書、及び各事業年度の年間業務計画書を作成して国に提出し、国の承認を得な

ければならない。 

2  事業者は、前項に定める業務計画書又は年度業務計画書の内容を変更するときは、

事前に変更内容を国に説明し、かつ、変更後の業務計画書又は年度業務計画書を国

に提出し、国の承諾を得なければならない。 

3  事業者は、前二項に定める業務計画書及び年度業務計画書に従って、準備業務を

実施しなければならない。 

 

第66条  （準備業務の業務報告書） 

事業者は、準備業務の履行状況等を自ら確認した上で、要求水準書等に従い、業

務報告書を国に提出しなければならない。 

 

第 6 章 運営業務及び維持管理業務 

 

第 1 節 公共施設等運営権 

 

第67条  （公共施設等運営権の設定及び効力発生） 

1  国は、次に掲げる条件の全部が成就することを停止条件として、本施設（国）に、
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事業者が本施設（国）に係る運営業務及び維持管理業務を実施するための運営権

（国）を設定する。次に掲げる条件の全部が成就した場合、国は、事業者に対し、

運営権設定書を交付し、運営権（国）を設定する。 

(1) 第61条（完了検査及び引渡し）に従い、内装施工が完了し、国が内装施工

部分の引渡しを受けていること。 

(2) 要求水準書等に基づき、運営業務及び維持管理業務の開始に向けた手続が

円滑に進捗していること。 

2  本施設（国）に設定された運営権（国）は、次に掲げる条件（国が充足しないこ

とを認めた条件を除く。）が全て満たされたことをもって、効力が発生するものと

する（この項に基づき運営権（国）の効力が発生した日を以下「運営開始日」とい

う。）。 

(1) 第18条（事業者による許認可の取得等）に定める事業者が本事業（国）の実

施を開始するために必要となる許認可の取得、承継及び維持を行い又は届出

及び報告を完了していること。 

(2) 第13条（準備業務の実施に係る準備）に定める準備業務に係る計画書等が国

に提出され、国の確認を受けていること。 

(3) 第14条（運営業務の実施に係る準備）に定める運営業務に係る計画書等が国

に提出され、国の確認を受けていること。 

(4) 第15条（維持管理業務の実施に係る準備）に定める維持管理業務に係る計画

書等が国に提出され、国の確認を受けていること。 

(5) 第16条（要求水準確認書）に定める要求水準確認書案が国に提出され、要求

水準確認書につき国と事業者が合意していること。 

(6) 第17条（業務の委託等）第２項に従い、業務委託先との間で運営業務及び維持

管理業務に関する業務委託契約が締結され、当該契約書の写しが国に提出さ

れていること。 

(7) 第61条（完了検査及び引渡し）第２項に定める供用開始の通知がなされてい

ること。 

(8) 第85条（事業者による誓約事項）に定める各書類が国に提出されていること。 

(9) 第120条（金融機関等との協議）に基づき国が必要と認めた場合、国と金融機

関等との間の協定書が締結されていること。 

(10) 基本協定書（国）第３条（事業者の設立）第２項並びに第４条（株式の譲

渡）第５項及び第６項に定める出資者保証書及び誓約書が国に提出されてい

ること。 

(11) 前各号に定められている内容が全て満たされた時点までに、事業者に特定事

業契約に対する重大な義務違反がないこと。 

3  前二項の定めに従い運営権（国）が設定され、その効力が発生した場合には、当
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該効力発生時点における本施設（国）の運営等に関する権利及び責任は国から事業

者に移転する。また、当該効力発生後直ちに、国は事業者に対して運営権（国）の

効力発生を証する書面を交付する。 

4  運営権存続期間は、運営権設定日から、運営権設定日の27年後の応当日の前日ま

でとする。 

5  事業者は、第１項に基づく運営権（国）の設定後、自らの費用により、PFI法第

27条に基づく運営権（国）の登録に必要な手続がある場合にはこれを行うものとし、

国はこれに協力するものとする。 

 

第 2 節 本施設（国） 

 

第68条  （引渡し） 

1  事業者は、第61条（完了検査及び引渡し）に従い、運営開始予定日（運営開始日

が運営開始予定日よりも遅延する場合は、運営開始日）までに内装施工部分を国に

引き渡す。国は、当該引渡しと同日中に、事業者による運営業務及び維持管理業務

の実施のために、本施設（国）を事業者に引き渡す。 

2  国は、事業者が運営開始予定日までに内装施工部分を国に引き渡すことができな

かった場合、内装整備費（消費税等を含まない。）から出来形部分に相応する内装

整備費（消費税等を含まない。）を控除した額（1,000円未満の端数金額及び1,000

円未満の金額は切り捨てる｡）につき、遅延日数に応じ、国の債権に関する遅延利

息の率に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額を損害金として賠償の

請求をすることができる。 

 

第 3 節 運営業務及び維持管理業務の実施 

 

第69条  （運営業務の実施） 

1  事業者は、運営・維持管理期間中、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、

要求水準書等に定める条件に従い、自らの責任及び費用負担において、運営業務を

実施しなければならない。 

2  事業者は、要求水準書等に従い、運営業務の全部又は一部を運営企業に委託し

又は請け負わせることができる。 

3  事業者は、第17条（業務の委託等）第１項に従うほか、運営企業が事業者から受

託し又は請け負った運営業務の全部を一括して、運営企業をして第三者に委託し又

は請け負わせてはならない。 

4  国は、運営企業が事業者から受託し又は請け負った業務の一部を第三者（以下

「下請負者等（運営業務）」という。）に委託し又は請け負わせた場合において、
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必要があると認めるときは、事業者に対して、下請負者等（運営業務）の名称、下

請負者等（運営業務）との契約金額その他必要な事項の報告を請求することができ

る。 

 

第70条  （維持管理業務の実施） 

1  事業者は、運営・維持管理期間中、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、

要求水準書等に定める条件に従い、自らの責任及び費用負担において、維持管理業

務を実施しなければならない。ただし、第三者による交通事故による本施設（国）

の損傷については、国が当該第三者と協議のうえ、当該者に対してかかる費用の全

額又は一部を請求する。 

2  事業者は、要求水準書等に従い、維持管理業務の全部又は一部を維持管理企業に

委託し又は請け負わせることができる。 

3  事業者は、維持管理企業が事業者から受託し又は請け負った維持管理業務の全部

を一括して、維持管理企業をして第三者に委託し又は請け負わせてはならない。 

4  国は、維持管理企業が事業者から受託し又は請け負った業務の一部を第三者（以

下「下請負者等（維持管理業務）」という。）に委託し又は請け負わせた場合にお

いて、必要があると認めるときは、事業者に対して、下請負者等（維持管理業務）

の名称、下請負者等（維持管理業務）との契約金額その他必要な事項の報告を請求

することができる。 

 

第71条  （本施設（国）の追加投資） 

1  事業者は、運営権存続期間中、要求水準を充足する限り、事業提案書及び業務計

画書に基づき、事前に国及び管理組合の書面による承諾を得た上で、自らの責任及

び費用負担により、本施設（国）について、特定車両停留施設（国）としての機能

の維持及び向上又は当該施設の利用者の利便の増進に資するものに限り、追加投資

（本施設（国）・設備・備品等の改修・更新及び追加等を含む。以下同じ。）を実

施することができる。ただし、次の各号に掲げるものを除く。 

(1) 新バスターミナル（Ⅰ期）の躯体や外観を変更するもの 

(2) 国の各種施策に反するもの 

(3) 事業期間終了後に原状復旧することが難しいもの 

(4) その他法令等に違反するもの 

2  事業者は、前項に定める追加投資を行った場合、追加投資の完了後速やかに、当

該追加投資に関する情報を国及び管理組合に対して報告するとともに、必要に応じ

て国及び管理組合の立会確認を受けるものとする。 

3  第１項に基づく追加投資の対象部分の取扱いは、かかる追加投資の完了後、次の

各号に掲げるとおりとする。 
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(1) 本施設（国）との一体性が認められる対象部分は、追加投資完了後に国の所

有に属するものとし、本施設（国）に含まれ、かつ本施設（国）に関しては

運営権（国）の効果が及ぶものとする。ただし、法令等上、当該追加投資の

対象部分に当初運営権（国）が及ばないと解される場合には、国及び事業者

は、協議の上、合意により、当該追加投資の対象部分への運営権（国）の設定

その他の当該追加投資の対象部分を本事業（国）のために使用するために合

理的に必要な措置を講ずるものとする。 

(2) 本施設（国）との一体性が認められる対象部分以外の部分は、事業者の所有

に属するものとする。 

4  本条及び第73条（利便施設（国）等の追加投資）に基づく追加投資による収入の

増加は、事業者に帰属するものとする。また、第72条（国による本施設（国）の追

加投資）に基づく追加投資の場合については、第72条第４項の規定に従う。 

5  国は、必要と認める場合は、事業者に対して、第２項の報告に加え、国の国有財

産台帳等に記載するために必要な情報を追加的に開示するよう求めることができ、

事業者はこれに従わなければならない。 

 

第72条  （国による本施設（国）の追加投資） 

1  国は、必要と判断した場合は、事業者に通知の上、自らの責任及び費用負担によ

り本施設（国）に係る追加投資を行うことができ、事業者はかかる追加投資に最大

限協力しなければならない。 

2  国は、自らの費用負担において、前項に定める追加投資の実施を事業者に求める

ことができる。この場合、当該追加投資の実施時期、期間及び費用は、国及び事業

者の協議により決定されるものとし、事業者は、当該協議に誠実に応じなければな

らない。 

3  前二項の規定による追加投資の対象部分は、当然に本施設（国）に含まれ、かつ

本施設（国）に関しては運営権（国）の効果が及ぶものとする。ただし、法令等上、

当該追加投資の対象部分に当初運営権（国）が及ばないと解される場合には、国及

び事業者は、協議の上、合意により、当該追加投資の対象部分への運営権（国）の

設定その他の当該追加投資の対象部分を本事業（国）のために使用するために合理

的に必要な措置を講ずる。 

4  第１項又は第２項に基づき行われる追加投資の内容が、事業者に著しい増加費用

若しくは業務の増加若しくは損害が発生する場合、又は第１項に基づき行われる追

加投資により事業者の収入が増加することが見込まれる場合には、事前に国と事業

者が協議し、合意した上で実施する。この際、国は、必要と認める場合には、協議

により維持管理・運営に係るサービス購入料の減額等特定事業契約の変更を行うこ

とができる。 
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第73条  （利便施設（国）等の追加投資） 

1  事業者は、要求水準を充足する限り、事前に国及び管理組合の確認を得た上で、

自らの責任及び費用負担により、利便施設（国）その他本事業（国）の実施のた

めに自らが保有する資産等（備品等を含み、「利便施設（国）等」という。以下

同じ。）について、国に報告の上、新規投資、改修及び追加投資を実施すること

ができる。ただし、第71条（本施設（国）の追加投資）第１項各号に掲げるものを

除く。 

2  事業者は、前項の規定に基づき、利便施設（国）等の新規投資、改修又は追加

投資を行う場合は、事前に、当該新規投資、改修又は追加投資に関する情報

（新規投資、改修又は追加投資の内容・費用等）を国及び管理組合に対して通知す

る。 

3  第１項に基づき事業者が新規投資、改修又は追加投資を行った利便施設（国）等

は、事業者の所有物とする。 

4  第１項の場合において国が請求した場合、事業者は、自ら、当該利便施設（国）

等の完成・購入前までに、当該保有資産等について国を予約完結権者とする売買の

一方の予約契約を締結する（同契約における当該保有資産等の売買価格は時価とす

る。）とともに、国が求める場合には、事業者の費用負担において、国が第三者へ

の対抗要件を具備するために必要な登記その他の措置を講じるものとする。 

 

第74条  （長期修繕計画案作成業務） 

1  事業者は、運営業務及び維持管理業務のうち、修繕業務の対象範囲や想定時期、

想定業務規模等、及び費用分担を示すものとして、要求水準書及び事業提案書に従

い、長期修繕計画書の案を作成する。 

2  国及び事業者は、前項に基づき事業者が作成した長期修繕計画書の案について協

議の上、合意により、長期修繕計画書を定めるものとする。 

 

第75条  （大規模修繕等） 

1  国は、事業者と協議して合意により定めた長期修繕計画書を参考に、本施設（国）

について、国が使用状況等を踏まえ、妥当であると判断した場合、事業者に通知の

上、大規模修繕を実施することができる。 

2  国は、第１項に定める大規模修繕及び改修等の実施に関して、工事期間中の休館

に伴う事業者への営業補償義務を負担しない。 

 

第76条  （運営業務の業務計画書） 

1  事業者は、要求水準書等に従い、運営業務に関し、運営業務の開始日から事業期
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間終了までの業務計画書、及び各事業年度の年度業務計画書を作成して国に提出し、

国の承認を得なければならない。 

2  事業者は、前項に定める業務計画書又は年度業務計画書の内容を変更するときは、

事前に変更内容を国に説明し、かつ、変更後の業務計画書又は年度業務計画書を国

に提出し、国の承諾を得なければならない。 

3  事業者は、前二項に定める業務計画書及び年度業務計画書に従って、運営業務を

実施しなければならない。 

 

第77条  （維持管理業務の業務計画書） 

1  事業者は、要求水準書等に従い、維持管理業務に関し、維持管理業務の開始日か

ら事業期間終了までの業務計画書、及び各事業年度の年度業務計画書を作成して国

に提出し、国の承認を得なければならない。 

2  事業者は、前項に定める業務計画書又は年度業務計画書の内容を変更するときは、

事前に変更内容を国に説明し、かつ、変更後の業務計画書又は年度業務計画書を国

に提出し、国の承諾を得なければならない。 

3  事業者は、前二項に定める業務計画書及び年度業務計画書に従って、維持管理業

務を実施しなければならない。 

 

第78条  （運営業務の業務報告書） 

事業者は、運営業務の履行状況等を自ら確認した上で、要求水準書等に従い、業

務報告書を国に提出しなければならない。 

 

第79条  （維持管理業務の業務報告書） 

事業者は、維持管理業務の履行状況等を自ら確認した上で、要求水準書等に従

い、業務報告書を国に提出しなければならない。 

 

第80条  （車両の停留許可申請） 

1  事業者は、維持管理業務又は運営業務の実施に関し、特定車両停留施設（国）に

車両を停留させようとする者をして、当該停留に係る国の許可を受けさせなければ

ならない。ただし、道路法第48条の32第１項ただし書きに規定する車両については

この限りではない。 

2  特定車両停留施設（国）に停留させることができる車両の種類は、国が道路法第

48条の30に基づき指定し、公示したものに限られるものとする。 

3  第１項の許可に係る申請手続等については、別途国が決定するものとする。 

 

第 7 章 新バスターミナル利便増進事業 
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第81条  （新バスターミナル利便増進事業の実施） 

1  事業者は、新バスターミナル利便増進事業の実施内容についてあらかじめ国の承

認を得た上で、新バスターミナル利便増進事業実施企業をして、当該新バスターミ

ナル利便増進事業実施企業の責任及び費用負担において、新バスターミナル利便増

進事業を実施させることができる。 

2  事業者は、提案した新バスターミナル利便増進事業（ただし、実施内容について

あらかじめ国の承認を得たものに限る。）について、新バスターミナル利便増進事

業実施企業をして、当該新バスターミナル利便増進事業実施企業の責任及び費用負

担において誠実に実施させなければならない。 

3  事業者は、新バスターミナル利便増進事業の実施にあたり、道路法第32条の規定

に基づき国の許可を受けた上で、新ターミナルビル（Ⅰ期）内に利便施設（国）を

整備することができる。道路法第32条の規定に基づき国の許可を受けた場合におい

て、国が道路法第39条第１項に基づく占用料を設定した場合は、事業者は設定され

た占用料を道路法の規定に基づき支払うものとする1。 

 

第 8 章 サービス対価の支払及び運営権対価 

 

第82条  （サービス対価の支払） 

1  国は、内装整備費及び維持管理・運営費のうち国が負担する額として事業者が提

案した金額（これに係る消費税等を含む。）として別紙１（契約金額の内訳）に定

める金額を、別紙４（サービス対価の算定及び支払方法）の定めに基づき、サービ

ス対価として事業者に支払う。 

2  前項に定めるサービス対価は、別紙４（サービス対価の算定及び支払方法）に定

めるところに従って、改定され得るものとする。 

3  国は、事業者の実施する業務が要求水準を満たさず又は事業提案書に基づき適正

かつ確実に遂行されていないと判断した場合、別紙６（業務等の監視及び改善要求

措置要領）に定めるところに従って、サービス対価を減額することができるものと

する。 

4  前項に定めるほか、国及び事業者は、特定事業契約その他国と事業者の間で締結

された契約に基づいて生じた相手方に対する債権及び債務を、法令の範囲内におい

て、対当額の範囲で相殺することができる。 

5  国及び事業者は、特定事業契約に基づき生ずる権利又は義務を相手方の事前の承

諾なく第三者に譲渡し又は承継させることその他相手方の相殺権を害する行為を行

ってはならない。 

                            
1 現時点では、募集要項に記載のとおりゼロ円とすることを想定している。 
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第83条  （運営権対価） 

 運営権対価はゼロ円とし、事業者は、国に対する運営権対価の支払いを要さない。 

 

第 9 章 表明保証及び誓約 

 

第84条  （事業者による表明及び保証） 

事業者は、特定事業契約の締結日現在において、国に対して次の各号の事実を表

明し、保証する。 

(1) 事業者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会

社であること。 

(2) 事業者は、特定事業契約を締結し履行する完全な能力を有しており、かつ、

特定事業契約上の事業者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、

事業者に対して強制執行可能であること。 

(3) 事業者が特定事業契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令

及び事業者の定款その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続

を履践していること。 

(4) 本事業（国）を実施するために必要な事業者の能力又は特定事業契約上の義

務を履行するために必要な事業者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、

請求、仲裁又は調査は、事業者に対して係属しておらず、事業者の知る限り

においてその見込みもないこと。 

(5) 特定事業契約の締結及び特定事業契約に基づく義務の履行は、事業者に対し

て適用される全ての法令等に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事

業者が拘束される契約その他の合意に違反せず又は事業者に適用される判

決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。 

(6) 事業者の定款の目的が本事業の遂行に限定されていること。 

(7) 事業者の資本金と資本準備金の合計額は【〇】円2であること。 

(8) 事業者の定款に、会社法に定める監査役に関する定めがあること。 

(9) 事業者の定款に、各暦年の４月１日に始まり、翌年の３月31日に終了する１

年間（事業者の設立日を含む年度にあたっては、設立日から次に到来する３月

31日までの期間）を事業年度とする定めがあること。 

(10) PFI法第９条各号に規定する欠格事由に該当しないこと。 

 

第85条  （事業者による誓約事項） 

1  事業者は、特定事業契約の締結後速やかに（契約書については当該契約書の調印

                            
2 事業提案書に基づき記載する。 
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後速やかに）次の各号に掲げる各書類の写しを国に対して提出し、特定事業契約締

結後事業期間が終了するまでの間、事業者について次の各号に掲げる各書類の記載

内容が変更された場合、変更後の書類の写しを国に提出しなければならない。 

(1) 定款 

(2) 履歴事項全部証明書 

(3) 印鑑証明書 

(4) 本事業（国）に関して、事業者に融資等を行う金融機関等との間の次に掲げ

る契約書 

イ 本事業（国）に関する事業者に対する融資等に係る契約書 

ロ 事業者が保有する資産及び事業者の発行済株式に対する担保権設定に係

る契約書 

ハ 特定事業契約その他国と事業者の間で締結された契約に基づく事業者の

契約上の地位及び権利に対する担保権設定に係る契約書 

2  事業者は、特定事業契約締結後事業期間が終了するまでの間、法令等及び特定事

業契約の定めを遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 事業者は、会社法に基づき設立された株式会社として存続すること。 

(2) 事業者は、特定事業契約を締結し履行する完全な能力を有し、特定事業契約

上の事業者の義務が法的に有効かつ拘束力ある義務であって事業者に対して

強制執行可能な義務として負担すること。 

(3) 事業者が特定事業契約を締結し履行することにつき、日本国の法令及び事業

者の定款その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践す

ること。 

(4) 特定事業契約の締結及び特定事業契約に基づく義務の履行が、事業者に対し

て適用される全ての法令等に違反せず、事業者が当事者であり若しくは事業

者が拘束される契約その他の合意に違反せず又は事業者に適用される判決、

決定若しくは命令の条項に違反しないようにすること。 

(5) 事業者の定款の目的を、本事業の遂行に限定すること。 

(6) 事業者は、国の事前の書面による承諾がある場合を除き、資本金及び資本準

備金の合計額を【〇】3円以上に維持すること。 

(7) 事業者の定款に、会社法に定める監査役に関する定めを置くこと。 

(8) 事業者の定款に、各暦年の４月１日に始まり、翌年の３月31日に終了する１

年間（事業者の設立日を含む年度にあたっては、設立日から次に到来する３

月31日までの期間）を事業年度とする定めを置くこと。 

(9) 事業遂行にあたり、毎年度公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査

を受けた上で、監査済財務書類の写しを国に提出し、監査報告すること。 

                            
3 事業提案書に基づき記載する。 
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3  事業者は、特定事業契約締結後事業期間が終了するまでの間、国の事前の書面に

よる承諾なくして、次に掲げる行為を行ってはならない。 

(1) 合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、事業譲渡、解散その他会

社の基礎の変更 

(2) 本議決権株式の発行 

(3) 定款記載の目的の変更及び当該目的の範囲外の行為 

 

第86条  （事業者の株式） 

1  事業者が本議決権株式又は本完全無議決権株式を発行する場合、当該株式の発行

を受ける者及びその譲受人は、時期を問わず、いずれも次に掲げる全ての条件を満

たさなければならない。 

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当

しない者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

(3) PFI法第９条各号に規定する欠格事由に該当しない者であること。 

(4) 破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定による破産手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者でないこと。 

(6) 会社法（平成17年法律第86号）第511条の規定による特別清算開始の申立てが

なされている者でないこと。 

(7) 国税（法人税及び消費税）及び地方税を滞納している者でないこと。 

(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ず

るものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継

続している者でないこと。また、暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員若しくは役

員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団

（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非

難されるべき関係を有している者（神戸市契約事務等からの暴力団等の排除

に関する要綱（平成22年５月26日市長決定）第５条に該当する者）に該当し

ないこと。 

(9) 近畿地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和

59年３月29日付け建設省厚第91号）、「地方支分部局所掌の建設コンサルタ

ント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」（平成10年８月５
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日付け建設省厚契発第33号）及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る

指名停止等の取扱いについて」（平成14年10月29日付け国官会第1562号）に基

づく指名停止を受けていないこと。また、神戸市指名停止基準要綱（平成６

年６月15日市長決定）に基づく指名停止を受けていないこと。 

2  事業者は、前項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、本完全無議決権株式を

発行し、これを割り当てることができる。事業者は、かかる割当てを受けた者から、

基本協定書（国）別紙２（誓約書の様式）の様式及び内容の誓約書を徴求の上あら

かじめ国に提出させるものとし、また、前項に掲げる条件を満たした上で割当てを

受けていることを誓約させるとともに、割当て先等、国が必要とする情報を速やか

に報告するものとする。 

3  本完全無議決権株式を保有する者は、自ら保有する本完全無議決権株式につき、

時期を問わず、譲渡、担保提供その他の処分を行うことができる。事業者は、本完

全無議決権株式についてかかる処分が行われる場合は、当該本完全無議決権株式の

譲渡を行った者をして、その譲受人から、基本協定書（国）別紙２（誓約書の様式）

の様式及び内容の誓約書を徴求の上あらかじめ国に提出させるものとし、また、第

１項に掲げる条件を満たした上で当該譲渡を行っていることを誓約させるとともに、

譲渡先等、国が必要とする情報を速やかに報告するものとする。 

4  本議決権株式は、会社法第２条第17号に定める譲渡制限株式でなければならない。 

5  事業者は、第１項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、本議決権株式を発行

し、基本協定書（国）に基づきあらかじめ認められた者以外の者にこれを割り当て

る場合には、国の事前の書面による承認を得なければならない。 

6  本議決権株式を保有する者は、自ら保有する本議決権株式につき、時期を問わ

ず、第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分を行う場合には、国の事前の書

面による承認を得なければならない。ただし、他の本議決権株式を保有する者に

対して、本議決権株式の一部を譲渡する場合を除く。事業者は、当該株主から当

該譲渡の承認を請求された場合には、当該譲渡について国の事前の書面による承諾

を受けていることを確認した後でなければ当該譲渡を承認してはならない。 

7  国は、第５項に定める割当て又は第６項に定める譲渡につき、当該株式の割当

てを受ける者又は譲受人が第１項の要件（譲渡の場合は譲渡人と同等の資格要件、

実績要件その他募集要項に定める要件を含む。）を満たし、かつ、当該割当て又

は譲渡が事業者の事業実施の継続を阻害しないと判断した場合には、当該割当て

又は譲渡を承認するものとする。事業者は、当該承認を得て当該割当て又は譲渡

が行われた場合、当該株式の割当てを受けた者又は譲受人、及びその他の議決権

株式を保有する者をして、連名で基本協定書（国）別紙１（出資者保証書の様

式）の様式及び内容の出資者保証書を作成させた上であらかじめ国に提出させるも

のとし、割当てを受けた者又は譲受人をして、第１項に掲げる条件を満たした上
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で割当てを受けていること又は譲渡を行っていることを誓約させるとともに、

割当て先又は譲渡先等、国が必要とする情報を速やかに報告するものとする。 

8  前各項の規定にかかわらず、代表企業を変更することはできない。 

 

第87条  （契約上の地位譲渡） 

事業者は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、国の事前の書面による

承諾なくして、特定事業契約その他国と事業者の間で締結された契約に基づく事業

者の契約上の地位及び権利義務につき、譲渡、担保提供その他の処分（放棄を含

む。）を行うことはできない。 

 

第88条  （運営権（国）の譲渡等） 

1  事業者は、国の事前の書面による承諾なくして、運営権（国）につき、譲渡、担

保提供その他の処分（放棄を含む。）を行うことはできない。 

2  前項の規定にかかわらず、国は、事業者から、運営権（国）の譲渡の申請があっ

た場合、新たに事業者となる者の欠格事由や募集要項等適合性の審査等、事業者選

定の際に確認した条件に照らして審査を行い、当該譲渡がやむを得ない場合であり、

かつ、当該譲渡後においても運営権存続期間の満了日まで本事業（国）を安定的に

実施継続可能であると認めたときに限り、PFI法第26条第２項に基づく許可を行うも

のとする。なお、国は、当該許可を与えるにあたり、次に掲げる条件を付すことが

できる。 

(1) 譲受人が、本事業（国）における事業者の特定事業契約上の地位を承継し、

実施契約に拘束されることについて、国に対して承諾書を提出すること。 

(2) 譲受人が、事業者が所有し、本事業（国）の実施に必要な一切の資産及び契

約上の地位並びに権利の譲渡を受けること。 

(3) 譲受人の全ての株主（持分会社の場合には社員）が、国に対して基本協定書

（国）第３条（事業者の設立）第２項に定める出資者保証書又は誓約書と同様

の内容の誓約書を提出すること。 

(4) 運営権（国）の譲渡先が本事業（市）を実施している（又はすることが見込

まれる）と国が認めること（事業者が本事業（市）も実施している場合に限

る。）。 

 

第89条  （事業者の兼業禁止） 

事業者は、国の事前の書面による承諾なくして、本事業（国）に係る業務並びに

国及び事業者が別途合意する委託業務以外の業務を行ってはならない。 

 

第 10 章 責任及び損害等の分担 
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第90条  （責任及び損害等の分担原則） 

1  事業者は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、本事業（国）の実施に

係る一切の責任を負う。 

2  事業者は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者の本事業（国）

の実施に関する国による承認、確認若しくは立会い又は事業者からの国に対する報告、

通知若しくは説明を理由として、いかなる特定事業契約上の事業者の責任をも免れ

ず、当該承認、確認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、国

は何ら責任を負担しない。 

3  特定事業契約に別段の規定がある場合を除き、本事業（国）の実施に関する一切

の費用は、全て事業者が負担する。 

 

第91条  （法令等変更） 

1  特定事業契約の締結後に法令等の改正又は制定（以下「法令等変更」という。）

により、次の各号に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合には、そ

の内容の詳細を記載した書面（以下この条において「法令等変更通知」とい

う。）により、事業者は国に対して直ちに通知する。 

(1) 要求水準書等に規定された条件に従って、内装整備業務の全部又は一部を行

うことができなくなったとき。 

(2) 要求水準書等に規定された条件に従って、準備業務、運営業務及び維持管理

業務の全部又は一部を行うことができなくなったとき。 

(3) 特定事業契約の履行のための費用が著しく増加するとき。 

2  国及び事業者は、特定事業契約に基づく自己の義務の履行が適用される法令等に

違反することとなった場合には、履行期日における当該自己の義務の履行が適用さ

れる法令等に違反する限りにおいて、その履行義務を免れる。ただし、国及び事業

者は当該法令等変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努める。 

3  国及び事業者は、法令等変更通知を相手方から受領し又は相手方に送付した場合

には、当該法令等変更に対応して本事業（国）を継続するために必要となる要求水

準書等に基づく権利義務の内容の変更及び増加費用の負担方法について協議する。 

4  前項に定める協議の開始日から120日以内に協議が調わない場合には、国が当該

法令等変更に対する対応方法を事業者に通知し、事業者は当該対応方法に従い本事

業（国）を継続する。この場合において、本事業（国）の継続に要する費用の増加

の負担に関する取扱いは、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、次の各号

に定めるとおりとする。なお、国は、事業者に生じた損失（逸失利益を含む。）を

負担しない。 

(1) 法令等変更のうち、本事業（国）に特別に又は類型的に適用され、かつ事業
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者に不当な影響を及ぼす法令等変更による増加費用であって、増加費用の発

生防止手段を事業者が講じることが合理的に期待できなかったと国が認める

増加費用が発生した場合、国は、当該増加費用を負担する。 

(2) 法令等変更により事業者に生じた増加費用のうち、前号に従い補償されなか

った増加費用は事業者が負担する。 

5  国は、法令等変更に起因して事業者が支出又は負担を免れた費用（第２項により

履行義務を免れた業務に対応する費用を含むが、これに限られない。）が存在する

場合、当該費用に相当する額について、サービス対価の支払から控除する。 

 

第92条  （税制変更） 

1  特定事業契約の締結後に本施設（国）に係る内装整備業務、運営業務又は維持管

理業務に影響を及ぼす税制の改正又は制定があったことを認識した場合には、その

内容の詳細を記載した書面（以下この条において「税制変更通知」という。）によ

り、事業者は国に対して直ちに通知する。 

2  前条（法令等変更）第４項の規定にかかわらず、国及び事業者は、税制変更通知

を相手方から受領し又は相手方に送付した場合には、次の各号に掲げる取扱いに従

い、当該税制等の改正又は制定に対応するために速やかに増加費用の負担について

協議する。 

(1) 本事業（国）に特別に又は類型的に影響を及ぼす税制の変更又は新設による

増加費用については、国が当該費用を負担する。 

(2) 前号に定める以外の税制の改正又は制定による増加費用については、事業者

の負担とする。 

3  前項第２号に定める協議の開始日から120日以内に協議が調わない場合において、

当該税制変更により事業者に生じた増加費用のうち、増加費用の発生防止手段を事

業者が講じることが合理的に期待できなかったと国が認める増加費用が発生した場

合、国は、当該増加費用を負担する。なお、国は、事業者に生じた損失（逸失利益

を含む。）を負担しない。 

4  前各項の規定にかかわらず、サービス対価に係る消費税等の税率変更による増加

費用については国の負担とする。 

 

第93条  （不可抗力） 

1  特定事業契約の締結後に不可抗力により、次の各号に掲げるいずれかの事由が発

生したことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面（以下この条にお

いて「不可抗力通知」という。）により、事業者は国に対して直ちに通知する。 

(1) 要求水準書等に規定された条件に従って、内装整備業務の全部又は一部を行

うことができなくなったとき。 
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(2) 要求水準書等に規定された条件に従って、準備業務、運営業務及び維持管理

業務の全部又は一部を行うことができなくなったとき。 

(3) 内装整備業務において著しい損害又は増加費用が生じたとき。 

(4) 運営業務及び維持管理業務において著しい損害又は増加費用が生じたとき。 

2  事業者は、不可抗力通知を国に送付し又は国から受領した場合には、当該不可抗

力の影響を早期に除去すべく、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、自ら

の責任及び費用負担において、本施設（国）に生じた損害の復旧その他要求水準書

に従った対応を実施する。 

3  国及び事業者は、第１項第１号及び第２号の規定による不可抗力通知を相手方か

ら受領し又は相手方に送付した場合において、特定事業契約に基づく自己の債務が

当該不可抗力により履行不能となったときは、当該不可抗力の影響の継続期間中に

おける当該債務（金銭債務を除く。）の履行義務を免れる。ただし、国及び事業者

は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするように努める。 

4  国及び事業者は、第１項第１号又は第２号の規定による不可抗力通知を相手方か

ら受領し又は相手方に送付した場合には、当該不可抗力に対応して本事業（国）を

継続するために必要となる要求水準書等に基づく権利義務の内容の変更及び増加費

用の負担方法について協議する。 

5  前項に定める協議の開始日から60日以内に協議が調わない場合には、国が当該不

可抗力に対する対応方法を事業者に通知し、事業者は当該対応方法に従い本事業

（国）を継続する。この場合において、事業期間中に発生した不可抗力により本事

業（国）の遂行が相当期間にわたって不可能又は著しく困難となり、かつ、事業者

に生じた増加費用のうち発生防止手段を事業者が講じることが合理的に期待できな

かったと国が認める増加費用が発生した場合、国は、当該増加費用を負担する。な

お、国は、事業者に生じた損失（逸失利益を含む。）を負担しない。 

6  国は、第１項第３号の規定による不可抗力通知を受けたときは、直ちに調査を行

い、同号の損害（事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び

第９条（保険の付保等）の規定により付された保険等によりてん補された部分を除

く。以下この項から第９項までにおいて同じ。）の状況を確認し、その結果を事業

者に通知しなければならない。この場合において、事業者は、この項前段の規定に

より確認された損害による費用の負担を国に請求することができる。 

7  国は、前項の規定により事業者から損害による費用の負担の請求があったときは、

当該損害の額及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（以下「損害合計

額」という。）のうち、内装整備費の100分の1を超える額を負担しなければならな

い。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、国

が損害合計額を負担するものとする。 

8  前二項の損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定める
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ところにより算定する。 

(1) 工事目的物に関する損害 

損害を受けた工事目的物に相応する内装整備費とし、残存価値がある場合に

はその評価額を差し引いた額とする。 

(2) 工事材料に関する損害 

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する内装整備費と

し、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

(3) 仮設物又は内装施工機械器具に関する損害 

損害を受けた仮設物又は内装施工機械器具で通常妥当と認められるものに

ついて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時

点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、

修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よ

り少額であるものについては、その修繕費の額とする。 

9  数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不

可抗力による損害合計額の負担については、第７項中「当該損害の額」とあるのは

「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損

害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「内装整備費の100分の１を超える額」

とあるのは「内装整備費の100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた

額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引い

た額を」として同項を適用する。 

10  国は、不可抗力に起因して事業者が支出又は負担を免れた費用（第３項により履

行義務を免れた業務に対応する費用を含むが、これに限られない。）が存在する場

合、当該費用に相当する額について、サービス対価の支払から控除する。 

 

第94条  （第三者帰責事由） 

1  特定事業契約の締結後に、次の各号に掲げるいずれかの第三者帰責事由が発生し

たことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面（以下この条において

「第三者帰責事由通知」という。）により、事業者は国に対して直ちに通知する。 

(1) 再開発会社等の事由により、本事業（国）の全部又は一部を行うことができ

なくなったとき又は特定事業契約の履行のための費用が著しく増加するとき 

(2) 他の区分所有者（国）（入居テナント含む。）の事由により、本事業（国）

の全部又は一部を行うことができなくなったとき又は特定事業契約の履行のた

めの費用が著しく増加するとき 

(3) 市の事由により、本事業（国）の全部又は一部を行うことができなくなった

とき又は特定事業契約の履行のための費用が著しく増加するとき 

2  国及び事業者は、第三者帰責事由通知を相手方から受領し又は相手方に送付した
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場合において、特定事業契約に基づく自己の債務が当該第三者帰責事由により履行

不能となったときは、履行期日及び当該第三者帰責事由の影響の継続期間中におけ

る当該債務（金銭債務を除く。）の履行義務を免れる。ただし、国及び事業者は、

当該第三者帰責事由により相手方に発生する損害を最小限にするように努める。 

3  事業者は、第三者帰責事由通知を国に送付し又は国から受領した場合には、自ら

の責任及び費用負担において、本施設（国）における当該第三者帰責事由への対策

その他要求水準書に従った対応を実施する。 

4  国及び事業者は、第１項第１号に定める第三者帰責事由通知を相手方から受領し

又は相手方に送付した場合には、当該第三者帰責事由に対応して本事業（国）を継

続するために必要となる要求水準書等に基づく権利義務の内容の変更及び増加費用

の負担方法について協議する。 

5  前項に定める協議の開始日から60日以内に協議が調わない場合には、国が、再開

発会社等と協議の上、当該第三者帰責事由に対する対応方法を事業者に通知し、事

業者は当該対応方法に従い本事業（国）を継続する。この場合において、事業者に

生じた増加費用のうち発生防止手段を事業者が講じることが合理的に期待できなか

ったと国が認める増加費用が発生した場合、国は、当該増加費用を負担する。なお、

国は、事業者に生じた損失（逸失利益を含む。）を負担しない。 

6  国及び事業者は、第１項第２号に定める第三者帰責事由通知を相手方から受領し

又は相手方に送付した場合には、国と事業者で協議のうえ、管理規約（国）等及び

他の区分所有者（国）（入居テナント含む。）との協議に基づき対応する。 

7  本条の規定にかかわらず、第三者帰責事由の本事業（国）への主たる影響が法令

等変更、又は不可抗力のいずれかに相当する場合は、第91条（法令等変更）又は第93

条（不可抗力）の規定の適用を妨げない。 

 

第95条  （技術進歩・競合施設設置） 

1  特定事業契約の締結後に次の各号に掲げるいずれかの技術進歩・競合施設設置が

発生したことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面（以下この条に

おいて「技術進歩・競合施設設置通知」という。）により、事業者は国に対して直

ちに通知する。 

(1) バス施設の維持管理・運営に関する著しい技術進歩により、本事業（国）の

全部又は一部を行うことができなくなったとき又は特定事業契約の履行のため

の費用が著しく増加するとき 

(2) 近隣バスターミナル設置により、本事業（国）の全部又は一部を行うことが

できなくなったとき又は特定事業契約の履行のための費用が著しく増加すると

き 

2  国及び事業者は、技術進歩・競合施設設置通知を相手方から受領し又は相手方に
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送付した場合において、特定事業契約に基づく自己の債務が当該技術進歩・競合施

設設置により履行不能となったときは、国が指定した範囲において、履行期日及び

当該技術進歩・競合施設設置の影響の継続期間中における当該債務（金銭債務を除

く。）の履行義務を免れる。ただし、国及び事業者は、当該技術進歩・競合施設設

置により相手方に発生する損害を最小限にするように努める。 

3  事業者は、技術進歩・競合施設設置通知を国に送付し又は国から受領した場合に

は、自らの責任及び費用負担において、本施設（国）における当該技術進歩・競合

施設設置への対策その他要求水準書に従った対応を実施する。 

4  国及び事業者は、技術進歩・競合施設設置通知を相手方から受領し又は相手方に

送付した場合には、当該技術進歩・競合施設設置に対応して本事業（国）を継続す

るために必要となる要求水準書等に基づく権利義務の内容の変更及び増加費用の負

担方法について協議する。 

5  前項に定める協議の開始日から120日以内に協議が調わない場合には、国が、再

開発会社等と協議の上、当該技術進歩・競合施設設置に対する対応方法を事業者に

通知し、事業者は当該対応方法に従い本事業（国）を継続する。この場合において、

事業者に生じた増加費用のうち発生防止手段を事業者が講じることが合理的に期待

できなかったと国が認める増加費用が発生した場合、国は、当該増加費用を負担す

る。なお、国は、事業者に生じた損失（逸失利益を含む。）を負担しない。 

6  本条の規定にかかわらず、技術進歩・競合施設設置の本事業（国）への主たる影

響が法令等変更、又は不可抗力のいずれかに相当する場合は、第91条（法令等変更）

又は第93条（不可抗力）の規定の適用を妨げない。 

 

第96条  （損害賠償責任） 

国及び事業者は、相手方が特定事業契約に定める義務に違反したことにより自

らに損害が発生した場合には、相手方に対して損害賠償を請求することができる。 

 

第 11 章 契約の終了及び終了に伴う措置 

 

第97条  （事業期間） 

特定事業契約に基づく本事業（国）の事業期間は、特定事業契約に別段の定め

がある場合を除き、特定事業契約冒頭第３の１に定める各期間の始期のいずれか

早い日に始まり、特定事業契約冒頭第３の１に定める各期間の満了日のいずれか

遅い日又は特定事業契約の全部が解除された日に終了する期間（以下「事業期間」

という。）とする。 

 

第98条  （事業者事由による解除） 



 

56 

 

1  特定事業契約締結後事業期間が終了するまでの間に、次の各号に掲げる事由が発

生した場合、国は、事業者に対して書面により通知した上で、特定事業契約の全部

又は一部を解除することができる。 

(1) PFI法第29条第１項第１号に規定する事由が生じたとき。 

(2) 事業者が破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について事業者の取

締役会でその申立てを決議したとき又は第三者（事業者の取締役を含む。）

によってその申立てがなされたとき。 

(3) 別紙６（業務等の監視及び改善要求措置要領）に定める解除事由が発生した

とき。 

(4) 優先交渉権者のいずれかが基本協定書（国）第９条（談合その他の不正行為

による特定事業契約の不締結等）第１項各号のいずれかに該当するとき。 

(5) 優先交渉権者のいずれかが基本協定書（国）第10条（暴力団排除に係る特定

事業契約の不締結等）第１項各号のいずれかに該当するとき。 

(6) 事業者が次の各号のいずれかに該当するとき。 

イ 事業者の役員等に暴力団員等がいると認められるとき。 

ロ 暴力団員等が事業者の経営又は運営に実質的に関与していると認められ

るとき。 

ハ 事業者の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴

力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用する

などしていると認められるとき。 

ニ 事業者の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員

等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を

供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与

していると認められるとき。 

ホ 事業者の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難さ

れるべき関係を有していると認められるとき。 

ヘ 事業者の役員等又は使用人が、イからホのいずれかに該当する法人等で

あることを知りながら、これを利用するなどしていると認められると

き。 

(7) 事業者が次の各号のいずれかに該当するとき。 

イ 正当な理由なく、特定事業契約に従い各業務に着手すべき期日を過ぎて

も各業務に着手しないとき。 

ロ 特定事業契約に定める内装整備業務完了期限内に完成しないとき若しく

は内装整備業務完了期限経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが

ないと認められるとき。 

ハ 事業者の責めに帰すべき事由により事業者の財務状況が著しく悪化し、
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事業者が特定事業契約に基づき本事業（国）を継続的に実施することが

困難であると国が合理的に認めたとき。 

(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が特定事業契約に違反し（ただし、国から

30日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けた

にもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合又は特定事業契

約の履行が不能となった場合に限る。）、その違反により特定事業契約の目的

を達することができないと国が認めたとき。 

2  次の各号に掲げる者が特定事業契約を解除した場合は、前項の規定により特定事

業契約が解除された場合とみなす。 

(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定に

より選任された破産管財人 

(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規

定により選任された管財人 

(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規

定により選任された再生債務者等 

3  第104条（運営権（国）の取消し）に基づく運営権（国）の取消しについて、行

政手続法その他適用法令の規定により聴聞が必要である場合には、前二項に基づく

解除に先立ち聴聞を実施するものとする。 

 

第99条  （国の任意による解除、国事由等による解除） 

1  国は、本施設（国）を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上

やむを得ない必要が生じた場合又はその他国が合理的に必要と認める場合には、

６ヶ月以上前に事業者に対して通知することにより、特定事業契約の全部又は一部

を解除することができる。 

2  ①国の責めに帰すべき事由により、国が特定事業契約上の国の重大な義務に違反

し、本事業（国）の実施が著しく困難になった場合において、事業者から150日以

上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわ

らず、当該期間内に当該不履行が是正されないとき若しくは特定事業契約の履行が

不能となったとき、又は、②技術進歩・競合施設設置により特定事業契約の履行が

不能となったときは、事業者は、解除事由を記載した書面を国に送付することによ

り、特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。 

 

第100条  （不可抗力等による解除） 

特定事業契約の締結後における不可抗力、第三者帰責事由、又は法令等変更の

発生により、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、国又は事業

者は、相手方と協議の上、特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。 
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(1) 本事業（国）の継続が困難と判断したとき。 

(2) 特定事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき。 

 

第101条  （実施契約における解除による特定事業契約の解除） 

1  国は、以下の各号のいずれかの事由が発生した場合、実施契約の解除日から６ヶ

月以内に限り、特定事業契約を解除することができる。 

(1) 市が、実施契約第98条（事業者事由による解除）により、同契約を解除した

場合 

(2) 市が、実施契約第100条（不可抗力等による解除）により、同契約を解除した

場合 

(3) 市又は事業者が、実施契約第99条（市の任意による解除、市事由等による解

除）第１項により、同契約を解除した場合 

2  国は、前項の場合において特定事業契約を解除しない旨を決定した場合には、事

業者に対してその旨を速やかに通知する。 

3  事業者は、以下の各号のいずれかの事由が発生した場合、６ヶ月以内に限り、特

定事業契約を解除することができる。 

(1) 第１項第２号又は第３号のいずれかに該当する場合であって、実施契約の解

除又は終了日から６ヶ月以内に国が特定事業契約を解除しなかった場合又は

前項に基づく通知を受けた場合 

(2) 事業者が、実施契約第99条（市の任意による解除、市事由等による解除）第

２項に基づき、同契約を解除した場合 

4  本条に基づき特定事業契約を解除した場合、国及び事業者は、特定事業契約に基

づき相手方に対して違約金の支払い又は損害賠償を行った場合であっても、市に対

してその補償等を求めることはできない。 

5  事業者は、第３項第１号に掲げる事由が発生した場合、当該事由の発生から６ヶ

月以内に限り、特定事業契約の見直しの協議を国に申し入れることができる。この

場合、国が認めた場合には、国と運営権者は協議の上、必要な範囲で特定事業契約

の見直しを行う。 

 

第102条  （引渡前の解除） 

1  解除事由の如何を問わず、内装施工部分が完了検査を経て事業者から国に引き渡

される前に特定事業契約が解除された場合において、内装施工部分の出来形部分が

存在するときは、国は、内装施工部分の出来形部分を検査の上、当該検査に合格し

た部分（以下この項において「合格部分」という。）の引渡しを受けて、合格部分

に相応する内装整備費を一括又は分割により事業者に支払う。 

2  前項の場合において、国は、必要があると認められるときは、その理由を事業者
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に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができ、当該検査及び復旧

に直接要する費用は、事業者の負担とする。 

3  第１項の規定にかかわらず、内装施工部分が完了検査を経て事業者から国に引き

渡される前に第98条（事業者事由による解除）又は第101条（実施契約における解

除による特定事業契約の解除）第１項第１号若しくは第３項の規定により特定事業

契約が解除された場合において、内装施工部分について原状回復することが社会通

念上合理的であって国が請求したときには、事業者は、新バスターミナル（Ⅰ期）

及び事業敷地を原状回復の上、国に返還しなければならない。 

4  前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の措置

を講じないときは、国は、事業者に代わり原状回復を行うことができ、これに要し

た費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、国の処分について

異議を申し出ることができない。 

 

第103条  （本施設（国）の一部引渡後の解除） 

国及び事業者は、特定事業契約を解除する場合において、当該解除時点において

特定事業契約に従い完了検査及び国への引渡しが完了した本施設（国）があるとき

は、特定事業契約のうち、当該完了検査及び引渡し完了済みの本施設（国）に係る

内装整備業務を除く部分のみを解除することができる。 

 

第104条  （運営権（国）の取消し） 

第98条（事業者事由による解除）、第99条（国の任意による解除、国事由等によ

る解除）、第100条（不可抗力等による解除）又は第101条（実施契約における解除

による特定事業契約の解除）に基づき特定事業契約の全部又は一部が解除された場

合、国は、PFI法第29条第１項の規定に従い、解除された本施設（国）に係る運営

権（国）を取り消すものとする。ただし、運営開始日までに特定事業契約の全部又

は一部が解除された場合、第67条（公共施設等運営権の設定及び効力発生）第１項

に定める運営権（国）の設定は、効力を生じない。 

 

第105条  （事業終了時の引継ぎ等） 

1  事業者は、理由の如何を問わず、運営権（国）の終了（存続期間の満了による終

了を含む。以下同じ。）に際して、要求水準書及び募集要項等に従って引継ぎ準備

及び引継ぎを行わなければならない。 

2  特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者は自らの費用負担において、

当該引継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。なお、事業者、国又は国が指

定する第三者が引継ぎに要した人件費等の費用は、各々負担するものとする。 

 

第106条  （利用料金の引継ぎ等） 
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1  利用料金収入は、本施設（国）の利用に供する年度の会計に属するものとする。 

2  利用料金収入のうち、本施設（国）の利用に供する年度が運営権（国）の終了後

となるものについては、前受金として、事業者は、国又は国の指定する者に引き継

がなければならない。 

 

第107条  （本施設（国）の引渡し及び追加投資の対象部分に係る補償） 

1  事業者は、理由の如何を問わず、運営権（国）の終了に際して、本施設（国）が

要求水準書に適合した状態で国に本施設（国）を引き渡さなくてはならない。国及

び事業者は、かかる引渡しに先立ち、本施設（国）の検査を行い、これが要求水準

書に適合した状態であることにつき双方合意の上で、かかる引渡しを行うものとす

る。 

2  運営権（国）の終了に際して、国の所有に属する事業者の行った本施設（国）の

追加投資の対象部分がある場合、以下のように取り扱う。 

(1) 当該追加投資に先立ち、国が当該追加投資を行うことに同意し、この項に基

づく補償の対象とすることを事業者に通知したもの 

国は、当該追加投資の対象部分の運営権（国）の終了時点における簿価相当

額がある場合は、事業者に補償するものとする。 

(2) その他の追加投資の対象部分 

国は、事業者に対する補償は行わないものとする。 

3  第１項に基づき引き渡された本施設（国）につき、その運営期間中において既に

存在していた契約不適合（ただし、内装施工部分については運営開始日において既

に存在していたものを除く。また、第71条（本施設（国）の追加投資）に定める追

加投資、第74条（長期修繕計画案作成業務）に定める修繕業務及び第36条（事業終

了時のモニタリング）に定める修繕を行った上で生じる経年劣化は含まれない。こ

の項において以下同じ。）があるときは、当該運営権（国）の終了日から１年以内

に国が事業者に通知した場合については、事業者は修補等により生じた費用を負担

するものとする。 

4  前項により通知されたものを除き、第１項に基づき引き渡された本施設（国）に

つき契約不適合があった場合、事業者は国に対して一切責任を負わない。 

 

第108条  （契約終了による利便施設（国）等の取扱い） 

1  運営権（国）の終了に際して、本事業（国）の実施のために事業者が保有する利

便施設（国）等は、全て事業者の責任において処分しなければならない。ただし、

国又は国の指定する者が必要と認めた場合には、事業者は、当該資産を時価で国又

は国の指定する者に売却しなければならない。 

2  前項の規定にかかわらず、第73条（利便施設（国）等の追加投資）に定める保有
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資産等であって、当該利便施設（国）等に係る追加投資に先立ち、国が当該追加投

資を行うことに同意し、本条に基づく買取の対象とすることを事業者に通知したも

のについては、国は、運営権（国）の終了に際して、自ら又は国の指定する者をし

て本施設（国）の運営権（国）の終了時点における簿価相当額でこれを買い取り、

事業者はこれを売り渡すものとする。 

3  前二項に基づき国又は国の指定する者による利便施設（国）等の買取が行われる

場合、事業者は、当該資産を引き渡すまで、善良な管理者の注意義務をもってこれ

を保管するものとする。 

4  第１項及び第２項に基づき国又は国の指定する者による利便施設（国）等の買取

が行われる場合において、当該買取者が必要と認めた場合には、事業者は、当該利

便施設（国）等に関連して自らが締結している契約を当該買取者に承継するために

必要な措置を講ずる。 

5  第１項及び第２項に基づき国又は国の指定する者による利便施設（国）等の買取

が行われる場合において、国又は国の指定する者による事業者への各買取対価の支

払は、国又は国の指定する者が本施設（国）の引渡しを受けた日又は第１項及び第

２項に基づき買い取った利便施設（国）等の引渡しを受けた日のいずれか遅い日

から６ヶ月を経過した日以降速やかに行うものとする。ただし、当該支払日の

到来より前に、国又は国の指定する者が次項に定める契約不適合責任に基づき損害

賠償請求を行った場合、国又は国の指定する者は、各買取対価の支払に係る債務と

当該損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することが

できる。この場合、国又は国の指定する者は、当該相殺が実行され、又は当該損害

賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間、各買取対価の支払を拒むことができ

る。 

6  前条（本施設（国）の引渡し及び追加投資の対象部分に係る補償）第２項及び第

３項の規定は、前五項により国又は国の指定する者が買い受けた利便施設（国）等

について準用する。 

 

第109条  （違約金及び損害補償） 

1  内装整備期間中において、第98条（事業者事由による解除）又は第101条（実施

契約における解除による特定事業契約の解除）第１項第1号若しくは第３項の規定

により特定事業契約が解除された場合には、事業者は、損害の発生の有無に関わら

ず、違約罰として内装整備費の10分の１に相当する額を、違約金として国の指定す

る期限までに支払わなければならない。なお、運営・維持管理期間中においては当

該違約金はゼロとして取り扱う。 

2  前項の場合において、事業者は、当該解除に起因して国が被った相当因果関係の

範囲内にある損害額（第105条（事業終了時の引継ぎ等）に基づく引継ぎを行う先
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の選定及び当該引継ぎ先への引継ぎに関して国が負担する一切の費用を含む。）が

違約金の額（運営・維持管理期間中においてはゼロ）を上回るときは、その差額を、

国の請求に基づき支払わなければならない。 

3  第１項の場合において、第40条（契約の保証）の規定により契約保証金の納付又

はこれに代わる担保の提供が行われているときは、国は、当該契約保証金又は担保

をもって同項の違約金に充当することができる。 

 

第110条  （損失補償） 

1  第99条（国の任意による解除、国事由等による解除）第１項の規定により特定事

業契約が解除された場合には、PFI法第30条の規定に基づき、事業者は、当該解除に

起因して事業者に生じた合理的な範囲の費用（ブレークファンディングコストその

他の金融費用を含む。）及び通常生ずべき損失（ただし、事業者の逸失利益につい

ては国と事業者で協議して定める。）の補償を求めることができる。 

2  第101条（実施契約における解除による特定事業契約の解除）第１項第３号

の規定により特定事業契約が解除された場合には、当該解除に起因して事業者に生

じた費用及び損失の取り扱いについて、国、市及び事業者で協議の上で決定するも

のとする。 

3  第100条（不可抗力等による解除）又は第101条（実施契約における解除による

特定事業契約の解除）第１項第２号の規定により特定事業契約が解除された場合

には、当該解除に起因して国又は事業者に生じた損失又は損害については各自の負

担とし、お互いに損害賠償、損失補償又は費用の請求を行わない。 

4  前三項にかかわらず、特定事業契約が解除された場合の追加投資の対象部分及び

事業者の保有資産等の取扱いは第107条（本施設（国）の引渡し及び追加投資の対

象部分に係る補償）第２項及び第108条（契約終了による利便施設（国）等の取扱

い）の規定によるものとし、同各規定による補償又は買取対価の支払のほかに、国

は、追加投資の対象部分及び事業者の保有資産等について特定事業契約の解除まで

に事業者に生じた費用を負担しないものとする。 

 

第111条  （事業終了後の解散及び債務引受） 

1  事業者は、特定事業契約の事業期間終了時点においてもなお事業者が特定事業契

約に基づく金銭債務を負担すると国が合理的に認める場合には、国の事前の書面に

よる承諾なくして、当該金銭債務の支払が完了するまで、解散等を行ってはならな

い。 

2  前項の規定にかかわらず、事業者は、特定事業契約の事業期間終了後、事業者が

特定事業契約に基づき負担する金銭債務は第107条（本施設（国）の引渡し及び追

加投資の対象部分に係る補償）第３項に基づく費用の支払債務のみであると国が合
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理的に認める場合には、60日前までに国に対して通知の上、解散等を行うことがで

きる。かかる場合、国は、代表企業に対して当該支払債務を引き受けるよう求める

ことができる。 

 

第 12 章 知的財産権 

 

第112条  （著作権の帰属） 

国が、本事業の募集段階において又は特定事業契約に基づき、事業者に対して提

供した情報、書類及び図面等（国が著作権を有しないものを除く。）の著作権は、

国に帰属する。 

 

第113条  （成果物の利用） 

1  国は、成果物について、国の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するも

のとし、その利用の権利及び権限は、特定事業契約の終了後も存続する。 

2  成果物及び本施設（国）のうち著作権法第２条第１項第１号に規定する著作物に

該当するものに係る著作権法第２章及び第３章に規定する著作者の権利（以下「著

作者の権利」という。）の帰属は、著作権法の定めるところによる。 

3  事業者は、国が成果物及び本施設（国）を次の各号に掲げるところにより利用す

ることができるようにしなければならず、自ら又は著作者（事業者を除く。）をし

て、著作権法第19条第１項又は第20条第１項に定める権利を行使し又はさせてはなら

ない。 

(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設（国）の

全部若しくは一部の内容を自ら公表し若しくは広報に使用し又は国が認めた

公的機関をして公表させ若しくは広報に利用させること。 

(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡すること。 

(3) 必要な範囲で、国又は国が委託する第三者をして成果物について、複製、頒

布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。 

(4) 本施設（国）を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。 

(5) 特定事業契約の終了後に、本施設（国）を増築、改築、修繕若しくは模様替

えにより改変し又は取り壊すこと。 

4  事業者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし

又はさせてはならない。ただし、あらかじめ国の承諾を得た場合及び法令等又は裁

判所、監督官庁若しくはその他の公的機関（金融商品取引所、金融商品取引業協会

を含む。）の命令により次に掲げる行為を行う場合は、この限りではない。 

(1) 成果物及び本施設（国）の内容を公表すること。 

(2) 本施設（国）に事業者の実名又は変名を表示すること。 
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(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡すること。 

 

第114条  （著作権等の譲渡禁止） 

事業者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び本施設（国）に係る著作者の権

利を第三者に譲渡し若しくは継承し又は譲渡させ若しくは継承させてはならない。

ただし、国の事前の書面による承諾を得た場合を除く。 

 

第115条  （第三者の有する著作権の侵害防止） 

1  事業者は、成果物及び本施設（国）が、第三者の有する著作権を侵害するもので

ないことを国に対して保証する。 

2  事業者は、成果物又は本施設（国）のいずれかが第三者の有する著作権を侵害し

た場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い又は必要な措置を講じなけ

ればならないときは、その賠償額を負担し又は必要な措置を講ずる。 

 

第116条  （第三者の知的財産権等の侵害） 

1  事業者は、特定事業契約の履行にあたり、前条（第三者の有する著作権の侵害防

止）のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財

産権（以下この条において「知的財産権等」という。）を侵害しないこと並びに事

業者が国に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害して

いないことを国に対して保証する。 

2  事業者が特定事業契約の履行にあたり第三者の有する知的財産権等を侵害し又は

事業者が国に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権

等を侵害する場合には、事業者は、事業者の責めに帰すべき事由の有無の如何にか

かわらず、当該侵害に起因して国に直接又は間接に生じた全ての損失、損害及び費

用につき、国に対して補償及び賠償し又は国が指示する必要な措置を講ずる。ただ

し、事業者の当該侵害が、国の特に指定する工事材料、施工方法又は維持管理方法

等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。 

 

第117条  （知的財産権の対象技術の使用） 

事業者は、特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、

その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、国が当該技術等の

使用を指定した場合であって事業者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、

国は、事業者がその使用に関して要した費用を負担する。 

 

第 13 章 雑 則 
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第118条  （個人情報の保護） 

1  事業者は、業務上知り得た個人情報を他人に知らせ又は不当な目的に使用しては

ならない。特定事業契約の事業期間終了後若しくは運営権（国）の取消後、又は事

業者が本事業（国）への関与を終了した後も同様とする。 

2  事業者は、前項に定める個人情報について、行政機関の保有する個人情報の保護

に関する法律（平成15年法律第58号）等に従って適正な管理を行い、漏洩、滅失及

びき損等がないよう必要な措置を講じるものとする。 

 

第119条  （秘密保持義務） 

1  国及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾なくして、特定事業契約に関す

る情報（本事業（国）を実施する上で知り得た秘密を含む。）を第三者に開示して

はならず、特定事業契約の履行又は本事業（国）の実施の目的以外には使用しては

ならない。ただし、次に掲げる情報を除く。 

(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による特定事業契

約上の義務違反によることなく公知となった情報 

(2) 国及び事業者からの開示を受ける前から、開示を受けた第三者が独自に保有し

ていた情報 

(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情

報 

2  前項の規定にかかわらず、国及び事業者は、次に掲げる場合に限り、特定事業契

約に関する情報を開示することができる。 

(1) 当該情報を知る必要のある国又は事業者の役員、従業員、弁護士、公認会計

士、税理士その他の専門家に対して、国及び事業者と同等以上の秘密保持義務

を負うことを条件として開示する場合 

(2) 当該情報を知る必要のある構成企業、協力企業、業務委託先若しくは本事業

（国）に関して事業者に融資等を行う金融機関等又はこれらの者の役員、従

業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、国及び事業者

と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合 

(3) 法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関（金融商品取引所、

金融商品取引業協会を含む。）の命令により開示を求められた情報を開示す

る場合 

3  この条の規定は、国及び事業者による特定事業契約の完全な履行又は特定事業契

約の終了にかかわらず、有効に存続する。 

 

第120条  （金融機関等との協議） 

国は、必要と認めた場合には、本事業（国）に関して事業者に融資等を行う金融
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機関等との間で、次の各号に掲げる事項その他本事業の継続的実施の確保に必要な

事項について、当該金融機関等との間で協定書を締結する。 

(1) 金融機関等が本事業（国）のための融資に関して締結した契約（以下この条

において「融資関連契約」という。）に定める融資実行前提条件の不充足、

期限の利益喪失事由の発生その他協定書において合意する事項が発生した場

合における金融機関等から国への通知及び一定期間の事前協議の実施 

(2) 特定事業契約における解除事由の発生、特定事業契約に基づく事業者に対す

る損害賠償請求その他協定書において合意する事項が発生した場合における

国から金融機関等への通知及び一定期間の事前協議の実施 

(3) 融資関連契約に基づく事業者に対する債権を担保するための、事業者の本議

決権株式、本施設（国）に係る運営権（国）、特定事業契約上の事業者の地

位その他の担保目的物に対する担保権の設定、対抗要件具備及び実行に関す

る条件 

(4) 事業者が本事業（市）について融資等を受ける場合には本事業（国）と同一

の金融機関等であること及び金融機関等が担保権を実行した場合の譲渡先が

本事業にかかる資産等と本事業（市）にかかる資産等について同一であるこ

とに関する事項 

 

第121条  （遅延利息） 

1  国又は事業者が、特定事業契約その他国と事業者の間で締結された契約等に基

づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日（以下この条において

「履行期日」という。）の翌日（同日を含む。）から当該金銭債務の支払が完了

した日（同日を含む。）までの期間の日数に応じ、国については、政府契約の支

払遅延に対する遅延利息の率に定める履行期日時点における率を乗じて計算した

額の遅延利息を、事業者については、国の債権に関する遅延利息の率に定める履

行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方当事者に

支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年365日の日

割計算とする。 

2  国は、特定事業契約その他国と事業者の間で締結された契約に基づいて生じ

た事業者に対する債権及び債務を、法令の範囲内において対当額で相殺すること

ができる。 

 

第122条  （契約の変更） 

特定事業契約は、国及び事業者の書面による合意がなければ、これを変更するこ

とができない。 
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第123条  （準拠法・管轄裁判所） 

1  特定事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。 

2  特定事業契約に関連して発生した全ての紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とする。 

 

第124条  （通知方法・計量単位・期間計算等） 

1  特定事業契約に定める請求、通知、報告、勧告、確認、承諾及び解除は、原

則として、相手方に対する書面をもって行われなければならない。国及び事業者

は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方に対して別途通知する。 

2  特定事業契約の履行に関して国と事業者の間で用いる計算単位は、要求水準書等

又は設計図書に別段の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによる。 

3  特定事業契約の履行に関する期間の定めについては、要求水準書等又は設計図書

に特別の定めがある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによる。 

4  事業者が特定事業契約に基づき保管し又は保存すべき文書の取扱い及び期間につ

いては、国の文書管理規程に従う。 

5  特定事業契約の履行に関して国と事業者の間で用いる言語は、日本語とする。 

6  特定事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本国通貨とする。 

 

第125条  （疑義に関する協議） 

要求水準書等及び成果物に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又

は要求水準書等及び成果物の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、国及び

事業者が誠実に協議してこれを解決する。 

 

以 上 

 



 

 

 

別紙１ 契約金額の内訳 

 

 

項目 内訳 金額 

内装整備費等 内装整備費 【〇】円 

内装整備費に係る消費税

等 

【〇】円 

 

維持管理・運営に係るサー

ビス購入料等 

維持管理・運営に係るサー
ビス購入料 

【〇】円 

維持管理・運営に係るサー

ビス購入料に係る消費税

等 

【〇】円 

合計（サービス対価） サービス対価 【〇】円 

サービス対価に係る消費

税等 

【〇】円 

 

 



 

 

別紙２ 定義集 

 

 

(1) 「維持管理・運営に係るサービス購入料」とは、サービス対価のうち、維持管

理・運営に係る部分をいい、詳細は別紙１（契約金額の内訳）に定める。 

(2) 「維持管理企業」とは、業務委託先として維持管理業務を実施する企業をい

う。 

(3) 「維持管理業務」とは、要求水準書に定める維持管理業務をいう。 

(4) 「維持管理業務に係る計画書等」とは、第15条（維持管理業務の実施に係る準

備）第１項に定義する意味を有する。 

(5) 「一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等」とは、新バスター

ミナル運営等事業及び新バスターミナル利便増進事業で構成される事業をいう。 

(6) 「運営・維持管理期間」とは、特定事業契約冒頭第３の１に定める運営業務及び

維持管理業務を実施する期間をいう。 

(7) 「運営開始日」とは、第67条（公共施設等運営権の設定及び効力発生）第２項

に定義する意味を有する。 

(8) 「運営開始予定日」とは、運営業務及び維持管理業務の開始予定日（令和【〇】

年【〇】月【〇】日）をいう。 

(9) 「運営企業」とは、業務委託先として運営業務を実施する企業をいう。 

(10) 「運営業務」とは、要求水準書に定める運営業務をいう。 

(11) 「運営業務に係る計画書等」とは、第14条（運営業務の実施に係る準備）第１

項に定義する意味を有する。 

(12) 「運営権（国）」とは、本施設（国）を対象として、国が事業者に対して設定

する公共施設等運営権（PFI法第２条第７項で定義するものをいう。）をいう。 

(13) 「運営権（市）」とは、本施設（市）を対象として、市が事業者に対して設定す

る公共施設等運営権（PFI法第２条第７項で定義するものをいう。）をいう。 

(14) 「運営権設定日」とは、第67条（公共施設等運営権の設定及び効力発生）第１

項に基づき運営権（国）が設定された日をいう。 

(15) 「運営権存続期間」とは、特定事業契約冒頭第３の１に定める維持管理及び運営

を実施する期間をいう。 

(16) 「運営権対価」とは、運営権（国）の設定に係る対価をいう。 

(17) 「会社更生法」とは、会社更生法（平成14年法律第154号）をいう。 

(18) 「会社法」とは、会社法（平成17年法律第86号）をいう。 

(19) 「各業務」とは、第４条（本事業（国）の実施）第１項各号に列記する本事業

（国）に係る業務を個別に又は総称していう。 

(20) 「管理規約（国）」とは、再開発ビル（雲井５）の管理又は使用に関する区分所

有者（国）間の事項を定めた管理規約及び関連細則の総称をいう。 



 

 

(21) 「管理規約（国）等」とは、管理規約（国）と管理協定の総称をいう。 

(22) 「管理協定」とは、国、管理組合の間で締結する新バスターミナル（Ⅰ期）の管

理運営に関する事項を取り決めた協定をいう。 

(23) 「管理組合」とは、再開発ビル（雲井５）の管理を行うために、区分所有法（昭

和37年法律第69号）に基づいて再開発ビル（雲井５）の区分所有者（国）全員に

より構成される団体をいう。 

(24) 「完了検査」とは、第61条（完了検査及び引渡し）第２項に定める内装施工の

完成を確認するための検査をいう。 

(25) 「技術革新」とは、要求水準の変更の必要性は生じないが、その達成のために

必要な経費が減少する場合として国が合理的に指定する、本事業（国）に関す

る技術の改良をいう。 

(26) 「技術進歩」とは、技術革新を超えて要求水準の変更の必要性は生じる場合と

して国が合理的に指定する、本事業（国）に関する技術の改良をいう。 

(27) 「技術進歩・競合施設設置」とは、バス施設の維持管理・運営に関する技術進歩

又は近隣バスターミナル設置であって、国及び事業者のいずれの責めにも帰すこ

とのできないものをいう。 

(28) 「基本協定書（国）」とは、国と優先交渉権者との間で令和６年【〇】月【〇】

日付けで締結された一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 

基本協定書（国）をいう。 

(29) 「基本協定書（市）」とは、市と優先交渉権者との間で令和６年【〇】月【〇】

日付けで締結された三宮バスターミナル特定運営事業等 基本協定書（市）をい

う。 

(30) 「行政手続法」とは、行政手続法（平成５年法律第88号）をいう。 

(31) 「業務委託契約」とは、事業者及び業務委託先との間で締結される各業務の全部

又は一部に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等をい

う。 

(32) 「業務委託先」とは、各業務の全部又は一部を事業者から直接受託し又は請け負

う代表企業、構成企業、協力企業をいう。 

(33) 「供用開始時」とは、第61条（完了検査及び引渡し）第２項に定める供用開始

の通知がなされた時点をいう。 

(34) 「共用部分」とは、区分所有法第２条第４項に定める共用部分をいう。 

(35) 「共用部分等」とは、共用部分及び附属施設、附属設備をいう。 

(36) 「協力企業」とは、優先交渉権者のうち、事業者の本議決権株式を保有せず、

事業者からの委託又は請負により各業務を実施する法人をいい、特定事業契約

締結時点では【○（協力企業名）】及び【○（協力企業名）】をいう。 

(37) 「近隣バスターミナル設置」とは、神戸市内において、本施設（国）と同種か

つ同規模のバスターミナルが設置されることをいう。 



 

 

(38) 「国」とは、国土交通省近畿地方整備局をいう。 

(39) 「国の債権に関する遅延利息の率」とは、国の債権の管理等に関する法律施行令

第29条第１項本文に規定する財務大臣が定める率を定める件（昭和32年大蔵省告

示第８号）に定められている遅延利息の率をいう。 

(40) 「区分所有者（国）」とは、再開発ビル（雲井５）において、区分所有権を有す

る者をいう。 

(41) 「雲井通５丁目再開発事業」とは、神戸三宮雲井通５丁目地区第一種市街地再開

発事業をいう。 

(42) 「契約不適合」とは、第63条（契約不適合責任）第１項に定義する意味を有す

る。 

(43) 「計量法」とは、計量法（平成４年法律第51号）をいう。 

(44) 「健康保険法」とは、健康保険法（大正11年法律第70号）をいう。 

(45) 「建設業法」とは、建設業法（昭和24年法律第100号）をいう。 

(46) 「公共工事の前払金保証事業に関する法律」とは、公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）をいう。 

(47) 「工事監理企業」とは、業務委託先として工事監理業務を実施する企業をい

う。 

(48) 「工事監理業務」とは、内装整備業務のうち要求水準書に定める工事監理業務を

いう。 

(49) 「構成企業」とは、優先交渉権者のうち、事業者の本議決権株式を保有し、事業

者からの委託又は請負により各業務を実施する法人をいい、特定事業契約締結時

点では【○（代表企業名）、【○（構成企業名）】及び【○（構成企業名）】を

いう。 

(50) 「厚生年金保険法」とは、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）をいう。 

(51) 「雇用保険法」とは、雇用保険法（昭和49年法律第116号）をいう。 

(52) 「再開発会社」とは、雲井通５丁目再開発事業の施行者である雲井通５丁目再開

発株式会社をいう。 

(53) 「再開発会社等」とは、再開発会社、特定事業参加者及び特定業務代行者の総

称をいう。 

(54) 「再開発ビル（雲井５）」とは、雲井通５丁目再開発事業で整備するビルをいい、

新バスターミナル（Ⅰ期）並びにその他の商業施設、共用施設、公益施設等から

成る低層部、オフィス、ホテル等から成る高層部、全体共用部、駐車場・駐輪場

等で構成される施設をいう。 

(55) 「再開発ビル（雲井５）A工事」とは、再開発ビル（雲井５）の躯体等ビル本体

の工事として要求水準書等に定める工事をいう。 

(56) 「再開発ビル（雲井５）B工事」とは、区分店舗内の間仕切りにより発生する建

築工事や給排水・防災等の設備工事の再開発ビル（雲井５）A工事に対する追加



 

 

変更工事として要求水準書等に定める工事をいう。 

(57) 「再開発ビル（雲井５）C工事」とは、再開発ビル（雲井５）に係る再開発ビル

（雲井５）A工事及び再開発ビル（雲井５）B工事以外の工事をいう。 

(58) 「再開発ビル（雲井６）」とは、神戸三宮雲井通６丁目北地区で再開発事業に

よる整備を検討しているビルをいう。 

(59) 「サービス対価」とは、内装整備費及び維持管理・運営費のうち国が負担する額

として事業者が提案した金額（これに係る消費税等を含む。）をいい、詳細は別

紙１（契約金額の内訳）及び別紙４（サービス対価の算定及び支払方法）に定め

る。 

(60) 「三宮バスターミナル」とは、ミント神戸１階等に位置するバスターミナル及

び利便施設をいい、詳細は募集要項に定める。 

(61) 「三宮バスターミナル特定運営事業等」とは、三宮バスターミナル運営等事業

及び三宮バスターミナル利便増進事業で構成される事業をいう。 

(62) 「市」とは、神戸市をいう。 

(63) 「時価」とは、各資産の価値として当該資産の買取時において国及び事業者が合

意する客観的で公平な方法（直近の帳簿価格による場合、国及び事業者が同意

する公認会計士、不動産鑑定士等の専門家による評価による場合等）により定め

られた価格をいう。 

(64) 「事業期間」とは、第97条（事業期間）に定義する意味を有する。 

(65) 「事業敷地」とは、バスターミナル専有部分（国）及び専用使用部分（国）の総

称であって道路区域として指定されている部分をいい、詳細は要求水準書等にお

いて特定される。 

(66) 「事業者」とは、特定事業契約冒頭に定義されるものをいう。 

(67) 「事業提案書」とは、優先交渉権者が令和【〇】年【〇】月【〇】日付けで提出

した本事業の実施に係る事業提案書一式（本事業（市）のみに関する部分を除

く。）をいう。 

(68) 「事業年度」とは、各暦年の４月１日に始まり、翌年の３月31日に終了する１年

間をいう。ただし、特定事業契約締結年度にあっては、特定事業契約の締結日か

ら次に到来する３月31日までの期間をいい、事業期間の開始年度にあっては、運

営開始日から次に到来する３月31日までの期間をいう。 

(69) 「下請負者等」とは、第44条（内装施工企業による業務実施及び下請の制限等）

第３項に定義する意味を有する。 

(70) 「下請負者等（維持管理業務）」とは、第70条（維持管理業務の実施）第４項

に定義する意味を有する。 

(71) 「下請負者等（運営業務）」とは、第69条（運営業務の実施）第４項に定義す

る意味を有する。 

(72) 「下請負者等（準備業務）」とは、第64条（準備業務の実施）第４項に定義す



 

 

る意味を有する。 

(73) 「下請負者等（工事監理業務）」とは、第60条（工事監理企業による業務実施

及び一括再委託等の禁止）第３項に定義する意味を有する。 

(74) 「下請負者等（内装施工業務）」とは、第44条（内装施工企業による業務実施

及び下請の制限等）第３項に定義する意味を有する。 

(75) 「下請負者等（内装設計業務）」とは、第42条（内装設計企業による業務実施

及び一括再委託等の禁止）第３項に定義する意味を有する。 

(76) 「実施契約」とは、三宮バスターミナルの維持管理・運営について、本事業

（市）に関する事項を包括的かつ詳細に規定する契約として市と事業者の間で

締結する契約をいう。 

(77) 「実施体制図等」とは、第10条（本事業（国）の実施体制等）第２項に定義す

る意味を有する。 

(78) 「社会保険等未加入内装施工業者」とは、第45条（下請負者等（内装施工業務）

の健康保険等加入義務等）第１項に定義する意味を有する。 

(79) 「借地借家法」とは、借地借家法（平成３年法律第90号）をいう。 

(80) 「準備企業」とは、業務委託先として準備業務を実施する企業をいう。 

(81) 「準備業務」とは、要求水準書等に定める準備業務をいう。 

(82) 「準備業務に係る計画書等」とは、第13条（準備業務の実施に係る準備）第１

項に定義する意味を有する。 

(83) 「消費税等」とは、消費税及び地方消費税の総称をいう。 

(84) 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」とは、新型インフルエンザ等対策特別

措置法（平成24年法律第31号）をいう。 

(85) 「新バスターミナル（Ⅰ期）」「神戸三宮駅交通ターミナル」とは、本施設

（国）と利便施設（国）、入口東側一部スペースを総称していう。本事業

（国）開始前の時点においては、内装整備前の本施設（国）をさしていう。 

(86) 「新バスターミナル（Ⅱ期）」とは、再開発ビル（雲井６）に整備予定の新た

な中・長距離バスターミナル施設部分をいう。 

(87) 「新バスターミナル運営等事業」とは、本事業（国）のうち、第４条（本事業

（国）の実施）第１項各号に定める業務を総称していう。 

(88) 「新バスターミナル利便増進事業」とは、第４条第２項に定める業務をいい、詳

細は要求水準書に定めるところによる。 

(89) 「新バスターミナル利便増進事業実施企業」とは、新バスターミナル利便増進事

業の実施主体である、構成企業自ら若しくは自らが出資する会社（事業者を含

む。）又は事業者と連携する企業の総称をいう。 

(90) 「成果物」とは、設計図書、完成図書及びその他事業者が要求水準書等に基づき

又は国の請求により国に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。 

(91) 「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」とは、政府契約の支払遅延に対す



 

 

る遅延利息の率（昭和24年大蔵省告示第991号）をいう。 

(92) 「施工方法等」とは第37条（工事総則）第２項に定義する意味を有する。 

(93) 「専用使用部分（国）」とは、新バスターミナル（Ⅰ期）のうち、国が専用使用

権（特定の区分所有者（国）又は第三者が排他的に使用できる権利）を有して管

理する部分（１階誘導車路の入口付近等）をいう。 

(94) 「総括代理人」とは、第11条（総括代理人）第１項に定義する意味を有する。 

(95) 「大規模感染症」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき

新型インフルエンザ等緊急事態に係る公示がなされた場合又は同法第31条の４

に基づき兵庫県を対象区域とする新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の

公示なされた場合をいう。 

(96) 「大規模修繕」とは、募集要項に定める大規模修繕をいう。 

(97) 「第三者帰責事由」とは、再開発会社等に起因する事由又は他の区分所有者（国）

（入居テナント含む。）に起因する事由であって、国及び事業者のいずれの責め

にも帰すことのできないものをいう。 

(98) 「代表企業」とは、構成企業のうち優先交渉権者を代表して応募手続を行う企業

をいい、特定事業契約締結時点では【○（代表企業名）】をいう。 

(99) 「著作権法」とは、著作権法（昭和45年法律第48号）をいう。 

(100) 「著作者の権利」とは、第113条（成果物の利用）第２項に定める意義を有する。 

(101) 「統括管理責任者」とは、準備業務、運営業務及び維持管理業務の業務履行の責

任者として第26条（統括管理責任者の設置及び変更）第１項に定める者をいう。 

(102) 「道路区域」とは、道路を構成する敷地の幅及び長さによって示される区域で

あって、道路法が全面的に適用される土地の部分である。なお、本事業の道路

区域は、道路法第47条の17の規定により、空間又は地下に上下の範囲を区切っ

て定める立体的区域を設定する。本事業（国）においては、国が道路区域を指

定する部分全体をいう。 

(103) 「道路法」とは、道路法（昭和27年法律第180号）をいう。 

(104) 「特定業務代行者」とは、雲井通５丁目再開発事業において、再開発ビル（雲

井５）の実施設計、工事等を実施する者（株式会社大林組）をいう。 

(105) 「特定事業契約」とは、この契約をいう。 

(106) 「特定事業参加者」とは、雲井通５丁目再開発事業において、再開発会社に負

担金を納付し、権利変換計画の定めるところに従い再開発ビル（雲井５）の保

留床を取得する者（代表企業：三菱地所株式会社、構成員：三菱倉庫株式会社、

神鋼不動産株式会社）をいう。 

(107) 「特定車両停留施設（国）」とは、特定車両用場所（国）、旅客用場所（国）及

びこれらに付随するその他設備並びに専用使用部分（国）を総称していう。 

(108) 「特定車両用場所（国）」とは、特定車両停留施設（国）のうち、誘導車路、

操車場所、停留場所、その他の特定車両の通行、停留又は駐車の用に供する場



 

 

所をいう。 

(109) 「内装整備業務」とは、内装設計業務、内装施工業務、工事監理業務の総称をい

う。 

(110) 「内装整備業務完了期限」とは、令和９年８月【○】日をいう。 

(111) 「内装整備業務期間」とは、特定事業契約冒頭第３の１に定める内装整備業務を

実施する期間をいう。 

(112) 「内装整備業務に係る計画書等」とは、第12条（内装整備業務の実施に係る準

備）第１項に定義する意味を有する。 

(113) 「内装整備費」とは、サービス対価のうち、内装整備に係る部分をいい、詳細は

別紙１（契約金額の内訳）に定める。 

(114) 「内装施工」とは、内装整備業務のうち、事業者が内装整備業務期間において実

施する業務をいう。 

(115) 「内装施工企業」とは、業務委託先として内装施工業務を実施する企業をいう。 

(116) 「内装施工業務」とは、要求水準書に定める内装施工業務をいう。 

(117) 「内装施工部分」とは、本施設（国）のうち、内装整備業務に係る工事目的物

（什器備品を含む。）及び成果物をいう。 

(118) 「内装設計企業」とは、業務委託先として内装設計業務を実施する企業をいう。 

(119) 「内装設計業務」とは、要求水準書に定める内装設計業務をいう。 

(120) 「破産法」とは、破産法（平成16年法律第75号）をいう。 

(121) 「バス事業者（国）」とは、新バスターミナル（Ⅰ期）に特定車両を停留させる

民間事業者の総称をいう。 

(122) 「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律（平成11年法律第117号）をいう。 

(123) 「不可抗力」とは、①地震、洪水、高潮、地滑り、落盤その他の自然災害、②豪

雨、暴風その他の異常気象であって新バスターミナル（Ⅰ期）及び事業敷地の周

辺において通常発生する気象条件よりも過酷なもの、③騒擾、騒乱、暴動、火災

その他の人為的災害に係る事象、④その他当該義務履行当事者にとり予測可能性

又は支配可能性のない事象（大規模感染症、放射能汚染、航空機の墜落を含む。）

（①乃至④いずれも、要求水準書等に基準の定めがあるものについては、当該基

準を超えたものに限る。）のうち、国及び事業者のいずれの責めにも帰すことの

できないものをいう。 

(124) 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(125) 「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。 

(126) 「暴力団員等」とは、暴力団員及び暴力団関係者を総称していう。 

(127) 「暴力団関係者」とは、暴力団員ではないが、暴力団と関係を持ちながら、その



 

 

組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（暴力団員と社会的に非難さ

れるべき関係を有している者（神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する

要綱（平成22年５月26日市長決定）第５条に該当する者）を含む。）をいう。 

(128) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づ

く命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判

断、その他の公的機関の定める全ての規定、判断、措置等の規準（要求水準書

1(5)（遵守すべき法令等）に掲げる関係法令、条例、規則、要綱、各種基準、規

格等を含むがこれらに限られない。）をいう。 

(129) 「法令等変更」とは、第91条（法令等変更）第１項に定義する意味を有する。 

(130) 「募集要項」とは、国が令和６年【〇】月【〇】日付けで公表した「一般国道

２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 三宮バスターミナル特定運

営事業等 募集要項」（修正があった場合は、修正後の記述による。）（本事業

（市）のみに関する部分を除く。）をいう。 

(131) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付資料（資料１「一般国道２号 神戸

三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 特定事業契約書（案）」、資料２「三宮バ

スターミナル特定運営事業等 実施契約書（案）」、資料３「一般国道２号 神戸

三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 基本協定書（国）（案）」、資料４「一般

国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 基本協定書（市）」、資料

５「一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 三宮駅交通ターミ

ナル特定運営事業等 要求水準書（案）」、資料６「一般国道２号 神戸三宮駅

交通ターミナル特定運営事業等 三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 様式集及

び記載要領」及び資料７「一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事

業等 三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 事業者選定基準」を除く。なお、

これらの書類につき修正があった場合は、修正後の記述による。）並びに質問

回答書その他これらに関して国が発出した書類（本事業（市）のみに関する部分

を除く。）をいう。 

(132) 「本完全無議決権株式」とは、事業者の発行する株式で、本議決権株式に該当し

ない株式（これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。）をいう。ただ

し、会社法第108条第１項第８号又は第９号に掲げる事項についての定めがある株

式を除く。 

(133) 「本議決権株式」とは、事業者の発行する株式で、一定の条件で議決権を有する

こととなる株式、及び、取得請求権付株式又は取得条項付株式で議決権を有する

株式が取得の対価として発行される可能性のある株式を含む、議決権を有する株

式（これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。）をいう。 

(134) 「本事業」とは、本事業（国）と本事業（市）を総称していう。 

(135) 「本事業（国）」とは、一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事

業等をいう。 



 

 

(136) 「本事業（市）」とは、三宮バスターミナル特定運営事業等をいう。 

(137) 「本施設（国）」とは、新バスターミナル（Ⅰ期）内の施設のうち、利便施設

（国）を除く施設として運営権（国）を設定する施設をいう。 

(138) 「本施設（市）」とは、三宮バスターミナル内の施設のうち、利便施設を除く

施設をいう。 

(139) 「民間事業者」とは、一般的な民間事業者をいう。 

(140) 「民事再生法」とは、民事再生法（平成11年法律第225号）をいう。 

(141) 「民法」とは、民法（明治29年法律第89号）をいう。 

(142) 「優先交渉権者」とは、本事業を実施する民間事業者として選定された【代

表企業名】コンソーシアム（【〇】株式会社を代表企業、【〇】株式会社及び

【〇】株式会社を構成企業並びに【〇】株式会社及び【〇】株式会社を協力企

業とするコンソーシアム）をいう。 

(143) 「要求水準」とは、事業者による本事業の実施にあたり、国及び市が要求水準

書に基づき事業者に履行を求める水準をいい、事業提案書の内容が要求水準書

に定める水準を超える場合には、事業提案書による水準をいう。 

(144) 「要求水準書」とは、「一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業

等 三宮バスターミナル特定運営事業等 要求水準書」（その後の修正を含む。）

をいう。 

(145) 「要求水準書等」とは、特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業提案書

の総称をいう。 

(146) 「利便施設（国）」とは、新バスターミナル利便増進事業の対象であって、新バ

スターミナル（Ⅰ期）内の施設のうち、飲食・物販施設（店舗）、自動販売機

等の利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設（これら物件等の基礎

部分に該当する躯体である床、柱、梁等の部分を除く。）であって、事業者が

自らの責任と費用により設置、運営等を行う道路占用物をいう。 

(147) 「利用者」とは、本施設（国）の利用者をいう。 

(148) 「旅客用場所（国）」とは、特定車両停留施設（国）のうち、乗降場、旅客通路、

その他の旅客の用に供する場所のうち、専用使用部分（国）を除いた部分をいう。 

以 上 
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一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等に関する特定事業契約書第９条の定め

るところにより、「一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等」（以下「本事業」と

いう。）に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。 

ただし、以下の条件は、最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保

証内容とすることを妨げるものではない。 

 

1.  内装整備業務の履行に係る保険 
事業者は、内装整備業務の履行に係る保険として、履行保証保険を付保する。 

ただし、内装整備業務の履行を確保するために、特定事業契約の規定に基づき契約の保証を行

う場合には、履行保証保険の付保の必要はない。 

 

 保険名称 
履行保証保険 

 

(1)  付保条件 
① 保険の契約期間は、事業者と内装設計企業との間における内装設計業務の実施に関する

契約の締結日から事業者と内装施工企業及び工事監理企業との間における内装整備工事

業務及び工事監理業務の実施に関する契約終了日までとする。 

② 保険の契約者は、原則として事業者とし、内装設計企業及び内装施工企業並びに工事監

理企業を契約者とする場合は、それぞれ国を保険金受取人とする質権設定を行うものと

する。 

③ 保険（保証）金額は、内装整備工事費（消費税を含む。）の 10%以上とする。なお、事業

者又は内装設計企業、内装施工企業若しくは工事監理企業の何れによる契約不履行の場

合であっても、保険（保証）金額は上記のとおりとする。 

 

 

2.  内装整備業務に係る保険 
事業者は、内装施工業務の履行に係る保険として、建設（土木）工事保険及び第三者賠償責任

保険を付保する。 

 

 保険名称 
建設（土木）工事保険 

 

(1)  付保条件 
① 担保範囲は、内装整備工事の全てとする。 

② 保険期間は、内装整備工事の着工日から引渡日までの全期間とする。 

③ 保険契約者は、事業者又は内装施工企業とする。 

④ 被保険者は、国、事業者、内装設計企業、工事監理企業、内装施工企業及びその全ての下

請負者（リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。）を含むものとする。 

⑤ 保険金額は、内装整備工事費（消費税を含む。）相当とする。 
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⑥ 自己負担額は 10 万円/1 事故以下とする。 

 

 

 保険名称 
第三者賠償責任保険 

 

(1)  付保条件 
① 担保範囲は、内装整備工事の全てとする。 

② 保険期間は、内装整備工事の着工日から引渡日までの全期間とする。 

③ 保険契約者は、事業者又は内装施工企業とする。 

④ 被保険者は、国、事業者、内装設計企業、工事監理企業、内装施工企業及びその全ての下

請負者（リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。）を含むものとする。 

⑤ 内装施工企業（下請負者を含む。）とその他の被保険者相互間の交叉責任担保とする。 

⑥ 保険金額は対人：１億円／１名、10 億円／１事故以上、対物：１億円／１事故以上とす

る。 

⑦ 自己負担額は 5万円／１事故以下とする。 

 

 

3.  維持管理業務、運営業務に係る保険 
事業者は、維持管理業務及び運営業務の履行に係る保険として、第三者賠償責任保険及び火災

保険を付保する。 

 

 保険名称 
第三者賠償責任保険 

 

(1)  付保条件 
① 担保範囲は、本事業の契約対象となっている全ての施設を対象とする（事業者所有の利

便施設を除く）。 

② 保険期間は、供用開始日から事業契約の終了日までの全期間とする。なお、1 年程度の期

間ごとに契約更新を行う条件でも良いものとする。 

③ 保険契約者は、事業者又は維持管理企業及び運営企業とする。 

④ 被保険者は、国、事業者、維持管理企業、運営企業及びその全ての下請負者とする。 

⑤ 事業者、維持管理企業及び運営企業（下請負者を含む。）とその他の被保険者相互間の交

叉責任担保とする。 

⑥ 保険金額は対人：1億円/1 名、10 億円/1 事故以上、対物：1億円/1 事故以上とする。 

⑦ 自己負担額は 5万円/1 事故以下とする。 

 

 保険名称 
火災保険 
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(1)  付保条件 
① 担保範囲は、本事業の契約対象となっている全ての施設を対象とする（事業者所有の利

便施設を除く）。 

② 保険期間は、供用開始日から事業契約の終了日までの全期間とする。なお、１～３年程度

の期間ごとに都度更新を行う場合でもよいものとする。 

③ 保険契約者は、事業者又は運営企業及び維持管理企業とする。 

④ 被保険者は、国とする。 

⑤ 保険金額は、再調達価格（消費税を含む。）相当とする。 
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1.  はじめに 
一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等（以下「本事業（国）」という。）は、

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）の定

める手続きにより、国土交通省近畿地方整備局（以下「国」という。）が実施するものである。国

は、本事業（国）を適正かつ確実に実施した場合にサービス対価を事業者に支払うものとし、以

下にその算定方法と支払方法を示す。 

本事業（国）は、令和７年度予算が成立し、支出負担行為計画示達がなされることを条件とす

るものであり、予算成立の事情により本事業（国）の見積もり合わせ日を変更する場合や取りや

める場合がある。なお、暫定予算となった場合は、予算措置が全額計上されているときは全期間

の契約とするが、全額計上されていないときは、本予算成立までの間について、全体の契約期間

に対する暫定予算の期間分等に相応する契約とする。 

 

2.  サービス対価の構成 
 サービス対価の構成 

(1)  内装整備費等 
内装整備費等は、特定事業契約の締結日から本施設引渡日（同日を含む。以下同じ。）までに

事業者が内装整備業務の実施のために要する費用とする。なお、事業者の開業に伴う諸費用や

特定事業契約の締結日から本施設引渡日までの期間に要する事業者の運営費（人件費、事務費、

保険料等）等、内装整備に関する初期投資として認められる費用については、内装整備費に含

むものとする。 

 

(2)  維持管理・運営に係るサービス購入料等 
維持管理・運営に係るサービス購入料等は、運営・維持管理開始日から事業期間の終了日ま

での運営・維持管理期間中に生じる新バスターミナル運営等事業及び三宮バスターミナル運営

等事業（以下、「バスターミナル運営等事業」という。）に係る費用の一部とする。 

 

 サービス対価の構成内訳 
(1)  内装整備費等 

項目 支払区分 費用の内容 

内
装
整
備
費
等 

内装整備費 ・内装設計費（必要な調査費用を含む。） 
・内装施工費（必要な調査費用を含む。） 
・工事監理費 
・什器備品調達費 
・必要な行政手続・申請手続に関する費用 
・事業者の開業に伴う諸費用 
・内装整備期間中の事業者の運営費（人件費・事務費等） 
・建中金利 
・内装整備に係る保険料 
その他内装整備に関する初期投資と認められる費用 

内装整備費に係る 内装整備費に係る消費税等 
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項目 支払区分 費用の内容 
消費税等 

注 表中にある「消費税等」とは、消費税及び地方消費税をいう。 

 

(2)  維持管理・運営に係るサービス購入料等 
項目 支払区分 費用の内容 

維
持
管
理
・
運
営
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
購
入
料
等 

維持管理・運営に

係るサービス購入

料 

下記の一部 
 
＜バスターミナル運営等事業に係る費用＞ 
・維持管理費 
・運営費 
 
＜その他の費用＞ 
・維持管理・運営期間中の事業者の運営費 
・保険料 
・監査費用 
・法人税等 
・事業者の税引き後利益（株主への配当等原資等） 

維持管理・運営に

係るサービス購入

料に係る消費税等 

サービス購入料に係る消費税等 

注 表中にある「消費税等」とは、消費税及び地方消費税をいう。 

 

3.  サービス対価の算定及び支払方法 
 支払方法の基本的な考え方 
内装整備費等は、内装整備業務が完了し、運営権の設定を受けた後に一括払いとする。維持

管理・運営に係るサービス購入料等については、事業者は本事業（国）において維持管理及び

運営のサービスを事業者の責任により一体として提供するものであるため、国は提供されるサ

ービスを一体のものとして購入し、その対価を一体として、原則として事業期間にわたり平準

化して支払うものとする。 
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 サービス対価を構成する各費用の支払額の算定及び支払方法 
(1)  内装整備費 

内装整備費は、内装整備業務が完了し、運営権の設定を受けた後に一括で支払う。 

支払い方法は、完了検査により内装工事の完成を確認し、事業者から本施設（国）の引渡

しがあり、運営権の設定がなされた後、適法な請求書を受領した日から 30 日以内に支払う。 

 

(2)  維持管理・運営に係るサービス購入料 
維持管理・運営に係るサービス購入料は、運営開始日以降の事業期間にわたり、年１回、

全 27 回に分けて支払う。 

支払い方法は、原則として、毎回、国が事業者からの請求を適法に受理した後 30 日以内に、

かつ各年度末の翌月末までに支払う。具体的には、第１回目の支払時期は、令和 11 年４月 30

日までとする。 

なお、サービス対価は、「4. サービス対価の改定」に規定する改定及び「5. サービス対価の

減額措置」に定める規定による減額が行われない限り、第１回目の支払いを除き、原則として、

毎支払いに同額を支払うものとする。 

 

(3)  消費税等 
消費税等については、①内装整備費及び②維持管理・運営に係るサービス購入料の区分ごと

に、その相当額を支払期ごとに算定する。 

なお、支払期ごとの消費税等を算定するにあたり、それぞれ１円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとし、契約にあたっての消費税等の差額として生じた端数は、すべて第

１回支払額に合算する。 

 

参考︓サービス対価の支払イメージ

【維持管理・運営にかかるサービス購入料等】

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R12 R13 R14 R34 R35 R36 （年度）R14

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R12 R13 R14 R34 R35 R36 （年度）

【内装整備費等】

R14
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(4)  １円未満端数の取扱い 
契約にあたっては、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（昭和 25 年法律第 61

号）第２条に基づき、１円未満の端数を処理する。 

 

4.  サービス対価の改定 
(1)  基本的な考え方 

内装整備費については、下記(2) による改定を除き、原則として改定を行わない。 

維持管理・運営に係るサービス購入料については、年度ごとに見直すものとする。 

この見直しは、物価変動、技術革新等に伴って明らかに費用が減じる場合を含め、公共施設

等運営事業に基づく民間の資金及びノウハウの有効な活用と、国民の負担を原資とする国の適

正な経費負担の双方の観点に十分留意して、国及び事業者が協議して行う。 

なお、要求水準の変更その他により必要に応じて、国及び事業者が協議の上、サービス対価

の改定を行うことができるものとする。 

また、改定の結果、１円未満の端数が生じた場合は、3.2. (4) による処理を行う。 

 

(2)  内装整備費の物価変動に基づく改定 
特定事業契約書第 56 条に基づき、内装整備費の物価変動に基づく対価の改定を行う。 

 

(3)  維持管理・運営に係るサービス購入料の物価変動に基づく改定 
a） 改定時期 
① 改定指標の評価 

毎年４月 10 日時点で確認できる最新の指標により評価を行う。 

② サービス購入料の改定 
原則として、翌年度の４月１日以降の支払いに反映する。なお、第１回目の支払額につい

ては、基本協定締結日の属する年度の４月 10 日の指標により、改定を行う。 

 

b） 改定方法 
前回改定時（第１回の支払については基本協定締結日の属する年度の４月１日）の指標に

対して、現指標が３ポイント以上変動した場合には、サービス購入料の改定を行うことがで

きるものとする。特定事業契約締結以降、対価を改定していない費用については、特定事業

契約締結日の属する年度の４月 10 日時点で確認できる最新の指標を前回改定時の指標とみ

なす。 

① 改定指標 
改定指標として使用する指標は次のとおりとする。 

「企業向けサービス価格指数」：その他の専門サービス 

（物価指数月報・日本銀行調査統計局） 

② 改定率及び計算方法 
以下の算定式に従って年度ごとに対価を確定する。なお、改定率に小数点以下第４位未満

の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
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AP’t = APt ×(CSPIn / CSPIm) 

ただし、今回評価時の指標－前回改定時の指標｜≧３ポイント 

ｍ：前回改定時年度（契約後未改定の場合は、特定事業契約締結年度） 

ｎ：今回評価時年度 

ｔ：今回費用改定をする対価の対象年度（ｔ：ｎ＋１，…、事業終了年度） 

APt：改定前の t 年度 A 業務の対価 

AP’t：改定後の t 年度 A 業務の対価 

CSPI：Corporate Service Price Index（企業向けサービス価格指数） 

CSPIm：前回改定時の評価指標である、ｍ年度の価格指数 

CSPIn：今回改定時の評価指標である、ｎ年度の価格指数 

 

上記の算定式に従って、計算例を示すと次のとおりとなる。 

 

（計算例） 

前回物価改定時（又は初回支払い時）である令和 14 年度の支払いが 100 万円、前回改定時

の指標である令和 13 年度の指数が 90、令和 15 年度の指数が 108 の場合： 

 

令和 16 年度の改定率（令和 15 年度の物価反映） 

＝令和 15 年度指数［108］÷令和 13 年度の指数［90］＝1.2 

 

令和 16 年度の対価（改定後） 

＝令和 14 年度の対価（改定前）［100 万円］×1.2＝120 万円 
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5.  サービス対価の減額措置 
国は、運営権存続期間にわたり、本事業（国）の実施に関する各業務及び財務状況の業績等の

監視を行い、「要求水準書」に定められた要求水準が達成されていない場合は、サービス対価の減

額等を行う。減額等の措置の詳細については、「別紙６ 業績等の監視及び改善要求措置要領」に

よるものとする。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般国道２号 

神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 

三宮バスターミナル特定運営事業等 
 

需要変動に基づく調整 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月 

国土交通省 近畿地方整備局 

神戸市 

【事業者】 
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1.  基本的な考え方 
本事業では、新バスターミナル運営等事業及び三宮バスターミナル運営等事業の運営・維持管

理期間における需要変動リスクについて、国及び市と事業者が負担する観点から、需要変動に基

づく調整を行う。 

実際の収入額が当該年度の基準となる収入（以下「基準収入」という。）を上回る場合に、一定

の範囲を超える部分については、国及び市に一部の金額を還元する（以下「プロフィットシェア」

という。）。  

実際の収入額が、基準収入を下回る場合に、一定の範囲を超える部分については、国及び市が

一部の金額を補填する（以下「ロスシェア」という。）。 

なお、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（昭和 25 年法律第 61 号）第２条に基

づき、１円未満の端数を処理する。 

 

2.  プロフィットシェア・ロスシェアの適用条件 
 基準収入の設定 
基準収入は、事業者から提案された当該年度の新バスターミナル運営等事業と三宮バスター

ミナル運営等事業における収入（以下「バスターミナル運営等事業収入」）（除く維持管理・運

営に係るサービス購入料等）をもとに、国及び市及び事業者の協議によって、供用開始までに

設定する。基準収入には、利便増進事業の収入は見込まない。 

基準収入は、実績に基づき、運営開始後 5 年ごとに国及び市と事業者の協議によって見直す

こととする。 

 

 プロフィットシェア 
(1)  適用条件 
各事業年度のバスターミナル運営等事業収入（除く維持管理・運営に係るサービス購入料等）

実績が、当該年度の基準収入より 5.0％を超えて上回った場合に、プロフィットシェアを適用す

る。 

なお、国及び市が、需要変動以外の要因に基づく変動であると判断した場合、事業者と協議を

行い、特定事業契約及び実施契約の該当する条項に従って対応する。 

 

【プロフィットシェアの適用条件】 
Pn－P0n ＞ P0n×0.05 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Pn：n 期のバスターミナル運営等事業収入（除く維持管理・運営に係るサービス購入料等）実績※ 

P0n：n 期の基準収入 

※新バスターミナル運営等事業及び三宮バスターミナル運営等事業による収入の合計であり、利便増進事業の収

入を見込まない。 

 

(2)  プロフィットシェア金額の算定方法 
適用条件を満たした場合に、プロフィットシェア金額を算定する。 
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5.0％以内の上回った収入相当額については、事業者の帰属とする。 

5.0％を超えて上回った収入相当額については、当該超過部分の 50％が事業者に帰属し、50％が

プロフィットシェア金額として、国及び市に還元されるものとする。プロフィットシェア金額の

うち、国及び市への配分割合は国及び市の協定によって決定し、事業者に通知する。 

 

【プロフィットシェア金額の算定方法】 

n 期のプロフィットシェア金額 ＝｛Rn－（R0n×1.05）｝×0.5 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Rn：n 期の、算定対象の収入の実績値 

R0n：n 期の、算定対象の収入の計画値 

（算定対象の収入は、バスターミナル運営等事業収入（除く維持管理・運営に係るサービス購入料等）である。た

だし「2.4 算定対象の見直しについて」のとおり、運営開始後に協議する。） 

 

(3)  プロフィットシェアの還元方法 
国への還元相当額は、当該相当額を国から支払う維持管理・運営に係るサービス購入料等から

控除する。還元相当額が当該年度の維持管理・運営に係るサービス購入料等を超える場合は、国

と事業者の協議による。 

市への還元相当額は、事業者が直接市に対して支払うものとする。 

 

 ロスシェア 
(1)  適用条件 
各事業年度のバスターミナル運営等事業収入（除く維持管理・運営に係るサービス購入料等）

実績が、当該年度の基準収入より 5.0％を超えて下回った場合に、ロスシェアを適用する。 

なお、国及び市が、需要変動以外の要因に基づく変動であると判断した場合、事業者と協議を

行い、特定事業契約及び実施契約の該当する条項に従って対応する。 

 

【ロスシェアの適用条件】 
P0n－Pn ＞ P0n×0.05 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Pn：n 期のバスターミナル運営等事業収入（除く維持管理・運営に係るサービス購入料等）実績※ 

P0n：n 期の基準収入 

※新バスターミナル運営等事業及び三宮バスターミナル運営等事業による収入の合計であり、利便増進事業の収

入を見込まない。 

 

(2)  ロスシェア金額の算定方法 
適用条件を満たした場合に、ロスシェア金額を算定する。 

5.0％以内の下回った収入相当額については、事業者の帰属とする。 

5.0％を超えて下回った収入相当額については、当該不足部分の 50％は事業者が負担し、50％が

ロスシェア金額として、国及び市により補填されるものとする。ロスシェア金額のうち、国及び

市の配分割合は国及び市の協定によって決定し、事業者に通知する。 
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【ロスシェア金額の算定方法】 

n 期のロスシェア金額 ＝｛（C0n×0.95）－Cn｝×0.5 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Cn：n 期の、算定対象の収入の実績値 

C0n：n 期の、算定対象の収入の計画値 

（算定対象の収入は、バスターミナル運営等事業収入（除く維持管理・運営に係るサービス購入料等）である。た

だし「2.4 算定対象の見直しについて」のとおり、運営開始後に協議する。） 

 

(3)  ロスシェアの補填方法 
国からの補填相当額は、予算が成立した場合に、国が事業者に対して支払うものとする。なお、

支払い時期や支払い方法に関しては、事前に国と事業者で協議を行うものとする。 

市からの補填相当額は、予算が成立した場合に、市が事業者に対して支払うものとする。なお、

支払い時期や支払い方法に関しては、事前に市と事業者で協議を行うものとする。 

 

 算定対象の見直しについて 
プロフィットシェア金額の算定対象（Rn、R0n）及びロスシェア金額の算定対象（Cn、C0n）につ

いて、運営業務開始時点ではバスターミナル運営等事業収入（除く維持管理・運営に係るサービ

ス購入料等）とし、利便増進事業の収入を含まない。ただし、運営業務開始から 5 年以内に事業

者から国及び市に申し出があった場合は、国及び市と事業者で協議を行い、該当する利便増進事

業の収入を対象とすることを検討する。申し出に際して事業者は、利便施設の運営状況を踏まえ

て、バスターミナル運営等事業収入との関連性が認められることが確認できる資料を提出するこ

と。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般国道２号 

神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 
 

業績等の監視及び改善要求措置要領 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月 

国土交通省 近畿地方整備局 
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1.  基本的な考え方 
 業績等の監視の基本的な考え方 
本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置として、本事業の実施に関する各業務の

業績及び実施状況（以下「業績等」という。）について、事業者自らが確認及び管理する。各業

務の業績等が要求水準書及び提案資料に定める要求水準（以下「要求水準」という。）を達成し

ていない場合又は達成しないおそれがある場合には、事業者自らが本事業の各業務を実施する

企業に対して改善要求を行い、要求水準を満たすようにする。 

国土交通省近畿地方整備局（以下「国」という。）は、事業者による確認結果等を監視するこ

とにより、要求水準の達成状況を確認する。 

なお、維持管理、運営に係る減額については、神戸市（以下「市」という。）が実施する業績

等の監視と一体で行う。 

 

 改善要求措置等の基本的な考え方 
国は、事業者による業績等を監視した結果、事業者の責めに帰する事由により業績等が要求

水準を達成していない、又は要求水準を達成しないおそれがあると判断した場合に、これを業

務不履行として、事業者に対し改善勧告、支払の減額等の改善要求措置や契約解除等の措置（以

下、改善勧告以降を総称して「改善要求措置等」という。）を行う。改善要求措置等は、その業

務不履行によって生じる各機能の麻痺又は各機能に与える支障の大きさ、並びに同一の業務不

履行が繰り返される等の重要度に応じて行うものとする。 

事業者は、業務不履行の発生が確認され、直ちに改善・復旧するよう国から改善の通告を受

けた場合には、直ちにかつ誠意をもって、改善・復旧計画を国に提出し、その承認を得て、業

務不履行の状態の改善・復旧行為の実施にあたる。ただし、発生した事象の内容により、業務

不履行の改善に緊急を要し、応急処置等の実施が合理的であると判断される場合には、事業者

は自らの責任において応急処置等の適切な処置をとるものとし、これを国に報告する。 

改善・復旧計画には、業務不履行の内容、業務不履行の場所、業務不履行の原因、改善・復

旧の方法、改善・復旧の期限、改善・復旧の責任者を記載する。 

業務不履行に対する支払の減額は、「7. 業務不履行に伴う減額措置」に示す。 

 

 業績等の監視及び改善要求措置等の構成 
業績等の監視及び改善要求措置等は、以下のように構成される。 

・財務状況に関する業績等の監視及び改善要求措置等 

・内装整備に関する業績等の監視及び改善要求措置等 

・準備に関する業績等の監視及び改善要求措置等 

・維持管理、運営、利便増進事業に関する業績等の監視及び改善要求措置等 

・事業終了時における業績等の監視及び改善要求措置等 
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2.  財務状況に関する業績等の監視及び改善要求措置等 
 業績等の監視方法 

(1)  監視項目及び判断基準 
国は、事業者の事業体制及び事業収支等の財務状況に関して、事業者が安定的かつ継続的に

本事業を遂行できる状況にあるかどうかを確認する。 

 

(2)  確認方法 
確認方法は書類によるものを基本とするが、必要に応じて事業者等に聞き取り調査を行う場

合がある。 

 

a） 書類による確認 
事業者は、以下の提出書類を、それぞれの提出時期までに、国に提出する。提出書類は市

と同一のものとすることを認めるが、国に関する部分を確認できるよう記載すること。 

また、国は、事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある場合など、必要に応じて追

加の財務状況等に係る書類の提出、報告を求めることができる。 

・財務に関する書類（キャッシュフロー計算書等の監査済財務書類の写し）：各支払に対応

する業務履行期間終了後 20 日以内 

・上記の書類の事実関係を証明する証拠書類等：同上 

・SPC の事業報告書（会計監査人の監査報告書を含む）：各事業年度の最終日より 3 か月以

内 

・SPC が締結する契約書類の写し：契約締結日の 14 日前まで、及び契約締結後 

・SPC の株主総会及び取締役会議事要旨：各会実施日から 14 日以内 

 

b） 聞き取りによる確認 
国は、書類による確認を行った結果、必要と認める場合は専門家等による聞き取り調査を

実施することができる。 

 

 改善措置要求等 
(1)  改善勧告等 
a） 改善勧告 

国は業績等を監視した結果、事業者の実施体制又は事業収支等の財務状況に関して事業者

が安定的かつ継続的に本事業を遂行できる状況でないと判断した場合は、事業者に直ちにそ

の改善・復旧を行うよう改善勧告を行う。 

 

b） 改善・復旧計画の作成及び確認 
事業者は、改善勧告に基づき、直ちに事業体制及び事業収支等の財務状況を改善・復旧す

ることを内容とする改善・復旧計画書を作成し、国に提出する。 

国は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、事業体制又は事業収支等の財務状況

の改善・復旧ができる内容であるかどうかを確認する。なお、事業体制又は事業収支等の財
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務状況が改善・復旧できる内容と認められない場合、又は内容が合理的でないと判断した場

合は改善・復旧計画書の変更、再提出を求めることができる。 

 

c） 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認 
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、国に報告する。国は改

善・復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改善・復旧を

確認できない場合は、再度前記 2.2. (1) a）の改善勧告の手続きに移行する。 

 

(2)  契約解除 
国は、前記 2.2. (1) の手続きを繰り返しても事業体制又は事業収支等の財務状況の改善・復

旧が明らかに困難と判断した場合は、基本協定、特定事業契約の解除を行うことができる。 
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3.  内装整備に関する業績等の監視及び改善要求措置等 
 業績等の監視方法 

(1)  監視項目及び判断基準 
内装整備業務に係る業績等の監視は、要求水準の確保を図るために各業務が適切に実施され

ているかどうかを、各業務の責任者が要求水準に基づき業務の管理及び確認を行った上で、事

業者は自らにより確認し、国はその報告に基づき確認を行う。 

事業者は、各業務の履行について要求水準確認計画書による確認を行うとともに、事業者が

作成した要求水準確認報告書、内装整備業務の履行に伴って作成する各提出書類及び実際の施

工状況を基に、要求水準の内容を満たしているかどうかの確認を行い、国に報告を行う。 

国は、事業者の報告に基づき確認を行うことを基本とし、事業者の提出する要求水準確認計

画書、要求水準確認報告書、各提出書類及び実際の施工状況を基に、要求水準の内容を満たし

ているかどうかの確認を行う。 

また、国が必要と認めた場合は、施工状況の重点的な確認を行う場合がある。 

 

(2)  確認方法 
a） 書類による確認 

事業者は、要求水準書「5.国編 5.1.内装整備 5.1.5.業務の実施」に規定する各種提出書類を

それぞれの提出時期までに国に提出し、要求水準の達成状況について確認を受ける。 

提出書類は、国の確認に必要な十分な時間の余裕をもって提出する。 

国は、事業者が作成する要求水準確認報告書により達成状況の確認を行い、確認結果を事

業者に通知する。 

なお、要求水準確認計画書・同報告書の作成は、要求水準書に定める者が実施するものと

するが、事業者はこれを提出し包括的な責任を負う。 

 

b） 実地における確認 
① 重点的な確認 

要求水準を満たさないことが完成確認時点で発見することが困難である場合、又は発見で

きたとしてもその修補を行うことが経済的・時間的・技術的に極めて困難である場合、施工

品質の確保のために特に重要な場合等で、施工の各段階で国が必要と認めた場合には、国は、

品質等について設計図書若しくは要求水準確認計画書に従っているかどうか及び要求水準を

満たしているかの確認を行う。 

なお、国は、必要に応じて、施工部分を最小限度破壊し、品質・性能の確認を行うことが

できる。その確認及び復旧に係る費用は、事業者の負担とする。 

 

② その他の確認 
その他、工事において国が必要と認める時は、国は、実地における確認を行う。 
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 改善措置要求等 
(1)  改善勧告等 
a） 改善勧告 

国は内装整備の状況を監視した結果、事業者の要求水準を満たさないと判断した場合は、

事業者に直ちにその改善・復旧を行うよう改善勧告を行う。 

 

b） 改善・復旧計画の作成及び確認 
事業者は、改善勧告に基づき、直ちに要求水準を満たさない状態を改善・復旧することを

内容とする改善・復旧計画書を作成し、国に提出する。 

ただし、要求水準未達の改善に緊急を要し、応急処置等の実施が合理的であると判断され

る場合には、事業者は自らの責任において応急処置等の適切な処置をとるものとし、これを

国に報告する。 

国は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、要求水準未達の状態の改善・復旧が

できる内容であるかどうかを確認する。なお、国は、要求水準未達の状態が改善・復旧でき

る内容と認められない場合、又は内容が合理的でないと判断した場合は、改善・復旧計画書

の変更、再提出を求めることができる。 

また、事業者から直ちに改善・復旧計画書が提出されない場合は、3.2. (2) a）の再改善勧告

の手続きに移行する。 

 

c） 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認 
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、国に報告する。 

国は、改善・復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改

善・復旧を確認できない場合は、3.2. (2) a）の再改善勧告の手続きに移行する。 

 

(2)  再改善勧告等 
a） 再改善勧告 

国は、前記 3.2. (1) の改善勧告等の手続きによっても改善・復旧が確認できない場合は、

事業者に対して再改善勧告を行う。 

 

b） 改善・復旧計画の作成及び確認 
事業者は、再改善勧告に基づき、直ちに要求水準未達の状態を改善・復旧することを内容

とする改善・復旧計画書を作成し、国に提出する。当該改善・復旧計画書においては、要求

水準未改善の原因を明記しなければならない。 

国は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、要求水準未達の状態の改善・復旧が

できる内容であるかどうかを確認する。なお、要求水準未達の状態が改善・復旧できる内容

と認められない場合、又は内容が合理的でないと判断した場合、改善・復旧計画書の変更、

再提出を求めることができる。 

また、事業者から直ちに改善・復旧計画書が提出されない場合、又は提出された改善・復

旧計画書の内容がその変更を求めても改善・復旧することが明らかに不可能であると認めら

れる場合には、事業者との協議によって、構成企業若しくは協力企業の変更を求めることが
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できる。 

 

c） 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認 
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、国に報告する。 

国は、改善・復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改

善・復旧を確認できない場合は、再度前記 3.2. (2) a）の再改善勧告の手続きに移行する。 

 

(3)  減額措置 
国は、内装整備業務について事業者の業務不履行があった場合、事業者の債務不履行と判断

して、上記の改善勧告等の手続きと併行して、内装整備費の減額の措置をとる。詳細は「7. 業

務不履行に伴う減額措置」を参照のこと。 

 

(4)  契約解除 
国は、前記 3.2. (1) から 3.2. (2) の手続きを繰り返しても要求水準未達の状態の改善・復旧が

明らかに困難と判断した場合、事業者の債務不履行と判断して、基本協定及び特定事業契約の

解除を行うことができる。 
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4.  準備に関する業績等の監視及び改善要求措置等 
 業績等の監視方法 

(1)  監視項目及び判断基準 
準備業務に係る業績等の監視は、要求水準の確保を図るために各業務が適切に実施されてい

るかどうかを、各業務の責任者が要求水準に基づき業務の管理及び確認を行った上で、事業者

は自らにより確認し、国はその報告に基づき確認を行う。監視項目及び判断基準は、原則とし

て要求水準による。 

 

(2)  確認方法 
a） 書類による確認 

事業者は、要求水準書「4.本事業に係る計画・報告」に規定する各種提出書類を、それぞれ

の提出時期までに国に提出する。 

 

b） 随時の業績等の監視 
国は、必要に応じて、事業者からの報告を求めることができる。 

 

c） 実地における確認 
国は、必要に応じて、実地による確認を行うことができる。事業者は、国が行う実地にお

ける確認に必要な協力を行うものとする。 

 

 改善措置要求等 
(1)  改善勧告等 
a） 改善勧告 

国は、準備業務の状況を監視した結果、事業者の要求水準を満たさないと判断した場合は、

事業者に直ちにその改善・復旧を行うよう改善勧告を行う。 

 

b） 改善・復旧計画の作成及び確認 
事業者は、改善勧告に基づき、直ちに要求水準を満たさない状態を改善・復旧することを

内容とする改善・復旧計画書を作成し、国に提出する。 

ただし、要求水準未達の改善に緊急を要し、応急処置等の実施が合理的であると判断され

る場合には、事業者は自らの責任において応急処置等の適切な処置をとるものとし、これを

国に報告する。 

国は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、要求水準未達の状態の改善・復旧が

できる内容であるかどうかを確認する。なお、国は、要求水準未達の状態が改善・復旧でき

る内容と認められない場合、又は内容が合理的でないと判断した場合は、改善・復旧計画書

の変更、再提出を求めることができる。 

また、事業者から直ちに改善・復旧計画書が提出されない場合は、4.2. (2) a）の再改善勧告

の手続きに移行する。 
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c） 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認 
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、国に報告する。 

国は、改善・復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改

善・復旧を確認できない場合は、4.2. (2) a）の再改善勧告の手続きに移行する。 

 

(2)  再改善勧告等 
a） 再改善勧告 

国は、前記 4.2. (1) の改善勧告等の手続きによっても改善・復旧が確認できない場合は、

事業者に対して再改善勧告を行う。 

 

b） 改善・復旧計画の作成及び確認 
事業者は、再改善勧告に基づき、直ちに要求水準未達の状態を改善・復旧することを内容

とする改善・復旧計画書を作成し、国に提出する。当該改善・復旧計画書においては、要求

水準未改善の原因を明記しなければならない。 

国は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、要求水準未達の状態の改善・復旧が

できる内容であるかどうかを確認する。なお、要求水準未達の状態が改善・復旧できる内容

と認められない場合、又は内容が合理的でないと判断した場合、改善・復旧計画書の変更、

再提出を求めることができる。 

また、事業者から直ちに改善・復旧計画書が提出されない場合、又は提出された改善・復

旧計画書の内容がその変更を求めても改善・復旧することが明らかに不可能であると認めら

れる場合には、事業者との協議によって、構成企業若しくは協力企業の変更を求めることが

できる。 

 

c） 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認 
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、国に報告する。 

国は、改善・復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改

善・復旧を確認できない場合は、再度前記 4.2. (2) a）の再改善勧告の手続きに移行する。 

 

(3)  契約解除 
国は、前記 4.2. (1) から 4.2. (2) の手続きを繰り返しても要求水準未達の状態の改善・復旧が

明らかに困難と判断した場合、事業者の債務不履行と判断して、基本協定、特定事業契約の解

除を行うことができる。 

  



- 9 - 
 

 

5.  維持管理、運営、利便増進事業に関する業績等の監視及び改善要求措置等 
 業績等の監視方法 

(1)  監視項目及び判断基準 
維持管理業務、運営業務、利便増進事業に係る業績等の監視は、要求水準の確保を図るため

に各業務が適切に実施されているかどうかを、各業務の責任者が要求水準に基づき業務の管理

及び確認を行った上で、事業者は自らにより確認し、国はその報告に基づき確認を行う。監視

項目及び判断基準は、原則として要求水準による。 

 

(2)  確認方法 
a） 書類による確認 

事業者は、要求水準書「4.本事業に係る計画・報告」に規定する各種提出書類を、それぞれ

の提出時期までに国に提出する。 

 

b） 随時の業績等の監視 
国は、バス事業者・ターミナル利用者等から維持管理・運営の状況について疑義の申出を

受けた場合は事業者に確認し、必要に応じて事業者からの報告を求めることができる。その

他国が必要と認める場合も同様とする。 

 

c） 実地における確認 
国は、必要に応じて、実地による確認を行うことができる。事業者は、国が行う実地にお

ける確認に必要な協力を行うものとする。 

 

 改善措置要求等 
(1)  改善勧告等 
a） 改善勧告 

国は、業績等を監視した結果、事業者の業務不履行と判断した場合は、事業者に直ちにそ

の改善・復旧を行うよう改善勧告を行う。 

 

b） 改善・復旧計画の作成及び確認 
事業者は、改善勧告に基づき、直ちに業務不履行の状態を改善・復旧することを内容とす

る改善・復旧計画書を作成し、国に提出する。 

ただし、業務不履行の改善に緊急を要し、応急処置等の実施が合理的であると判断される

場合には、事業者は自らの責任において応急処置等の適切な処置をとるものとし、これを国

に報告する。 

国は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、業務不履行の状態の改善・復旧がで

きる内容であるかどうかを確認する。なお、国は、業務不履行の状態が改善・復旧できる内

容と認められない場合、又は内容が合理的でないと判断した場合は、改善・復旧計画書の変

更、再提出を求めることができる。 

また、事業者から直ちに改善・復旧計画書が提出されない場合は、5.2. (2) a）の再改善勧告
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の手続きに移行する。 

 

c） 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認 
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、国に報告する。 

国は、改善・復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改

善・復旧を確認できない場合は、5.2. (2) a）の再改善勧告の手続きに移行する。 

 

(2)  再改善勧告等 
a） 再改善勧告 

国は、前記 5.2. (1) の改善勧告等の手続きによっても改善・復旧が確認できない場合は、

事業者に対して再改善勧告を行う。 

 

b） 改善・復旧計画の作成及び確認 
事業者は、再改善勧告に基づき、直ちに業務不履行の状態を改善・復旧することを内容と

する改善・復旧計画書を作成し、国に提出する。当該改善・復旧計画書においては、業務不

履行未改善の原因を明記しなければならない。 

国は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、業務不履行の状態の改善・復旧がで

きる内容であるかどうかを確認する。なお、業務不履行の状態が改善・復旧できる内容と認

められない場合、又は内容が合理的でないと判断した場合、改善・復旧計画書の変更、再提

出を求めることができる。 

また、事業者から直ちに改善・復旧計画書が提出されない場合、又は提出された改善・復

旧計画書の内容がその変更を求めても改善・復旧することが明らかに不可能であると認めら

れる場合には、事業者との協議によって、業務不履行となった業務を受託又は請け負ってい

る構成企業若しくは協力企業を、他の構成企業若しくは協力企業に変更することを求めるこ

とができる。 

 

c） 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認 
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、国に報告する。 

国は、改善・復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改

善・復旧を確認できない場合は、再度前記 5.2. (2) a）の再改善勧告の手続きに移行する。 

 

(3)  減額措置 
国は、維持管理業務、運営業務について事業者の業務不履行があった場合、事業者の債務不

履行と判断して、上記の改善勧告等の手続きと併行して、サービス購入料の減額の措置をとる。

詳細は「7. 業務不履行に伴う減額措置」を参照のこと。 

 

(4)  契約解除 
国は、前記 5.2. (1) から 5.2. (2) の手続きを繰り返しても業務不履行の状態の改善・復旧が明

らかに困難と判断した場合、事業者の債務不履行と判断して、基本協定、特定事業契約の解除

を行うことができる。  
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6.  事業終了時における業績等の監視及び改善要求措置等 
 業績等の監視方法 

(1)  監視項目及び判断基準 
国は、事業期間の終了時において、運営権設定対象施設の性能の要求水準に対する達成状況

を確認する。 

監視項目及び判断基準は、原則として要求水準による。 

 

(2)  確認方法 
国は事前に通知を行い、事業終了時の 4 年前から、運営権設定対象施設のうち、維持管理業

務及び運営業務の対象である施設について、書類による確認と実地における確認を行う。事業

者は、必要事項や申し送り事項その他の関係資料を国に提供する等、本事業の引継ぎに必要な

協議を行うこと。 

 

a） 書類による確認 
事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに国に提出する。 

 

表  1 提出する書類及び時期（事業終了時） 

 提出書類 提出時期 
① 年度業務報告書 事業終了時の 4 年前、事業終了時 
② 月次業務報告書 事業終了時の 4 年前、事業終了時 

③ 
施設及び設備の劣化等の状況並びに当該施設

及び設備の保全のために必要となる資料 
事業終了時の 1 年前、事業終了時 

④ その他国が必要と認める書類 随時 
※提出済みの書類について、提出後に変更した場合は変更後の書類のみを提出すること。 

 

b） 実地における確認 
国は、必要に応じて、実地による確認を行うことができる。事業者は、国が行う実地にお

ける確認に必要な協力を行うものとする。 

 

 改善措置要求等 
(1)  改善勧告等 
a） 改善勧告 

国は業績等を監視した結果、要求水準を達成していないと判断した場合は、事業者に対し

て直ちにその改善・復旧を行うよう改善勧告を行う。 

 

b） 改善・復旧計画の作成及び確認 
事業者は、改善勧告に基づき、改善・復旧することを内容とする改善・復旧計画書を作成

し、国に提出する。 

国は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、改善・復旧ができる内容であるかど

うかを確認する。なお、要求水準を達成していない状態が改善・復旧できる内容と認められ
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ない場合、又は内容が合理的でないと判断した場合は改善・復旧計画書の変更、再提出を求

めることができる。 

 

c） 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認 
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、国に報告する。 

国は、改善・復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改

善・復旧を確認できない場合は、再度前記 6.2. (1) a）の改善勧告の手続きに移行する。 

 

(2)  契約の解除 
国は、事業終了時までに改善が確認されない場合には、事業者の債務不履行と判断して、本

件特定事業契約に定めるところに従い、事業期間終了前に基本協定、特定事業契約の解除を行

うことができる。 
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7.  業務不履行に伴う減額措置 
 内装整備に係る減額等 
内装整備に係る提案・計画書等が、改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成され

ないことが明らかになった場合、国は、当該時点の事業費内訳表等に基づき、当該部分に係る

内装整備費の減額を行い、さらに、当該部分に係る内装整備費の減額と同額の違約金の請求を

行うことができる。なお、国は、当該内容に関連する維持管理・運営に係るサービス購入料も

あわせて減額等を行うことができる。 

 

 維持管理、運営に係る減額方法 
(1)  基本的な考え方 

特定事業契約期間中の要求水準の未達成等を、①重大な事象、②重大な事象以外の事象に分

類し、①②に該当する場合かつ事業者の責に帰す事由による場合は、維持管理・運営に係るサ

ービス購入料の減額を行う。 

なお、市の実施する業績等の監視によって発生する減額措置についても、国の支払う維持管

理・運営に係るサービス購入料に反映し、減額する。 

 

(2)  重大な事象に対する減額 
ア 次のいずれかに該当するかどうかにより判断する。これらに該当する主な具体例としては、

「別紙 重大な事象の具体例」に掲げるような事象が想定される。 

① 交通機能・公益機能の麻痺 

② 重大な事故の発生 

③ 明らかな不作為に起因する事故の発生 

④ 法令違反 

⑤ 提出書類、報告等における虚偽 

重大な事象の判断基準は、特定事業契約の締結後、事業者の作成する素案に基づき、国と事

業者で協議のうえ、国が定める。 

 

イ 重大な事象に係る業務不履行を確認し、改善勧告を行った場合、維持管理・運営に係るサ

ービス購入料の当期の支払予定額を減額する。減額の相当額は、改善勧告を行った日から、改

善及び復旧を確認した日までの間の日数の日割りとする。 

ウ 発生した重大な事象に係る業務不履行が、以前に発生した重大な事象に係る業務不履行と

同一の内容であると国がみなした場合には、上記イに加え、以前発生した重大な事象の発生

回数を乗じた金額を減額する。 

エ 再改善勧告を行った場合、維持管理・運営に係るサービス購入料の当期の支払予定額を減

額する。減額の相当額は、再改善勧告を行った日から、改善及び復旧を確認した日までの間の

日数の日割りとする。 

 

(3)  重大な事象以外の事象に対する減額 
ア 重大な事象に該当しない場合については、要求水準を達成しているかどうかにより判断す

る。 



- 14 - 
 

 国は、重大な事象以外の事象の判断基準を、特定事業契約の締結後、事業者の作成する素案

に基づき、国と事業者で協議のうえ、定める。なお、判断基準には、各業務について次の事項

を具体化した事項を含める。 

① 重大な事象発生時の報告遅延 

② 要求水準記載事項の未達成 

③ 事業者による速やかな一次対応ができていない場合 

④ 利用者・バス事業者等からのクレーム（要求水準の未達成による場合に限る） 

⑤ 業務実施方法の誤りによる被害が派生した場合、誤りが繰り返される場合 

⑥ 提出書類、報告等の提出遅延 

イ 業務不履行を確認し、改善勧告又は再改善勧告を行った場合は、維持管理・運営に係るサ

ービス購入料の当期の支払予定額を減額する。減額の相当額は、改善勧告を行った日から、改

善・復旧計画を受領した日までの間の日数の日割りとする。 

ウ 発生した業務不履行が、以前に発生した事象に係る業務不履行と同一の内容であると国が

みなした場合には、上記イに加え、以前発生した事象の発生回数を乗じた金額を減額する。 

エ 再改善勧告を行った場合、維持管理・運営に係るサービス購入料の当期の支払予定額を減

額する。減額の相当額は、再改善勧告を行った日から、再改善・復旧計画を受領した日までの

間の日数の日割りとする。 

 

 減額以外の損害賠償 
国は、上記 7.1. 又は 7.2. による減額とは別に、業務不履行に伴う損害賠償を事業者に請求す

ることができる。 
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別紙 重大な事象の具体例 

項目 具体的な事象（例） 
重大な事象となる判断基準（例） 

規模・内容等による 
判断基準 

結果による 
判断基準 

バスターミナル機能

の停止 
バスの入出庫、発着等がで

きない など 
－ バス運行の不全 な

ど 
利用者・バス事業者が必要

な情報を入手できない 

など 

運行情報提供設備の

全停止 など 
情報配信不能 など 

ユニバーサルデザイ

ン、バリアフリーの欠

如 

移動の支援を受けられな

い 
など 

－ 歩行者の移動不能 

など 

関係者との連携・協調

の欠如 
会議への不参加 
バス事業者間の協議・調整

の未実施 
など 

意図的な連携・協調

の欠如 など 
－ 

施設の美観・機能性・

衛生性の喪失 
施設が適切に維持管理さ

れていない など 
－ 景観阻害回遊・滞留

空間の機能不全 な

ど 
防災機能の喪失 誘導や安全確保、災害情報

の提供を行わない など 
－ 対応を講じなかった

ことによる死傷者の

発生など 
物理的アクセス機能

の停止 
エレベーター停止など エレベーター・エス

カレーターの停止な

ど 

アクセス不能など 

安全性の喪失 事故原因となる可能性の

ある状況の放置など 
－ 人身事故の発生、明

らかな不作為に起因

する事故の発生など 
防犯性の喪失 防犯機能停止、警備の不備

による事件の発生など 
－ 不審者の侵入による

盗難等の発生など 
防災機能の異常 消火器等の誤作動など － バスターミナル運営

不能、機材・書類等へ

の損害 
電力供給、照明設備機

能の停止 
停電、断線 フロア単位、一定時

間以上 
バスターミナル運営

不能 
気密性・水密性の損失 窓の破損、漏水など － バスターミナル運営

不能、機材・書類等へ

の損害など 
空調設備・換気設備機

能の停止 
熱源の停止など 一定時間以上など バスターミナル運営

不能、機材等への損

害など 
通信機能の停止 電話の断線・不通、業務用

通信回線の断線・不通など 
フロア単位、一定時

間以上など 
バスターミナル運営

不能など 
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項目 具体的な事象（例） 
重大な事象となる判断基準（例） 

規模・内容等による 
判断基準 

結果による 
判断基準 

給湯給排水設備機能

の停止 
水漏れなど － 水漏れによる執務不

能、機材・書類等への

損害など 
緊急時等の対応の迅

速性の欠陥 
救急患者、負傷者等の放

置、利用者の避難誘導不備

など 

－ 迅速な応急措置を講

じなかったことによ

る死傷者の発生など 
衛生管理の不徹底 食中毒の発生など － 入院者、通院者の発

生など 
不適切な商品の販売 法令に抵触する商品の販

売 
－ 模造品の販売など 

利用者ニーズへの不

対応 
利用者満足度の低水準 － 長期に亘る低い利用

者満足度など 
法的基準を順守して

いないこと 
資格者以外の法定業務実

施など 
意図的と判断され得

る違反など 
法令違反による業務

停止など 
情報漏洩 個人情報、機密情報の漏洩 － 漏洩による損害の発

生など 
その他コンプライア

ンスの欠如 
提出書類、報告等における

虚偽など 
主要な事項に係る虚

偽、意図的な虚偽、

事実の隠蔽など 

－ 

その他 行政への著しい負担の発

生など 
－ 不適切な業務実施に

伴う著しい行政負担

の発生など 
その他   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三宮バスターミナル特定運営事業等 
 

実施契約書 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月 

神戸市 

【事業者】 



 

 

三宮バスターミナル特定運営事業等 

実施契約書 

 

第 1 事業名 三宮バスターミナル特定運営事業等 

 

第 2 本施設（市）の概要 

1 本施設（市） 

道路法に基づく道路の附属物（特定車両停留施設（市））のうち、利便施

設（市）を除いた部分 

2 本施設（市）の場所 兵庫県神戸市中央区雲井通７丁目 

 

第 3 事業の概要 

1 事業期間等 

(1) 本施設（市） 

準備業務期間 実施契約締結日から、供用開始時までの期

間 

運営・維持管理期間 供用開始時から、運営権設定日の27年後の

応当日の前日までの期間 

運営権存続期間 運営権設定日から、運営権設定日の27年後

の応当日の前日までの期間 

 

(2) 三宮バスターミナル及び事業敷地引渡し 

三宮バスターミナル及び事業敷地

引渡し時期 

【〇】 

 

2 運営権対価 

第８章（運営権対価）に定めるとおり。 

 

第 4 事業の内容 

第４条（本事業（市）の実施）に定めるとおり。 

 

上記の事業について、発注者 神戸市（以下「市」という。）と受注者【〇】（以下「事

業者」という。）は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正

な事業契約兼公共施設等運営権実施契約である実施契約を締結し、信義に従って誠実にこれ

を履行する。  



 

 

この契約の証として、本書２通を作成し、市及び事業者が記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 

令和６年【〇】月【〇】日 

 

 

発注者（市） 

住所 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

氏名 神戸市長 久元 喜造 

 

 

受注者（事業者） 

住所 【事業者の住所】 

商号 【事業者の商号】 

氏名 【役職】  【氏名】 
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前文 本契約の前提 

 

一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等（以下「本事業（国）」とい

う。）及び三宮バスターミナル特定運営事業等（以下「本事業（市）」といい、本事業（国）

と総称して以下「本事業」という。）は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律（平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。）の定めるところにより選

定事業として実施するものである。 

本事業における公共施設等の管理者は、国土交通大臣及び神戸市長である。 

 

国及び市は、本事業について、令和６年１月16日にPFI法第５条第１項に定める特定事業の

実施に関する方針を公表し、令和【〇】年【〇】月【〇】日にPFI法第７条の定めるところに

より、本事業のうち、新バスターミナル運営等事業及び新バスターミナル利便増進事業並び

に三宮バスターミナル運営等事業及び三宮バスターミナル利便増進事業を特定事業として選

定した。 

国及び市は、令和【〇】年【〇】月【〇】日に本事業の実施を担う民間事業者を特定し、

令和【〇】年【〇】月【〇】日に当該民間事業者との間で基本協定書（国）及び基本協定書

（市）を締結した。 

 

市及び事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関す

る基本方針（平成30年10月23日閣議決定）の趣旨を踏まえ、本事業（市）の適正かつ確実な

実施を図るために相互に協力し、円滑な遂行に努める。 
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第 1 章 総 則 

第1条  （用語の解釈） 

1  実施契約において用いる語句は、本文中において特に明示するもの及び文脈上

別異に解すべきものを除き、別紙１（定義集）において定める意義を有する。 

2  実施契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、実施契約の各条

項の解釈に影響を与えるものではない。 

3  実施契約で規定する法令等につき、改正又はこれらに替わる新たな法令等の制定

が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が実施契約に適用される。 

 

第2条  （公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

1  実施契約の締結及びその履行に際し、本事業（市）の目的の実現に向けて、市

は、本事業（市）が民間企業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることを、

事業者は、本事業（市）が高度の公共性及び公益性を有することを、それぞれ十分

理解しその趣旨を尊重する。 

2  事業者は、本事業（市）内容の詳細について、社会情勢の変化その他の本事業

（市）に係る外在的及び内在的な事情の変化を踏まえ、市の請求に応じて市と緊密

に協議し、必要に応じて随時見直すことに合意する。なお、事業者は、かかる協議

が必要と自ら認める場合は、市に対して協議を求めることができ、市は、合理的な

理由なくして協議を留保、遅延又は拒否しないものとする。 

 

第3条  （実施契約等） 

1  実施契約は、要求水準書、募集要項等及び事業提案書と一体の契約であり、これ

らはいずれも実施契約の一部を構成する。実施契約の規定に基づき、市と事業者の

間で別途締結される契約は、いずれも実施契約の一部を構成する。 

2  実施契約、要求水準書、募集要項等及び事業提案書の内容に矛盾又は齟齬がある

場合は、この順に優先して適用される。ただし、事業提案書の内容が要求水準書に

定める水準を超える場合には、その限りにおいて事業提案書が要求水準書に優先す

る。 

 

第4条  （本事業（市）の実施） 

1  本事業（市）は、次の各号に掲げる業務により構成される三宮バスターミナル運

営等事業及び次項に定める三宮バスターミナル利便増進事業をいう。各業務の詳細

は要求水準書等に定める。 

(1) 準備業務 

イ 開業前研修 

ロ バス事業者部会からの引継ぎ 

ハ バス便の移行調整業務 
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ニ 広報活動 

ホ 事業パンフレットの作成 

へ 供用約款の策定 

(2) 維持管理業務 

イ 建築物点検保守管理業務 

ロ 建築設備点検保守管理業務 

ハ 車路点検保守管理業務 

ニ 什器・備品維持管理業務 

ホ 警備業務 

ヘ 清掃業務 

ト 経常修繕業務 

チ 交通事故応急対応業務 

リ 長期修繕計画案作成業務 

(3) 運営業務 

イ 運行管理業務（運行ダイヤ調整、運行管理等） 

ロ 料金徴収業務（停留料金の設定、届出、収受等） 

ハ 安全対策業務 

ニ 利用者対応業務（チケット販売の調整及び運営、利用者案内・対応、苦

情への対応等） 

ホ 危機管理対応業務 

ヘ バス便の移行調整業務（移行対象バスの調整の場の設定及び会議への参

加、移行対象バス以外の取扱い検討等） 

ト その他関連業務（広報活動、管理規約（市）の遵守、三宮周辺における

エリアマネジメント活動への参加等） 

2  事業者は、あらかじめ市との協議が成立することを条件として、実施契約及び要

求水準書において定められる条件を充足する範囲において、自らの責任と費用によ

り、自らが必要と考える事業・業務（利便施設（市）の設置・運営を含み、以下

「三宮バスターミナル利便増進事業」という。）を任意に行うことができるものと

する。ただし、本事業（国）については、事業者は、当該事業にかかる特定事業契

約に定める条件に従う限りにおいて、市との事前の協議なく、当該事業を実施する

ことができる。 

3  事業者は、要求水準書等に従い、事業期間において、本事業（市）を実施する。 

4  事業者は、本事業（市）を実施するにあたり、適用される全ての法令等を遵守し

なければならない。 

 

第5条  （運営業務の収入） 

1  事業者は、三宮バスターミナルに係る運営業務を実施するにあたり、本条の規定
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に従い、利用料金を設定又は変更の上、本施設（市）に車両を停留させる者（バス

事業者（市）を含むが、これに限られない。）から停留料金を徴収すること及び利

便施設（市）の利用者から収入を得ることができる。 

2  事業者は、道路法第48条の35第２項に基づき、自らの経営判断により、以下の

各号に定める条件を充足する範囲内で、停留料金を設定する。 

イ 特定車両を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするもので

ないこと。 

ロ 特定車両を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそ

れのないものであること。 

ハ 特定車両停留施設（市）を利用することができる特定車両と同一の種類

の車両を同時に２両以上停留させる付近の施設で道路の区域外に設置さ

れており、かつ、一般公衆の用に供するものの停留料金に比して著しく

均衡を失しないものであること。 

3  事業者は、実施契約締結後、供用開始時までに、前項に従って設定した停留料金に

ついて、市に届出を行う。市は、道路法第48条の42第１項に基づき、事業者が届け出

た停留料金の額が上記規定に従ったものであるか確認するとともに、上記規定に反す

ると認められる場合には、市が期間を定めて当該料金の変更を事業者に命じることが

できるものとする。 

4  前二項の規定は、当初設定した停留料金を変更する際も同様に適用するものと

する。 

5  事業者は、利便施設（市）に係る料金については、法令等上、料金を収受し、

その収入とすることが禁止されていないことを確認した上で、自ら自由に料金を設

定、収受し、その収入とすることができる。 

6  本条に基づき利用者から徴収した停留料金及び利便施設（市）に係る料金は、

別紙３（需要変動に基づく調整）に従い、市と事業者にそれぞれ帰属するもの

とする。 

 

第6条  （市の実施業務） 

1  事業者は、準備業務期間及び運営・維持管理期間中において、市又はその他の関

係者の実施する業務等が、実施契約に定める準備業務、運営業務及び維持管理業務

の実施に関連する場合には、当該業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行う。 

2  事業者は、前項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第

三者及びその使用人等に関する一切の責任を負わない。ただし、事業者による調整

が不適当と認められる場合はこの限りではない。 

 

第7条  （資金調達） 

1  本事業（市）の実施に関する一切の費用（前条（市の実施業務）に従い市が負担
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する費用を除く。）は、実施契約に別段の定めがある場合を除き全て事業者が負担

し、本事業（市）の実施に要する事業者の資金調達は全て事業者の責任において行

う。 

2  事業者は、前項に定める資金調達に係る金利変動による増加費用が生じた場合は、

当該増加費用を負担する。 

 

第8条  （公租公課の負担） 

事業者は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、本事業（市）に関連して

生じる一切の租税を負担する。 

 

第9条  （保険の付保等） 

1  事業者は、自ら又は業務委託先をして、別紙２（事業者が付す保険等）の定める

ところにより、自らの責任及び費用負担により、本事業（市）の実施に必要な保険

に加入させなければならない。 

2  事業者は、自らが保険契約者であるか否かを問わず、前項による保険に関する証

券及び保険約款（特約がある場合には、当該特約に関する書類を含む。）又はこれ

らに代わるものを、それらの保険契約締結後直ちに市に提示し、原本証明付き写し

を提出しなければならない。 

 

第 2 章 本事業（市）実施の準備 

 

第 1 節 実施体制及び本事業（市）の準備 

 

第10条  （本事業（市）の実施体制等） 

1  事業者は、本事業（市）に係る業務を着手する日までに、本事業（市）を実施す

るために必要な体制を確保する。 

2  事業者は、要求水準書等に基づき、本事業（市）の実施に関連して、本事業（市）

の実施に係る実施体制図その他要求水準書で定める書面（以下「実施体制図等」と

いう。）を所定の期限までに策定して市に提出し、市の確認を受けなければならな

い。市は、実施体制図等が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正

を命ずることができる。 

3  事業者は、実施契約締結後事業期間が終了するまでの間に、実施体制図等の内容

を変更しようとする場合は、あらかじめ市に通知し、必要に応じて協議する。市は、

実施契約に別段の定めがある場合を除き、実施体制図等の変更内容が要求水準を満

たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずることができる。 
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第11条  （総括代理人） 

1  事業者は、実施契約締結後速やかに、本事業（市）の業務全体を総合的に把握し

調整を行う総括代理人（以下「総括代理人」という。）を確保し、市に対して、そ

の旨を報告するものとする。総括代理人は、実施契約の履行に関し、本事業（市）

の業務全体の管理及び総括を行うほか、総括代理人の変更、契約金額の変更、請求

及び受領並びに実施契約の解除に係る権限を除き、実施契約に基づく業務に関する

一切の権限を行使することができる。 

2  事業者は、総括代理人を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得た上で、総括

代理人を変更することができる。なお、事業者は、総括代理人の頻繁な変更を避け

るとともに、変更にあたっては、業務の質の維持及び向上を確保するべく、十分な

引継ぎ等を行わなければならない。 

 

第12条  （意図的に削除） 

 

第13条  （準備業務の実施に係る準備） 

1  事業者は、要求水準書等に基づき、準備業務の実施に関連して、要求水準書で定

める書面（以下「準備業務に係る計画書等」という。）を所定の期限までに策定し

て市に提出し、市の確認を受けなければならない。市は、準備業務に係る計画書等

が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずることができる。 

2  事業者が、実施契約締結後準備業務が完了するまでの間に、準備業務に係る計画

書等の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市に通知し、必要に応じて協

議する。市は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、準備業務に係る計画書等

の変更内容が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずること

ができる。 

 

第14条  （運営業務の実施に係る準備） 

1  事業者は、要求水準書等に基づき、運営業務の実施に関連して、要求水準書で定

める書面（以下「運営業務に係る計画書等」という。）を所定の期限までに策定し

て市に提出し、市の確認を受けなければならない。市は、運営業務に係る計画書等

が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずることができる。 

2  事業者が、実施契約締結後運営業務が完了するまでの間に、運営業務に係る計画

書等の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市に通知し、必要に応じて協議

する。市は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、運営業務に係る計画書等の

変更内容が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずることが

できる。 
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第15条  （維持管理業務の実施に係る準備） 

1  事業者は、要求水準書等に基づき、維持管理業務の実施に関連して、要求水準書

で定める書面（以下「維持管理業務に係る計画書等」という。）を所定の期限まで

に策定して市に提出し、市の確認を受けなければならない。市は、維持管理業務に

係る計画書等が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずるこ

とができる。 

2  事業者が、実施契約締結後維持管理業務が完了するまでの間に、維持管理業務に

係る計画書等の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市に通知し、必要に応

じて協議する。市は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、維持管理業務に係

る計画書等の変更内容が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を

命ずることができる。 

 

第16条  （要求水準確認書） 

事業者は、要求水準書等に従い、本事業（市）の実施に関する要求水準確認書案

を所定の期限までに作成して市に提出しなければならない。事業者は、本事業

（市）に係る業務を着手する日までに、当該要求水準確認書案につき市と協議の上、

市の承諾を得ることにより要求水準確認書を確定する。 

 

第 2 節 必要な契約等の締結 

 

第17条  （業務の委託等） 

1  事業者は、各業務の全てを業務委託先に一括して委託又は請け負わせてはならな

い。また、各業務中、①準備業務のうち「供用約款の策定」並びに②運営業務のう

ち「料金徴収業務」、「危機管理対応業務」及び「バス便の移行調整業務」につい

ては、業務委託先から第三者への再委託又は下請負を行ってはならない。 

2  事業者は、各業務に着手する日までに、当該各業務に係る業務委託先との間で業

務委託契約を締結し、当該契約の締結後速やかに当該契約書の写しを市に提出する。 

3  事業者は、前項に基づき各業務を業務委託先に対して委託し又は請け負わせる場

合、暴力団員等のいずれかに該当する者その他市が不適切と認める者に対しては委

託せず又は請け負わせないものとし、業務委託先をして、暴力団員等のいずれかに

該当する者その他市が不適切と認める者に対しては再委託をさせず又は下請負をさ

せないものとする。 

4  事業者は、業務委託先への各業務の委託又は請負（業務委託先から第三者への再

委託又は下請負が行われる場合を含む。）に関する一切の責任を負い、業務委託先

の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして事業者が責

任を負う。 
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第18条  （事業者による許認可の取得等） 

1  次条（市及び関係者による許認可の取得等）に定めるものを除き、本事業（市）

を実施するために必要となる一切の許認可又は届出若しくは報告は、事業者が取得

若しくは承継して維持し、又は作成して提出する。 

2  事業者は、次条（市及び関係者による許認可の取得等）に定めるものを除き、

本事業（市）を実施するために必要となる許認可の取得、承継若しくは維持又は届

出若しくは報告に関する責任及び費用（許認可取得の遅延から生じる増加費用を含

む。）を負担する。ただし、その遅延が市の責めに帰すべき事由による場合には、

市がその責任及び費用を負担する。 

3  市は、事業者が市に対して書面により要請した場合、第１項に定める事業者によ

る許認可の取得、承継若しくは維持又は届出若しくは報告について、法令等の範囲

内において必要に応じて協力する。 

4  事業者は、第１項に定める許認可の原本又は届出若しくは報告の写しを保管

し、市の要請があった場合には許認可の原本又は届出若しくは報告の写しを提示

し、又は許認可の原本証明付きの写し又は届出若しくは報告の写しを市に提出する。 

 

第19条  （市及び関係者による許認可の取得等） 

1  市は、第６条（市の実施業務）第１項に基づき自ら実施する業務に関して必要と

なる許認可又は届出若しくは報告、その他市が本事業（市）の実施に関して必要と

認める許認可又は届出若しくは報告につき、本事業（市）の事業期間中、自らの責

任及び費用負担により取得して維持し、又は作成して提出する。ただし、市が要求

水準書等に従い許認可の取得若しくは維持又は届出若しくは報告について事業者の

協力を求めた場合には、事業者は、自らの責任においてこれに応じる。 

2  前項に定める許認可の取得又は維持に関して許認可権者から条件が付された場合、

市は、当該条件のうち、本事業（市）の実施に関して必要と認めるものについて事

業者に通知するものとし、事業者は、これを遵守しなければならない。 

3  前二項のほか、他の区分所有者（市）（入居テナントを含む。）の責めによる許

認可の取得・維持に関する責任及び損害については、市と事業者で協議の上で対応

する。 

 

第20条  （実施契約に基づき実施可能な行為） 

道路法第48条の40第１項に規定する自動車駐車場等の運営等として、自動車駐車

場等の供用や料金徴収のために通常必要となる行為（当該自動車駐車場等内におけ

る標識等の設置、その運営事業において当然に必要となる事務室、待合所等を設け

る行為、当該自動車駐車場等の清掃又は美化（除草又は除雪を含む。）、駐車の用

に供する部分の拡幅、停留所等の増設等を含む。）のうち、要求水準書等に定めら

れたものについては、事業者は、本契約に基づき、道路法に規定する道路の占用許
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可又は道路に関する工事等に係る承認及び次条（市の承認等の特例）に規定する協

議の成立を要せずして、各行為を実施することができるものとする。 

 

第21条  （市の承認等の特例） 

1  事業者が本事業（市）の実施に関して本施設（市）について行う要求水準書等に

定める行為（前条（実施契約に基づき実施可能な行為）に規定する行為を除く。）

のうち、道路法施行規則第４条の24第２項に規定する行為についての道路法第24条

本文並びに第32条第１項及び第３項の規定の適用については、市と事業者との協議

が成立することをもって、これらの規定による承認又は許可があったものとみなす。 

(1) 道路法第24条本文の規定による承認 

停留場所、乗降場、待合所若しくは荷扱場の増設その他の道路に関する工

事又は除草、除雪その他の道路の維持（いずれも特定車両停留施設（市）の

機能の維持及び向上又は当該施設の利用者の利便の増進に資するものに限

る。） 

(2) 道路法第32条第１項又は第３項の規定による許可 

特定車両停留施設（市）の利用者の一般交通に関し案内を表示する標識又

は食事施設若しくは購買施設その他の特定車両停留施設（市）の利用者の利

便の増進に資する工作物、物件又は施設に係る道路の占用 

2  前項の市と事業者との協議の方法等については、別途市が決定するものとする。 

 

第 3 章 適正業務の確保 

 

第22条  （要求水準を満たす業務の実施） 

事業者は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、自らの責任及び費用負担に

おいて、要求水準書等に従い要求水準を満たし、本事業（市）を実施する。 

 

第23条  （要求水準の変更） 

1  市は、事業期間中に次の各号に掲げる事由が発生した場合、要求水準書を変更す

ることができる。ただし、市は、あらかじめ事業者に対してその旨及び理由を記載

した書面により通知し、事業者と協議を行わなければならない。 

(1) 法令等変更により業務内容を著しく変更せざるを得ないとき 

(2) 災害、事故等により、特別な業務内容が必要なとき又は業務内容を著しく

変更したとき 

(3) その他変更が特に必要と認められるとき 

2  前項の要求水準書の変更に伴う増加費用の負担は、かかる要求水準書の変更が①

法令等が改正され又は制定されたことによる場合は第91条（法令等変更）に従い、

②税制等が改正され又は制定されたことによる場合は第92条（税制変更）に従い、
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③不可抗力による場合は第93条（不可抗力）に従い、④第三者帰責事由による場合

は第94条（第三者帰責事由）に従い、⑤技術進歩・競合施設設置による場合は第95

条（技術進歩・競合施設設置）に従うものとし、⑥上記①から⑤以外の場合であっ

て、市の事由による場合は市が、事業者の事由による場合は事業者が、それぞれ負

担するものとする。 

3  この条に基づく要求水準書の変更により事業者の費用が減少する場合には、

当該費用相当額については市の帰属とする。ただし、事業者からの改善提案等に起

因して事業者の費用が減少したと合理的に認められる場合には、当該費用相当額

については事業者の帰属とする。 

4  この条に基づく要求水準書の変更は書面をもって行うものとする。 

 

第24条  （要求水準の変更による措置） 

1  事業者は、前条（要求水準の変更）第１項に基づく要求水準書の変更に伴う措置

を検討するにあたり、事業者の費用の増加が予想される場合にあっては、これらの

遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように対応策を検討し、市に通知すると

ともに市と協議しなければならない。 

2  要求水準の変更がなされる場合で、成果物の変更が必要な場合には、事業者は、

速やかに必要な範囲内で、成果物を変更する。 

3  要求水準の変更がなされる場合で、運営業務及び維持管理業務に係る業務計画書

又は年度業務計画書等の変更が必要な場合には、事業者は、速やかに必要な範囲内

で、業務計画書又は年度業務計画書等を変更する。 

 

第25条  （総括代理人の変更要請） 

1  市は、事業期間中において、総括代理人がその職務の執行につき著しく不適当と

認められるときは、事業者に対し、その理由を明示した書面により、総括代理人の

変更を要請することができる。 

2  事業者は、前項に規定する要請を受けたときは、速やかに新たな総括代理人を選

出し、市の承諾を得なければならない。 

 

第26条  （統括管理責任者の設置及び変更） 

1  事業者は、要求水準書等に従い、準備業務、運営業務及び維持管理業務の業務

履行の責任者である統括管理責任者（以下「統括管理責任者」という。）を定

め、市に届け出なければならない。 

2  事業者は、統括管理責任者を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得た上で、

かかる統括管理責任者を変更することができる。なお、事業者は、かかる統括管理

責任者の頻繁な変更を避けるとともに、変更にあたっては、業務の質の維持及び向

上を確保するべく、十分な引継ぎ等を行わなければならない。 
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第27条  （財務情報の報告） 

1  事業者は、要求水準書等に従い、事業者の財務諸表その他本事業（市）の財務情

報を市に報告する。 

2  事業者は、事業期間中、本事業（市）の財務情報に関し市が必要と認めて（市の

固定資産台帳の整理等のため必要があるときを含む。）報告を求めた事項について、

遅滞なく市に報告しなければならない。 

 

第28条  （市による指示等） 

1  前条（財務情報の報告）の定めにかかわらず、市は、PFI法第28条に基づき、事業

者による本事業（市）の適正を期するため、事業者に対して、本事業（市）の業務若

しくは経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し又は必要な指示をするこ

とができる。 

2  前項の市の調査又は指示に従うことにより事業者に費用が発生する場合、かかる

費用は事業者の負担とする。 

 

第29条  （監督員）  

1  市は、監督員を定めたときは、その氏名を事業者に通知しなければならない。監

督員を変更したときも同様とする。 

2  監督員は、実施契約のほかの条項に定めるもの及び実施契約に基づく市の権限と

される事項のうち市が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限

を有する。 

(1) 本事業（市）の適正かつ確実な履行に関する、事業者に対する意思表示等 

(2) 本事業（市）の実施に係る要求水準の達成状況の監督 

(3) 実施契約の義務の履行に係る本事業（市）の実施状況の監督 

(4) 事業者の財務状況及び業務委託先との契約内容の監督 

(5) 事業者が作成及び提出した資料の確認、承諾等 

(6) 工程の監督 

3  市は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞ

れの監督員の有する権限の内容を、監督員に実施契約に基づく市の権限の一部を委

任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知しなければならな

い。 

4  第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わな

ければならない。 

5  市が監督員を置かない場合には、実施契約に定める監督員の権限は、市に帰属す

る。 
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第30条  （臨機の措置及び運営権の停止） 

1  事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなけ

ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、事業者は、あらか

じめ市の意見を聴かなければならない。ただし、緊急時等やむを得ない事情がある

ときは、この限りでない。 

2  前項の場合においては、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しな

ければならない。 

3  市は、災害防止その他本事業（市）の実施上特に必要があると認めるときは、事

業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 

4  事業者が第１項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措

置に要した費用のうち、事業者が負担することが適当でないと認められる部分につ

いては、市が負担する。ただし、ミント神戸の運営・維持管理全体で必要となる臨機

の措置に要した費用は、市、事業者及び管理協議会等による協議のうえ対応する。 

5  事業者が準備業務期間又は運営・維持管理期間に第１項又は第３項の規定により

臨機の措置を講じた場合、当該措置に要する費用は事業者が負担するものとする。

ただし、臨機の措置が必要となった主たる原因が法令等変更、不可抗力又は第三者

帰責事由又は技術進歩・競合施設設置のいずれかに相当する場合は、第91条（法

令等変更）、第93条（不可抗力）、第94条（第三者帰責事由）、又は第95条（技術

進歩・競合施設設置）の規定の適用を妨げない。 

6  前各項の規定にかかわらず、運営・維持管理期間に限り、市は、災害防止等のた

め必要があると認めるときであって前各項に定める臨機の措置では対応できないと

判断する場合、自らの判断で、PFI法第29条第２項に基づく聴聞を行った上で、同

条第１項に基づき、必要な期間、必要な範囲において運営権の行使の停止を命ずる

ことができる。この場合、市は、当該停止した運営権に基づく本事業（市）を自ら

行うことができ、また、事業者に対して市による当該事業の実施について協力（事

業者が所有する資産についての市による一時的使用、締結している契約についての

市による一時的承継その他の協力を含むがこれらに限られない。）を要請すること

ができ、事業者はこれに協力しなければならない。 

7  前項に基づき運営権の行使が停止された場合、市は、PFI法第27条第１項に基づき

これを登録するとともに、当該停止が同法第29条第１項第２号に規定する事由によ

る場合であって事業者に増加費用又は損害が発生した場合又は収益が減少した場合

は、事業者に対して、同法第30条に基づいて、市は、①事業者が当該停止に対応す

るための本事業（市）の実施方法の変更に直接必要となった費用の増加分（ただし、

当該停止に起因して費用が減少した場合には減少分を控除する。）及び②当該停止

に直接起因して発生した事業者の収益の減少額の合計額（いずれも当該運営権の行

使の停止期間中に発生したものに限る。）分の補償金を支払う方法により事業者に

補償するものとする。なお、当該停止が同法第29条第１項第２号に規定する以外の
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事由によるときは、市は、本項に定める補償額について補償する責任を負わない。  

 

第31条  （一般的損害） 

三宮バスターミナル及び事業敷地について生じた損害その他本事業（市）の実施

に関して生じた損害（次条（第三者に及ぼした損害）第１項に規定する損害を除

く。）については、事業者がその費用を負担する。ただし、その損害（第９条（保

険の付保等）第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。）

のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。 

 

第32条  （第三者に及ぼした損害） 

1  本事業（市）の実施について第三者に損害を及ぼした場合（通常避けることので

きない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、悪臭、

電波障害又は交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼした場合を含む。）は、

事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害（第９条（保険の

付保等）第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。この

条において以下同じ。）のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについて

は、市が負担する。 

2  前項の損害が、準備業務期間又は運営・維持管理業務期間に生じたものであって、

他の区分所有者（市）（入居テナントを含む。）の責めに帰すべき理由による場合

は、市と事業者で協議の上、管理規約（市）及び当事者等との協議に基づき対応する。 

3  前二項の場合その他本事業（市）の実施について第三者との間に紛争を生じた場

合においては、事業者の責任において、市と協力の上、その処理解決に当たる。 

 

第33条  （セルフモニタリング） 

1  事業者は、第27条（財務情報の報告）に定めるほか、別紙４（業務等の監視及び

改善要求措置要領）及び要求水準確認書に従い、セルフモニタリングを行い、所定

の書類を所定の期限までに又は市の請求に従って随時、市に提出するとともに、各

業務の内容に対するセルフモニタリング結果の反映等の必要な措置を講じるものと

する。 

2  事業者は、第27条（財務情報の報告）及び前項のセルフモニタリングの内容に

ついて、事業者のウェブサイトにおいて公表する。 

 

第34条  （市によるモニタリング） 

1  市は、前条（セルフモニタリング）第１項に基づき提出された書類に基づき、

別紙４（業務等の監視及び改善要求措置要領）の定めに従って、各業務が要求水準

を満たし、かつ事業提案書に基づき適正かつ確実に遂行されているか否かのモニタ

リングを行い、別紙４（業務等の監視及び改善要求措置要領）及び要求水準確認書
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の定めに従って、かかる市のモニタリングに必要な協力を行う。 

2  市は、前条（セルフモニタリング）第１項のセルフモニタリング及び前項のモ

ニタリングにより、事業者の実施する業務が要求水準を満たさず又は事業提案書に

基づき適正かつ確実に遂行されていないと判断した場合、別紙４（業務等の監視及

び改善要求措置要領）の定めに従って、事業者に対しては、是正措置を行うととも

に、各業務の業務委託先の変更請求を事業者との間で協議することができる。また、

国との間では、特定事業契約に定めるサービス購入料（国）の減額を目的とする国

と事業者の間の協議を行うことができるものとし、詳細は別紙４（業務等の監視及

び改善要求措置要領）に定めるところに従う。 

 

第35条  （業務等の監視及び改善要求措置要領等の変更） 

1  市は、実施契約締結後事業期間が終了するまでの間、合理的な理由がある場合

には、別紙４（業務等の監視及び改善要求措置要領）を変更することができる。

ただし、市は、あらかじめ事業者に対してその旨及び理由を記載した書面により

通知し、事業者と協議を行わなければならない。 

2  市は、実施契約締結後事業期間が終了するまでの間、実施契約が変更された場合、

要求水準書が変更された場合、その他本事業（市）の業務内容の変更が特に必要と

認められる場合には、事業者に対して、要求水準確認書の変更を請求することがで

きる。 

3  事業者は、市より前項の請求があった場合、市と協議の上、要求水準確認書の変

更を行うものとする。 

4  第１項の別紙４（業務等の監視及び改善要求措置要領）の変更又は前項の要求水

準確認書の変更が市の責めに帰すべき事由により行われた場合には、これに伴う増

加費用については市の負担とする。なお、事業者の費用が減少する場合には、当

該費用相当額については事業者の帰属とする。 

5  第１項の別紙４（業務等の監視及び改善要求措置要領）の変更又は第３項の要求

水準確認書の変更が事業者の責めに帰すべき事由により行われた場合には、これに

伴う増加費用については事業者の負担とする。 

6  第１項の別紙４（業務等の監視及び改善要求措置要領）の変更又は第３項の要求

水準確認書の変更が市又は事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により行われた

場合には、事業者は、かかる変更に伴い自らに発生した全ての増加費用について、

一時的な支払等を行うものとする。また、市及び事業者は、かかる変更に伴い事業

者に発生した合理的な増加費用の最終的な負担方法について、合意が成立するまで

の間、誠実に協議する。 

7  第１項の別紙４（業務等の監視及び改善要求措置要領）の変更又は第３項の要求

水準確認書の変更は、書面をもって行う。 
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第36条  （事業終了時のモニタリング） 

1  市及び事業者は、別紙４（業務等の監視及び改善要求措置要領）及び要求水準確

認書の定めに従って、事業期間の満了する日の４年前から、事業期間満了後の本事

業（市）に係る資産の取扱いについて、協議を行うものとする。この際、事業者は、

事業期間中の修繕履歴及び施設等の消耗具合を具体的に示した「建物等診断報告書」

並びに事業期間終了後に市が行う修繕の必要な箇所及びその後の長期修繕計画につ

いての「次期修繕提案書（案）」を市に提出し、引き渡しについて市と協議を行う

ものとする。 

2  事業者は、事業期間の満了する日の１年前までに、本事業（市）に係る施設及び

設備の劣化等の状況並びに当該施設及び設備の保全のために必要となる資料の整備

状況を、市に報告し、市の確認を受けるものとする。この際、事業者は、時点修正

を行った「次期修繕提案書」（対象物の耐用年数、消耗度等に照らし、各部分の修

繕時期、概算経費等を示すものをいう。）を改めて市に提出し、その確認を受ける

ものとする。市及び事業者は、かかる確認内容に基づき、必要に応じて、事業期間

満了までの当該施設及び設備の修繕及び更新に係る計画並びに事業期間満了後の本

事業（市）に係る資産の取扱いについて協議する。 

3  事業者は、要求水準を満たすよう、事業終了時までに、前二項の協議の結果を反

映した修繕及び更新に係る計画書に基づき、本事業（市）に係る施設及び設備の修

繕及び更新を行うほか、必要となる資料を整備し、市の確認等を受ける。 

4  事業者は、別紙４（業務等の監視及び改善要求措置要領）に定める書類を事業期

間満了時に市に提出し、市の確認を受けるものとする。 

 

第 4 章 事業敷地等の引渡 

 

第 1 節 （意図的に削除） 

 

第37条  （意図的に削除） 

 

第38条  （意図的に削除） 

 

第39条  （意図的に削除） 

 

第40条  （意図的に削除）1 

 

第 2 節 （意図的に削除） 

                            
1 契約保証金は、免除とする。 
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第41条  （意図的に削除） 

 

第42条  （意図的に削除） 

 

第 3 節 （意図的に削除） 

 

第43条  （意図的に削除） 

 

第44条  （意図的に削除） 

 

第45条  （意図的に削除） 

 

第46条  （意図的に削除） 

 

第47条  （意図的に削除） 

 

第48条  （意図的に削除） 

 

第49条  （三宮バスターミナル及び事業敷地の与件等） 

1  市は、三宮バスターミナル及び事業敷地を実施契約冒頭第３の１（２）で明示

した三宮バスターミナル及び事業敷地引渡し時期に事業者に引き渡すものとする。 

2  事業者は、市から三宮バスターミナル及び事業敷地を引渡された日以降、十分

な安全対策を行い、三宮バスターミナル及び事業敷地を、法令等に従い、善良な管

理者の注意をもって管理しなければならない。 

3  事業者は、三宮バスターミナル及び事業敷地内において別途予定されている工事

（他の区分所有者（市）（入居テナントを含む。）が行う工事を含むがこれに限ら

れない。）が円滑に実施されるよう協力しなければならない。詳細は市及び事業者

とで別途協議するものとする。 

4  第１項の引渡が遅延した場合、当該遅延が市又は事業者の責めに帰すべき事由に

よる場合、その費用は当該責めを負う者が負担するものとする。 

5  第１項の規定により引き渡された三宮バスターミナル及び事業敷地について、

引渡し後理由の如何を問わず実施契約又は運営権（市）が終了するまでの間に契約

不適合（募集要項等市が優先交渉権者に開示した情報から合理的に予測することの

できないものに限る。）が発見された場合、事業者は速やかに市に通知する。この

場合、市は、当該期間内に事業者から当該通知があった場合に限り、当該契約不適

合から事業者に発生した損害のうち両者で合意の上で決定した範囲について補償す
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るものとする。 

 

第50条  （意図的に削除） 

 

第51条  （意図的に削除） 

 

第52条  （意図的に削除） 

 

第53条  （意図的に削除） 

 

第54条  （意図的に削除） 

 

第55条  （意図的に削除） 

 

第56条  （意図的に削除） 

 

第57条  （意図的に削除） 

 

第58条  （意図的に削除） 

 

第 4 節 （意図的に削除） 

 

第59条  （意図的に削除） 

 

第60条  （意図的に削除） 

 

第 5 節 （意図的に削除） 

 

第61条  （意図的に削除） 

 

第62条  （意図的に削除） 

 

第63条  （意図的に削除） 

 

第 5 章 準備業務 
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第64条  （準備業務の実施） 

1  事業者は、実施契約締結から第67条（公共施設等運営権の設定及び効力発生）第

２項で定める運営開始日までの期間中、実施契約に別段の定めがある場合を除き、

要求水準書等に定める条件に従い、自らの責任及び費用負担において、準備業務を

実施しなければならない。 

2  事業者は、要求水準書等に従い、準備業務の全部又は一部を準備企業に委託し又

は請け負わせることができる。 

3  事業者は、準備企業が事業者から受託し又は請け負った準備業務の全部を一括し

て、準備企業をして第三者に委託し又は請け負わせてはならない。 

4  市は、準備企業が事業者から受託し又は請け負った業務の一部を第三者（以下

「下請負者等（準備業務）」という。）に委託し又は請け負わせた場合において、

必要があると認めるときは、事業者に対して、下請負者等（準備業務）の名称、下

請負者等（準備業務）との契約金額その他必要な事項の報告を請求することができ

る。 

5  市は、準備業務の完了を確認した場合、供用開始時を事業者に通知しなければな

らない。 

 

第65条  （準備業務の業務計画書） 

1  事業者は、要求水準書等に従い、準備業務に関し、準備業務の実施期間中の業務

計画書、及び各事業年度の年間業務計画書を作成して市に提出し、市の承認を得な

ければならない。 

2  事業者は、前項に定める業務計画書又は年間業務計画書の内容を変更するときは、

事前に変更内容を市に説明し、かつ、変更後の業務計画書又は年度業務計画書を市

に提出し、市の承諾を得なければならない。 

3  事業者は、前二項に定める業務計画書及び年度業務計画書に従って、準備業務を

実施しなければならない。 

 

第66条  （準備業務の業務報告書） 

事業者は、準備業務の履行状況等を自ら確認した上で、要求水準書等に従い、業

務報告書を市に提出しなければならない。 

 

第 6 章 運営業務及び維持管理業務 

 

第 1 節 公共施設等運営権 

 

第67条  （公共施設等運営権の設定及び効力発生） 

1  市は、次に掲げる条件の全部が成就することを停止条件として、本施設（市）に、
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事業者が本施設（市）に係る運営業務及び維持管理業務を実施するための運営権

（市）を設定する。次に掲げる条件の全部が成就した場合、市は、事業者に対し、

運営権設定書を交付し、運営権（市）を設定する。 

(1) 市において必要な議会の議決を完了していること。 

(2) 要求水準書等に基づき、運営業務及び維持管理業務の開始に向けた手続が

円滑に進捗していること。 

2  本施設（市）に設定された運営権（市）は、次に掲げる条件（市が充足しないこ

とを認めた条件を除く。）が全て満たされたことをもって、効力が発生するものと

する（この項に基づき運営権（市）の効力が発生した日を以下「運営開始日」とい

う。）。 

(1) 第18条（事業者による許認可の取得等）に定める事業者が本事業（市）の実

施を開始するために必要となる許認可の取得、承継及び維持を行い又は届出

及び報告を完了していること。 

(2) 第13条（準備業務の実施に係る準備）に定める準備業務に係る計画書等が市

に提出され、市の確認を受けていること。 

(3) 第14条（運営業務の実施に係る準備）に定める運営業務に係る計画書等が市

に提出され、市の確認を受けていること。 

(4) 第15条（維持管理業務の実施に係る準備）に定める維持管理業務に係る計画

書等が市に提出され、市の確認を受けていること。 

(5) 第16条（要求水準確認書）に定める要求水準確認書案が市に提出され、要求

水準確認書につき市と事業者が合意していること。 

(6) 第17条（業務の委託等）第２項に従い、業務委託先との間で運営業務及び維持

管理業務に関する業務委託契約が締結され、当該契約書の写しが市に提出さ

れていること。 

(7) 第64条（準備業務の実施）第5項に定める供用開始の通知がなされていること。 

(8) 第85条（事業者による誓約事項）に定める各書類が市に提出されていること。 

(9) 第120条（金融機関等との協議）に基づき市が必要と認めた場合、市と金融機

関等との間の協定書が締結されていること。 

(10) 基本協定書（市）第３条（事業者の設立）第２項並びに第４条（株式の譲

渡）第５項及び第６項に定める出資者保証書及び誓約書が市に提出されてい

ること。 

(11) 前各号に定められている内容が全て満たされた時点までに、事業者に実施契

約に対する重大な義務違反がないこと。 

3  前二項の定めに従い運営権（市）が設定され、その効力が発生した場合には、当

該効力発生時点における本施設（市）の運営等に関する権利及び責任は市から事業

者に移転する。また、当該効力発生後直ちに、市は事業者に対して運営権（市）の

効力発生を証する書面を交付する。 
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4  運営権存続期間は、運営権設定日から、運営権設定日の27年後の応当日の前日ま

でとする。 

5  事業者は、第１項に基づく運営権（市）の設定後、自らの費用により、PFI法第

27条に基づく運営権（市）の登録に必要な手続がある場合にはこれを行うものとし、

市はこれに協力するものとする。 

 

第 2 節 本施設（市） 

 

第68条  （引渡し） 

市は、運営開始予定日（運営開始日が運営開始予定日よりも遅延する場合は、運

営開始日）までに、事業者による運営業務及び維持管理業務の実施のために、本施

設（市）を事業者に引き渡す。 

 

第 3 節 運営業務及び維持管理業務の実施 

 

第69条  （運営業務の実施） 

1  事業者は、運営・維持管理期間中、実施契約に別段の定めがある場合を除き、要

求水準書等に定める条件に従い、自らの責任及び費用負担において、運営業務を実

施しなければならない。 

2  事業者は、要求水準書等に従い、運営業務の全部又は一部を運営企業に委託し

又は請け負わせることができる。 

3  事業者は、第17条（業務の委託等）第１項に従うほか、運営企業が事業者から受

託し又は請け負った運営業務の全部を一括して、運営企業をして第三者に委託し又

は請け負わせてはならない。 

4  市は、運営企業が事業者から受託し又は請け負った業務の一部を第三者（以下

「下請負者等（運営業務）」という。）に委託し又は請け負わせた場合において、

必要があると認めるときは、事業者に対して、下請負者等（運営業務）の名称、下

請負者等（運営業務）との契約金額その他必要な事項の報告を請求することができ

る。 

 

第70条  （維持管理業務の実施） 

1  事業者は、運営・維持管理期間中、実施契約に別段の定めがある場合を除き、要

求水準書等に定める条件に従い、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務

を実施しなければならない。ただし、①第三者による交通事故による本施設（市）

の損傷については、市が当該交通事故の原因者である当該第三者に対して本施設

（市）の原形復旧に係る工事の実施を求めるものとし、②第三者による交通事故に

よる利便施設（市）の損傷については、事業者が当該交通事故の原因者である当該
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第三者と調整のうえ、解決を図るものとする。 

2  事業者は、要求水準書等に従い、維持管理業務の全部又は一部を維持管理企業に

委託し又は請け負わせることができる。 

3  事業者は、維持管理企業が事業者から受託し又は請け負った維持管理業務の全部

を一括して、維持管理企業をして第三者に委託し又は請け負わせてはならない。 

4  市は、維持管理企業が事業者から受託し又は請け負った業務の一部を第三者（以

下「下請負者等（維持管理業務）」という。）に委託し又は請け負わせた場合にお

いて、必要があると認めるときは、事業者に対して、下請負者等（維持管理業務）

の名称、下請負者等（維持管理業務）との契約金額その他必要な事項の報告を請求

することができる。 

 

第71条  （本施設（市）の追加投資） 

1  事業者は、運営権存続期間中、要求水準を充足する限り、事業提案書及び業務計

画書に基づき、事前に市及び管理協議会の書面による承諾を得た上で、自らの責任

及び費用負担により、本施設（市）について、特定車両停留施設（市）としての機

能の維持及び向上又は当該施設の利用者の利便の増進に資するものに限り、追加投

資（本施設（市）・設備・備品等の改修・更新及び追加等を含む。以下同じ。）を

実施することができる。ただし、次の各号に掲げるものを除く。 

(1) 三宮バスターミナルの躯体や外観を変更するもの 

(2) 市の各種施策に反するもの 

(3) 事業期間終了後に原状復旧することが難しいもの 

(4) その他法令等に違反するもの 

2  事業者は、前項に定める追加投資を行った場合、追加投資の完了後速やかに、当

該追加投資に関する情報を市及び管理協議会に対して報告するとともに、必要に応

じて市及び管理協議会の立会確認を受けるものとする。 

3  第１項に基づく追加投資の対象部分の取扱いは、かかる追加投資の完了後、次の

各号に掲げるとおりとする。 

(1) 本施設（市）との一体性が認められる対象部分は、追加投資完了後に市の所

有に属するものとし、本施設（市）に含まれ、かつ本施設（市）に関しては

運営権（市）の効果が及ぶものとする。ただし、法令等上、当該追加投資の

対象部分に当初運営権（市）が及ばないと解される場合には、市及び事業者

は、協議の上、合意により、当該追加投資の対象部分への運営権（市）の設定

その他の当該追加投資の対象部分を本事業（市）のために使用するために合

理的に必要な措置を講ずるものとする。 

(2) 本施設（市）との一体性が認められる対象部分以外の部分は、事業者の所有

に属するものとする。 

4  本条及び第73条（利便施設（市）等の追加投資）に基づく追加投資による収入の
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増加は、事業者に帰属するものとする。 

5  市は、必要と認める場合は、事業者に対して、第２項の報告に加え、市の公有財

産台帳等に記載するために必要な情報を追加的に開示するよう求めることができ、

事業者はこれに従わなければならない。 

 

第72条  （市による本施設（市）の追加投資） 

1  市は、必要と判断した場合は、事業者に通知の上、自らの責任及び費用負担によ

り本施設（市）に係る追加投資を行うことができ、事業者はかかる追加投資に最大

限協力しなければならない。 

2  市は、自らの費用負担において、前項に定める追加投資の実施を事業者に求める

ことができる。この場合、当該追加投資の実施時期、期間及び費用は、市及び事業

者の協議により決定されるものとし、事業者は、当該協議に誠実に応じなければな

らない。 

3  前二項の規定による追加投資の対象部分は、当然に本施設（市）に含まれ、かつ

本施設（市）に関しては運営権（市）の効果が及ぶものとする。ただし、法令等上、

当該追加投資の対象部分に当初運営権（市）が及ばないと解される場合には、市及

び事業者は、協議の上、合意により、当該追加投資の対象部分への運営権（市）の

設定その他の当該追加投資の対象部分を本事業（市）のために使用するために合理

的に必要な措置を講ずる。 

4  第１項又は第２項に基づき行われる追加投資の内容が、事業者に著しい増加費用

若しくは業務の増加又は損害が発生する場合には、事前に市と事業者が協議し、合

意した上で実施する。この際、市は、必要と認める場合には、協議により実施契約

の変更を行うことができる。 

 

第73条  （利便施設（市）等の追加投資） 

1  事業者は、要求水準を充足する限り、事前に市及び管理協議会の確認を得た上

で、自らの責任及び費用負担により、利便施設（市）その他本事業（市）の実施

のために自らが保有する資産等（備品等を含み、「利便施設（市）等」という。

以下同じ。）について、市に報告の上、新規投資、改修及び追加投資を実施する

ことができる。ただし、第72条（本施設（市）の追加投資）第１項各号に掲げるも

のを除く。 

2  事業者は、前項の規定に基づき、利便施設（市）等の新規投資、改修又は追加

投資を行う場合は、事前に、当該新規投資、改修又は追加投資に関する情報

（新規投資、改修又は追加投資の内容・費用等）を市及び管理協議会に対して通知

する。 

3  第１項に基づき事業者が新規投資、改修又は追加投資を行った利便施設（市）等

は、事業者の所有物とする。 
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4  第１項の場合において市が請求した場合、事業者は、自ら、当該利便施設（市）

等の完成・購入前までに、当該保有資産等について市を予約完結権者とする売買の

一方の予約契約を締結する（同契約における当該保有資産等の売買価格は時価とす

る。）とともに、市が求める場合には、事業者の費用負担において、市が第三者へ

の対抗要件を具備するために必要な登記その他の措置を講じるものとする。 

 

第74条  （長期修繕計画案作成業務） 

1  事業者は、運営業務及び維持管理業務のうち、大規模修繕業務の対象範囲や想定

時期、想定業務規模等、及び費用分担を示すものとして、要求水準書及び事業提案

書に従い、長期修繕計画書の案を作成する。 

2  事業者は、前項に基づき事業者が作成した長期修繕計画書の案について長期修繕

計画は、市の事前承認を得なければならない。 

 

第75条  （大規模修繕等） 

1  市は、事業者が作成し、市の事前承認を得た長期修繕計画書を参考に、本施設

（市）について、市が使用状況等を踏まえ、妥当であると判断した場合、事業者に

通知の上、大規模修繕を実施することができる。 

2  市は、第１項に定める大規模修繕及び改修等の実施に関して、工事期間中の休館

に伴う事業者への営業補償義務を負担しない。 

 

第76条  （運営業務の業務計画書） 

1  事業者は、要求水準書等に従い、運営業務に関し、運営業務の開始日から事業期

間終了までの業務計画書、及び各事業年度の年度業務計画書を作成して市に提出し、

市の承認を得た上で国にもその写しを提出しなければならない。  

2  事業者は、前項に定める業務計画書又は年度業務計画書の内容を変更するときは、

事前に変更内容を市に説明し、かつ、変更後の業務計画書又は年度業務計画書を市

に提出し、市の承諾を得た上で国にもその写しを提出しなければならない。 

3  事業者は、前二項に定める業務計画書及び年度業務計画書に従って、運営業務を

実施しなければならない。 

 

第77条  （維持管理業務の業務計画書） 

1  事業者は、要求水準書等に従い、維持管理業務に関し、維持管理業務の開始日か

ら事業期間終了までの業務計画書、及び各事業年度の年度業務計画書を作成して市

に提出し、市の承認を得た上で国にもその写しを提出しなければならない。 

2  事業者は、前項に定める業務計画書又は年度業務計画書の内容を変更するときは、

事前に変更内容を市に説明し、かつ、変更後の業務計画書又は年度業務計画書を市

に提出し、市の承諾を得た上で国にもその写しを提出しなければならない。 
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3  事業者は、前二項に定める業務計画書及び年度業務計画書に従って、維持管理業

務を実施しなければならない。 

 

第78条  （運営業務の業務報告書） 

事業者は、運営業務の履行状況等を自ら確認した上で、要求水準書等に従い、業

務報告書を市に提出しなければならない。 

 

第79条  （維持管理業務の業務報告書） 

事業者は、維持管理業務の履行状況等を自ら確認した上で、要求水準書等に従

い、業務報告書を市に提出しなければならない。 

 

第80条 （車両の停留許可申請） 

1  事業者は、維持管理・運営業務の実施に関し、特定車両停留施設（市）に車両を

停留させようとする者をして、当該停留に係る市の許可を受けさせなければならな

い。ただし、道路法第48条の32第１項ただし書に規定する車両についてはこの限り

ではない。 

2  特定車両停留施設（市）に停留させることができる車両の種類は、市が道路法第

48条の30に基づき指定し、公示したものに限られるものとする。 

3  第１項の許可に係る申請手続等については、別途市が決定するものとする。 

 

第 7 章 三宮バスターミナル利便増進事業 

 

第81条  （三宮バスターミナル利便増進事業の実施） 

1  事業者は、三宮バスターミナル利便増進事業の実施内容についてあらかじめ市の

承認を得た上で、三宮バスターミナル利便増進事業実施企業をして、当該三宮バス

ターミナル利便増進事業実施企業の責任及び費用負担において、三宮バスターミナ

ル利便増進事業を実施させることができる。 

2  事業者は、提案した三宮バスターミナル利便増進事業（ただし、実施内容につい

てあらかじめ市の承認を得たものに限る。）について、三宮バスターミナル利便増

進事業実施企業をして、当該三宮バスターミナル利便増進事業実施企業の責任及び

費用負担において誠実に実施させなければならない。 

3  事業者は、三宮バスターミナル利便増進事業の実施にあたり、道路法第32条の規

定及び神戸市道路占用規則に基づき市の許可を受けた上で、三宮バスターミナル内

に利便施設（市）を整備することができる。市が道路法第39条第１項及び同条第２

項並びに神戸市道路占用料条例（昭和44年３月31日条例第42号）第２条に基づく占

用料を設定した場合は、事業者は設定された占用料を神戸市道路占有料条例第３条
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の規定に基づき支払うものとする2。 

 

第 8 章 運営権対価 

 

第82条  （意図的に削除） 

 

第83条  （運営権対価） 

運営権対価はゼロ円とし、事業者は、市に対する運営権対価の支払いを要さない。 

 

第 9 章 表明保証及び誓約 

 

第84条  （事業者による表明及び保証） 

事業者は、実施契約の締結日現在において、市に対して次の各号の事実を表明し、

保証する。 

(1) 事業者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会

社であること。 

(2) 事業者は、実施契約を締結し履行する完全な能力を有しており、かつ、実施

契約上の事業者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、事業者に

対して強制執行可能であること。 

(3) 事業者が実施契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及び

事業者の定款その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履

践していること。 

(4) 本事業（市）を実施するために必要な事業者の能力又は実施契約上の義務を

履行するために必要な事業者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、

仲裁又は調査は、事業者に対して係属しておらず、事業者の知る限りにおい

てその見込みもないこと。 

(5) 実施契約の締結及び実施契約に基づく義務の履行は、事業者に対して適用さ

れる全ての法令等に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘

束される契約その他の合意に違反せず又は事業者に適用される判決、決定

若しくは命令の条項に違反しないこと。 

(6) 事業者の定款の目的が本事業の遂行に限定されていること。 

(7) 事業者の資本金と資本準備金の合計額は【〇】円3であること。 

(8) 事業者の定款に、会社法に定める監査役に関する定めがあること。 

(9) 事業者の定款に、各暦年の４月１日に始まり、翌年の３月31日に終了する１

年間（事業者の設立日を含む年度にあたっては、設立日から次に到来する３月

                            
2 現時点では、募集要項に記載のとおり国に準じてゼロ円とすることを想定している。 
3 事業提案書に基づき記載する。 
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31日までの期間）を事業年度とする定めがあること。 

(10) PFI法第９条各号に規定する欠格事由に該当しないこと。 

 

第85条  （事業者による誓約事項） 

1  事業者は、実施契約の締結後速やかに（契約書については当該契約書の調印後速

やかに）次の各号に掲げる各書類の写しを市に対して提出し、実施契約締結後事業

期間が終了するまでの間、事業者について次の各号に掲げる各書類の記載内容が変

更された場合、変更後の書類の写しを市に提出しなければならない。 

(1) 定款 

(2) 履歴事項全部証明書 

(3) 印鑑証明書 

(4) 本事業（市）に関して、事業者に融資等を行う金融機関等との間の次に掲げ

る契約書 

イ 本事業（市）に関する事業者に対する融資等に係る契約書 

ロ 事業者が保有する資産及び事業者の発行済株式に対する担保権設定に係

る契約書 

ハ 実施契約その他市と事業者の間で締結された契約に基づく事業者の契約

上の地位及び権利に対する担保権設定に係る契約書 

2  事業者は、実施契約締結後事業期間が終了するまでの間、法令等及び実施契約の

定めを遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 事業者は、会社法に基づき設立された株式会社として存続すること。 

(2) 事業者は、実施契約を締結し履行する完全な能力を有し、実施契約上の事業

者の義務が法的に有効かつ拘束力ある義務であって事業者に対して強制執行

可能な義務として負担すること。 

(3) 事業者が実施契約を締結し履行することにつき、日本国の法令及び事業者の

定款その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践するこ

と。 

(4) 実施契約の締結及び実施契約に基づく義務の履行が、事業者に対して適用さ

れる全ての法令等に違反せず、事業者が当事者であり若しくは事業者が拘束

される契約その他の合意に違反せず又は事業者に適用される判決、決定若し

くは命令の条項に違反しないようにすること。 

(5) 事業者の定款の目的を、本事業の遂行に限定すること。 

(6) 事業者は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、資本金及び資本準

備金の合計額を【〇】4円以上に維持すること。 

(7) 事業者の定款に、会社法に定める監査役に関する定めを置くこと。 

                            
4 事業提案書に基づき記載する。 
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(8) 事業者の定款に、各暦年の４月１日に始まり、翌年の３月31日に終了する１

年間（事業者の設立日を含む年度にあたっては、設立日から次に到来する３

月31日までの期間）を事業年度とする定めを置くこと。 

(9) 事業遂行にあたり、毎年度公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査

を受けた上で、監査済財務書類の写しを提出し、監査報告すること。 

3  事業者は、実施契約締結後事業期間が終了するまでの間、市の事前の書面による

承諾なくして、次に掲げる行為を行ってはならない。 

(1) 合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、事業譲渡、解散その他会

社の基礎の変更 

(2) 本議決権株式の発行 

(3) 定款記載の目的の変更及び当該目的の範囲外の行為 

 

第86条  （事業者の株式） 

1  事業者が本議決権株式又は本完全無議決権株式を発行する場合、当該株式の発行

を受ける者及びその譲受人は、時期を問わず、いずれも次に掲げる全ての条件を満

たさなければならない。 

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当

しない者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者

であること。 

(3) PFI法第９条各号に規定する欠格事由に該当しない者であること。 

(4) 破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定による破産手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者でないこと。 

(6) 会社法（平成17年法律第86号）第511条の規定による特別清算開始の申立てが

なされている者でないこと。 

(7) 国税（法人税及び消費税）及び地方税を滞納している者でないこと。 

(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ず

るものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継

続している者でないこと。また、暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員若しくは役

員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団

（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非

難されるべき関係を有している者（神戸市契約事務等からの暴力団等の排除

に関する要綱（平成22年５月26日市長決定）第５条に該当する者）に該当し
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ないこと。 

(9) 近畿地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和

59年３月29日付け建設省厚第91号）、「地方支分部局所掌の建設コンサルタ

ント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」（平成10年８月５

日付け建設省厚契発第33号）及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る

指名停止等の取扱いについて」（平成14年10月29日付け国官会第1562号）に基

づく指名停止を受けていないこと。また、神戸市指名停止基準要綱（平成６

年６月15日市長決定）に基づく指名停止を受けていないこと。 

2  事業者は、前項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、本完全無議決権株式を

発行し、これを割り当てることができる。事業者は、かかる割当てを受けた者から、

基本協定書（市）別紙２（誓約書の様式）の様式及び内容の誓約書を徴求の上あら

かじめ市に提出させるものとし、また、前項に掲げる条件を満たした上で割当てを

受けていることを誓約させるとともに、割当て先等、市が必要とする情報を速やか

に報告するものとする。 

3  本完全無議決権株式を保有する者は、自ら保有する本完全無議決権株式につき、

時期を問わず、譲渡、担保提供その他の処分を行うことができる。事業者は、本完

全無議決権株式についてかかる処分が行われる場合は、当該本完全無議決権株式の

譲渡を行った者をして、その譲受人から、基本協定書（市）別紙２（誓約書の様式）

の様式及び内容の誓約書を徴求の上あらかじめ市に提出させるものとし、また、第

１項に掲げる条件を満たした上で当該譲渡を行っていることを誓約させるとともに、

譲渡先等、市が必要とする情報を速やかに報告するものとする。 

4  本議決権株式は、会社法第２条第17号に定める譲渡制限株式でなければならない。 

5  事業者は、第１項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、本議決権株式を発行

し、基本協定書（市）に基づきあらかじめ認められた者以外の者にこれを割り当て

る場合には、市の事前の書面による承認を得なければならない。 

6  本議決権株式を保有する者は、自ら保有する本議決権株式につき、時期を問わ

ず、第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分を行う場合には、市の事前の書

面による承認を得なければならない。ただし、他の本議決権株式を保有する者に

対して、本議決権株式の一部を譲渡する場合を除く。事業者は、当該株主から当

該譲渡の承認を請求された場合には、当該譲渡について市の事前の書面による承諾

を受けていることを確認した後でなければ当該譲渡を承認してはならない。 

7  市は、第５項に定める割当て又は第６項に定める譲渡につき、当該株式の割当

てを受ける者又は譲受人が第１項の要件（譲渡の場合は譲渡人と同等の資格要件、

実績要件その他募集要項に定める要件を含む。）を満たし、かつ、当該割当て又

は譲渡が事業者の事業実施の継続を阻害しないと判断した場合には、当該割当て

又は譲渡を承認するものとする。事業者は、当該承認を得て当該割当て又は譲渡

が行われた場合、当該株式の割当てを受けた者又は譲受人、及びその他の議決権
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株式を保有する者をして、連名で基本協定書（市）別紙１（出資者保証書の様

式）の様式及び内容の出資者保証書を作成させた上であらかじめ市に提出させるも

のとし、割当てを受けた者又は譲受人をして、第１項に掲げる条件を満たした上

で割当てを受けていること又は譲渡を行っていることを誓約させるとともに、

割当て先又は譲渡先等、市が必要とする情報を速やかに報告するものとする。 

8  前各項の規定にかかわらず、代表企業を変更することはできない。 

 

第87条  （契約上の地位譲渡） 

事業者は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、市の事前の書面による承諾

なくして、実施契約その他市と事業者の間で締結された契約に基づく事業者の契約

上の地位及び権利義務につき、譲渡、担保提供その他の処分（放棄を含む。）を行

うことはできない。 

 

第88条  （運営権（市）の譲渡等） 

1  事業者は、市における必要な議会の議決を経ること及び市の事前の書面による承

諾なくして、運営権（市）につき、譲渡、担保提供その他の処分（放棄を含む。）

を行うことはできない。また、事業者は、当該議決の６か月前までに、市に対して

市の求める必要な事項について通知を行うものとする。 

2  前項の規定にかかわらず、市は、事業者から、運営権（市）の譲渡の申請があっ

た場合、新たに事業者となる者の欠格事由や募集要項等適合性の審査等、事業者選

定の際に確認した条件に照らして審査を行い、当該譲渡がやむを得ない場合であり、

かつ、当該譲渡後においても運営権存続期間の満了日まで本事業（市）を安定的に

実施継続可能であると認めたときに限り、PFI法第26条第２項に基づく許可を行うも

のとする。なお、市は、当該許可を与えるにあたり、次に掲げる条件を付すことが

できる。 

(1) 譲受人が、本事業（市）における事業者の実施契約上の地位を承継し、実施

契約に拘束されることについて、市に対して承諾書を提出すること。 

(2) 譲受人が、事業者が所有し、本事業（市）の実施に必要な一切の資産及び契

約上の地位並びに権利の譲渡を受けること。 

(3) 譲受人の全ての株主（持分会社の場合には社員）が、市に対して基本協定書

（市）第３条（事業者の設立）第２項に定める出資者保証書又は誓約書と同様

の内容の誓約書を提出すること。 

(4) 運営権（市）の譲渡先が本事業（国）を実施している（又はすることが見

込まれる）と市が認めること（事業者が本事業（国）も実施している場合

に限る。）。 

(5) 市において必要な議会の議決を完了していること。 
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第89条  （事業者の兼業禁止） 

事業者は、市の事前の書面による承諾なくして、本事業（市）に係る業務並びに

市及び事業者が別途合意する委託業務以外の業務を行ってはならない。 

 

第 10 章 責任及び損害等の分担 

 

第90条  （責任及び損害等の分担原則） 

1  事業者は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、本事業（市）の実施に係る

一切の責任を負う。 

2  事業者は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、事業者の本事業（市）の実

施に関する市による承認、確認若しくは立会い又は事業者からの市に対する報告、通

知若しくは説明を理由として、いかなる実施契約上の事業者の責任をも免れず、当

該承認、確認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら

責任を負担しない。 

3  実施契約に別段の規定がある場合を除き、本事業（市）の実施に関する一切の費

用は、全て事業者が負担する。 

 

第91条  （法令等変更） 

1  実施契約の締結後に法令等の改正又は制定（以下「法令等変更」という。）によ

り、次の各号に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合には、その内

容の詳細を記載した書面（以下この条において「法令等変更通知」という。）

により、事業者は市に対して直ちに通知する。 

(1) 要求水準書等に規定された条件に従って、準備業務、運営業務及び維持管理

業務の全部又は一部を行うことができなくなったとき。 

(2) 実施契約の履行のための費用が著しく増加するとき。 

2  市及び事業者は、実施契約に基づく自己の義務の履行が適用される法令等に違反

することとなった場合には、履行期日における当該自己の義務の履行が適用される

法令等に違反する限りにおいて、その履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は

当該法令等変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努める。 

3  市及び事業者は、法令等変更通知を相手方から受領し又は相手方に送付した場合

には、当該法令等変更に対応して本事業（市）を継続するために必要となる要求水

準書等に基づく権利義務の内容の変更及び増加費用の負担方法について協議する。 

4  前項に定める協議の開始日から120日以内に協議が調わない場合には、市が当該

法令等変更に対する対応方法を事業者に通知し、事業者は当該対応方法に従い本事

業（市）を継続する。この場合において、本事業（市）の継続に要する費用の増加

の負担に関する取扱いは、実施契約に別段の定めがある場合を除き、次の各号に定

めるとおりとする。なお、市は、事業者に生じた損失（逸失利益を含む。）を負担
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しない。 

(1) 法令等変更のうち、本事業（市）に特別に又は類型的に適用され、かつ事業

者に不当な影響を及ぼす法令等変更による増加費用であって、増加費用の発

生防止手段を事業者が講じることが合理的に期待できなかったと市が認める

増加費用が発生した場合、市は、当該増加費用を負担する。 

(2) 法令等変更により事業者に生じた増加費用のうち、前号に従い補償されなか

った増加費用は事業者が負担する。 

 

第92条  （税制変更） 

1  実施契約の締結後に本施設（市）に係る運営業務又は維持管理業務に影響を及ぼ

す税制の改正又は制定があったことを認識した場合には、その内容の詳細を記載し

た書面（以下この条において「税制変更通知」という。）により、事業者は市に対

して直ちに通知する。 

2  前条（法令等変更）第４項の規定にかかわらず、市及び事業者は、税制変更通知

を相手方から受領し又は相手方に送付した場合には、次の各号に掲げる取扱いに従

い、当該税制等の改正又は制定に対応するために速やかに増加費用の負担について

協議する。 

(1) 本事業（市）に特別に又は類型的に影響を及ぼす税制の変更又は新設による

増加費用については、市が当該費用を負担する。 

(2) 前号に定める以外の税制の改正又は制定による増加費用については、事業者

の負担とする。 

3  前項第２号に定める協議の開始日から120日以内に協議が調わない場合において、

当該税制変更により事業者に生じた増加費用のうち、増加費用の発生防止手段を事

業者が講じることが合理的に期待できなかったと市が認める増加費用が発生した場

合、市は、当該増加費用を負担する。なお、市は、事業者に生じた損失（逸失利益

を含む。）を負担しない。 

 

第93条  （不可抗力） 

1  実施契約の締結後に不可抗力により、次の各号に掲げるいずれかの事由が発生し

たことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面（以下この条において

「不可抗力通知」という。）により、事業者は市に対して直ちに通知する。 

(1) 要求水準書等に規定された条件に従って、準備業務、運営業務及び維持管理

業務の全部又は一部を行うことができなくなったとき。 

(2) 運営業務及び維持管理業務において著しい損害又は増加費用が生じたとき。 

2  事業者は、不可抗力通知を市に送付し又は市から受領した場合には、当該不可抗

力の影響を早期に除去すべく、実施契約に別段の定めがある場合を除き、自らの責

任及び費用負担において、本施設（市）に生じた損害の復旧その他要求水準書に従
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った対応を実施する。 

3  市及び事業者は、第１項第１号の規定による不可抗力通知を相手方から受領し又

は相手方に送付した場合において、実施契約に基づく自己の債務が当該不可抗力に

より履行不能となったときは、当該不可抗力の影響の継続期間中における当該債務

（金銭債務を除く。）の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、不可抗力に

より相手方に発生する損害を最小限にするように努める。 

4  市及び事業者は、第１項第１号の規定による不可抗力通知を相手方から受領し又

は相手方に送付した場合には、当該不可抗力に対応して本事業（市）を継続するた

めに必要となる要求水準書等に基づく権利義務の内容の変更及び増加費用の負担方

法について協議する。 

5  前項に定める協議の開始日から60日以内に協議が調わない場合には、市が当該不

可抗力に対する対応方法を事業者に通知し、事業者は当該対応方法に従い本事業

（市）を継続する。この場合において、事業期間中に発生した不可抗力により本事

業（市）の遂行が相当期間にわたって不可能又は著しく困難となり、かつ、事業者

に生じた増加費用のうち発生防止手段を事業者が講じることが合理的に期待できな

かったと市が認める増加費用が発生した場合、市は、当該増加費用を負担する。な

お、市は、事業者に生じた損失（逸失利益を含む。）を負担しない。 

 

第94条  （第三者帰責事由） 

1  実施契約の締結後に、次の各号に掲げるいずれかの第三者帰責事由が発生したこ

とを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面（以下この条において「第

三者帰責事由通知」という。）により、事業者は市に対して直ちに通知する。 

(1) 他の区分所有者（市）（入居テナント含む。）の事由により、本事業（市）

の全部又は一部を行うことができなくなったとき 

(2) 他の区分所有者（市）（入居テナント含む。）の事由により、実施契約の履

行のための費用が著しく増加するとき 

(3) 国の事由により、本事業（市）の全部又は一部を行うことができなくなった

とき又は実施契約の履行のための費用が著しく増加するとき 

2  市及び事業者は、第三者帰責事由通知を相手方から受領し又は相手方に送付した

場合において、実施契約に基づく自己の債務が当該第三者帰責事由により履行不能

となったときは、履行期日及び当該第三者帰責事由の影響の継続期間中における当

該債務（金銭債務を除く。）の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該

第三者帰責事由により相手方に発生する損害を最小限にするように努める。 

3  事業者は、第三者帰責事由通知を市に送付し又は市から受領した場合には、自ら

の責任及び費用負担において、本施設（市）における当該第三者帰責事由への対策

その他要求水準書に従った対応を実施する。 

4  市及び事業者は、第１項第２号に定める第三者帰責事由通知を相手方から受領し
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又は相手方に送付した場合には、市と事業者で協議のうえ、管理規約（市）及び他

の区分所有者（市）（入居テナント含む。）との協議に基づき対応する。この場合

において、他の区分所有者（市）から適切な補償を受けられない場合においては、

本施設（市）に係る費用は市が、それ以外の施設に係る費用は事業者が、それぞれ

負担するものとする。 

5  本条の規定にかかわらず、第三者帰責事由の本事業（市）への主たる影響が法令

等変更、又は不可抗力のいずれかに相当する場合は、第91条（法令等変更）又は第93

条（不可抗力）の規定の適用を妨げない。 

 

第95条  （技術進歩・競合施設設置） 

1  実施契約の締結後に次の各号に掲げるいずれかの技術進歩・競合施設設置が発生

したことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面（以下この条におい

て「技術進歩・競合施設設置通知」という。）により、事業者は市に対して直ちに

通知する。 

(1) バス施設の維持管理・運営に関する著しい技術進歩により、本事業（市）の

全部又は一部を行うことができなくなったとき又は実施契約の履行のための

費用が著しく増加するとき 

(2) 近隣バスターミナル設置により、本事業（市）の全部又は一部を行うことが

できなくなったとき又は実施契約の履行のための費用が著しく増加するとき 

2  市及び事業者は、技術進歩・競合施設設置通知を相手方から受領し又は相手方に

送付した場合において、実施契約に基づく自己の債務が当該技術進歩・競合施設設

置により履行不能となったときは、市が指定した範囲において、履行期日及び当該

技術進歩・競合施設設置の影響の継続期間中における当該債務（金銭債務を除く。）

の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該技術進歩・競合施設設置によ

り相手方に発生する損害を最小限にするように努める。 

3  事業者は、技術進歩・競合施設設置通知を市に送付し又は市から受領した場合に

は、自らの責任及び費用負担において、本施設（市）における当該技術進歩・競合

施設設置への対策その他要求水準書に従った対応を実施する。 

4  市及び事業者は、技術進歩・競合施設設置通知を相手方から受領し又は相手方に

送付した場合には、当該技術進歩・競合施設設置に対応して本事業（市）を継続す

るために必要となる要求水準書等に基づく権利義務の内容の変更及び増加費用の負

担方法について協議する。 

5  前項に定める協議の開始日から120日以内に協議が調わない場合には、市が、当

該技術進歩・競合施設設置に対する対応方法を事業者に通知し、事業者は当該対応

方法に従い本事業（市）を継続する。この場合において、事業者に生じた増加費用

のうち発生防止手段を事業者が講じることが合理的に期待できなかったと市が認め

る増加費用が発生した場合、市は、当該増加費用を負担する。なお、市は、事業者
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に生じた損失（逸失利益を含む。）を負担しない。 

6  本条の規定にかかわらず、技術進歩・競合施設設置の本事業（市）への主たる影

響が法令等変更、又は不可抗力のいずれかに相当する場合は、第91条（法令等変更）

又は第93条（不可抗力）の規定の適用を妨げない。 

 

第96条  （意図的に削除） 

 

第 11 章 契約の終了及び終了に伴う措置 

 

第97条  （事業期間） 

実施契約に基づく本事業（市）の事業期間は、実施契約に別段の定めがある場

合を除き、実施契約冒頭第３の１に定める各期間の始期のいずれか早い日に始ま

り、実施契約冒頭第３の１に定める各期間の満了日のいずれか遅い日又は実施契

約の全部が解除された日に終了する期間（以下「事業期間」という。）とする。 

 

第98条  （事業者事由による解除） 

1  実施契約締結後事業期間が終了するまでの間に、次の各号に掲げる事由が発生し

た場合、市は、事業者に対して書面により通知した上で、実施契約の全部又は一部

を解除することができる。 

(1) PFI法第29条第１項第１号に規定する事由が生じたとき。 

(2) 事業者が破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について事業者の取

締役会でその申立てを決議したとき又は第三者（事業者の取締役を含む。）

によってその申立てがなされたとき。 

(3) 別紙４（業務等の監視及び改善要求措置要領）に定める解除事由が発生したと

き。 

(4) 優先交渉権者のいずれかが基本協定書（市）第９条（談合その他の不正行為

による実施契約の不締結等）第１項各号のいずれかに該当するとき。 

(5) 優先交渉権者のいずれかが基本協定書（市）第10条（暴力団排除に係る実施

契約の不締結等）第１項各号のいずれかに該当するとき。 

(6) 事業者が次の各号のいずれかに該当するとき。 

イ 事業者の役員等に暴力団員等がいると認められるとき。 

ロ 暴力団員等が事業者の経営又は運営に実質的に関与していると認められ

るとき。 

ハ 事業者の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴

力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用する

などしていると認められるとき。 

ニ 事業者の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員
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等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を

供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与

していると認められるとき。 

ホ 事業者の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難さ

れるべき関係を有していると認められるとき。 

ヘ 事業者の役員等又は使用人が、イからホのいずれかに該当する法人等で

あることを知りながら、これを利用するなどしていると認められると

き。 

(7) 事業者が次の各号のいずれかに該当するとき。 

イ 正当な理由なく、実施契約に従い各業務に着手すべき期日を過ぎても各

業務に着手しないとき。 

ロ 事業者の責めに帰すべき事由により事業者の財務状況が著しく悪化し、

事業者が実施契約に基づき本事業（市）を継続的に実施することが困難

であると市が合理的に認めたとき。 

(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が実施契約に違反し（ただし、市から30日

以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにも

かかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合又は実施契約の履行

が不能となった場合に限る。）、その違反により実施契約の目的を達すること

ができないと市が認めたとき。 

2  次の各号に掲げる者が実施契約を解除した場合は、前項の規定により実施契約が

解除された場合とみなす。 

(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定に

より選任された破産管財人 

(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規

定により選任された管財人 

(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規

定により選任された再生債務者等 

3  第103条（運営権（市）の取消し）に基づく運営権（市）の取消しについて、行

政手続法その他適用法令の規定により聴聞が必要である場合には、前二項に基づく

解除に先立ち聴聞を実施するものとする。 

 

第99条  （市の任意による解除、市事由等による解除） 

1  市は、本施設（市）を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上

やむを得ない必要が生じた場合又はその他市が合理的に必要と認める場合には、

６ヶ月以上前に事業者に対して通知することにより、実施契約の全部又は一部を解

除することができる。 

2  ①市の責めに帰すべき事由により、市が実施契約上の市の重大な義務に違反し、
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本事業（市）の実施が著しく困難になった場合において、事業者から150日以上の

当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、

当該期間内に当該不履行が是正されないとき若しくは実施契約の履行が不能となっ

たとき、又は、②技術進歩・競合施設設置により実施契約の履行が不能となったと

きは、事業者は、解除事由を記載した書面を市に送付することにより、実施契約の

全部又は一部を解除することができる。 

 

第100条  （不可抗力等による解除） 

実施契約の締結後における不可抗力、第三者帰責事由、又は法令等変更の発生

により、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、市又は事業者は、

相手方と協議の上、実施契約の全部又は一部を解除することができる。 

(1) 本事業（市）の継続が困難と判断したとき。 

(2) 実施契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき。 

 

第101条  （特定事業契約における解除による実施契約の解除） 

1  市は、以下の各号のいずれかの事由が発生した場合、特定事業契約の解除日から

６ヶ月以内に限り、実施契約を解除することができる。 

(1) 国が、特定事業契約第98条（事業者事由による解除）により、同契約を解除

した場合 

(2) 国が、特定事業契約第100条（不可抗力等による解除）により、同契約を解除

した場合 

(3) 国又は事業者が、特定事業契約第99条（国の任意による解除、国事由等によ

る解除）第１項により、同契約を解除した場合 

2  市は、前項の場合において実施契約を解除しない旨を決定した場合には、事業者

に対してその旨を速やかに通知する。 

3  事業者は、以下の各号のいずれかの事由が発生した場合、６ヶ月以内に限り、実

施契約を解除することができる。 

(1) 第１項第２号又は第３号のいずれかに該当する場合であって、特定事業契約

の解除又は終了日から６ヶ月以内に市が実施契約を解除しなかった場合又は

前項に基づく通知を受けた場合 

(2) 事業者が、特定事業契約第99条（国の任意による解除、国事由等による解

除）第２項に基づき、同契約を解除した場合 

4  本条に基づき実施契約を解除した場合、市及び事業者は、実施契約に基づき相手

方に対して損害賠償を行った場合であっても、国に対してその補償等を求めること

はできない。 

5  事業者は、第３項第１号に掲げる事由が発生した場合、当該事由の発生から６ヶ

月以内に限り、実施契約の見直しの協議を市に申し入れることができる。この場合、
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市が認めた場合には、市と運営権者は協議の上、必要な範囲で実施契約の見直しを

行う。 

 

第102条  （意図的に削除） 

 

第103条  （意図的に削除） 

 

第104条  （運営権（市）の取消し） 

第98条（事業者事由による解除）、第99条（市の任意による解除、市事由等によ

る解除）、第100条（不可抗力等による解除）又は第101条（特定事業契約における

解除による実施契約の解除）に基づき実施契約の全部又は一部が解除された場合、

市は、PFI法第29条第１項の規定に従い、解除された本施設（市）に係る運営権

（市）を取り消すものとする。ただし、運営開始日までに実施契約の全部又は一部

が解除された場合、第67条（公共施設等運営権の設定及び効力発生）第１項に定め

る運営権（市）の設定は、効力を生じない。 

 

第105条  （事業終了時の引継ぎ等） 

1  事業者は、理由の如何を問わず、運営権（市）の終了（存続期間の満了による終

了を含む。以下同じ。）に際して、要求水準書及び募集要項等に従って引継ぎ準備

及び引継ぎを行わなければならない。 

2   実施契約に別段の定めがある場合を除き、事業者は自らの費用負担において、当

該引継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。なお、事業者、市又は市が指定

する第三者が引継ぎに要した人件費等の費用は、各々負担するものとする。 

 

第106条  （利用料金の引継ぎ等） 

1  利用料金収入は、本施設（市）の利用に供する年度の会計に属するものとする。 

2  利用料金収入のうち、本施設（市）の利用に供する年度が運営権（市）の終了後

となるものについては、前受金として、事業者は、市又は市の指定する者に引き継

がなければならない。 

 

第107条  （本施設（市）の引渡し及び追加投資の対象部分に係る補償） 

1  事業者は、理由の如何を問わず、運営権（市）の終了に際して、本施設（市）が

要求水準書に適合した状態で市に本施設（市）を引き渡さなくてはならない。市及

び事業者は、かかる引渡しに先立ち、本施設（市）の検査を行い、これが要求水準

書に適合した状態であることにつき双方合意の上で、かかる引渡しを行うものとす

る。 

2  運営権（市）の終了に際して、市の所有に属する事業者の行った本施設（市）の
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追加投資の対象部分がある場合、以下のように取り扱う。 

(1) 当該追加投資に先立ち、市が当該追加投資を行うことに同意し、この項に基

づく補償の対象とすることを事業者に通知したもの 

市は、当該追加投資の対象部分の運営権（市）の終了時点における簿価相当

額がある場合は、事業者に補償するものとする。 

(2) その他の追加投資の対象部分 

市は、事業者に対する補償は行わないものとする。 

3  第１項に基づき引き渡された本施設（市）につき、その運営期間中において既に

存在していた契約不適合（ただし、第71条（本施設（市）の追加投資）に定める追

加投資、第74条（長期修繕計画案作成業務）に定める修繕業務及び第34条（事業

終了時のモニタリング）に定める修繕を行った上で生じる経年劣化は含まれない。

この項において以下同じ。）があるときは、当該運営権（市）の終了日から１年以

内に市が事業者に通知した場合については、事業者は修補等により生じた費用を負

担するものとする。 

4  前項により通知されたものを除き、第１項に基づき引き渡された本施設（市）に

つき契約不適合があった場合、事業者は市に対して一切責任を負わない。 

 

第108条  （契約終了による利便施設（市）等の取扱い） 

1  運営権（市）の終了に際して、本事業（市）の実施のために事業者が保有する利

便施設（市）等は、全て事業者の責任において処分しなければならない。ただし、

市又は市の指定する者が必要と認めた場合には、事業者は、当該資産を時価で市又

は市の指定する者に売却しなければならない。 

2  前項の規定にかかわらず、第73条（利便施設（市）等の追加投資）に定める保有

資産等であって、当該利便施設（市）等に係る追加投資に先立ち、市が当該追加投

資を行うことに同意し、本条に基づく買取の対象とすることを事業者に通知したも

のについては、市は、運営権（市）の終了に際して、自ら又は市の指定する者をし

て本施設（市）の運営権（市）の終了時点における簿価相当額でこれを買い取り、

事業者はこれを売り渡すものとする。 

3  前二項に基づき市又は市の指定する者による利便施設（市）等の買取が行われる

場合、事業者は、当該資産を引き渡すまで、善良な管理者の注意義務をもってこれ

を保管するものとする。 

4  第１項及び第２項に基づき市又は市の指定する者による利便施設（市）等の買取

が行われる場合において、当該買取者が必要と認めた場合には、事業者は、当該利

便施設（市）等に関連して自らが締結している契約を当該買取者に承継するために

必要な措置を講ずる。 

5  第１項及び第２項に基づき市又は市の指定する者による利便施設（市）等の買取

が行われる場合において、市又は市の指定する者による事業者への各買取対価の支
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払は、市又は市の指定する者が本施設（市）の引渡しを受けた日又は第１項及び第

２項に基づき買い取った利便施設（市）等の引渡しを受けた日のいずれか遅い日

から６ヶ月を経過した日以降速やかに行うものとする。ただし、当該支払日の

到来より前に、市又は市の指定する者が次項に定める契約不適合責任に基づき損害

賠償請求を行った場合、市又は市の指定する者は、各買取対価の支払に係る債務と

当該損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することが

できる。この場合、市又は市の指定する者は、当該相殺が実行され、又は当該損害

賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間、各買取対価の支払を拒むことができ

る。 

6  前条（本施設（市）の引渡し及び追加投資の対象部分に係る補償）第２項及び第

３項の規定は、前五項により市又は市の指定する者が買い受けた利便施設（市）等

について準用する。 

 

第109条  （損害賠償） 

市及び事業者は、相手方が実施契約に定める義務に違反したことにより自らに損

害が発生した場合には、相手方に対して損害賠償を請求することができる。  

 

第110条  （損失補償） 

1  第99条（市の任意による解除、市事由等による解除）第１項又は第101条（特定

事業契約における解除による実施契約の解除）第１項第３号の規定により実施契

約が解除された場合には、PFI法第30条の規定に基づき、事業者は、当該解除に起因

して事業者に生じた合理的な範囲の費用（ブレークファンディングコストその他の

金融費用を含む。）及び通常生ずべき損失（ただし、事業者の逸失利益については

市と事業者で協議して定める。）の補償を求めることができる。 

2  第101条（特定事業契約における解除による実施契約の解除）第１項第３号の規定

により特定事業契約が解除された場合には、当該解除に起因して事業者に生じた費

用及び損失の取り扱いについて、国、市及び事業者で協議の上で決定するものとす

る。 

3  第100条（不可抗力等による解除）又は第101条（特定事業契約における解除に

よる実施契約の解除）第１項第２号の規定により実施契約が解除された場合には、

当該解除に起因して市又は事業者に生じた損失又は損害については各自の負担とし、

お互いに損害賠償、損失補償又は費用の請求を行わない。 

4  前二項にかかわらず、実施契約が解除された場合の追加投資の対象部分及び事業

者の保有資産等の取扱いは第107条（本施設（市）の引渡し及び追加投資の対象部

分に係る補償）第２項及び第108条（契約終了による利便施設（市）等の取扱い）

の規定によるものとし、同各規定による補償又は買取対価の支払のほかに、市は、

追加投資の対象部分及び事業者の保有資産等について実施契約の解除までに事業者
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に生じた費用を負担しないものとする。 

 

第111条  （事業終了後の解散及び債務引受） 

1  事業者は、実施契約の事業期間終了時点においてもなお事業者が実施契約に基づ

く金銭債務を負担すると市が合理的に認める場合には、市の事前の書面による承諾

なくして、当該金銭債務の支払が完了するまで、解散等を行ってはならない。 

2  前項の規定にかかわらず、事業者は、実施契約の事業期間終了後、事業者が実施

契約に基づき負担する金銭債務は第107条（本施設（市）の引渡し及び追加投資の

対象部分に係る補償）第３項に基づく費用の支払債務のみであると市が合理的に認

める場合には、60日前までに市に対して通知の上、解散等を行うことができる。か

かる場合、市は、代表企業に対して当該支払債務を引き受けるよう求めることがで

きる。 

 

第 12 章 知的財産権 

 

第112条  （著作権の帰属） 

市が、本事業の募集段階において又は実施契約に基づき、事業者に対して提供し

た情報、書類及び図面等（市が著作権を有しないものを除く。）の著作権は、市に

帰属する。 

 

第113条  （成果物の利用） 

1  市は、成果物について、市の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するも

のとし、その利用の権利及び権限は、実施契約の終了後も存続する。 

2  成果物及び本施設（市）のうち著作権法第２条第１項第１号に規定する著作物に

該当するものに係る著作権法第２章及び第３章に規定する著作者の権利（以下「著

作者の権利」という。）の帰属は、著作権法の定めるところによる。 

3  事業者は、市が成果物及び本施設（市）を次の各号に掲げるところにより利用す

ることができるようにしなければならず、自ら又は著作者（事業者を除く。）をし

て、著作権法第19条第１項又は第20条第１項に定める権利を行使し又はさせてはなら

ない。 

(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設（市）の

全部若しくは一部の内容を自ら公表し若しくは広報に使用し又は市が認めた

公的機関をして公表させ若しくは広報に利用させること。 

(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡すること。 

(3) 必要な範囲で、市又は市が委託する第三者をして成果物について、複製、頒

布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。 

(4) 本施設（市）を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。 
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(5) 実施契約の終了後に、本施設（市）を増築、改築、修繕若しくは模様替えに

より改変し又は取り壊すこと。 

4  事業者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし

又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合及び法令等又は裁

判所、監督官庁若しくはその他の公的機関（金融商品取引所、金融商品取引業協会

を含む。）の命令により次に掲げる行為を行う場合は、この限りではない。 

(1) 成果物及び本施設（市）の内容を公表すること。 

(2) 本施設（市）に事業者の実名又は変名を表示すること。 

(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡すること。 

 

第114条  （著作権等の譲渡禁止） 

事業者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び本施設（市）に係る著作者の権

利を第三者に譲渡し若しくは継承し又は譲渡させ若しくは継承させてはならない。

ただし、市の事前の書面による承諾を得た場合を除く。 

 

第115条  （第三者の有する著作権の侵害防止） 

1  事業者は、成果物及び本施設（市）が、第三者の有する著作権を侵害するもので

ないことを市に対して保証する。 

2  事業者は、成果物又は本施設（市）のいずれかが第三者の有する著作権を侵害し

た場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い又は必要な措置を講じなけ

ればならないときは、その賠償額を負担し又は必要な措置を講ずる。 

 

第116条  （第三者の知的財産権等の侵害） 

1  事業者は、実施契約の履行にあたり、前条（第三者の有する著作権の侵害防止）

のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権

（以下この条において「知的財産権等」という。）を侵害しないこと並びに事業者

が市に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していな

いことを市に対して保証する。 

2  事業者が実施契約の履行にあたり第三者の有する知的財産権等を侵害し又は事業

者が市に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を

侵害する場合には、事業者は、事業者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわ

らず、当該侵害に起因して市に直接又は間接に生じた全ての損失、損害及び費用に

つき、市に対して補償及び賠償し又は市が指示する必要な措置を講ずる。ただし、

事業者の当該侵害が、市の特に指定する工事材料、施工方法又は維持管理方法等を

使用したことに起因する場合には、この限りではない。 
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第117条  （知的財産権の対象技術の使用） 

事業者は、特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、

その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市が当該技術等の

使用を指定した場合であって事業者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、

市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担する。 

 

第 13 章 雑 則 

 

第118条  （個人情報の保護） 

1  事業者は、業務上知り得た個人情報を他人に知らせ又は不当な目的に使用しては

ならない。実施契約の事業期間終了後若しくは運営権（市）の取消後、又は事業者

が本事業（市）への関与を終了した後も同様とする。 

2  事業者は、前項に定める個人情報について、行政機関の保有する個人情報の保護

に関する法律（平成15年法律第58号）等に従って適正な管理を行い、漏洩、滅失及

びき損等がないよう必要な措置を講じるものとする。 

 

第119条  （秘密保持義務） 

1  市及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾なくして、実施契約に関する情

報（本事業（市）を実施する上で知り得た秘密を含む。）を第三者に開示してはな

らず、実施契約の履行又は本事業（市）の実施の目的以外には使用してはならない。

ただし、次に掲げる情報を除く。 

(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による実施契約上

の義務違反によることなく公知となった情報 

(2) 市及び事業者からの開示を受ける前から、開示を受けた第三者が独自に保有し

ていた情報 

(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情

報 

2  前項の規定にかかわらず、市及び事業者は、次に掲げる場合に限り、実施契約に

関する情報を開示することができる。 

(1) 当該情報を知る必要のある市又は事業者の役員、従業員、弁護士、公認会計

士、税理士その他の専門家に対して、市及び事業者と同等以上の秘密保持義務

を負うことを条件として開示する場合 

(2) 当該情報を知る必要のある構成企業、協力企業、業務委託先若しくは本事業

（市）に関して事業者に融資等を行う金融機関等又はこれらの者の役員、従

業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、市及び事業者

と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合 

(3) 法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関（金融商品取引所、
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金融商品取引業協会を含む。）の命令により開示を求められた情報を開示す

る場合 

3  この条の規定は、市及び事業者による実施契約の完全な履行又は実施契約の終了

にかかわらず、有効に存続する。 

 

第120条  （金融機関等との協議） 

市は、必要と認めた場合には、本事業（市）に関して事業者に融資等を行う金融

機関等との間で、次の各号に掲げる事項その他本事業の継続的実施の確保に必要な

事項について、当該金融機関等との間で協定書を締結する。 

(1) 金融機関等が本事業（市）のための融資に関して締結した契約（以下この条

において「融資関連契約」という。）に定める融資実行前提条件の不充足、

期限の利益喪失事由の発生その他協定書において合意する事項が発生した場

合における金融機関等から市への通知及び一定期間の事前協議の実施 

(2) 実施契約における解除事由の発生、実施契約に基づく事業者に対する損害賠

償請求その他協定書において合意する事項が発生した場合における市から金融

機関等への通知及び一定期間の事前協議の実施 

(3) 融資関連契約に基づく事業者に対する債権を担保するための、事業者の本議

決権株式、本施設（市）に係る運営権（市）、実施契約上の事業者の地位そ

の他の担保目的物に対する担保権の設定、対抗要件具備及び実行に関する条

件 

(4) 事業者が本事業（国）について融資等を受ける場合には本事業（市）と同一

の金融機関等であること及び金融機関等が担保権を実行した場合の譲渡先が

本事業にかかる資産等と本事業（国）にかかる資産等について同一であるこ

とに関する事項 

 

第121条  （遅延利息） 

1  市又は事業者が、実施契約その他市と事業者の間で締結された契約等に基づく

支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日（以下この条において「履

行期日」という。）の翌日（同日を含む。）から当該金銭債務の支払が完了した

日（同日を含む。）までの期間の日数に応じ、市については、政府契約の支払遅

延に対する遅延利息の率に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の

遅延利息を、事業者については、神戸市債権の管理に関する条例（平成28年3月

条例第29号）第7条第2項で準用する神戸市市税条例（昭和25年8月条例第199号）

第13条第1項に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を

それぞれ相手方当事者に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計

算方法は、年365日の日割計算とする。 

2  市は、実施契約その他市と事業者の間で締結された契約に基づいて生じた事業
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者に対する債権及び債務を、法令の範囲内において対当額で相殺することができ

る。 

 

第122条  （契約の変更） 

実施契約は、市及び事業者の書面による合意がなければ、これを変更することが

できない。 

 

第123条  （準拠法・管轄裁判所） 

1  実施契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。 

2  実施契約に関連して発生した全ての紛争は、神戸地方裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とする。 

 

第124条  （通知方法・計量単位・期間計算等） 

1  実施契約に定める請求、通知、報告、勧告、確認、承諾及び解除は、原則と

して、相手方に対する書面をもって行われなければならない。市及び事業者は、

当該請求等の宛先をそれぞれ相手方に対して別途通知する。 

2  実施契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計算単位は、要求水準書等に別

段の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによる。 

3  実施契約の履行に関する期間の定めについては、要求水準書等に特別の定めがあ

る場合を除き、民法及び会社法の定めるところによる。 

4  事業者が実施契約に基づき保管し又は保存すべき文書の取扱い及び期間について

は、市の文書管理規程に従う。 

5  実施契約の履行に関して市と事業者の間で用いる言語は、日本語とする。 

6  実施契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本国通貨とする。 

 

第125条  （疑義に関する協議） 

要求水準書等及び成果物に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又

は要求水準書等及び成果物の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び

事業者が誠実に協議してこれを解決する。 

 

以 上 
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別紙１ 定義集 

 

 

(1) 「維持管理企業」とは、業務委託先として維持管理業務を実施する企業をい

う。 

(2) 「維持管理業務」とは、要求水準書に定める維持管理業務をいう。 

(3) 「維持管理業務に係る計画書等」とは、第15条（維持管理業務の実施に係る準

備）第１項に定義する意味を有する。 

(4) 「運営・維持管理期間」とは、実施契約冒頭第３の１に定める運営業務及び維持

管理業務を実施する期間をいう。 

(5) 「運営開始日」とは、第67条（公共施設等運営権の設定及び効力発生）第２項

に定義する意味を有する。 

(6) 「運営開始予定日」とは、運営業務及び維持管理業務の開始予定日（令和【〇】

年【〇】月【〇】日）をいう。 

(7) 「運営企業」とは、業務委託先として運営業務を実施する企業をいう。 

(8) 「運営業務」とは、要求水準書に定める運営業務をいう。 

(9) 「運営業務に係る計画書等」とは、第14条（運営業務の実施に係る準備）第１

項に定義する意味を有する。 

(10) 「運営権（国）」とは、本施設（国）を対象として、国が事業者に対して設定

する公共施設等運営権（PFI法第２条第７項で定義するものをいう。）をいう。 

(11) 「運営権（市）」とは、本施設（市）を対象として、市が事業者に対して設定す

る公共施設等運営権（PFI法第２条第７項で定義するものをいう。）をいう。 

(12) 「運営権設定日」とは、第67条（公共施設等運営権の設定及び効力発生）第１

項に基づき運営権（市）が設定された日をいう。 

(13) 「運営権存続期間」とは、実施契約冒頭第３の１に定める維持管理及び運営を実

施する期間をいう。 

(14) 「運営権対価」とは、運営権（市）の設定に係る対価をいう。 

(15) 「会社更生法」とは、会社更生法（平成14年法律第154号）をいう。 

(16) 「会社法」とは、会社法（平成17年法律第86号）をいう。 

(17) 「各業務」とは、第４条（本事業（市）の実施）第１項各号に列記する本事業

（市）に係る業務を個別に又は総称していう。 

(18) 「管理規約（市）」とは、ミント神戸の敷地及び建物の管理又は使用に関する区

分所有者（市）間の事項を定めた規約をいう。 

(19) 「管理協議会」とは、ミント神戸の管理を行うために、区分所有法に基づいて

ミント神戸の区分所有者（市）全員により構成される団体であり、ミント神戸

管理協議会をいう。 

(20) 「技術進歩・競合施設設置」とは、バス施設の維持管理・運営に関する技術進歩
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又は近隣バスターミナル設置であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すこ

とのできないものをいう。 

(21) 「基本協定書（国）」とは、国と優先交渉権者との間で令和６年【〇】月【〇】

日付けで締結された一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 

基本協定書（国）をいう。 

(22) 「基本協定書（市）」とは、市と優先交渉権者との間で令和６年【〇】月【〇】

日付けで締結された三宮バスターミナル特定運営事業等 基本協定書（市）をい

う。 

(23) 「行政手続法」とは、行政手続法（平成５年法律第88号）をいう。 

(24) 「業務委託契約」とは、事業者及び業務委託先との間で締結される各業務の全部

又は一部に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等をい

う。 

(25) 「業務委託先」とは、各業務の全部又は一部を事業者から直接受託し又は請け負

う代表企業、構成企業、協力企業をいう。 

(26) 「供用開始時」とは、第64条（準備業務の実施）第５項に定める供用開始の通

知がなされた時点をいう。 

(27) 「共用部分」とは、区分所有法第２条第４項に定める共用部分をいう。 

(28) 「共用部分等」とは、共用部分及び附属施設、附属設備をいう。 

(29) 「協力企業」とは、優先交渉権者のうち、事業者の本議決権株式を保有せず、

事業者からの委託又は請負により各業務を実施する法人をいい、実施契約締結

時点では【〇（協力企業名）】及び【○（協力企業名）】をいう。 

(30) 「近隣バスターミナル設置」とは、神戸市内において、本施設（市）と同種か

つ同規模のバスターミナルが設置されることをいう。 

(31) 「国」とは、国土交通省近畿地方整備局をいう。 

(32) 「区分所有者（市）」とは、ミント神戸において、区分所有権を有する者であり、

実施契約締結時点では株式会社神戸新聞会館と神戸市をいう。 

(33) 「計量法」とは、計量法（平成４年法律第51号）をいう。 

(34) 「健康保険法」とは、健康保険法（大正11年法律第70号）をいう。 

(35) 「建設業法」とは、建設業法（昭和24年法律第100号）をいう。 

(36) 「公共工事の前払金保証事業に関する法律」とは、公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）をいう。 

(37) 「構成企業」とは、優先交渉権者のうち、事業者の本議決権株式を保有し、事業

者からの委託又は請負により各業務を実施する法人をいい、実施契約締結時点で

は【〇（代表企業名）】、【○（構成企業名）】及び【○（構成企業名）】をい

う。 

(38) 「厚生年金保険法」とは、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）をいう。 

(39) 「雇用保険法」とは、雇用保険法（昭和49年法律第116号）をいう。 
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(40) 「サービス購入料（国）」とは、本事業（国）について、内装整備費及び維持

管理・運営費のうち国が負担する額として事業者が提案した金額（これに係る

消費税等を含む。）をいう。 

(41) 「三宮バスターミナル」とは、ミント神戸１階等に位置するバスターミナル及

び利便施設をいい、詳細は募集要項に定める。 

(42) 「三宮バスターミナル特定運営事業等」とは、三宮バスターミナル運営等事業

及び三宮バスターミナル利便増進事業で構成される事業をいう。 

(43) 「三宮バスターミナル利便増進事業」とは、第４条（本事業（市）の実施）第２

項に定める業務をいい、詳細は要求水準書に定めるところによる。 

(44) 「三宮バスターミナル利便増進事業実施企業」とは、三宮バスターミナル利便増

進事業の実施主体である、構成企業自ら若しくは自らが出資する会社（事業者を

含む。）又は事業者と連携する企業の総称をいう。 

(45) 「市」とは、神戸市をいう。 

(46) 「時価」とは、各資産の価値として当該資産の買取時において市及び事業者が合

意する客観的で公平な方法（直近の帳簿価格による場合、市及び事業者が同意

する公認会計士、不動産鑑定士等の専門家による評価による場合等）により定め

られた価格をいう。 

(47) 「事業期間」とは、第97条（事業期間）に定義する意味を有する。 

(48) 「事業敷地」とは、バスターミナル専有部分（市）及び専用使用部分（市）の総

称であって道路区域として指定されている部分をいい、詳細は要求水準書等にお

いて特定される。 

(49) 「事業者」とは、実施契約冒頭に定義されるものをいう。 

(50) 「事業提案書」とは、優先交渉権者が令和【〇】年【〇】月【〇】日付けで提出

した本事業の実施に係る事業提案書一式（本事業（国）のみに関する部分を除

く。）をいう。 

(51) 「事業年度」とは、各暦年の４月１日に始まり、翌年の３月31日に終了する１年

間をいう。ただし、実施契約締結年度にあっては、実施契約の締結日から次に到

来する３月31日までの期間をいい、事業期間の開始年度にあっては、運営開始日

から次に到来する３月31日までの期間をいう。 

(52) 「下請負者等（維持管理業務）」とは、第70条（維持管理業務の実施）第４項

に定義する意味を有する。 

(53) 「下請負者等（運営業務）」とは、第69条（運営業務の実施）第４項に定義す

る意味を有する。 

(54) 「下請負者等（準備業務）」とは、第64条（準備業務の実施）第４項に定義す

る意味を有する。 

(55) 「実施契約」とは、この契約をいう。 

(56) 「実施体制図等」とは、第10条（本事業（市）の実施体制等）第２項に定義す
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る意味を有する。 

(57) 「借地借家法」とは、借地借家法（平成３年法律第90号）をいう。 

(58) 「準備企業」とは、業務委託先として準備業務を実施する企業をいう。 

(59) 「準備業務」とは、要求水準書等に定める準備業務をいう。 

(60) 「準備業務期間」とは、実施契約冒頭第３の１に定める準備業務を実施する期間

をいう。 

(61) 「準備業務に係る計画書等」とは、第13条（準備業務の実施に係る準備）第１

項に定義する意味を有する。 

(62) 「消費税等」とは、消費税及び地方消費税の総称をいう。 

(63) 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」とは、新型インフルエンザ等対策特別

措置法（平成24年法律第31号）をいう。 

(64) 「成果物」とは、事業者が要求水準書等に基づき又は市の請求により市に提出し

た一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。 

(65) 「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」とは、政府契約の支払遅延に対す

る遅延利息の率（昭和24年大蔵省告示第991号）をいう。 

(66) 「専用使用部分（市）」とは、三宮バスターミナルのうち、市が専用使用権

（特定の区分所有者又は第三者が排他的に使用できる権利）を有して管理す

る部分をいう。 

(67) 「総括代理人」とは、第11条（総括代理人）第１項に定義する意味を有する。 

(68) 「大規模感染症」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき

新型インフルエンザ等緊急事態に係る公示がなされた場合又は同法第31条の４

に基づき兵庫県を対象区域とする新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の

公示なされた場合をいう。 

(69) 「大規模修繕」とは、募集要項に定める大規模修繕をいう。 

(70) 「第三者帰責事由」とは、他の区分所有者（市）（入居テナント含む。）に起因

する事由であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものを

いう。 

(71) 「代表企業」とは、構成企業のうち優先交渉権者を代表して応募手続を行う企業

をいい、実施契約締結時点では【○（代表企業名）】をいう。 

(72) 「著作権法」とは、著作権法（昭和45年法律第48号）をいう。 

(73) 「著作者の権利」とは、第113条（成果物の利用）第２項に定める意義を有する。 

(74) 「統括管理責任者」とは、準備業務、運営業務及び維持管理業務の業務履行の責

任者として第26条第１項（統括管理責任者の設置及び変更）に定める者をいう。 

(75) 「道路区域」とは、道路を構成する敷地の幅及び長さによって示される区域で

あって、道路法が全面的に適用される土地の部分である。なお、本事業の道路

区域は、道路法第47条の17の規定により、空間又は地下に上下の範囲を区切っ

て定める立体的区域を設定する。本事業（市）においては、市が道路区域を指
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定する部分全体（バスターミナル専有部分（市）の他、駅前広場の一部、専用

使用部分（市）を含むものとする。）をいう。 

(76) 「道路法」とは、道路法（昭和27年法律第180号）をいう。 

(77) 「特定事業契約」とは、新バスターミナル（Ⅰ期）の内装整備について包括的

かつ詳細に規定する契約及び維持管理・運営について運営権（国）に関する事

項を包括的かつ詳細に規定する契約をいう。 

(78) 「特定車両停留施設（市）」とは、特定車両用場所（市）、旅客用場所（市）及

びこれらに付随するその他設備並びに専用使用部分（市）を総称していう。 

(79) 「特定車両用場所（市）」とは、特定車両停留施設（市）のうち、誘導車路、

操車場所、停留場所、その他の特定車両の通行、停留又は駐車の用に供する場

所をいう。 

(80) 「破産法」とは、破産法（平成16年法律第75号）をいう。 

(81) 「バス事業者（市）」とは、三宮バスターミナルに特定車両を停留させる民間事

業者の総称をいう。 

(82) 「バス事業者部会」とは、現在、三宮バスターミナルを使用しているバス事業

者で構成される部会をいう。 

(83) 「バスターミナル専有部分（市）」とは、市がミント神戸内において区分所有権

を有する部分で、区分所有法第２条第３項に定める専有部分をいう。 

(84) 「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律（平成11年法律第117号）をいう。 

(85) 「不可抗力」とは、①地震、洪水、高潮、地滑り、落盤その他の自然災害、②豪

雨、暴風その他の異常気象であって三宮バスターミナル及び事業敷地の周辺にお

いて通常発生する気象条件よりも過酷なもの、③騒擾、騒乱、暴動、火災その他

の人為的災害に係る事象、④その他当該義務履行当事者にとり予測可能性又は支

配可能性のない事象（大規模感染症、放射能汚染、航空機の墜落を含む。）（①

乃至④いずれも、要求水準書等に基準の定めがあるものについては、当該基準を

超えたものに限る。）のうち、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのでき

ないものをいう。疑義を避けるために付言すると、市における議会議決が得られな

いことは不可抗力には該当しない。 

(86) 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(87) 「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。 

(88) 「暴力団員等」とは、暴力団員及び暴力団関係者を総称していう。 

(89) 「暴力団関係者」とは、暴力団員ではないが、暴力団と関係を持ちながら、その

組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（暴力団員と社会的に非難さ

れるべき関係を有している者（神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する
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要綱（平成22年５月26日市長決定）第５条に該当する者）を含む。）をいう。 

(90) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例（神戸市の条例を含む。）及

び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、

決定、命令及び仲裁判断、その他の公的機関の定める全ての規定、判断、措置

等の規準（要求水準書1(5)（遵守すべき法令等）に掲げる関係法令、条例、規

則、要綱、各種基準、規格等を含むがこれらに限られない。）をいう。 

(91) 「法令等変更」とは、第91条（法令等変更）第１項に定義する意味を有する。 

(92) 「募集要項」とは、市が令和【〇】年【〇】月【〇】日付けで公表した三宮バ

スターミナル特定運営事業等に係る募集要項（修正があった場合は、修正後の記

述による。）（本事業（国）のみに関する部分を除く。）をいう。 

(93) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付資料（資料１「一般国道２号 神戸

三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 特定事業契約書（案）」、資料２「三宮バ

スターミナル特定運営事業等 実施契約書（案）」、資料３「一般国道２号 神戸

三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 基本協定書（国）（案）」、資料４「三宮

バスターミナル特定運営事業等 基本協定書（市）（案）、資料５「一般国道２号 

神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 

要求水準書（案）」、資料６「一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運

営事業等 三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 様式集及び記載要領」及び資料

７「一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 三宮駅交通ターミ

ナル特定運営事業等 事業者選定基準」を除く。なお、これらの書類につき修正

があった場合は、修正後の記述による。）並びに質問回答書その他これらに関

して市が発出した書類（本事業（国）のみに関する部分を除く。）をいう。 

(94) 「本完全無議決権株式」とは、事業者の発行する株式で、本議決権株式に該当し

ない株式（これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。）をいう。ただ

し、会社法第108条第１項第８号又は第９号に掲げる事項についての定めがある株

式を除く。 

(95) 「本議決権株式」とは、事業者の発行する株式で、一定の条件で議決権を有する

こととなる株式、及び、取得請求権付株式又は取得条項付株式で議決権を有する

株式が取得の対価として発行される可能性のある株式を含む、議決権を有する株

式（これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。）をいう。 

(96) 「本事業」とは、本事業（国）と本事業（市）を総称していう。 

(97) 「本事業（国）」とは、一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事

業等をいう。 

(98) 「本事業（市）」とは、三宮バスターミナル特定運営事業等をいう。 

(99) 「本施設（国）」とは、新バスターミナル（Ⅰ期）内の施設のうち、利便施設

（国）を除く施設をいう。 

(100) 「本施設（市）」とは、三宮バスターミナル内の施設のうち、利便施設（市）を
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除く施設をいう。 

(101) 「民間事業者」とは、一般的な民間事業者をいう。 

(102) 「民事再生法」とは、民事再生法（平成11年法律第225号）をいう。 

(103) 「ミント神戸」とは、三宮バスターミナル、商業施設、オフィス等で構成される

神戸新聞会館ビルをいう。 

(104) 「民法」とは、民法（明治29年法律第89号）をいう。 

(105) 「優先交渉権者」とは、本事業を実施する民間事業者として選定された【○

（代表企業名）】コンソーシアム（【〇】株式会社を代表企業、【〇】株式会

社及び【〇】株式会社を構成企業並びに【〇】株式会社及び【〇】株式会社を

協力企業とするコンソーシアム）をいう。 

(106) 「要求水準」とは、事業者による本事業の実施にあたり、国及び市が要求水準

書に基づき事業者に履行を求める水準をいい、事業提案書の内容が要求水準書

に定める水準を超える場合には、事業提案書による水準をいう。 

(107) 「要求水準書」とは、「一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル 三宮バスタ

ーミナル特定運営事業等 要求水準書」（その後の修正を含む。）をいう。 

(108) 「要求水準書等」とは、実施契約、要求水準書、募集要項等及び事業提案書の総

称をいう。 

(109) 「利便施設（市）」とは、三宮バスターミナル利便増進事業の対象であって、三

宮バスターミナル内の施設のうち、運行情報提供設備（デジタルサイネージ）、

自動販売機等の利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設（これら物

件等の基礎部分に該当する躯体である床、柱、梁等の部分を除く。）であって、

事業者が自らの責任と費用により設置、運営等を行う道路占用物をいう。 

(110) 「利用者」とは、本施設（市）の利用者をいう。 

(111) 「旅客用場所（市）」とは、特定車両停留施設（市）のうち、乗降場、旅客通路、

その他の旅客の用に供する場所のうち、専用使用部分（市）を除いた部分をいう。 

以 上 
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三宮バスターミナル特定運営事業等に関する実施契約書第９条の定めるところにより、「三宮バ

スターミナル特定運営事業等」（以下「本事業」という。）に関して、事業者の責任と費用負担によ

り付す保険及びその条件は以下のとおりとする。 

ただし、以下の条件は、最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保

証内容とすることを妨げるものではない。 

 

1.  維持管理業務、運営業務に係る保険 
事業者は、維持管理業務及び運営業務の履行に係る保険として、第三者賠償責任保険及び火災

保険を付保する。 

 

 保険名称 
第三者賠償責任保険 

 

(1)  付保条件 
① 担保範囲は、本事業の契約対象となっている全ての施設を対象とする（事業者所有の利

便施設を除く）。 

② 保険期間は、供用開始日から事業契約の終了日までの全期間とする。なお、1 年程度の期

間ごとに契約更新を行う条件でも良いものとする。 

③ 保険契約者は、事業者又は維持管理企業及び運営企業とする。 

④ 被保険者は、市、事業者、維持管理企業、運営企業及びその全ての下請負者とする。 

⑤ 事業者、維持管理企業及び運営企業（下請負者を含む。）とその他の被保険者相互間の交

叉責任担保とする。 

⑥ 保険金額は対人：1億円/1 名、10 億円/1 事故以上、対物：1億円/1 事故以上とする。 

⑦ 自己負担額は 5万円/1 事故以下とする。 

 

 保険名称 
火災保険 

 

(1)  付保条件 
① 担保範囲は、本事業の契約対象となっている全ての施設を対象とする（事業者所有の利

便施設を除く）。 

② 保険期間は、供用開始日から事業契約の終了日までの全期間とする。なお、１～３年程度

の期間ごとに都度更新を行う場合でもよいものとする。 

③ 保険契約者は、事業者又は運営企業及び維持管理企業とする。 

④ 被保険者は、市とする。 

⑤ 保険金額は、再調達価格（消費税を含む。）相当とする。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般国道２号 

神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 

三宮バスターミナル特定運営事業等 
 

需要変動に基づく調整 
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1.  基本的な考え方 
本事業では、新バスターミナル運営等事業及び三宮バスターミナル運営等事業の運営・維持管

理期間における需要変動リスクについて、国及び市と事業者が負担する観点から、需要変動に基

づく調整を行う。 

実際の収入額が当該年度の基準となる収入（以下「基準収入」という。）を上回る場合に、一定

の範囲を超える部分については、国及び市に一部の金額を還元する（以下「プロフィットシェア」

という。）。  

実際の収入額が、基準収入を下回る場合に、一定の範囲を超える部分については、国及び市が

一部の金額を補填する（以下「ロスシェア」という。）。 

なお、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（昭和 25 年法律第 61 号）第２条に基

づき、１円未満の端数を処理する。 

 

2.  プロフィットシェア・ロスシェアの適用条件 
 基準収入の設定 
基準収入は、事業者から提案された当該年度の新バスターミナル運営等事業と三宮バスター

ミナル運営等事業における収入（以下「バスターミナル運営等事業収入」）（除く維持管理・運

営に係るサービス購入料等）をもとに、国及び市及び事業者の協議によって、供用開始までに

設定する。基準収入には、利便増進事業の収入は見込まない。 

基準収入は、実績に基づき、運営開始後 5 年ごとに国及び市と事業者の協議によって見直す

こととする。 

 

 プロフィットシェア 
(1)  適用条件 
各事業年度のバスターミナル運営等事業収入（除く維持管理・運営に係るサービス購入料等）

実績が、当該年度の基準収入より 5.0％を超えて上回った場合に、プロフィットシェアを適用す

る。 

なお、国及び市が、需要変動以外の要因に基づく変動であると判断した場合、事業者と協議を

行い、特定事業契約及び実施契約の該当する条項に従って対応する。 

 

【プロフィットシェアの適用条件】 
Pn－P0n ＞ P0n×0.05 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Pn：n 期のバスターミナル運営等事業収入（除く維持管理・運営に係るサービス購入料等）実績※ 

P0n：n 期の基準収入 

※新バスターミナル運営等事業及び三宮バスターミナル運営等事業による収入の合計であり、利便増進事業の収

入を見込まない。 

 

(2)  プロフィットシェア金額の算定方法 
適用条件を満たした場合に、プロフィットシェア金額を算定する。 
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5.0％以内の上回った収入相当額については、事業者の帰属とする。 

5.0％を超えて上回った収入相当額については、当該超過部分の 50％が事業者に帰属し、50％が

プロフィットシェア金額として、国及び市に還元されるものとする。プロフィットシェア金額の

うち、国及び市への配分割合は国及び市の協定によって決定し、事業者に通知する。 

 

【プロフィットシェア金額の算定方法】 

n 期のプロフィットシェア金額 ＝｛Rn－（R0n×1.05）｝×0.5 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Rn：n 期の、算定対象の収入の実績値 

R0n：n 期の、算定対象の収入の計画値 

（算定対象の収入は、バスターミナル運営等事業収入（除く維持管理・運営に係るサービス購入料等）である。た

だし「2.4 算定対象の見直しについて」のとおり、運営開始後に協議する。） 

 

(3)  プロフィットシェアの還元方法 
国への還元相当額は、当該相当額を国から支払う維持管理・運営に係るサービス購入料等から

控除する。還元相当額が当該年度の維持管理・運営に係るサービス購入料等を超える場合は、国

と事業者の協議による。 

市への還元相当額は、事業者が直接市に対して支払うものとする。 

 

 ロスシェア 
(1)  適用条件 
各事業年度のバスターミナル運営等事業収入（除く維持管理・運営に係るサービス購入料等）

実績が、当該年度の基準収入より 5.0％を超えて下回った場合に、ロスシェアを適用する。 

なお、国及び市が、需要変動以外の要因に基づく変動であると判断した場合、事業者と協議を

行い、特定事業契約及び実施契約の該当する条項に従って対応する。 

 

【ロスシェアの適用条件】 
P0n－Pn ＞ P0n×0.05 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Pn：n 期のバスターミナル運営等事業収入（除く維持管理・運営に係るサービス購入料等）実績※ 

P0n：n 期の基準収入 

※新バスターミナル運営等事業及び三宮バスターミナル運営等事業による収入の合計であり、利便増進事業の収

入を見込まない。 

 

(2)  ロスシェア金額の算定方法 
適用条件を満たした場合に、ロスシェア金額を算定する。 

5.0％以内の下回った収入相当額については、事業者の帰属とする。 

5.0％を超えて下回った収入相当額については、当該不足部分の 50％は事業者が負担し、50％が

ロスシェア金額として、国及び市により補填されるものとする。ロスシェア金額のうち、国及び

市の配分割合は国及び市の協定によって決定し、事業者に通知する。 
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【ロスシェア金額の算定方法】 

n 期のロスシェア金額 ＝｛（C0n×0.95）－Cn｝×0.5 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Cn：n 期の、算定対象の収入の実績値 

C0n：n 期の、算定対象の収入の計画値 

（算定対象の収入は、バスターミナル運営等事業収入（除く維持管理・運営に係るサービス購入料等）である。た

だし「2.4 算定対象の見直しについて」のとおり、運営開始後に協議する。） 

 

(3)  ロスシェアの補填方法 
国からの補填相当額は、予算が成立した場合に、国が事業者に対して支払うものとする。なお、

支払い時期や支払い方法に関しては、事前に国と事業者で協議を行うものとする。 

市からの補填相当額は、予算が成立した場合に、市が事業者に対して支払うものとする。なお、

支払い時期や支払い方法に関しては、事前に市と事業者で協議を行うものとする。 

 

 算定対象の見直しについて 
プロフィットシェア金額の算定対象（Rn、R0n）及びロスシェア金額の算定対象（Cn、C0n）につ

いて、運営業務開始時点ではバスターミナル運営等事業収入（除く維持管理・運営に係るサービ

ス購入料等）とし、利便増進事業の収入を含まない。ただし、運営業務開始から 5 年以内に事業

者から国及び市に申し出があった場合は、国及び市と事業者で協議を行い、該当する利便増進事

業の収入を対象とすることを検討する。申し出に際して事業者は、利便施設の運営状況を踏まえ

て、バスターミナル運営等事業収入との関連性が認められることが確認できる資料を提出するこ

と。 
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業績等の監視及び改善要求措置要領 
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1.  基本的な考え方 
 業績等の監視の基本的な考え方 
本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置として、本事業の実施に関する各業務の

業績及び実施状況（以下「業績等」という。）について、事業者自らが確認及び管理する。各業

務の業績等が要求水準書及び提案資料に定める要求水準（以下「要求水準」という。）を達成し

ていない場合又は達成しないおそれがある場合には、事業者自らが本事業の各業務を実施する

企業に対して改善要求を行い、要求水準を満たすようにする。 

神戸市（以下「市」という。）は、事業者による確認結果等を監視することにより、要求水準

の達成状況を確認する。 

なお、維持管理、運営に係る減額については、国土交通省近畿地方整備局（以下「国」とい

う。）が実施する業績等の監視と一体で行う。 

 

 改善要求措置等の基本的な考え方 
市は、事業者による業績等を監視した結果、事業者の責めに帰する事由により業績等が要求

水準を達成していない、又は要求水準を達成しないおそれがあると判断した場合に、これを業

務不履行として、事業者に対し改善勧告、支払の減額等の改善要求措置や契約解除等の措置（以

下、改善勧告以降を総称して「改善要求措置等」という。）を行う。改善要求措置等は、その業

務不履行によって生じる各機能の麻痺又は各機能に与える支障の大きさ、並びに同一の業務不

履行が繰り返される等の重要度に応じて行うものとする。 

事業者は、業務不履行の発生が確認され、直ちに改善・復旧するよう市から改善の通告を受

けた場合には、直ちにかつ誠意をもって、改善・復旧計画を市に提出し、その承認を得て、業

務不履行の状態の改善・復旧行為の実施にあたる。ただし、発生した事象の内容により、業務

不履行の改善に緊急を要し、応急処置等の実施が合理的であると判断される場合には、事業者

は自らの責任において応急処置等の適切な処置をとるものとし、これを市に報告する。 

改善・復旧計画には、業務不履行の内容、業務不履行の場所、業務不履行の原因、改善・復

旧の方法・改善・復旧の期限・改善・復旧の責任者を記載する。 

業務不履行に対する支払の減額は、「6. 業務不履行に伴う減額措置」に示す。 

 

 業績等の監視及び改善要求措置等の構成 
業績等の監視及び改善要求措置等は、以下のように構成される。 

・財務状況に関する業績等の監視及び改善要求措置等 

・準備に関する業績等の監視及び改善要求措置等 

・維持管理、運営、利便増進事業に関する業績等の監視及び改善要求措置等 

・事業終了時における業績等の監視及び改善要求措置等 
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2.  財務状況に関する業績等の監視及び改善要求措置等 
 業績等の監視方法 

(1)  監視項目及び判断基準 
市は、事業者の事業体制及び事業収支等の財務状況に関して、事業者が安定的かつ継続的に

本事業を遂行できる状況にあるかどうかを確認する。 

 

(2)  確認方法 
確認方法は書類によるものを基本とするが、必要に応じて事業者等に聞き取り調査を行う場

合がある。 

 

a） 書類による確認 
事業者は、以下の提出書類を、それぞれの提出時期までに、市に提出する。提出書類は国

と同一のものとすることを認めるが、市に関する部分を確認できるよう記載すること。 

また、市は、事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある場合など、必要に応じて追

加の財務状況等に係る書類の提出、報告を求めることができる。 

・財務に関する書類（キャッシュフロー計算書等の監査済財務書類の写し）：各支払に対応

する業務履行期間終了後 20 日以内 

・上記の書類の事実関係を証明する証拠書類等：同上 

・SPC の事業報告書（会計監査人の監査報告書を含む）：各事業年度の最終日より 3 か月以

内 

・SPC が締結する契約書類の写し：契約締結日の 14 日前まで、及び契約締結後 

・SPC の株主総会及び取締役会議事要旨：各会実施日から 14 日以内 

 

b） 聞き取りによる確認 
市は、書類による確認を行った結果、必要と認める場合は専門家等による聞き取り調査を

実施することができる。 

 

 改善措置要求等 
(1)  改善勧告等 
a） 改善勧告 

市は業績等を監視した結果、事業者の実施体制又は事業収支等の財務状況に関して事業者

が安定的かつ継続的に本事業を遂行できる状況でないと判断した場合は、事業者に直ちにそ

の改善・復旧を行うよう改善勧告を行う。 

 

b） 改善・復旧計画の作成及び確認 
事業者は、改善勧告に基づき、直ちに事業体制及び事業収支等の財務状況を改善・復旧す

ることを内容とする改善・復旧計画書を作成し、市に提出する。 

市は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、事業体制又は事業収支等の財務状況

の改善・復旧ができる内容であるかどうかを確認する。なお、事業体制又は事業収支等の財
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務状況が改善・復旧できる内容と認められない場合、又は内容が合理的でないと判断した場

合は改善・復旧計画書の変更、再提出を求めることができる。 

 

c） 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認 
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、市に報告する。市は改

善・復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改善・復旧を

確認できない場合は、再度前記 2.2. (1) a）の改善勧告の手続きに移行する。 

 

(2)  契約解除 
市は、前記 2.2. (1) の手続きを繰り返しても事業体制又は事業収支等の財務状況の改善・復

旧が明らかに困難と判断した場合は、基本協定、実施契約の解除を行うことができる。 
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3.  準備に関する業績等の監視及び改善要求措置等 
 業績等の監視方法 

(1)  監視項目及び判断基準 
準備業務に係る業績等の監視は、要求水準の確保を図るために各業務が適切に実施されてい

るかどうかを、各業務の責任者が要求水準に基づき業務の管理及び確認を行った上で、事業者

は自らにより確認し、市はその報告に基づき確認を行う。監視項目及び判断基準は、原則とし

て要求水準による。 

 

 

(2)  確認方法 
a） 書類による確認 

事業者は、要求水準書「4.本事業に係る計画・報告」に規定する各種提出書類を、それぞれ

の提出時期までに市に提出する。 

 

b） 随時の業績等の監視 
市は、必要に応じて、事業者からの報告を求めることができる。 

 

c） 実地における確認 
市は、必要に応じて、実地による確認を行うことができる。事業者は、市が行う実地にお

ける確認に必要な協力を行うものとする。 

 

 改善措置要求等 
(1)  改善勧告等 
a） 改善勧告 

市は、準備業務の状況を監視した結果、事業者の要求水準を満たさないと判断した場合は、

事業者に直ちにその改善・復旧を行うよう改善勧告を行う。 

 

b） 改善・復旧計画の作成及び確認 
事業者は、改善勧告に基づき、直ちに要求水準を満たさない状態を改善・復旧することを

内容とする改善・復旧計画書を作成し、市に提出する。 

ただし、要求水準未達の改善に緊急を要し、応急処置等の実施が合理的であると判断され

る場合には、事業者は自らの責任において応急処置等の適切な処置をとるものとし、これを

市に報告する。 

市は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、要求水準未達の状態の改善・復旧が

できる内容であるかどうかを確認する。なお、市は、要求水準未達の状態が改善・復旧でき

る内容と認められない場合、又は内容が合理的でないと判断した場合は、改善・復旧計画書

の変更、再提出を求めることができる。 

また、事業者から直ちに改善・復旧計画書が提出されない場合は、3.2. (2) a）の再改善勧告

等の手続きに移行する。 
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c） 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認 
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、市に報告する。 

市は、改善・復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改

善・復旧を確認できない場合は、3.2. (2) a）の再改善勧告等の手続きに移行する。 

 

(2)  再改善勧告等 
a） 再改善勧告 

市は、前記 3.2. (1) の改善勧告等の手続きによっても改善・復旧が確認できない場合は、

事業者に対して再改善勧告を行う。 

 

b） 改善・復旧計画の作成及び確認 
事業者は、再改善勧告に基づき、直ちに要求水準未達の状態を改善・復旧することを内容

とする改善・復旧計画書を作成し、市に提出する。当該改善・復旧計画書においては、要求

水準未改善の原因を明記しなければならない。 

市は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、要求水準未達の状態の改善・復旧が

できる内容であるかどうかを確認する。なお、要求水準未達の状態が改善・復旧できる内容

と認められない場合、又は内容が合理的でないと判断した場合、改善・復旧計画書の変更、

再提出を求めることができる。 

また、事業者から直ちに改善・復旧計画書が提出されない場合、又は提出された改善・復

旧計画書の内容がその変更を求めても改善・復旧することが明らかに不可能であると認めら

れる場合には、事業者との協議によって、構成企業若しくは協力企業の変更を求めることが

できる。 

 

c） 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認 
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、市に報告する。 

市は、改善・復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改

善・復旧を確認できない場合は、再度前記 3.2. (2) a）の再改善勧告の手続きに移行する。 

 

(3)  契約解除 
市は、前記 3.2. (1) から 3.2. (2) の手続きを繰り返しても要求水準未達の状態の改善・復旧が

明らかに困難と判断した場合、事業者の債務不履行と判断して、基本協定、実施契約の解除を

行うことができる。 
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4.  維持管理、運営、利便増進事業に関する業績等の監視及び改善要求措置等 
 業績等の監視方法 

(1)  監視項目及び判断基準 
維持管理業務、運営業務、利便増進事業に係る業績等の監視は、要求水準の確保を図るため

に各業務が適切に実施されているかどうかを、各業務の責任者が要求水準に基づき業務の管理

及び確認を行った上で、事業者は自らにより確認し、市はその報告に基づき確認を行う。監視

項目及び判断基準は、原則として要求水準による。 

 

(2)  確認方法 
a） 書類による確認 

事業者は、要求水準書「4.本事業に係る計画・報告」に規定する各種提出書類を、それぞれ

の提出時期までに市に提出する。 

 

b） 随時の業績等の監視 
市は、バス事業者・ターミナル利用者等から維持管理・運営の状況について疑義の申出を

受けた場合は事業者に確認し、必要に応じて事業者からの報告を求めることができる。その

他市が必要と認める場合も同様とする。 

 

c） 実地における確認 
市は、必要に応じて、実地による確認を行うことができる。事業者は、市が行う実地にお

ける確認に必要な協力を行うものとする。 

 

 改善措置要求等 
(1)  改善勧告等 
a） 改善勧告 

市は、業績等を監視した結果、事業者の業務不履行と判断した場合は、事業者に直ちにそ

の改善・復旧を行うよう改善勧告を行う。 

 

b） 改善・復旧計画の作成及び確認 
事業者は、改善勧告に基づき、直ちに業務不履行の状態を改善・復旧することを内容とす

る改善・復旧計画書を作成し、市に提出する。 

ただし、業務不履行の改善に緊急を要し、応急処置等の実施が合理的であると判断される

場合には、事業者は自らの責任において応急処置等の適切な処置をとるものとし、これを市

に報告する。 

市は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、業務不履行の状態の改善・復旧がで

きる内容であるかどうかを確認する。なお、市は、業務不履行の状態が改善・復旧できる内

容と認められない場合、又は内容が合理的でないと判断した場合は、改善・復旧計画書の変

更、再提出を求めることができる。 

また、事業者から直ちに改善・復旧計画書が提出されない場合は、4.2. (2) a）の再改善勧告
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等の手続きに移行する。 

 

c） 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認 
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、市に報告する。 

市は、改善・復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改

善・復旧を確認できない場合は、4.2. (2) a）の再改善勧告等の手続きに移行する。 

 

(2)  再改善勧告等 
a） 再改善勧告 

市は、前記 4.2. (1) の改善勧告等の手続きによっても改善・復旧が確認できない場合は、

事業者に対して再改善勧告を行う。 

 

b） 改善・復旧計画の作成及び確認 
事業者は、再改善勧告に基づき、直ちに業務不履行の状態を改善・復旧することを内容と

する改善・復旧計画書を作成し、市に提出する。当該改善・復旧計画書においては、業務不

履行未改善の原因を明記しなければならない。 

市は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、業務不履行の状態の改善・復旧がで

きる内容であるかどうかを確認する。なお、業務不履行の状態が改善・復旧できる内容と認

められない場合、又は内容が合理的でないと判断した場合、改善・復旧計画書の変更、再提

出を求めることができる。 

また、事業者から直ちに改善・復旧計画書が提出されない場合、又は提出された改善・復

旧計画書の内容がその変更を求めても改善・復旧することが明らかに不可能であると認めら

れる場合には、事業者との協議によって、業務不履行となった業務を受託又は請け負ってい

る構成企業若しくは協力企業を、他の構成企業若しくは協力企業に変更することを求めるこ

とができる。 

 

c） 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認 
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、市に報告する。 

市は、改善・復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改

善・復旧を確認できない場合は、再度前記 4.2. (2) a）の再改善勧告の手続きに移行する。 

 

(3)  減額措置 
市は、維持管理業務、運営業務について事業者の業務不履行があった場合、事業者の債務不

履行と判断して、上記の改善勧告等の手続きと併行して、サービス購入料の減額の措置をとる。

詳細は「6. 業務不履行に伴う減額措置」を参照のこと。 

 

(4)  契約解除 
市は、前記 4.2. (1) から 4.2. (2) の手続きを繰り返しても業務不履行の状態の改善・復旧が明

らかに困難と判断した場合、事業者の債務不履行と判断して、基本協定、実施事業契約の解除

を行うことができる。  
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5.  事業終了時における業績等の監視及び改善要求措置等 
 業績等の監視方法 

(1)  監視項目及び判断基準 
市は、事業期間の終了時において、運営権設定対象施設の性能の要求水準に対する達成状況

を確認する。 

監視項目及び判断基準は、原則として要求水準による。 

 

(2)  確認方法 
市は事前に通知を行い、事業終了時の 4 年前から、運営権設定対象施設のうち、維持管理業

務及び運営業務の対象である施設について、書類による確認と実地における確認を行う。事業

者は、必要事項や申し送り事項その他の関係資料を市に提供する等、本事業の引継ぎに必要な

協議を行うこと。 

 

a） 書類による確認 
事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに市に提出する。 

 

表  1 提出する書類及び時期（事業終了時） 

 提出書類 提出時期 
① 年度業務報告書 事業終了時の 4 年前、事業終了時 
② 月次業務報告書 事業終了時の 4 年前、事業終了時 

③ 
施設及び設備の劣化等の状況並びに当該施設

及び設備の保全のために必要となる資料 
事業終了時の 1 年前、事業終了時 

④ その他市が必要と認める書類 随時 
※提出済みの書類について、提出後に変更した場合は変更後の書類のみを提出すること。 

 

b） 実地における確認 
市は、必要に応じて、実地による確認を行うことができる。事業者は、市が行う実地にお

ける確認に必要な協力を行うものとする。 

 

 改善措置要求等 
(1)  改善勧告等 
a） 改善勧告 

市は業績等を監視した結果、要求水準を達成していないと判断した場合は、事業者に対し

て直ちにその改善・復旧を行うよう改善勧告を行う。 

 

b） 改善・復旧計画の作成及び確認 
事業者は、改善勧告に基づき、改善・復旧することを内容とする改善・復旧計画書を作成

し、市に提出する。 

市は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、改善・復旧ができる内容であるかど

うかを確認する。なお、要求水準を達成していない状態が改善・復旧できる内容と認められ
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ない場合、又は内容が合理的でないと判断した場合は改善・復旧計画書の変更、再提出を求

めることができる。 

 

c） 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認 
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、市に報告する。 

市は、改善・復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改

善・復旧を確認できない場合は、再度前記 5.2. (1) a）の改善勧告の手続きに移行する。 

 

(2)  契約の解除 
市は、事業終了時までに改善が確認されない場合には、事業者の債務不履行と判断して、本

件実施契約に定めるところに従い、事業期間終了前に基本協定及び実施契約の解除を行うこと

ができる。 
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6.  業務不履行に伴う減額措置 
 維持管理、運営に係る減額方法 

(1)  基本的な考え方 
実施契約期間中の要求水準の未達成等を、①重大な事象、②重大な事象以外の事象に分類し、

①②に該当する場合かつ事業者の責に帰す事由による場合は、国の支払う維持管理・運営にか

かるサービス購入料の減額を目的として国と協議を行う。 

 

(2)  重大な事象に対する減額 
ア 次のいずれかに該当するかどうかにより判断する。これらに該当する主な具体例としては、

別紙 重大な事象の具体例に掲げるような事象が想定される。 

① 交通機能・公益機能の麻痺 

② 重大な事故の発生 

③ 明らかな不作為に起因する事故の発生 

④ 法令違反 

⑤ 提出書類、報告等における虚偽 

重大事象の判断基準は、実施契約の締結後、事業者の作成する素案に基づき、市と事業者で

協議のうえ、市が定める。 

 

イ 重大な事象に係る業務不履行を確認し、改善勧告を行った場合、維持管理・運営にかかる

サービス購入料の当期の支払予定額を減額する。減額の相当額は、改善勧告を行った日から、

改善及び復旧を確認した日までの間の日数の日割りとする。 

ウ 発生した重大な事象に係る業務不履行が、以前に発生した重大な事象に係る業務不履行と

同一の内容であると市がみなした場合には、上記イに加え、以前発生した重大な事象の発生

回数を乗じた金額を減額する。 

エ 再改善勧告を行った場合、維持管理・運営にかかるサービス購入料の当期の支払予定額を

減額する。減額の相当額は、再改善勧告を行った日から、改善及び復旧を確認した日までの間

の日数の日割りとする。 

 

(3)  重大な事象以外に対する減額 
ア 重大な事象に該当しない場合については、要求水準を達成しているかどうかにより判断す

る。 

 市は、重大な事象以外の事象の判断基準を、実施契約の締結後、事業者の作成する素案に基

づき、市と事業者で協議のうえ、定める。なお、判断基準には、各業務について次の事項を具

体化した事項を含める。 

① 重大な事象発生時の報告遅延 

② 要求水準記載事項の未達成 

③ 事業者による速やかな一次対応ができていない場合 

④ 利用者・バス事業者等からのクレーム（要求水準の未達成による場合に限る） 

⑤ 業務実施方法の誤りによる被害が派生した場合、誤りが繰り返される場合 

⑥ 提出書類、報告等の提出遅延 
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イ 業務不履行を確認し、改善勧告又は再改善勧告を行った場合は、維持管理・運営にかかる

サービス購入料の当期の支払予定額を減額する。減額の相当額は、改善勧告を行った日から、

改善・復旧計画を受領した日までの間の日数の日割りとする。 

ウ 発生した業務不履行が、以前に発生した事象に係る業務不履行と同一の内容であると市が

みなした場合には、上記イに加え、以前発生した事象の発生回数を乗じた金額を減額する。 

エ 再改善勧告を行った場合、維持管理・運営にかかるサービス購入料の当期の支払予定額を

減額する。減額の相当額は、再改善勧告を行った日から、再改善・復旧計画を受領した日まで

の間の日数の日割りとする。 

 

 減額以外の損害賠償 
市は、上記 6.1. による減額とは別に、業務不履行に伴う損害賠償を事業者に請求することが

できる。 
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別紙 重大な事象の具体例 

項目 具体的な事象（例） 
重大な事象となる判断基準（例） 

規模・内容等による 
判断基準 

結果による 
判断基準 

バスターミナル機能

の停止 
バスの入出庫、発着等がで

きない など 
－ バス運行の不全 な

ど 
利用者・バス事業者が必要

な情報を入手できない 

など 

運行情報提供設備の

全停止 など 
情報配信不能 など 

ユニバーサルデザイ

ン、バリアフリーの欠

如 

移動の支援を受けられな

い 
など 

－ 歩行者の移動不能 

など 

関係者との連携・協調

の欠如 
会議への不参加 
バス事業者間の協議・調整

の未実施 
など 

意図的な連携・協調

の欠如 など 
－ 

施設の美観・機能性・

衛生性の喪失 
施設が適切に維持管理さ

れていない など 
－ 景観阻害回遊・滞留

空間の機能不全 な

ど 
防災機能の喪失 誘導や安全確保、災害情報

の提供を行わない など 
－ 対応を講じなかった

ことによる死傷者の

発生など 
物理的アクセス機能

の停止 
エレベーター停止など エレベーター・エス

カレーターの停止な

ど 

アクセス不能など 

安全性の喪失 事故原因となる可能性の

ある状況の放置など 
－ 人身事故の発生、明

らかな不作為に起因

する事故の発生など 
防犯性の喪失 防犯機能停止、警備の不備

による事件の発生など 
－ 不審者の侵入による

盗難等の発生など 
防災機能の異常 消火器等の誤作動など － バスターミナル運営

不能、機材・書類等へ

の損害 
電力供給、照明設備機

能の停止 
停電、断線 フロア単位、一定時

間以上 
バスターミナル運営

不能 
気密性・水密性の損失 窓の破損、漏水など － バスターミナル運営

不能、機材・書類等へ

の損害など 
空調設備・換気設備機

能の停止 
熱源の停止など 一定時間以上など バスターミナル運営

不能、機材等への損

害など 
通信機能の停止 電話の断線・不通、業務用

通信回線の断線・不通など 
フロア単位、一定時

間以上など 
バスターミナル運営

不能など 
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項目 具体的な事象（例） 
重大な事象となる判断基準（例） 

規模・内容等による 
判断基準 

結果による 
判断基準 

給湯給排水設備機能

の停止 
水漏れなど － 水漏れによる執務不

能、機材・書類等への

損害など 
緊急時等の対応の迅

速性の欠陥 
救急患者、負傷者等の放

置、利用者の避難誘導不備

など 

－ 迅速な応急措置を講

じなかったことによ

る死傷者の発生など 
衛生管理の不徹底 食中毒の発生など － 入院者、通院者の発

生など 
不適切な商品の販売 法令に抵触する商品の販

売 
－ 模造品の販売など 

利用者ニーズへの不

対応 
利用者満足度の低水準 － 長期に亘る低い利用

者満足度など 
法的基準を順守して

いないこと 
資格者以外の法定業務実

施など 
意図的と判断され得

る違反など 
法令違反による業務

停止など 
情報漏洩 個人情報、機密情報の漏洩 － 漏洩による損害の発

生など 
その他コンプライア

ンスの欠如 
提出書類、報告等における

虚偽など 
主要な事項に係る虚

偽、意図的な虚偽、

事実の隠蔽など 

－ 

その他 行政への著しい負担の発

生など 
－ 不適切な業務実施に

伴う著しい行政負担

の発生など 
その他   
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一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等（以下「本事業（国）」とい

う。）に関し、国土交通省 近畿地方整備局（以下「甲」という。）と【〇】グループ（以下

「乙」という。）との間で、以下のとおり、基本協定（以下「本基本協定」という。）を締

結する。 

 

第1条   （目的及び解釈） 

1  本基本協定は、本事業（国）に関して甲及び神戸市が実施した公募手続におい

て乙が優先交渉権者として選定されたことを確認し、甲と、乙の設立する本事業

（国）の遂行者（以下「事業者」という。）との間において、本事業（国）に関

し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年

法律第117号。以下「PFI法」という。）第14条第１項に基づき、本事業（国）の

実施に関する特定事業契約（以下「特定事業契約」という。）を締結することに

向けての、甲及び乙の義務を定めるものとする。 

2  本基本協定において用いられる用語は、次の各号に掲げるもの及び本文中にお

いて特に明示されているものを除き、甲が令和６年【〇】月【〇】日付けで公表し

た「一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 三宮バスターミナ

ル特定運営事業等 募集要項」（その後の変更を含み、本事業（市）のみに関する

部分を除く。以下「募集要項」という。）において定められた定義と同義とする。 

(1) 「協力企業」とは、乙のうち、事業者の本議決権株式を保有せず、事業者から

の委託又は請負により各業務を実施する法人をいい、本基本協定締結時点では

【協力企業名】及び【協力企業名】をいう。 

(2) 「構成企業」とは、乙のうち、事業者の本議決権株式を保有し、事業者からの

委託又は請負により各業務を実施する法人をいい、本基本協定締結時点では

【代表企業名】、【構成企業名】及び【構成企業名】をいう。 

(3) 「代表企業」とは、構成企業のうち、乙を代表して応募手続を行う企業をいい、

本基本協定締結時点では【代表企業名】をいう。 

(4) 「各業務」とは、募集要項等に定める本事業（国）に係る業務を個別に又は総

称していう。 

(5) 「本完全無議決権株式」とは、事業者の発行する株式で、本議決権株式に該当

しない株式（これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。）をいう。

ただし、会社法（平成17年法律第86号）第108条第１項第８号又は第９号に掲

げる事項についての定めがある株式を除く。 

(6) 「本議決権株式」とは、事業者の発行する株式で、一定の条件で議決権を有す

ることとなる株式、及び、取得請求権付株式又は取得条項付株式で議決権を有

する株式が取得の対価として発行される可能性のある株式を含む、議決権を有

する株式（これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。）をいう。 

(7) 「本事業」とは、本事業（国）と本事業（市）を総称していう。 

(8) 「本事業（市）」とは、三宮バスターミナル特定運営事業等をいう。 
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(9) 「市」とは、神戸市をいう。 

(10) 「本施設（国）」とは、新バスターミナル（Ⅰ期）内の施設のうち、利便施

設（国）を除く施設をいう。 

(11) 「基本協定書（市）」とは、市と優先交渉権者との間で締結される三宮バス

ターミナル特定運営事業等 基本協定書をいう。 

(12) 「業務委託契約」とは、事業者及び業務委託先との間で締結される各業務の全

部又は一部に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等

をいう。 

(13) 「業務委託先」とは、各業務の全部又は一部を事業者から直接受託し又は請け

負う構成企業、協力企業をいう。 

(14) 「事業期間」とは、特定事業契約に定める本事業（国）を実施する期間をい

う。 

(15) 「事業提案書」とは、乙が令和【〇】年【〇】月【〇】日付けで甲に提出した

本事業の実施に係る事業提案書一式（本事業（市）のみに関する部分を除く。）

をいう。 

(16) 「実施契約」とは、三宮バスターミナルの維持管理・運営について、本事業

（市）に関する事項を包括的かつ詳細に規定する契約として市と事業者の間

で締結する予定の契約をいう。 

(17) 「準備行為」とは、乙自らの費用及び責任において行う、本事業（国）の実施

に関して合理的に必要な準備に係る行為をいう。 

(18) 「法人等」とは、法人又は団体若しくは個人をいう。 

(19) 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(20) 「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。 

(21) 「暴力団員等」とは、暴力団員及び暴力団関係者を総称していう。 

(22) 「暴力団関係者」とは、暴力団員ではないが、暴力団と関係を持ちながら、そ

の組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（暴力団員と社会的に非

難されるべき関係を有している者（神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に

関する要綱（平成22年５月26日市長決定）第５条に該当する者）を含む。）を

いう。 

(23) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付資料（資料１「一般国道２号 神

戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 特定事業契約書（案）」、資料２

「三宮バスターミナル特定運営事業等 実施契約書（案）」、資料３「一般国

道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 基本協定書（国）

（案）」、資料４「三宮バスターミナル特定運営事業等 基本協定書（市）

（案）」、資料５「一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 

三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 要求水準書（案）」、資料６「一般国
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道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 三宮駅交通ターミナル特

定運営事業等 様式集及び記載要領」及び資料７「一般国道２号 神戸三宮駅

交通ターミナル特定運営事業等 三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 事業

者選定基準」を除く。なお、これらの書類につき修正があった場合は、修正後

の記述による。）並びに質問回答書その他これらに関して甲が発出した書類

（本事業（市）のみに関する部分を除く。）をいう。 

(24) 「本事業（国）開始予定日」とは、令和７年４月【〇】日をいう。 

(25) 「役員等」とは、個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与してい

る者を、法人である場合にはその役員、その支店その他経営に実質的に関与し

ている者をいう。 

3  本基本協定における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本基本協定

の各条項の解釈に影響を与えるものではない。 

4  本基本協定で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行

われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が本基本協定に適用される。 

 

第2条  （当事者の義務） 

1  甲及び乙は、本事業（国）に関する、甲と事業者との間での特定事業契約の締

結及びPFI法第19条第１項に定める公共施設等運営権（以下「運営権（国）」とい

う。）の設定に向けて、それぞれ誠実に対応しなくてはならない。 

2  甲及び乙は、特定事業契約の締結のための協議においては、相手方の要望事項

を尊重しなくてはならない。 

 

第3条   （事業者の設立） 

1  乙は、本基本協定締結後、遅滞なく、特定事業契約の締結までに、募集要項等

及び事業提案書に基づき、株式会社である事業者を神戸市内に設立し、当該事業

者の定款の写し、履歴事項全部証明書及び印鑑証明書を甲に提出するものとする。 

2  乙のうち構成企業は、事業者を設立した後速やかに、別紙１（出資者保証書の

様式）の様式及び内容の出資者保証書を作成して甲に提出する。また、乙は、乙

以外の者に事業者の本完全無議決権株式を発行する場合、事業者を設立した後速

やかに、事業者の本完全無議決権株式を当初取得する構成企業以外の者から、別

紙２（誓約書の様式）の様式及び内容の誓約書を徴求して甲に提出する。 

3  事業者の設立時において、構成企業の全ては事業者へ出資するものとし、事業

者の本議決権株式を保有する者は構成企業のみとしなければならない。 

 

第4条  （株式の譲渡） 

1  構成企業は、保有する事業者の本議決権株式の譲渡、担保権設定その他の処分

を行う場合、時期を問わず、事前に書面による甲の承諾を得なければならない。

ただし、他の構成企業に対して、本議決権株式の一部を譲渡する場合を除く。な
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お、事業者の本議決権株式を新たに発行する場合、事業者が甲の事前の承認を受

ける義務を特定事業契約に定めることを確認する。 

2  乙は、保有する本完全無議決権株式について、時期を問わず、譲渡、担保権設

定その他の処分を行うことができる。 

3  前二項の譲渡の際の譲受人は、譲渡の時期を問わず、次の各号に掲げる条件を

全て満たすことを要し、乙は、自らがかかる譲渡を行う場合には譲受人に係る当

該条件を遵守する。なお、乙は、乙以外の者がかかる譲渡を行う場合については、

本項と同様の譲渡先の制限に関する事業者の義務を特定事業契約に定めることを

確認する。 

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当

しない者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者で

あること。 

(3) PFI法第9条の規定に該当しない者であること。 

(4) 破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定による破産手続開

始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者でないこと。 

(6) 会社法（平成17年法律第86号）第511条の規定による特別清算開始の申立てが

なされている者でないこと。 

(7) 国税（法人税及び消費税）及び地方税を滞納している者でないこと。 

(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる

ものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続し

ている者でないこと。また、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員若しくは役員又は実

質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団（同法第２条

第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有している者（神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第５

条に該当する者）に該当しないこと。 

(9) 近畿地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和59

年３月29日付け建設省厚第91号）、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント

業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」（平成10年８月５日付け

建設省厚契発第33号）及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止

等の取扱いについて」（平成14年10月29日付け国官会第1562号）に基づく指名

停止を受けていないこと。また、神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月15日

市長決定）に基づく指名停止を受けていないこと。 

(10) 乙が市との間で締結した本事業（市）についての基本協定の定めに従い、市が、
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本事業（市）についての実施契約を締結しないことを決定したとき。 

4  第１項第１文の承諾にあたり、甲は、当該本議決権株式の譲受人が前項の各条

件及び当該本議決権株式を保有する構成企業と同等の資格要件、実績要件その他

募集要項等に定める要件を満たし、かつ、当該譲渡が事業者の事業実施の継続を

阻害しないと判断した場合には、当該譲渡を承諾するものとする。 

5  構成企業は、甲の承諾を得てその保有する事業者の本議決権株式を譲渡する場

合、かかる譲渡の際の譲受人及び構成企業との連名で、別紙１（出資者保証書の

様式）の様式及び内容の出資者保証書をあらかじめ甲に提出するものとし、事業

者が、当該譲渡を行った者に対し、第３項に掲げる条件を全て満たした上で譲渡

を行っていることを誓約させるとともに、譲渡先等、甲が必要とする情報を報告

する義務を特定事業契約に定めることを確認する。 

6  乙又は乙以外の者がその保有する事業者の本完全無議決権株式を譲渡する場合、

事業者が、かかる譲渡を行った者をして、その譲受人から、別紙２（誓約書の様

式）の様式及び内容の誓約書を徴求の上あらかじめ甲に提出させるものとし、ま

た、第３項に掲げる条件を全て満たした上で譲渡を行っていることを誓約させる

とともに、譲渡先等、甲が必要とする情報を報告する義務を特定事業契約に定め

ることを確認する。 

7  前各項の規定にかかわらず、代表企業を変更することはできない。 

 

第5条  （特定事業契約の締結） 

1  甲及び乙は、特定事業契約の締結後も、本事業（国）の実施のために互いに協

力しなくてはならない。 

2  乙は、特定事業契約の締結に関する協議にあたっては、甲の要望を尊重する。 

 

第6条  （運営権（国）の設定） 

1  甲は、特定事業契約の締結後速やかに、本施設（国）に対し、次に掲げる条件

の全部が成就することを停止条件として、PFI法第19条第1項に基づき、乙に運営

権（国）を設定するものとする。 

(1) 特定事業契約の規定に従い、内装施工が完了し、甲が内装施工部分の引渡しを

受けて所有権を取得していること。 

(2) 特定事業契約、募集要項等及び事業提案書に基づき、運営業務及び維持管理業

務の開始に向けた手続が円滑に進捗していること。 

2  前項に基づき設定された運営権（国）は、特定事業契約で別途定める効力発生

要件が充足されることを停止条件としてその効力が発生するものとする。 

3  第１項に定める停止条件が全て成就した場合、甲は、事業者に対し、運営権設

定書を交付し、運営権（国）を設定する。この場合、乙は、事業者をして、事業

者の費用により、PFI法第27条に基づく運営権（国）の登録に必要な手続を行わせ

るものとし、甲はこれに協力するものとする。 
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第7条  （業務の委託等） 

1  乙は、事業者をして、本事業（国）に係る各業務の全てを業務委託先に一括し

て委託又は請け負わせてはならない。 

2  乙は、募集要項等及び事業提案書に従い、事業者をして、各業務に着手する日

までに、当該各業務に係る業務委託先との間で業務委託契約を締結させ、当該契

約の締結後速やかに当該契約書の写しを甲に提出させなければならない。 

3  前項により事業者から業務の実施を受託し又は請け負った構成企業及び協力企

業は、当該業務を誠実に実施しなければならない。 

 

第8条  （準備行為） 

1  乙は、特定事業契約の締結前にも、本事業（国）の実施に関し必要な準備行為

を行うことができ、甲は、必要かつ相当な範囲で、かかる行為に協力しなくては

ならない。 

2  乙は、特定事業契約の締結後速やかに、前項の甲の協力を得て行った準備行為

の結果を、事業者に対し引き継ぐものとする。 

 

第9条  （談合その他の不正行為による特定事業契約の不締結等） 

1  甲は、乙が本事業の優先交渉手続に関して、次の各号のいずれかに該当したとき

は、本基本協定を解除すること及び特定事業契約を解除し、又は特定事業契約を

締結しないことができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲はその賠償

の責めを負わないものとする。 

(1) 乙のいずれかが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年

法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し又は乙の

いずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に

違反したことにより、公正取引委員会が乙のいずれかに対し、独占禁止法第

７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（以下「排除措置命令」

という。）又は独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命

令」という。）を行い、当該排除措置命令又は納付命令が確定したとき（確

定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場

合を含む。）。 

(2) 前号に掲げるもののほか、排除措置命令又は納付命令（これらの命令が乙のい

ずれか又は乙のいずれかが構成事業者である事業者団体（以下「乙等」とい

う。）に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙

等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合

における当該命令をいう。次号において「排除措置命令又は納付命令」とい

う。）において、本基本協定に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規
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定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

(3) 排除措置命令又は納付命令により、乙のいずれかに独占禁止法第３条又は第８

条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の

対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間（これら

の命令に係る事件について、公正取引委員会が乙のいずれかに対し納付命令を

行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎であ

る当該違反する行為の実行期間を除く。）に公募手続が行われたものであり、

かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

(4) 乙のいずれか（法人にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者

を含む。）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止法第89条第１

項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

(5) 乙のいずれか（法人にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業

者を含む。）の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。 

(6) その他乙のいずれかが前各号に規定する違法な行為をしたことが明白となっ

たとき。 

2  乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲が本基本協定を解除するか否

か、及び特定事業契約を解除するか否か又は特定事業契約を締結するか否か若し

くは損害の発生の有無にかかわらず、違約罰として【〇】円1（本基本協定締結後、

契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とする。）の10分の１に相当する

額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が本基本協定を履行し

た後も、同様とする。 

3  前項の規定にかかわらず、乙は、乙のいずれかが次の各号のいずれかに該当し

たときは、損害の発生の有無にかかわらず、違約罰として【〇】円2（本基本協定

締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とする。）の10分の１に

相当する額のほか、当該契約金額の100分の５に相当する額を甲が指定する期限ま

でに支払わなければならない。 

(1) 第１項第１号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第

１項の規定の適用があるとき。 

(2) 第１項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙のいずれかが違反行為

の首謀者であることが明らかになったとき。 

4  前二項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が各項に規定する

賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償金を請求す

ることができる。 

5  第２項から前項までの場合において、乙は、賠償金を連帯して甲に支払わなけ

ればならない。乙が既に解散しているときは、構成企業又は協力企業であった者

                            
1 事業提案書に基づき、乙から提案されたサービス購入料の金額を記載する。 
2 事業提案書に基づき、乙から提案されたサービス購入料の金額を記載する。 



8  

についても、同様とする。 

 

第10条  （暴力団排除に係る特定事業契約の不締結等） 

1  甲は、乙のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、本基本協定を解

除すること及び特定事業契約を解除し、又は特定事業契約を締結しないことがで

きるものとし、このため乙に損害が生じても、甲はその賠償の責めを負わないも

のとする。 

(1) 法人等の役員等に暴力団員等がいると認められるとき。 

(2) 暴力団員等がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められる

とき。 

(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員

等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている

と認められるとき。 

(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経

営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は

便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められ

るとき。 

(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められるとき。 

(6) 法人等の役員等又は使用人が、第１号から第５号のいずれかに該当する法人等

であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

2  乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲が本基本協定を解除するか否

か、及び特定事業契約を解除するか否か又は特定事業契約を締結するか否かにか

かわらず、損害の発生の有無にかかわらず、違約罰として【〇】円3（本基本協定

締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とする。）の10分の１に

相当する額を違約金としての賠償金として甲が指定する期限までに支払わなけれ

ばならない。 

3  前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠

償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償金を請求する

ことができる。 

4  前二項の場合において、乙は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。

乙が既に解散しているときは、構成企業又は協力企業であった者についても、同

様とする。 

 

第11条  （特定事業契約不調の場合の処理） 

1  本事業（国）開始予定日までに、甲と事業者との間で特定事業契約が締結に至

                            
3 事業提案書に基づき、乙から提案されたサービス購入料の金額を記載する。 
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らなかった場合、特定事業契約に定める場合を除き、甲及び乙が本事業（国）の

準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じな

いことを、甲及び乙は確認するものとする。ただし、特定事業契約が締結に至ら

なかった理由が甲の責めに帰すべき事由によるものであると認められるとき、甲

は、乙が準備行為に要した費用について、合理的な範囲でこれを負担するものと

する。 

2  前項の規定にかかわらず、第９条（談合その他の不正行為による特定事業契約

の不締結等）第１項又は第10条（暴力団排除に係る特定事業契約の不締結等）第

１項の規定に従い特定事業契約が解除され又は特定事業契約が締結に至らなかっ

た場合には、甲は乙に対し、本基本協定の規定に従い賠償金を請求することがで

きる。 

 

第12条  （新バスターミナル利便増進事業の実施） 

構成企業及び協力企業は、自ら若しくは自らが出資する会社（事業者を含まな

い。）又は事業者と連携する企業（総称して、以下「新バスターミナル利便増進事

業実施企業」という。）をして、事前に書面による甲の承認を得た上で、関係法令

を遵守し、新バスターミナル利便増進事業実施企業の責任及び費用負担において、

新バスターミナル利便増進事業を行うことができるものとする。 

 

第13条  （本事業（国）終了後の代表企業の責任） 

事業期間終了後、事業者が解散等を行う場合において、甲の請求があるときは、

代表企業は、特定事業契約に基づき事業者が甲に対して負担する義務を、特定事業

契約の規定に従い免責的に引き受けるものとする。 

 

第14条  （秘密保持） 

1  甲と乙は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本基本協定に関す

る情報（本事業（国）を実施する上で知り得た秘密を含む。）を第三者に開示し

てはならず、本基本協定の履行又は本事業（国）の実施の目的以外には使用して

はならない。ただし、次に掲げる情報を除く。 

(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本基本協定上

の義務違反によることなく公知となった情報 

(2) 甲及び乙からの開示を受ける前から、開示を受けた第三者が独自に保有してい

た情報 

(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 

2  前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次に掲げる場合に限り、本基本協定に

関する情報を開示することができる。 

(1) 当該情報を知る必要のある甲又は乙の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税

理士その他の専門家に対して、甲及び乙と同等以上の秘密保持義務を負うこと
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を条件として開示する場合 

(2) 当該情報を知る必要のある業務委託先、若しくは本事業（国）に関して事業者

に融資等を行う金融機関等又はこれらの者の役員、従業員、弁護士、公認会

計士、税理士その他の専門家に対して、甲及び乙と同等以上の秘密保持義務を

負うことを条件として開示する場合 

(3) 法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関（金融商品取引所、金

融商品取引業協会を含む。）の命令により開示を求められた情報を開示する場

合 

 

第15条  （契約の変更） 

本基本協定は、甲及び乙の書面による合意がなければ、これを変更することがで

きない。 

 

第16条  （有効期間） 

1  本基本協定の有効期間は、別段の合意がある場合を除き、本基本協定の締結日

から特定事業契約に定める本事業（国）終了の日までとする。 

2  前項の規定にかかわらず、本基本協定の規定に従い、特定事業契約が解除され

又は特定事業契約が締結に至らなかった場合には、甲又は代表企業が相手方に対

して書面で通知することにより、本基本協定の有効期間は終了する。 

3  前二項の規定にかかわらず、次の各号（ただし、第２項の規定に従って又は甲

及び乙の合意により、本基本協定の有効期間が終了する場合については第３号、

第５号乃至第７号に限る。）に掲げる規定の効力は、本基本協定の有効期間の終

了後も存続するものとする。 

(1) 第９条（談合その他の不正行為による特定事業契約の不締結等）第２項から第

５項まで 

(2) 第10条（暴力団排除に係る特定事業契約の不締結等）第２項から第４項まで 

(3) 第11条（特定事業契約不調の場合の処理） 

(4) 第13条（本事業（国）終了後の代表企業の責任） 

(5) 第14条（秘密保持） 

(6) 第18条（準拠法及び管轄裁判所） 

(7) 本条（有効期間） 

 

第17条  （疑義に関する協議） 

本基本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本基本協定の

解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して、これを

定めるものとする。 

 

第18条  （準拠法及び管轄裁判所） 
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本基本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本基本協定に関する一切

の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

以 上 

 

 

（以下余白） 

 



 

以上を証するため、本基本協定書を２通作成し、甲並びに代表企業、その他の構成企業及

び協力企業がそれぞれ記名押印の上、甲及び代表企業が各１通を保有する。 

 

令和６年【〇】月【〇】日 

 

（甲） 

住所 大阪府大阪市中央区大手前３－１－４ 

   大手前合同庁舎 

氏名 支出負担行為担当官 

     近畿地方整備局長 【氏名】 

 

 

 

 

（乙）（代表企業）                                                                                                             

                       住所 【住所】 

                      商号 【商号】 

 

 

 

 

（構成企業） 

 

 

 

 

 

 

（構成企業） 

 

 

 

 

 

 

（協力企業） 

 

 

 

 

 

 

（協力企業） 

 



 

別紙１ 出資者保証書の様式 

 
【〇】年【〇】月【〇】日 

国土交通大臣 【〇】殿 

 

 

 

 

出 資 者 保 証 書 

 
国土交通省 近畿地方整備局（以下「国」という。）並びに優先交渉権者である【代表企業

名】、【構成企業名】及び【構成企業名】（以下「当社ら」と総称する。）との間で、令和

【〇】年【〇】月【〇】日付けで締結された一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定

運営事業等 基本協定書（国）（以下「本基本協定」という。）に関して、当社らは、本日

付けをもって、下記の事項を国に対して誓約し、かつ、表明・保証いたします。なお、特に

明示の無い限り、この出資者保証書において用いられる用語は、本基本協定において定義さ

れた意味を有するものとします。 

 
記 

 
 

1  事業者が、【〇】年【〇】月【〇】日に、会社法（平成17年法律第86号）上の株式会

社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。 

 

2  本日時点における事業者の資本金の額及び株主構成等は以下のとおりであること。 

 

事業者の資本金の額 ：【〇】円 

事業者の発行可能株式総数 ：【〇】株 

事業者の発行済株式の総数 ：【〇】株 

 

出資者（代表企業） 

商号 【商号】 

出資額 【〇】円 

引き受ける株式の総数 【〇】株 

引き受ける株式の種類 【〇】株式 

 

出資者（構成企業） 

商号 【商号】 

出資額 【〇】円 



 

引き受ける株式の総数 【〇】株  

引き受ける株式の種類 【〇】株式 

 

出資者（構成企業） 

商号 【商号】 

出資額 【〇】円 

引き受ける株式の総数 【〇】株 

引き受ける株式の種類【〇】株式 

 
3  本基本協定第４条（株式の譲渡）第１項第１文に基づく国の事前の書面による承諾

がある場合若しくは同項ただし書きの場合を除き、当社らのうち代表企業である【代表

企業名】（以下「代表企業」という。）は、当該本議決権株式持分の譲渡、担保権の設

定その他一切の処分を行わないこと。また、本事業（国）の事業期間中は、代表企業を

変更しないこと。 

 

4  本基本協定第４条（株式の譲渡）第１項第１文に基づく国の事前の書面による承諾が

ある場合若しくは同項ただし書きの場合を除き、当社らのうち代表企業でない構成企業

である【構成企業名】及び【構成企業名】は、事業者の本議決権株式の譲渡、担保権の

設定その他一切の処分を行わないこと。 

 

5  当社らが保有する事業者の本議決権株式を譲渡する場合、事前に、譲受予定者及びそ

の他の議決権株式を保有する者との連名でこの出資者保証書と同じ様式の出資者保証書

を国に提出すること。 

 

6  当社らが保有する事業者の本完全無議決権株式を譲渡する場合、事前に、譲受予定

者から本基本協定別紙２（誓約書の様式）と同じ様式の誓約書を徴求し国に提出するこ

と。 

 

7  当社らが保有する事業者の本議決権株式又は本完全無議決権株式を譲渡する場合、

当該譲渡の譲受人は、譲渡の時期を問わず、本基本協定第４条（株式の譲渡）第３項各

号に掲げる条件を全て満たすことを要し、当社らは、自らがかかる譲渡を行う場合には

譲受人に係る当該条件を遵守すること。 

 

8  当社らを代表又は代理して本基本協定及びこの出資者保証書に署名又は記名捺印し

た者は、法令等、定款、その他社内規則で必要とされる手続に基づき、各当社らを代表

して本基本協定及びこの出資者保証書に署名又は記名捺印する権限を付与されているこ



 

と。 

 

9  当社らは、この出資者保証書に関する事項及び本基本協定に関する情報につき、①

当該情報を知る必要のある当社らの役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他

の専門家に対して、当社らと同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する

場合、②当該情報を知る必要のある業務委託先、若しくは本事業（国）に関して事業者

に融資等を行う金融機関等又はこれらの者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理

士その他の専門家に対して、当社らと同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として

開示する場合、又は③法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関（金融商

品取引所、金融商品取引業協会を含む。）の命令により開示を求められた情報を開示す

る場合を除き、国の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本基本協定の履行又は

本事業（国）の実施の目的以外には使用しないこと。ただし、次に掲げる情報を除く。 

(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本基本協定上の義

務違反によることなく公知となった情報 

(2) 国及び当社らからの開示を受ける前から、開示を受けた第三者が独自に保有していた

情報 

(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 

 

 

 
以 上 

 

 

 
（代表企業） 

【代表企業名】 

 

 
 

（構成企業） 

【構成企業名】 

 

 

 
（構成企業） 

【構成企業名】 

 

 

 



 

別紙２ 誓約書の様式 

 
【〇】年【〇】月【〇】日 

国土交通大臣 【〇】殿 

 

 

 

 

誓 約 書 

 
国土交通省 近畿地方整備局（以下「国」という。）並びに優先交渉権者である【代表企業

名】、【構成企業名】、【構成企業名】、【協力企業名】及び【協力企業名】との間で、令

和【〇】年【〇】月【〇】日付けで締結された一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特

定運営事業等 基本協定書（国）（以下「本基本協定」という。）に関して、当社は、本日付

けをもって、下記の事項を国に対して誓約し、かつ、表明・保証いたします。なお、特に明

示の無い限り、この誓約書において用いられる用語は、本基本協定において定義された意味

を有するものとします。 

 
記 

 
 

1  本日時点における当社が保有する事業者の本完全無議決権株式の数は【〇】株であ

ること。当社がかかる株式の引受けにあたり払い込んだ出資金の額は【〇】円であり、

払い込み済みであること。 

 
2  当社が保有する事業者の本完全無議決権株式を譲渡する場合、本基本協定第４条（株

式の譲渡）第３項に掲げる条件を満たすことを要し、また、事前に、譲受予定者からこ

の誓約書と同じ様式の誓約書を徴求し国に提出すること。 

 
3  当社を代表又は代理してこの誓約書に署名又は記名捺印した者は、法令等、定款、そ

の他社内規則で必要とされる手続に基づき、当社を代表してこの誓約書に署名又は記名

捺印する権限を付与されていること。 

 

4  当社は、この誓約書に関する事項及び本基本協定に関する情報につき、①当該情報

を知る必要のある当社の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に

対して、当社と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合、②当該

情報を知る必要のある業務委託先、若しくは本事業（国）に関して事業者に融資等を行

う金融機関等又はこれらの者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専

門家に対して、当社と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合、

又は③法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関（金融商品取引所、金融



 

商品取引業協会を含む。）の命令により開示を求められた情報を開示する場合を除き、

国の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本基本協定の履行又は本事業（国）の

実施の目的以外には使用しないこと。ただし、次に掲げる情報を除く。 

(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本基本協定上の義

務違反によることなく公知となった情報 

(2) 国及び当社からの開示を受ける前から、開示を受けた第三者が独自に保有していた情

報 

(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 

 
 

以 上 

 

 

 
【企業名】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三宮バスターミナル特定運営事業等 
 

基本協定書（市） 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月 

神戸市 

 

【代表企業】 

 

【構成企業】 

 

【構成企業】 

 

【協力企業】 

 

【協力企業】 
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三宮バスターミナル特定運営事業等（以下「本事業（市）」という。）に関し、神戸市

（以下「甲」という。）と【〇】グループ（以下「乙」という。）との間で、以下のとおり、

基本協定（以下「本基本協定」という。）を締結する。 

 

第1条   （目的及び解釈） 

1  本基本協定は、本事業（市）に関して甲及び国土交通省 近畿地方整備局が実施

した公募手続において乙が優先交渉権者として選定されたことを確認し、甲と、

乙の設立する本事業（市）の遂行者（以下「事業者」という。）との間において、

本事業（市）に関し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律（平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。）第14条第１項に基づき、

本事業（市）の実施に関する実施契約（以下「実施契約」という。）を締結する

ことに向けての、甲及び乙の義務を定めるものとする。 

2  本基本協定において用いられる用語は、次の各号に掲げるもの及び本文中にお

いて特に明示されているものを除き、甲が令和６年【〇】月【〇】日付けで公表し

た「一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 三宮バスターミナ

ル特定運営事業等 募集要項」（その後の変更を含み、本事業（国）のみに関する

部分を除く。以下「募集要項」という。）において定められた定義と同義とする。 

(1) 「協力企業」とは、乙のうち、事業者の本議決権株式を保有せず、事業者から

の委託又は請負により各業務を実施する法人をいい、本基本協定締結時点では

【協力企業名】及び【協力企業名】をいう。 

(2) 「構成企業」とは、乙のうち、事業者の本議決権株式を保有し、事業者からの

委託又は請負により各業務を実施する法人をいい、本基本協定締結時点では

【代表企業名】、【構成企業名】及び【構成企業名】をいう。 

(3) 「代表企業」とは、構成企業のうち、乙を代表して応募手続を行う企業をいい、

本基本協定締結時点では【代表企業名】をいう。 

(4) 「各業務」とは、募集要項等に定める本事業（市）に係る業務を個別に又は総

称していう。 

(5) 「本完全無議決権株式」とは、事業者の発行する株式で、本議決権株式に該当

しない株式（これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。）をいう。

ただし、会社法（平成17年法律第86号）第108条第１項第８号又は第９号に掲

げる事項についての定めがある株式を除く。 

(6) 「本議決権株式」とは、事業者の発行する株式で、一定の条件で議決権を有す

ることとなる株式、及び、取得請求権付株式又は取得条項付株式で議決権を有

する株式が取得の対価として発行される可能性のある株式を含む、議決権を有

する株式（これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。）をいう。 

(7) 「本事業」とは、本事業（国）と本事業（市）を総称していう。 

(8) 「本事業（市）」とは、三宮バスターミナル特定運営事業等をいう。 
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(9) 「市」とは、神戸市をいう。 

(10) 「本施設（市）」とは、三宮バスターミナル内の施設のうち、利便施設（市）

を除く施設をいう。 

(11) 「基本協定書（市）」とは、市と優先交渉権者との間で締結される三宮バス

ターミナル特定運営事業等 基本協定書をいう。 

(12) 「業務委託契約」とは、事業者及び業務委託先との間で締結される各業務の全

部又は一部に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等

をいう。 

(13) 「業務委託先」とは、各業務の全部又は一部を事業者から直接受託し又は請け

負う構成企業及び協力企業をいう。 

(14) 「事業期間」とは、実施契約に定める本事業（市）を実施する期間をいう。 

(15) 「事業提案書」とは、乙が令和【〇】年【〇】月【〇】日付けで甲に提出した

本事業の実施に係る事業提案書一式（本事業（国）のみに関する部分を除く。）

をいう。 

(16) 「特定事業契約」とは、新バスターミナル（Ⅰ期）の内装整備について包括

的かつ詳細に規定する契約及び維持管理・運営について運営権（国）に関す

る事項を包括的かつ詳細に規定する契約として国と事業者の間で締結する予

定の契約をいう。 

(17) 「準備行為」とは、乙自らの費用及び責任において行う、本事業（市）の実施

に関して合理的に必要な準備に係る行為をいう。 

(18) 「法人等」とは、法人又は団体若しくは個人をいう。 

(19) 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(20) 「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。 

(21) 「暴力団員等」とは、暴力団員及び暴力団関係者を総称していう。 

(22) 「暴力団関係者」とは、暴力団員ではないが、暴力団と関係を持ちながら、そ

の組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（暴力団員と社会的に非

難されるべき関係を有している者（神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に

関する要綱（平成22年５月26日市長決定）第５条に該当する者）を含む。）を

いう。 

(23) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付資料（資料１「一般国道２号 神

戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 特定事業契約書（案）」、資料２

「三宮バスターミナル特定運営事業等 実施契約書（案）」、資料３「一般国

道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 基本協定書（国）

（案）」、資料４「三宮バスターミナル特定運営事業等 基本協定書（市）

（案）」、資料５「一般国道２号 神戸三宮駅 交通ターミナル特定運営事業

等 三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 要求水準書（案）」、資料６「一
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般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 三宮駅交通ターミナ

ル特定運営事業等 様式集及び記載要領」及び資料７「一般国道２号 神戸三

宮駅交通ターミナル特定運営事業等 三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 

事業者選定基準」を除く。なお、これらの書類につき修正があった場合は、修

正後の記述による。）並びに質問回答書その他これらに関して甲が発出した書

類（本事業（国）のみに関する部分を除く。）をいう。 

(24) 「本事業（市）開始予定日」とは、令和７年６月【〇】日をいう。 

(25) 「役員等」とは、法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の

代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及

び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。 

3  本基本協定における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本基本協定

の各条項の解釈に影響を与えるものではない。 

4  本基本協定で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行

われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が本基本協定に適用される。 

 

第2条  （当事者の義務） 

1  甲及び乙は、本事業（市）に関する、甲と事業者との間での実施契約の締結及

びPFI法第19条第１項に定める公共施設等運営権（以下「運営権（市）」という。）

の設定に向けて、それぞれ誠実に対応しなくてはならない。 

2  甲及び乙は、実施契約の締結のための協議においては、相手方の要望事項を尊

重しなくてはならない。 

 

第3条   （事業者の設立） 

1  乙は、本基本協定締結後、遅滞なく、実施契約の締結までに、募集要項等及び

事業提案書に基づき、株式会社である事業者を神戸市内に設立し、当該事業者の

定款の写し、履歴事項全部証明書及び印鑑証明書を甲に提出するものとする。 

2  乙のうち構成企業は、事業者を設立した後速やかに、別紙１（出資者保証書の

様式）の様式及び内容の出資者保証書を作成して甲に提出する。また、乙は、乙

以外の者に事業者の本完全無議決権株式を発行する場合、事業者を設立した後速

やかに、事業者の本完全無議決権株式を当初取得する構成企業以外の者から、別

紙２（誓約書の様式）の様式及び内容の誓約書を徴求して甲に提出する。 

3  事業者の設立時において、構成企業の全ては事業者へ出資するものとし、事業

者の本議決権株式を保有する者は構成企業のみとしなければならない。 

 

第4条  （株式の譲渡） 

1  構成企業は、保有する事業者の本議決権株式の譲渡、担保権設定その他の処分

を行う場合、時期を問わず、事前に書面による甲の承諾を得なければならない。

ただし、他の構成企業に対して、本議決権株式の一部を譲渡する場合を除く。な
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お、事業者の本議決権株式を新たに発行する場合、事業者が甲の事前の承認を受

ける義務を実施契約に定めることを確認する。 

2  乙は、保有する本完全無議決権株式について、時期を問わず、譲渡、担保権設

定その他の処分を行うことができる。 

3  前二項の譲渡の際の譲受人は、譲渡の時期を問わず、次の各号に掲げる条件を

全て満たすことを要し、乙は、自らがかかる譲渡を行う場合には譲受人に係る当

該条件を遵守する。なお、乙は、乙以外の者がかかる譲渡を行う場合については、

本項と同様の譲渡先の制限に関する事業者の義務を実施契約に定めることを確認

する。 

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当

しない者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者で

あること。 

(3) PFI法第9条の規定に該当しない者であること。 

(4) 破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定による破産手続開

始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者でないこと。 

(6) 会社法（平成17年法律第86号）第511条の規定による特別清算開始の申立てが

なされている者でないこと。 

(7) 国税（法人税及び消費税）及び地方税を滞納している者でないこと。 

(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる

ものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続し

ている者でないこと。また、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員若しくは役員又は実

質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団（同法第２条

第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有している者（神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平

成22年５月26日市長決定）第５条に該当する者）に該当しないこと。 

(9) 近畿地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和59

年３月29日付け建設省厚第91号）、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント

業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」（平成10年８月５日付け

建設省厚契発第33号）及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止

等の取扱いについて」（平成14年10月29日付け国官会第1562号）に基づく指名

停止を受けていないこと。また、神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月15日

市長決定）に基づく指名停止を受けていないこと。 

(10) 乙が市との間で締結した本事業（市）についての基本協定の定めに従い、市が、
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本事業（市）についての実施契約を締結しないことを決定したとき。 

4  第１項第１文の承諾にあたり、甲は、当該本議決権株式の譲受人が前項の各条

件及び当該本議決権株式を保有する構成企業と同等の資格要件、実績要件その他

募集要項等に定める要件を満たし、かつ、当該譲渡が事業者の事業実施の継続を

阻害しないと判断した場合には、当該譲渡を承諾するものとする。 

5  構成企業は、甲の承諾を得てその保有する事業者の本議決権株式を譲渡する場

合、かかる譲渡の際の譲受人及び構成企業との連名で、別紙１（出資者保証書の

様式）の様式及び内容の出資者保証書をあらかじめ甲に提出するものとし、事業

者が、当該譲渡を行った者に対し、第３項に掲げる条件を全て満たした上で譲渡

を行っていることを誓約させるとともに、譲渡先等、甲が必要とする情報を報告

する義務を実施契約に定めることを確認する。 

6  乙又は乙以外の者がその保有する事業者の本完全無議決権株式を譲渡する場合、

事業者が、かかる譲渡を行った者をして、その譲受人から、別紙２（誓約書の様

式）の様式及び内容の誓約書を徴求の上あらかじめ甲に提出させるものとし、ま

た、第３項に掲げる条件を全て満たした上で譲渡を行っていることを誓約させる

とともに、譲渡先等、甲が必要とする情報を報告する義務を実施契約に定めるこ

とを確認する。 

7  前各項の規定にかかわらず、代表企業を変更することはできない。 

 

第5条  （実施契約の締結） 

1  甲及び乙は、実施契約の締結後も、本事業（市）の実施のために互いに協力し

なくてはならない。 

2  乙は、実施契約の締結に関する協議にあたっては、甲の要望を尊重する。 

3  甲は、実施契約の締結までに、実施契約としての効力発生に必要な議会の議決

を完了させなければならない。 

 

第6条  （運営権（市）の設定） 

1  甲は、実施契約の締結後速やかに、本施設（市）に対し、次に掲げる条件の全

部が成就することを停止条件として、PFI法第19条第1項に基づき、乙に運営権

（市）を設定するものとする。 

(1) 市において必要な議会の議決を完了していること。 

(2) 実施契約、募集要項等及び事業提案書に基づき、運営業務及び維持管理業務の

開始に向けた手続が円滑に進捗していること。 

2  前項に基づき設定された運営権（市）は、実施契約で別途定める効力発生要件

が充足されることを停止条件としてその効力が発生するものとする。 

3  第１項に定める停止条件が全て成就した場合、甲は、事業者に対し、運営権設

定書を交付し、運営権（市）を設定する。この場合、乙は、事業者をして、事業

者の費用により、PFI法第27条に基づく運営権（市）の登録に必要な手続を行わせ
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るものとし、甲はこれに協力するものとする。 

 

第7条  （業務の委託等） 

1  乙は、事業者をして、本事業（市）に係る各業務の全てを業務委託先に一括し

て委託又は請け負わせてはならない。 

2  乙は、募集要項等及び事業提案書に従い、事業者をして、各業務に着手する日

までに、当該各業務に係る業務委託先との間で業務委託契約を締結させ、当該契

約の締結後速やかに当該契約書の写しを甲に提出させなければならない。 

3  前項により事業者から業務の実施を受託し又は請け負った構成企業及び協力企

業は、当該業務を誠実に実施しなければならない。 

 

第8条  （準備行為） 

1  乙は、実施契約の締結前にも、本事業（市）の実施に関し必要な準備行為を行

うことができ、甲は、必要かつ相当な範囲で、かかる行為に協力しなくてはなら

ない。 

2  乙は、実施契約の締結後速やかに、前項の甲の協力を得て行った準備行為の結

果を、事業者に対し引き継ぐものとする。 

 

第9条  （談合その他の不正行為による実施契約の不締結等） 

1  甲は、乙が本事業の優先交渉手続に関して、次の各号のいずれかに該当したとき

は、本基本協定を解除すること及び実施契約を解除し、又は実施契約を締結しな

いことができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲はその賠償の責めを

負わないものとする。 

(1) 乙のいずれかが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法

律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し又は乙のいず

れかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反し

たことにより、公正取引委員会が乙のいずれかに対し、独占禁止法第７条若し

くは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）

又は独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場

合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）

を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第

63条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

(2) 前号に掲げるもののほか、納付命令又は排除措置命令（これらの命令が乙のい

ずれか又は乙のいずれかが構成事業者である事業者団体（以下「乙等」とい

う。）に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙

等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合

における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」とい

う。）において、本基本協定に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規



7  

定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙のいずれかに独占禁止法第３条又は第８

条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の

対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間（これら

の命令に係る事件について、公正取引委員会が乙のいずれかに対し納付命令を

行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎であ

る当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札手続が行われたものであり、

かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

(4) 乙のいずれか（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治

40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項

第１号に規定する刑が確定したとき。 

(5) 乙のいずれか（法人にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業

者を含む。）の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。 

(6) その他乙のいずれかが前各号に規定する違法な行為をしたことが明白となっ

たとき。 

2  乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲が本基本協定を解除するか否

か、及び実施契約を解除するか否か又は実施契約を締結するか否か若しくは損害

の発生の有無にかかわらず、違約罰として30,000,000円を甲が指定する期限までに

支払わなければならない。乙が本基本協定を履行した後も、同様とする。 

3  前項の規定にかかわらず、乙は、乙のいずれかが次の各号のいずれかに該当し

たときは、損害の有無にかかわらず、違約罰として31,500,000円を甲が指定する期

限までに支払わなければならない。 

(1) 第１項第１号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第

１項の規定の適用があるとき。 

(2) 第１項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙のいずれかが違反行為

の首謀者であることが明らかになったとき。 

4  前二項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が各項に規定する

賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償金を請求す

ることができる。 

5  第２項から前項までの場合において、乙は、賠償金を連帯して甲に支払わなけ

ればならない。乙が既に解散しているときは、構成企業又は協力企業であった者

についても、同様とする。 

 

第10条  （暴力団排除に係る実施契約の不締結等） 

1  甲は、乙のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、本基本協定を解

除すること及び実施契約を解除し、又は実施契約を締結しないことができるもの

とし、このため乙に損害が生じても、甲はその賠償の責めを負わないものとする。 

(1) 法人等の役員等に暴力団員等がいると認められるとき。 
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(2) 暴力団員等がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められる

とき。 

(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員

等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている

と認められるとき。 

(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経

営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は

便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められ

るとき。 

(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められるとき。 

(6) 法人等の役員等又は使用人が、第１号から第５号のいずれかに該当する法人等

であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

2  乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲が本基本協定を解除するか否

か、及び実施契約を解除するか否か又は実施契約を締結するか否か若しくは損害

の発生の有無にかかわらず、違約罰として30,000,000円を甲が指定する期限までに

支払わなければならない。 

3  前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠

償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償金を請求する

ことができる。 

4  前二項の場合において、乙は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。

乙が既に解散しているときは、構成企業又は協力企業であった者についても、同

様とする。 

 

第11条  （実施契約不調の場合の処理） 

1  本事業（市）開始予定日までに、甲と事業者との間で実施契約が締結に至らな

かった場合、実施契約に定める場合を除き、甲及び乙が本事業（市）の準備に関

して既に支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを、

甲及び乙は確認するものとする。ただし、実施契約が締結に至らなかった理由が

甲の責めに帰すべき事由によるものである（甲の議会において必要な議決が得ら

れない場合は含まない。）と認められるとき、甲は、乙が準備行為に要した費用

について、合理的な範囲でこれを負担するものとする。 

2  前項の規定にかかわらず、第９条（談合その他の不正行為による実施契約の不

締結等）第１項又は第10条（暴力団排除に係る実施契約の不締結等）第１項の規

定に従い実施契約が解除され又は実施契約が締結に至らなかった場合には、甲は

乙に対し、本基本協定の規定に従い賠償金を請求することができる。 

 

第12条  （三宮バスターミナル利便増進事業の実施） 
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構成企業及び協力企業は、自ら若しくは自らが出資する会社（事業者を含まな

い。）又は事業者と連携する企業（総称して、以下「三宮バスターミナル利便増進

事業実施企業」という。）をして、事前に書面による甲の承認を得た上で、関係法

令を遵守し、三宮バスターミナル利便増進事業実施企業の責任及び費用負担におい

て、三宮バスターミナル利便増進事業を行うことができるものとする。 

 

第13条  （本事業（市）終了後の代表企業の責任） 

事業期間終了後、事業者が解散等を行う場合において、甲の請求があるときは、

代表企業は、実施契約に基づき事業者が甲に対して負担する義務を、実施契約の規

定に従い免責的に引き受けるものとする。 

 

第14条  （秘密保持） 

1  甲と乙は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本基本協定に関す

る情報（本事業（市）を実施する上で知り得た秘密を含む。）を第三者に開示し

てはならず、本基本協定の履行又は本事業（市）の実施の目的以外には使用して

はならない。ただし、次に掲げる情報を除く。 

(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本基本協定上

の義務違反によることなく公知となった情報 

(2) 甲及び乙からの開示を受ける前から、開示を受けた第三者が独自に保有してい

た情報 

(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 

2  前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次に掲げる場合に限り、本基本協定に

関する情報を開示することができる。 

(1) 当該情報を知る必要のある甲又は乙の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税

理士その他の専門家に対して、甲及び乙と同等以上の秘密保持義務を負うこと

を条件として開示する場合 

(2) 当該情報を知る必要のある業務委託先、若しくは本事業（市）に関して事業者

に融資等を行う金融機関等又はこれらの者の役員、従業員、弁護士、公認会

計士、税理士その他の専門家に対して、甲及び乙と同等以上の秘密保持義務を

負うことを条件として開示する場合 

(3) 法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関（金融商品取引所、金

融商品取引業協会を含む。）の命令により開示を求められた情報を開示する場

合 

 

第15条  （契約の変更） 

本基本協定は、甲及び乙の書面による合意がなければ、これを変更することがで

きない。 
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第16条  （有効期間） 

1  本基本協定の有効期間は、別段の合意がある場合を除き、本基本協定の締結日

から実施契約に定める本事業（市）終了の日までとする。 

2  前項の規定にかかわらず、本基本協定の規定に従い、実施契約が解除され又は

実施契約が締結に至らなかった場合には、甲又は代表企業が相手方に対して書面

で通知することにより、本基本協定の有効期間は終了する。 

3  前二項の規定にかかわらず、次の各号（ただし、第２項の規定に従って又は甲

及び乙の合意により、本基本協定の有効期間が終了する場合については第３号、

第５号乃至第７号に限る。）に掲げる規定の効力は、本基本協定の有効期間の終

了後も存続するものとする。 

(1) 第９条（談合その他の不正行為による実施契約の不締結等）第２項から第５項

まで 

(2) 第10条（暴力団排除に係る実施契約の不締結等）第２項から第４項まで 

(3) 第11条（実施契約不調の場合の処理） 

(4) 第13条（本事業（市）終了後の代表企業の責任） 

(5) 第14条（秘密保持） 

(6) 第18条（準拠法及び管轄裁判所） 

(7) 本条（有効期間） 

 

第17条  （疑義に関する協議） 

本基本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本基本協定の

解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して、これを

定めるものとする。 

 

第18条  （準拠法及び管轄裁判所） 

本基本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本基本協定に関する一切

の紛争については、神戸地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

以 上 

 

 

（以下余白） 

 



 

以上を証するため、本基本協定書を２通作成し、甲並びに代表企業、その他の構成企業及

び協力企業がそれぞれ記名押印の上、甲及び代表企業が各１通を保有する。 

 

令和７年３月【〇】日 

 

（甲） 

【〇】 

神戸市長 久元 喜造 

【〇】 

 

 

 

 

（乙）（代表企業） 

 

 

 

 

 

 

（構成企業） 

 

 

 

 

 

 

（構成企業） 

 

 

 

 

 

 

（協力企業） 

 

 

 

 

 

 

（協力企業） 

 



 

別紙１ 出資者保証書の様式 

 
【〇】年【〇】月【〇】日 

神戸市長 久元 喜造殿 

 

 

 

 

出 資 者 保 証 書 

 
神戸市（以下「市」という。）並びに優先交渉権者である【代表企業名】、【構成企業名】

及び【構成企業名】（以下「当社ら」と総称する。）との間で、令和【〇】年【〇】月【〇】

日付けで締結された三宮バスターミナル特定運営事業等 基本協定書（市）（以下「本基本協

定」という。）に関して、当社らは、本日付けをもって、下記の事項を市に対して誓約し、

かつ、表明・保証いたします。なお、特に明示の無い限り、この出資者保証書において用い

られる用語は、本基本協定において定義された意味を有するものとします。 

 
記 

 
 

1  事業者が、【〇】年【〇】月【〇】日に、会社法（平成17年法律第86号）上の株式会

社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。 

 

2  本日時点における事業者の資本金の額及び株主構成等は以下のとおりであること。 

 

事業者の資本金の額 ：【〇】円 

事業者の発行可能株式総数 ：【〇】株 

事業者の発行済株式の総数 ：【〇】株 

 

出資者（代表企業） 

商号 【商号】 

出資額 【〇】円 

引き受ける株式の総数 【〇】株 

引き受ける株式の種類 【〇】株式 

 

出資者（構成企業） 

商号 【商号】 

出資額 【〇】円 

引き受ける株式の総数 【〇】株  



 

引き受ける株式の種類 【〇】株式 

 

出資者（構成企業） 

商号 【商号】 

出資額 【〇】円 

引き受ける株式の総数 【〇】株 

引き受ける株式の種類 【〇】株式 

 
3  本基本協定第４条（株式の譲渡）第１項第１文に基づく市の事前の書面による承諾

がある場合若しくは同項ただし書きの場合を除き、当社らのうち代表企業である【代表

企業名】（以下「代表企業」という。）は、当該本議決権株式持分の譲渡、担保権の設

定その他一切の処分を行わないこと。また、本事業（市）の事業期間中は、代表企業を

変更しないこと。 

 

4  本基本協定第４条（株式の譲渡）第１項第１文に基づく市の事前の書面による承諾が

ある場合若しくは同項ただし書きの場合を除き、当社らのうち代表企業でない構成企業

である【構成企業名】及び【構成企業名】は、事業者の本議決権株式の譲渡、担保権の

設定その他一切の処分を行わないこと。 

 

5  当社らが保有する事業者の本議決権株式を譲渡する場合、事前に、譲受予定者及びそ

の他の議決権株式を保有する者との連名でこの出資者保証書と同じ様式の出資者保証書

を市に提出すること。 

 

6  当社らが保有する事業者の本完全無議決権株式を譲渡する場合、事前に、譲受予定

者から本基本協定別紙２（誓約書の様式）と同じ様式の誓約書を徴求し市に提出するこ

と。 

 

7  当社らが保有する事業者の本議決権株式又は本完全無議決権株式を譲渡する場合、

当該譲渡の譲受人は、譲渡の時期を問わず、本基本協定第４条（株式の譲渡）第３項各

号に掲げる条件を全て満たすことを要し、当社らは、自らがかかる譲渡を行う場合には

譲受人に係る当該条件を遵守すること。 

 

8  当社らを代表又は代理して本基本協定及びこの出資者保証書に署名又は記名捺印し

た者は、法令等、定款、その他社内規則で必要とされる手続に基づき、各当社らを代表

して本基本協定及びこの出資者保証書に署名又は記名捺印する権限を付与されているこ

と。 



 

 

9  当社らは、この出資者保証書に関する事項及び本基本協定に関する情報につき、①

当該情報を知る必要のある当社らの役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他

の専門家に対して、当社らと同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する

場合、②当該情報を知る必要のある業務委託先、若しくは本事業（市）に関して事業者

に融資等を行う金融機関等又はこれらの者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理

士その他の専門家に対して、当社らと同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として

開示する場合、又は③法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関（金融商

品取引所、金融商品取引業協会を含む。）の命令により開示を求められた情報を開示す

る場合を除き、市の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本基本協定の履行又は

本事業（市）の実施の目的以外には使用しないこと。ただし、次に掲げる情報を除く。 

(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本基本協定上の義

務違反によることなく公知となった情報 

(2) 市及び当社らからの開示を受ける前から、開示を受けた第三者が独自に保有していた

情報 

(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 

 

 

 
以 上 

 

 

 
（代表企業） 

【代表企業名】 

 

 
 

（構成企業） 

【構成企業名】 

 

 

 
（構成企業） 

【構成企業名】 

 

 

 



 

別紙２ 誓約書の様式 

 
【〇】年【〇】月【〇】日 

神戸市長 久元 喜造殿 

 

 

 

 

誓 約 書 

 
神戸市（以下「市」という。）並びに優先交渉権者である【代表企業名】、【構成企業

名】、【構成企業名】、【協力企業名】及び【協力企業名】との間で、令和【〇】年【〇】

月【〇】日付けで締結された三宮バスターミナル特定運営事業等 基本協定書（市）（以下

「本基本協定」という。）に関して、当社は、本日付けをもって、下記の事項を市に対して

誓約し、かつ、表明・保証いたします。なお、特に明示の無い限り、この誓約書において用

いられる用語は、本基本協定において定義された意味を有するものとします。 

 
記 

 
 

1  本日時点における当社が保有する事業者の本完全無議決権株式の数は【〇】株であ

ること。当社がかかる株式の引受けにあたり払い込んだ出資金の額は【〇】円であり、

払い込み済みであること。 

 
2  当社が保有する事業者の本完全無議決権株式を譲渡する場合、本基本協定第４条（株

式の譲渡）第３項に掲げる条件を満たすことを要し、また、事前に、譲受予定者からこ

の誓約書と同じ様式の誓約書を徴求し市に提出すること。 

 
3  当社を代表又は代理してこの誓約書に署名又は記名捺印した者は、法令等、定款、そ

の他社内規則で必要とされる手続に基づき、当社を代表してこの誓約書に署名又は記名

捺印する権限を付与されていること。 

 

4  当社は、この誓約書に関する事項及び本基本協定に関する情報につき、①当該情報

を知る必要のある当社の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に

対して、当社と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合、②当該

情報を知る必要のある業務委託先、若しくは本事業（市）に関して事業者に融資等を行

う金融機関等又はこれらの者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専

門家に対して、当社と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合、

又は③法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関（金融商品取引所、金融

商品取引業協会を含む。）の命令により開示を求められた情報を開示する場合を除き、



 

市の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本基本協定の履行又は本事業（市）の

実施の目的以外には使用しないこと。ただし、次に掲げる情報を除く。 

(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本基本協定上の義

務違反によることなく公知となった情報 

(2) 市及び当社からの開示を受ける前から、開示を受けた第三者が独自に保有していた情

報 

(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 

 
 

以 上 

 

 

 
【企業名】 



 

 

 

 

 

一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナル特定

運営事業等 

三宮バスターミナル特定運営事業等 

 

要求水準書 

（案） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月 

国土交通省 近畿地方整備局 

神戸市 
  



 

  




